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はじめに 

特別支援教育は、障害のある児童・生徒の教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々

の違いを認め合いながら、誰もが生き生きと活躍できる社会を形成する基礎となる、重要

な役割を担っています。そのため、全ての学校において、特別な配慮を必要とする児童・

生徒一人一人がそのもてる力を最大限に伸長できるよう、個々の児童・生徒の障害の状態

等に応じた指導内容や、指導の工夫を検討し、適切な指導を行うことが重要です。 

特別支援学級は、学校教育法第 81 条の規定に基づき、小学校又は中学校等に特別に編

制された学級であり、教育課程においても小学校又は中学校の教育課程に関するものが適

用されます。しかしながら、特別支援学級は、本来、通常の学級における学習では、十分

その効果を上げることが困難な児童・生徒のために編制された学級であり、通常の学級と

同じ教育課程をそのまま適用することは適切ではなく、障害のある児童・生徒の特性にふ

さわしい教育課程が必要になります。そのため、特別支援学級の教育課程編成については、

学級の実態や児童・生徒の障害の程度等を十分に考慮した上、特別支援学校小学部・中学

部学習指導要領を参考として、例えば、各教科の目標・内容を、前学年の教科や特別支援

学校（知的障害）の教科の目標・内容に替えることや心身の調和的発達の基盤を培う自立

活動を取り入れたりするなどして、実情に合った教育課程を編成できることが法令等で定

められています。 

また、特別支援学級に在籍する児童・生徒や通級による指導を受ける児童・生徒につい

ては、個々の児童・生徒の実態を的確な把握に基づき、個別の教育支援計画や個別の指導

計画を作成し、効果的に活用していくことが平成 29 年告示の小学校学習指導要領及び中

学校学習指導要領に規定されています。 

障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点か

ら、児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高めていくための指導

をより一層充実させていくことが重要となります。 

本手引は、こうしたことを踏まえ、各学校の特別支援学級・通級による指導の教育課程

が適切に編成・実施されるよう、教育課程の編成の指針を示したものです。本手引が、区

市町村教育委員会が定める特別支援学級・通級による指導の教育課程編成指針の基底資料

となり、特別支援教育の一層の充実・発展に資することを願っています。 

なお、本手引は、小学校及び中学校の特別支援学級、通級による指導に関わる先生方の

御協力を得て作成したものであり、作成に御協力いただいた関係者各位にここに記して感

謝の意を表します。

令和３年３月  

東京都教育庁指導部長 

増 田 正 弘 
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第 1 章 教育課程の編成と指導計画の作成 

【教育課程の編成】 

第 1節 教育課程の意⩏

第２節 特別支援学級の教育課程

学校において編成する教育課程とは、教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童・生

徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。 

編成にあたっては、教育基本法、学校教育法、教育委員会の規則をはじめとする教育課程に関する

法令等に従い、各教科、特別の教科である道徳（以下「道徳科」という）、外国語活動(小学校のみ、以下

同様)、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動の目標やねらいの実現を目指していく。各学校に

おいては、児童・生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の

内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っ

ていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと

などを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことが

求められる。 

特別支援学級の教育課程は、学校が編成する教育課程の一つであり、各学級における教育活動の根

幹となる教育計画として、重要な意義をもつ。各学級においては、児童・生徒の障害の状態、特性、心身

の発達の段階等及び学校・学級や地域の実態を考慮して、教育目標の設定及び教育内容の選択を行

い、授業時数を定め、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、創意工夫を生かした特色ある

教育活動を組織していく必要がある。 

１ 特別の教育課程 

特別支援学級は、学校教育法第 81 条の規定に基づき特別に編制された学級であるが、あくまで

も小学校又は中学校（義務教育学校を含む、以下同様）に設置された学級である。したがって、特

別支援学級の教育課程に関する法令上の規定は、小学校又は中学校の教育課程に関するものが

適用される。 

しかしながら、特別支援学級は、本来、通常の学級における学習では、十分その効果を上げるこ

とが困難な児童・生徒のために編制された学級であり、通常の学級と同じ教育課程をそのまま適用

することは適切ではなく、障害のある児童・生徒の特性にふさわしい教育課程が必要である。 

特別支援学級の教育課程の編成については、学校教育法施行規則第 138 条に次のように規定

されている。 

小学校学習指導要領では、特別支援学級において実施する特別の教育課程の編成に係る基本

的な考え方について、次のように新たに示している。（中学校学習指導要領においても同様である。） 

〇学校教育法施行規則第 138 条 

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る

教育課程については、特に必要がある場合は、第 50 条第 1 項、第 51 条、第 52 条、第 52 条の 3、第

72 条、第 73 条、第 74 条、第 74 条の 3、第 76 条、第 79 条の 5 及び第 107 条の規定にかかわらず、

特別の教育課程によることができる。 
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(䜰)において示している自立活動の内容は、各教科等のようにその඲てをྲྀりᢅうものではなく、

ಶ䚻の児童・生徒の障害の状態等の的確な把握に基づき、障害による学習上又は生活上の困難を

୺体的に改善・ඞ᭹するために必要な項目を選定してྲྀりᢅうものである。よって、児童・生徒一人

一人にಶ別の指導計画䠆をస成し、それに基づいて指導をᒎ㛤する必要がある。（ಶ別の指導計画

のస成については、本❶第 11 ⠇「ಶ別指導計画」をཧ考のこと。） 

(䜲)では、特別支援学校学習指導要領第䠍❶総則の第䠔⠇「重」障害⪅等に関する教育課程の

ྲྀᢅい」をཧ考にし、各教科の目標や内容をᙜヱ各学ᖺより前の学ᖺの教科の目標及び内容に᭰

えたり、学校教育法施行規則第 126 条の䠎をཧ考にし、各教科を、▱的障害⪅である児童・生徒に

ᑐする教育を行う特別支援学校の各教科に᭰えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成す

ることを規定している。 

これらの特別の教育課程に関する規定をཧ考にする㝿に、特別支援学級は、小学校又は中学校

の学級の一つであり、通常の学級と同様、小学校学習指導要領又は中学校学習指導要領第䠍❶総

則第䠍の䠍の目標を達成するために、第䠎❶以下に示す各教科、道徳科、外国語活動及び特別活動

の内容に関する஦項は、特に示す場合を㝖き、いずれの学校においてもྲྀりᢅうことが前ᥦとなって

いることを㋃まえる必要がある。 

䠆ᮾி㒔においては、ಶ別の指導計画について、ᖹ成 7 ᖺより◊✲㛤発にྲྀり組み、㒔立特別支援学校の指導計

画に఩置௜けてきた⤒⦋があり「ಶ別指導計画」と⛠している。 

㸰 特別の教育課程ࡿࡼ࡟ሙྜのᒆฟ 

地方教育行ᨻの組織及び㐠Ⴀに関する法ᚊ第 21 条に基づき、設置⪅の⟶⌮ᶵ関である教育委

員会がᡤ⟶の学校の教育課程に関する⟶⌮ᶒを᭷していることを定めている。 

したがって、特別支援学級で特別の教育課程による場合、ヱᙜ小学校又は中学校は、その特別の

教育課程を༊ᕷ⏫ᮧ教育委員会の方㔪に基づき、あらかじめᒆけฟなけれ䜀ならない。 

第３節 教育課程編成のᇶᮏⓗ࡞考࠼᪉

小学校又は中学校に設置される特別支援学級の教育課程は、通常の学級の教育課程と同様に、教

育基本法及び学校教育法その௚の法令、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び༊ᕷ⏫ᮧ

教育委員会が定める規則や教育課程編成基‽に基づいて編成される。 

したがって、༊ᕷ⏫ᮧ教育委員会が特別支援学級の教育課程編成基‽を⊂自に定めている場合に

は、それに従い編成される。 

第䠍❶総則 第䠐 児童の発達の支援 䠎 特別な㓄慮を必要とする児童䜈の指導 

（䠍） 障害のある児童など䜈の指導

䜲 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとする。

(䜰) 障害による学習上又は生活上の困難をඞ᭹し自立を図るため、特別支援学校小学㒊・中学

㒊学習指導要領第䠓❶に示す自立活動をྲྀりධれること。 

(䜲) 児童の障害の程ᗘや学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学ᖺの教科の

目標や内容に᭰えたり、各教科を、▱的障害⪅である児童にᑐする教育を行う特別支援学校

の各教科に᭰えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。 
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また、その編成にᙜたって、特別支援学校学習指導要領及びᮾி㒔立特別支援学校の教育課程編

成基‽・㈨ᩱをཧ考にすることができる。教育課程編成の୺体は学校であることから、教育課程は、学

校の㛗である校㛗の㈐௵の下で、学校の組織を生かし、඲教⫋員の༠ຊによって編成されなけれ䜀な

らない。 

小学校及び中学校では、教育活動を㐍めるにᙜたり、各学校において、୺体的・ᑐヰ的で῝い学び

の実現に向けた授業改善を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動をᒎ㛤する中で、基礎的・

基本的な▱㆑及びᢏ⬟を確実に習ᚓさ䛫、これらを活用して課㢟をゎỴするために必要なᛮ考ຊ、ุ

断ຊ、⾲現ຊ等を育むとともに、୺体的に学習にྲྀり組む態ᗘを㣴い、ಶ性を生かしከ様な人䚻との༠

ാをಁす教育の඘実にດめる必要がある。その㝿、児童・生徒の発達の段階を考慮して、児童・生徒の

ゝ語活動など、学習の基┙をつくる活動を඘実するとともに、ᐙᗞ等との連ᦠを図りながら、児童・生徒

の学習習័が確立するよう㓄慮していくことが必要である。 

第４節 教育課程編成のཎ๎

第５節 教育課程編成のᡭ㡰

小学校及び中学校においては、適切な教育課程を編成し、学習指導要領を含む教育課程に関する

法令及び各学校が編成する教育課程の目標を達成するよう教育を行う必要がある。 

教育課程を編成するにᙜたっては、次の䠎点がཎ則となる。 

(1) 教育基本法及び学校教育法その௚の法令୪びに学習指導要領の示すとこ䜝に従うこと

(2) 児童・生徒の人間としてㄪ࿴のとれた育成を目指し、児童・生徒の障害の状態、特性、心身の発

達の段階等及び学校・学級や地域の実態を十分考慮すること

教育課程は、編成のཎ則に従い、教ᖌの創意工夫をຍえて学校が編成するものである。法令や学習

指導要領の内容について十分⌮ゎするとともに、創意工夫をຍえ、学校の特色を生かした教育課程を

編成することが኱切である。 

１ 教育課程の編成࡟ᑐࡿࡍᏛᰯཬࡧ特別ᨭ᥼Ꮫ⣭のᇶᮏ᪉㔪ࠋࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ 

学校及び特別支援学級として教育課程の意義、教育課程の編成のཎ則などの編成にᑐする基本

的な考え方を᫂確にし、校㛗を中心にᢸ௵間および学校内でඹ通⌮ゎをもつ。 

㸰 教育課程の編成のࡵࡓの஦๓の◊✲ࡸㄪᰝࠋࡿࡍࢆ 

(1) 教育課程についての国の基‽やᮾி㒔及び༊ᕷ⏫ᮧ教育委員会の規則などを◊✲し、⌮ゎ

する。 

(2) 児童・生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等୪びに、学校や特別支援学級及び

地域の実態等を把握する。その㝿、保ㆤ⪅や地域ఫẸの意向、児童・生徒の状況等を把握するこ

とに␃意する。 

㸱 特別ᨭ᥼Ꮫ⣭の教育課程ࢆ編成ࠋࡿࡍ 

஦前の◊✲やㄪᰝの⤖果を᳨ウし、学校教育の目的や目標に↷らして、それ䛮れの学校や特別

支援学級の教育課㢟をṇしくᤊえた上で、それにᑐ応したල体的なᙉㄪ点や␃意点を᫂らかにした

教育目標を設定する。特別支援学級の教育目標を設定するにᙜたっては次のような点を㋃まえること

が重要である。 
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(1) 法ᚊ等に定められた学校教育の目的や目標の達成を前ᥦとするものであること。

(2) 学習指導要領に示す各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自

立活動の目標やねらいを前ᥦとするものであること。 

(3) 教育委員会の規則、方㔪等に従っていること。

(4) 児童・生徒及び学校や特別支援学級、地域の実態に༶したものであること。

(5) 学校の教育目標等を十分に㋃まえたものであること。

(6) 教育的価್が㧗く、⥅⥆的な実㊶がྍ⬟なものであること。

(7) 教育課程の編成実施に関する評価がྍ⬟なල体性を᭷すること。

学校の教育目標と特別支援学級における教育目標及び各教科等との関係を図ᘧ໬して示すと、

次のとおりである。 

学校の教育目標と特別支援学級における教育目標等の関係の図式化の例 

学級の目標ۑۑ学校ۑۑۑۑ立ۑۑ

学校の教育目標・ᇶᮏ᪉㔪
࠙法ⓗ᰿ᣐࠚ 

᪥ᮏᅜ᠇法 

教育ᇶᮏ法 

学校教育法 

学⩦指導要㡿 

ྛ教⛉別 の指導 

 ۑۑ ۑۑ ۑۑ

 ۑۑ

 ۑۑ ۑۑ ۑۑ

 ۑۑ ۑۑ ۑۑ

⥲合ⓗ࡞学⩦の時㛫に࠾ける指導 

 ۑۑ

個別の教育支援計画 ᐙᗞ・ᆅᇦとの連携 

指導の㔜Ⅼ項目 

目指すඣ❺・⏕ᚐീ 

学ᖺۑۑ 学ᖺۑۑ

ྛ学ᖺのᇶᮏ᪉㔪 

学ᖺۑۑ 学ᖺۑۑ 学ᖺۑۑ

ྛ教⛉等に࠾ける指導のࡽࡡい 

ۑ 学ᖺۑ

学級の 教育目標ۑۑ

ྛ教⛉等を合ࡏࢃた指導  

指導上のᕤኵ 

指導上のᕤኵ 

指導上のᕤኵ 

ۑۑۑ

指導のࡽࡡい

ۑۑۑ

指導のࡽࡡい

ۑۑۑ

指導のࡽࡡい

 個別指導計画 

࠙ඣ❺・⏕ᚐの実ែࠚ 

࠙学校の実᝟ࠚ 

࠙ᆅᇦの実᝟ࠚ 

࠙ಖㆤ者の㢪いࠚ 

࠙教ᖌの㢪いࠚ 

㐨ᚨ⛉、እᅜ ㄒ活動、特別

活動、自立活動の指導
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㸲 指導ෆᐜࢆ㑅ᢥࠋࡿࡍ 

(1) 指導内容について、基礎的・基本的なものを᫂確にする。

(2) 特別支援学級の教育目標の達成を図るため、重点を置く䜉き指導内容を᫂確にする。

(3) 各教科等の指導において、基礎的・基本的な▱㆑・ᢏ⬟の習ᚓとᛮ考ຊ・ุ断ຊ・⾲現ຊ等の

育成を図るとともに、୺体的に学習にྲྀり組む態ᗘを㣴う指導の඘実やಶに応じた指導を᥎㐍す

るよう㓄慮する。 

(4) 特別支援学級の教育活動඲体を通じて行う道徳教育及び体育・೺ᗣに関する指導について、

適切な指導がなされるよう㓄慮する。 

(5) 学習の基┙となる㈨質・⬟ຊや現௦的なㅖ課㢟にᑐ応して求められる㈨質・⬟ຊなど、学校とし

て、教科等横断的な視点で育成を目指す㈨質・⬟ຊを᫂確にし、その育成に向けた適切な指導

がなされるよう㓄慮する。 

(6) 児童・生徒や学校、地域の実態に応じて、創意を生かして行う総合的な学習の時間を適切にᒎ

㛤できるよう㓄慮する。 

(7) 各教科等の指導内容にྲྀり上げた஦項について、୺体的・ᑐヰ的で῝い学びの実現に向けた

授業改善を通して㈨質・⬟ຊを育む効果的な指導ができるよう、༢ඖや㢟ᮦなど内容や時間のま

とまりをぢ通しながら、まとめ方や重点の置き方を᳨ウする。 

㸳 指導ෆᐜࠋࡿࡍ⧊⤌ࢆ 

(1) 学習指導要領に示す各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自

立活動について、各教科等間の指導内容┦஫の関連を図り、関連性を᫂確にする。 

(2) 発ᒎ的、⣔⤫的な指導ができるように指導内容を㓄ิし組織する。

(3) 各学ᖺにおいて、合科的・関連的な指導について㓄慮する。

(4) ▱的障害学級において、各教科等の内容の一㒊又は඲㒊を合わ䛫て授業を行う場合には、内

容┦஫の関連や⣔⤫性について㓄慮する。 

㸴 ᤵᴗ᫬ᩘࢆ㓄ᙜࠋࡿࡍ 

(1) 指導内容との関連において、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活

動及び自立活動のᖺ間授業時数を定める。 

(2) 各教科等や学習活動の特質に応じて、創意工夫を生かし、䠍ᖺ間の中で、学期、᭶、㐌䛤との

各教科等の授業時数を定める。 

(3) 各教科等の授業の䠍༢఩時間は、小学校 45 分、中学校 50 分とするが、各学ᖺのᖺ間授業時

数を確保しつつ、児童・生徒の障害の状態や発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮

して、適切に定める。 

㸵 教育課程ࢆᐇ᪋ࠋࡿࡍ 

(1) 各教科等のᖺ間指導計画等に基づき、授業の㐍行⟶⌮を行う。

(2) 㐌䛤との指導計画による授業評価を次㐌以㝆の授業改善に生かすようにする。

㸶 教育課程ࢆホ౯ࡋᨵၿࠋࡿࡍ 

実施中の教育課程を᳨ウし評価して、その改善点を᫂確にして改善を図る。 

(1) ಶ別指導計画などの評価の㈨ᩱを཰㞟し、᳨ウする。

(2) ᩚ⌮したၥ㢟点を᳨ウし、ཎᅉと⫼ᬒを᫂らかにする。

(3) 改善᱌をつくり、᳨ウし、教育課程の編成に཯ᫎする。
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第６節 教育課程の編成ཬࡧ編成に࠾けるඹ通ⓗ事項

１ 教⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬࡓࡗ❧࡟㈨㉁࣭⬟ຊ 

児童・生徒の᪥䚻の学習や生ᾭにわたる学びの基礎となる㈨質・⬟ຊ、児童・生徒の障害の状

態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し、それ䛮れの教科等のᙺ๭を᫂確にしながら、教科等

横断的なほ点で育䜣でいくことができるよう教育課程の編成を図る必要がある。 

㻔㻝㻕 学⩦のᇶ┙䛸䛺䜛㈨㉁䞉⬟ຊ

䜰 ゝㄒ⬟ຊ

ゝⴥは、児童・生徒の学習活動を支える重要なᙺ๭を果たすものであり、඲ての教科等にお

ける㈨質・⬟ຊの育成や学習の基┙となるものである。教科᭩や教ᖌのㄝ᫂、様䚻な㈨ᩱ等から

新たな▱㆑をᚓたり、஦㇟をほᐹして必要な᝟ሗをྲྀりฟしたり、自分の考えをまとめたり、௚⪅

のᛮいをཷけṆめながら自分のᛮいをఏえたり、学級で目的をඹ᭷して༠ാしたりすることがで

きるのも、ゝⴥのᙺ๭に㈇うとこ䜝が኱きい。したがって、ゝ語⬟ຊの向上は、児童・生徒の学び

の質の向上や㈨質・⬟ຊの育成のᅾり方に関わる重要な課㢟としてཷけṆめ、重視していくこと

が求められる。 

䜲 ᝟ሗά⏝⬟ຊ

᝟ሗ活用⬟ຊは、ୡの中の様䚻な஦㇟を᝟ሗとその⤖び௜きとしてᤊえ、᝟ሗ及び᝟ሗᢏ

⾡を適切かつ効果的に活用して、ၥ㢟を発ぢ・ゎỴしたり自分の考えをᙧ成したりしていくため

に必要な㈨質・⬟ຊである。ᑗ来のண が難しい♫会において、᝟ሗを୺体的にᤊえながら、ఱ

が重要かを୺体的に考え、ぢい䛰した᝟ሗを活用しながら௚⪅と༠ാし、新たな価್の創㐀に

ᣮ䜣でいくためには、᝟ሗ活用⬟ຊの育成が重要となる。また、᝟ሗᢏ⾡は人䚻の生活にますま

す身㏆なものとなっていくと考えられるが、そうした᝟ሗᢏ⾡をᡭ段として学習や᪥常生活に活用

できるようにしていくことも重要となる。 

䜴 ၥ㢟Ⓨぢ䞉ゎỴ⬟ຊ

各教科等において、物஦の中からၥ㢟をぢい䛰し、そのၥ㢟を定義しゎỴの方向性をỴ定し、

ゎỴ方法を᥈して計画を立て、⤖果をண しながら実行し、᣺り㏉って次のၥ㢟発ぢ・ゎỴにつ

なげていく㐣程を重視した῝い学びの実現を図ることを通じて、各教科等のそれ䛮れの分㔝に

おけるၥ㢟の発ぢ・ゎỴに必要なຊを身に௜けられるようにするとともに、総合的な学習の時間

における横断的・総合的な᥈✲課㢟や、特別活動における㞟ᅋや自ᕫの生活上の課㢟にྲྀり

組むことなどを通じて、各教科等で身に௜けたຊが⤫合的に活用できるようにすることが重要で

ある。 

䜰䡚䜴にᣲげた㈨質・⬟ຊの育成以外にも、児童・生徒の障害の状態、特性、心身の発達の

段階等及び学校・学級や地域の実態を㋃まえ、学習の基┙づくりに向けて課㢟となる㈨質・⬟ຊ

はఱかを᫂確にし、適切な䜹䝸䜻䝳䝷䝮・䝬䝛䝆䝯䞁䝖の中でその育成が図られるように、ດめてい

くことが求められる。 

㻔㻞㻕 ⌧௦ⓗ䛺ㅖ課㢟䛻ᑐᛂ䛧䛶ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ

「生きるຊ」の育成という教育の目標を、各学校の特色を生かした教育課程の編成によりල体໬

していくにᙜたり、㇏かな人生の実現や⅏害等を஌り㉺えて次௦の♫会をᙧ成することに向けた現

௦的なㅖ課㢟に↷らして必要となる㈨質・⬟ຊをそれ䛮れの教科等のᙺ๭を᫂確にしながら、教
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科等横断的な視点で育䜣でいくことができるようにする。この現௦的なㅖ課㢟にᑐ応して求められ

る㈨質・⬟ຊとして、中ኸ教育ᑂ㆟会⟅⏦(ᖹ成 28 ᖺ 12 ᭶)では次のようなຊを㏙䜉ている。 

・೺ᗣ・Ᏻ඲・㣗に関するຊ

・୺ᶒ⪅として求められるຊ

・新たな価್を生みฟす㇏かな創㐀性

・䜾䝻䞊䝞䝹໬の中でከ様性をᑛ重するとともに、現ᅾまでཷけ⥅がれてきたᡃが国ᅛ᭷の領

ᅵやṔྐについて⌮ゎし、ఏ⤫やᩥ໬をᑛ重しつつ、ከ様な௚⪅と༠ാしながら目標に向か

ってᣮᡓするຊ 

・地域や♫会における⏘業のᙺ๭を⌮ゎし地域創生等に生かす

・自↛⎔ቃや㈨※の᭷㝈性等の中でᣢ⥆ྍ⬟な♫会をつくるຊ

・㇏かな䝇䝫䞊䝒䝷䜲䝣を実現するຊ

㸰 ෆᐜ➼のྲྀᢅ࠸ 

㻔㻝㻕 ෆᐜのྲྀᢅ䛔のཎ๎

教育課程を編成する㝿は、学習指導要領の各教科、道徳科、外国語活動、特別活動及び自立

活動の内容に関する஦項は、特に示している場合を㝖き、必ずྲྀりᢅうものとする。なお、自立活

動の内容に関する஦項は、教育の内容としては必ずྲྀりᢅうこととし、ಶ䚻の児童・生徒の指導目

標を㋃まえて自立活動の内容を選定するものであることに␃意する。 

学習指導要領に示している内容は、඲ての児童・生徒にᑐして確実に指導しなけれ䜀ならない

ものであると同時に、ಶに応じた指導を඘実するほ点から、児童・生徒の学習状況などに応じて、

学習指導要領に示していない内容をຍえて指導することもྍ⬟である。た䛰し、その場合も、まず

は学習指導要領に示した内容の確実な定着が求められるとともに、その内容を㐓⬺しないことが必

要である。つまり、学習指導要領に示している内容に඲く関連のない஦᯶を⬦⤡なく教えることが

ないよう十分␃意しなけれ䜀ならない。さらに、これらの指導によって、児童・生徒の㈇ᢸが㐣重と

ならないようにὀ意することも必要である。 

また、各教科等の学ᖺ別及び段階別の内容は、それ䛮れの教科等の内容を体⣔的に示すほ点

からᩚ⌮して示しているものであり、特に示す場合を㝖き指導の㡰ᗎを示しているものではない。 

各学校・特別支援学級では、これらの点に␃意してᖺ間の指導計画をస成する。 

㻔㻞㻕 学ᖺの┠ᶆཬ䜃ෆᐜ䜢䜎䛸䜑䛶♧䛧䛯教⛉のᢅ䛔

小学校の以下の教科等は、学ᖺの目標及び内容を䠎学ᖺまとめて示している。

䠘内容を䠎学ᖺまとめて示している教科等（小学校）䠚

国語、生活、㡢ᴦ、図画工స、ᐙᗞ、体育、外国語、外国語活動 

これらの教科等が、ල体的な活動や体㦂をకうなどの特性を᭷していることや実施の⤒㦂からよ

りᙎຊ的なྲྀᢅいがふさわしいことなどを考慮し、児童、学校・学級及び地域の実態に応じた創意

工夫が一ᒙ行いやすくしているものである。 

そのため、これらの教科等については、䠎学ᖺ間をぢ通した㛗期の指導計画を適切にస成し、

効果的な指導がなされることが意図されている。 

㻔㻟㻕 㑅ᢥ教⛉䜢㛤タ䛩䜛㝿の␃ព஦㡯

中学校においては、各教科の௚特に必要な教科を選択教科として㛤設することができる。その場
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合、教科のྡ⛠、目標、内容などについては、各学校で適切に定めることとなる。 

選択教科を㛤設する場合は、各教科等において育成を目指す㈨質・⬟ຊの୕つのᰕを㋃まえる

など、教科や総合的な学習の時間等との᭷ᶵ的な関連を図りつつ䠏学ᖺ間඲体をぢ通して、選択教

科の内容等を適切に定め、それ䛮れの選択教科の指導計画をస成する必要がある。 

また、選択教科の内容が生徒の㈇ᢸ㐣重となることのないよう適切な㓄慮が必要である。 

㻔㻠㻕 㐨ᚨ教育

学校における道徳教育は、道徳科を要として඲教育活動において、児童・生徒一人一人の道徳

性を㣴うものである。 

内容は、道徳科はもとより、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動

で行われる道徳教育において、それ䛮れの特質に応じて適切に指導されなけれ䜀ならない。 

なお、それ䛮れの内容項目は、指導にᙜたりྲྀりᢅう内容であって、目標とするጼを⾲すものでは

なく、一方的に内容項目を教え㎸むような指導は適切ではない。それ䛮れの内容項目に含まれる道

徳価್について、障害の状態や特性及び心身の発達の段階等も㋃まえつつ、その意義などについ

て自ᕫとの関わりや♫会的な⫼ᬒなども含めᗈい視㔝からከ㠃的・ከゅ的に考えさ䛫ることにより、

児童・生徒の道徳的なุ断ຊや心᝟、୺体的に道徳的な実㊶を行う意ḧと態ᗘを育むようດめるこ

とが重要である。 

㸱 ᤵᴗ᫬ᩘ➼のྲྀᢅ࠸ 

㻔㻝㻕 ᤵᴗ᫬ᩘのྲྀᢅ䛔

各学ᖺにおけるᖺ間の総授業時数については、小学校又は中学校の各学ᖺのᖺ間授業時数

に‽ずる。 

総授業時数のᯟ内に含まれるものは、外国語を含む各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学

習の時間、特別活動及び自立活動である。 

児童・生徒、学校・学級や地域の実態を考慮しつつ、ಶに応じた指導などの指導方法・指導体

制、教ᮦ等の工夫改善など授業等の質的な改善を図りながら、特別支援学校学習指導要領に基

づき教育課程を適切に実施し指導するために必要な時間を実質的に確保する。 

 各学ᖺの総合的な学習の時間に඘てる授業時数は、小学校第 3 ᖺ以上及び中学校の各学ᖺ

において、それ䛮れ適切に定める。 

 特別活動の授業のう䛱、小学校の児童会活動、䜽䝷䝤活動及び学校行஦୪びに中学校の生徒

会活動及び学校行஦については、それらの内容に応じ、ᖺ間、学期䛤と、᭶䛤となど適切な授業

時数を඘てる。 

 各学ᖺの自立活動の時間に඘てる授業時数は、児童・生徒の障害の状態、特性及び心身の

発達の段階等に応じて、適切に定める。 

㻔㻞㻕 ᤵᴗ᫬ᩘの☜ಖ

授業時数を適切に㓄ᙜした教育課程を編成するとともに、その実施にᙜたっても、実㝿に必要

な指導時間を確保するよう、学ᖺや学期、᭶䛤と等に授業時数の実⦼⟶⌮や学習の状況の把握

を行うなど、その状況等について自ら点᳨及び評価を行い、改善にດめる。 

㻔㻟㻕 ᖺ㛫のᤵᴗ㐌ᩘ

各教科等の授業は、ᖺ間 35 㐌（小学校第䠍学ᖺについては 34 㐌）以上にわたって行うよう計画
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し、㐌ᙜたりの授業時数が児童・生徒の㈇ᢸ㐣重にならないようにする。 

㻔㻠㻕 ᤵᴗの 㻝 ༢఩᫬㛫

各教科等の授業の 1 ༢఩時間は、各学ᖺ及び各教科等のᖺ間授業時数を確保しつつ、児童・

生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等୪びに各教科等や学習活動の特質を考慮し

て、定める。 

各授業時数の 1 ༢఩時間を定めるにᙜたっては、授業時数の 1 ༢఩時間を小学校は 45 分、中

学校は 50 分とする。 

㻔㻡㻕 㐌᫬程⾲（᫬㛫๭）のᙎຊⓗ䛺⦅ᡂ

㐌時程⾲（時間๭）をᖺ間でᅛ定するのではなく、児童・生徒、学校・学級や地域の実態、各教

科等や学習活動の特質に応じ、ᙎຊ的に組み᭰えることに㓄慮する。 

【指導計画の作成】 

第７節 指導計画のస成

指導計画は、各教科等のそれ䛮れについて、指導目標、指導内容、指導の㡰ᗎ、指導方法、౑用教

ᮦ、指導の時間㓄ᙜ等を定めた、よりල体的な計画である。また、ಶ人別に指導目標、指導内容、㓄慮

஦項などを定めたಶ別指導計画がある。  

指導計画には、༙ᖺや䠍ᖺ間にわたる㛗期の指導計画から、学期䛤と、᭶䛤と、㐌䛤と、༢఩時間䛤と、

あるいは༢ඖ、㢟ᮦ、୺㢟䛤との指導᱌に⮳るまで各✀のものがある。  

特別支援学級においては、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、特別支援学校学習指導要

領第䠍❶総則及び第䠎❶以下の各❶に示された指導計画のస成に関する㓄慮஦項などをཧ考とし、児

童・生徒、学校・学級や地域の実態を考慮して、創意工夫を生かし、඲体としてㄪ࿴のとれたල体的な指

導計画をస成しなけれ䜀ならない。 

１ 指導計画の作成➼࡟ᙜ࡚ࡗࡓの㓄៖஦㡯 

㻔㻝㻕 ㄪ࿴の䛸䜜䛯ලయⓗ䛺ᣦᑟィ⏬のసᡂ

教育課程は、各教科等の目標やねらいを実現するように、教育の内容を学ᖺ段階に応じ授業時

数との関連において総合的に組織した教育計画であり、教育計画をල体໬した計画、授業につな

がる指導方法や౑用教ᮦも含めてල体的な指導により重点を置いてస成したものが指導計画で

ある。 

指導計画は、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動な

どのそれ䛮れについて、学ᖺ䛤とあるいは学級䛤となどに、指導目標、指導内容、指導の㡰ᗎ、指

導方法、౑用教ᮦ、指導の時間㓄ᙜ等を定めたよりල体的な計画である。 

ᖺ間指導計画とは、そのᖺᗘの各教科等における学習活動のぢ通しをもつために、䠍ᖺ間の

ὶれにἢって༢ඖ等を㓄ิし、学習活動のᴫ要を示したものであるため、さらに⣽かな計画とし

て༢ඖ計画等がస成される。目標及び内容を䠎学ᖺずつまとめて示している教科や道徳科など

については、䠎学ᖺ間をぢ通した㛗期の指導計画を適切にస成し、効果的な指導ができるように

する。 

児童・生徒、学校・学級や地域の実態を考慮しながら、創意工夫を生かし、඲体としてㄪ࿴のと
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れたල体的な指導計画をస成する。 

䜰 ㈨㉁䞉⬟ຊ䜢育䜐ຠᯝⓗ䛺ᣦᑟ

各教科の各学ᖺ、各段階、各分㔝又は各ゝ語の目標及び指導内容の関連を十分◊✲し、୺

体的・ᑐヰ的で῝い学びの実現に向けた授業改善を通して㈨質・⬟ຊを育む効果的な指導を行

うことができるように㓄慮する。 

各教科の各学ᖺ、各段階、各分㔝又は各ゝ語の目標と内容に関する஦項は、特に示す場合

を㝖き、いずれの学校においてもྲྀりᢅわなけれ䜀ならない。しかし、各教科の学ᖺ別の内容に

ᥖげる஦項の㡰ᗎは、特に示す場合を㝖き、指導の㡰ᗎを示すものではないことに␃意する。 

䜲 ྛ教⛉➼ཬ䜃ྛ学ᖺ┦஫㛫の㛵㐃

教育の目標は各教科等඲ての教育活動の成果が⤫合されてはじめて達成されるものであるた

め、各教科等のそれ䛮れのᅛ᭷の目標の実現を目指すと同時に、௚の教育活動との関連や学

ᖺ間の関連を十分に図るようにする。 

指導計画స成時は、各教科等の指導目標、指導内容の関連を᳨ウし、指導内容の୙必要な

重」を㑊けたり、重要な指導内容がḞⴠしたりしないように㓄慮する。また、指導時期、時間㓄分、

指導方法などに関しても┦஫の関連を考慮した上で計画を立てる。 

各教科等において⣔⤫的、発ᒎ的な指導を行うことは、児童・生徒の発達の段階に応じ、その

目標やねらいを効果的に実現するために必要である。それを十分◊✲し、指導計画をస成する

㝿、学ᖺ┦஫の関連を図り、指導の効果を㧗めるように㓄慮する。 

各教科等の各学ᖺの内容として示している指導஦項は、特に示す場合を㝖き、指導の㡰ᗎを

示しているものではないので、特別支援学級においては、創意工夫をຍえ、児童・生徒の障害の

状態、特性、心身の発達の段階等及び学校・学級や地域を考慮し、⣔⤫的、発ᒎ的な指導が㐍

められるよう指導内容をල体的に組織、㓄ิする。 

䜴 学ᖺの┠ᶆཬ䜃ෆᐜ䜢䠎学ᖺ䛻䜎䛸䜑䛶♧䛧䛯教⛉➼のᣦᑟィ⏬

小学校の国語、生活、㡢ᴦ、図画工స、ᐙᗞ、体育及び外国語の各教科୪びに外国語活動

については、䠎学ᖺ間をぢ通した指導計画をస成する。 

これらの教科等については、児童の障害の状態、特性、心身の発達の段階等及び学校・学級

や地域の実態に応じ、創意工夫を生かした学習をᒎ㛤することによって、これらの教科等の目標

を効果的、段階的に実現するようにする。 

䜶 ྜ⛉䞉㛵㐃ⓗ䛺ᣦᑟ

合科的な指導は、教科のねらいをより効果的に実現するための指導の方法の一つであり、༢

ඖ又は䠍䝁䝬の時間の中で、」数の教科の目標や内容を組み合わ䛫て、学習活動をᒎ㛤する。 

関連的な指導は、教科等別に指導するにᙜたって、各教科等の指導内容の関連を᳨ウし、指

導時期や指導方法などについて┦஫の関連を考慮して指導する。特に小学校においては、ධ

学ᙜึは、中学ᖺ以上の⯆࿡・関心のᗈがりや発達の段階に応じ、合科的・関連的な指導を㐍

めるなどの工夫をする。 

合科的な指導୪びに関連的な指導についての指導計画のస成にᙜたっては、各教科等の目

標、内容等を᳨ウし、各教科等の指導のᖺ間のぢ通しに立って、その教ᮦや学習活動の関連性

をල体的に確ㄆするとともに、指導内容がᗈがり㐣䛞て↔点が定まらず十分な成果が上がらなか
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ったり、児童に㐣重になったりすることのないように␃意する。 

合科的な指導୪びに関連的な指導を行うにᙜたっては、児童が自↛なᙧで意ḧ的に学習に

ྲྀり組めるような学習課㢟を設定するとともに、課㢟選択の場を設けたり、教科᭩を工夫して౑用

したり、その指導に適した教ᮦをస成したりして、指導の効果を㧗める。 

合科的な指導に要する授業時数は、ཎ則として関連する教科の授業時数から඘ᙜする。 

第８節 教育課程の実᪋と学⩦ホ౯

１ ୺యⓗ࡛࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧのᐇ⌧ࡓࡅྥ࡟ᤵᴗᨵၿ 

各教科等の指導にᙜたって、(1) ▱㆑及びᢏ⬟が習ᚓされるようにすること、(2) ᛮ考ຊ、ุ断ຊ、

⾲現ຊ等を育成すること、(3) 学びに向かうຊ、人間性等をᾰ㣴することが೫りなく実現されるよう、༢

ඖや㢟ᮦなど内容や時間のまとまりをぢ通しながら、児童・生徒の୺体的・ᑐヰ的で῝い学びの実現

に向けた授業改善を行い、各教科等の「ぢ方・考え方」をാか䛫、各教科等の学習の㐣程を重視して

඘実を図る。 

また、このことは、授業の方法やᢏ⾡の改善のみを意図するものではなく、児童・生徒に求められる

㈨質・⬟ຊを育むために、児童・生徒や学校・学級の実態、指導の内容に応じ、「୺体的な学び」、「ᑐ

ヰ的な学び」、「῝い学び」の視点から授業改善を図ることが重要である。 

㸰 ゝㄒ⎔ቃのᩚഛとゝㄒάືの඘ᐇ 

学習の基┙となる㈨質・⬟ຊとしてゝ語⬟ຊを育成するために、教育課程の編成にᙜたり、ゝ語⎔

ቃをᩚえるとともに、ゝ語⬟ຊを育成する中᰾的な教科である国語科を要として、各教科等の特質に

応じたゝ語活動を඘実さ䛫る。ゝ語は児童・生徒の学習活動を支える重要なᙺ๭を果たすものであり、

ゝ語⬟ຊは඲ての教科等における㈨質・⬟ຊの育成や学習の基┙となるものである。 

ゝ語⎔ቃをᩚえることは、ゝ語⬟ຊの育成を図るために重要である。児童・生徒のゝ語活動は、児

童・生徒をྲྀりᕳくゝ語⎔ቃによってᙳ㡪をཷけることが኱きいので、学校生活඲体におけるゝ語⎔ቃ

をᮃましい状態にᩚえておく。 

ゝ語⬟ຊを育成する中᰾的な教科である国語科を要として各教科等においてゝ語活動の඘実を図

ることが重要ある。小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領において、国語科では、「▱㆑及び

ᢏ⬟」や「ᛮ考ຊ、ุ断ຊ、⾲現ຊ等」の㈨質・⬟ຊをどのようなゝ語活動を通して育成するかについ

て、ゝ語活動౛を示している。 

また、小 学 校 において外 国 語 活 動 、外 国 語 科 及 び中 学 校 の外 国 語 科 においては、実 㝿

にⱥ 語 を用 いたゝ 語 活 動 を通 して、「▱ ㆑ 及 びᢏ ⬟ 」を身 に௜ けるとともに、それらを活 用 し

て「ᛮ 考 ຊ 、ุ 断 ຊ 、⾲ 現 ຊ 等 」を育 成 するためのゝ 語 活 動 の౛ を示 すなど、ゝ 語 活 動 を

通 して䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁を図 る⣲ 地 及 び基 礎 となる㈨ 質 ・⬟ ຊ を育 成 することを目 指 してい

る。 

さらに、道徳科では「児童生徒がከ様なឤじ方や考え方に᥋する中で、考えを῝め、ุ断し、⾲現

するຊなどを育むことができるよう、自分の考えを基にヰし合ったり（中学校では「ウㄽしたり」）᭩いたり

するなどのゝ語活動を඘実すること」を、総合的な学習の時間では「᥈✲的な学習の㐣程においては、

௚⪅と༠ാして課㢟をゎỴしようとする学習活動や、ゝ語により分ᯒし、まとめたり⾲現したりするなど

の学習活動が行われるようにすること」を、特別活動では「体㦂活動を通してẼ௜いたことなどを᣺り㏉
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り、まとめたり、発⾲し合ったりするなどの஦ᚋの活動を඘実すること」をそれ䛮れ重視している。 

このようにゝ語活動は、ゝ語⬟ຊを育成するとともに、各教科等の指導を通して育成を目指す㈨質・

⬟ຊを身に௜けるために඘実を図る䜉き学習活動である。୺体的・ᑐヰ的で῝い学びの実現に向けた

授業改善を㐍めるにᙜたっては、༢ඖや㢟ᮦなど内容や時間のまとまりをぢ通して、各教科等の特質

に応じたゝ語活動をどのような場㠃で、どのような工夫を行いྲྀりධれるかを考え、計画的・⥅⥆的に

改善・඘実を図ることが期ᚅされる。 

また、ㄞ᭩は、ከくの語ᙡやከ様な⾲現を通して様䚻なୡ⏺にゐれ、これを␲ఝ的に体㦂したり▱

㆑を⋓ᚓしたりして、新たな考え方にฟ合うことをྍ⬟にするものであり、ゝ語⬟ຊを向上さ䛫る重要な

活動の一つである。ㄞ᭩活動の඘実や、児童・生徒のゝ語⎔ቃのᩚഛのためにも、学校図᭩㤋の඘

実を図っていく必要がある。 

㸱 ࡸ➼ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ教ᮦ࣭教ලのά⏝ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠊのᇶᮏⓗ࡞᧯作ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉࡸ

のయ㦂 

児童・生徒が᝟ሗを୺体的にᤊえながら、ఱが重要かを୺体的に考え、ぢい䛰した᝟ሗを活用しな

がら௚⪅と༠ാし、新たな価್の創㐀にᣮ䜣でいけるようにするため、᝟ሗ活用⬟ຊの育成がᴟめて

重要となっている。᝟ሗ活用⬟ຊの育成を図るためには、䝁䞁䝢䝳䞊䝍や᝟ሗ通ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽などの

᝟ሗᡭ段及びこれらを᪥常的・効果的に活用するために必要な⎔ቃをᩚえるとともに、各教科等にお

いてこれらを適切に活用した学習活動の඘実を図ることが重要である。 

また、小学校においては特に、᝟ሗᡭ段の基本的な᧯సの習ᚓに関する学習活動及び䝥䝻䜾䝷䝭

䞁䜾の体㦂を通してㄽ⌮的ᛮ考ຊを身に௜けるための学習活動を、䜹䝸䜻䝳䝷䝮・䝬䝛䝆䝯䞁䝖により各

教科等の特質に応じて計画的に実施していく。 

小学校段階において学習活動として䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾にྲྀり組むねらいは、䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ゝ語をぬえ

たり、䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾のᢏ⬟を習ᚓしたりといったことではなく、ㄽ⌮的ᛮ考ຊを育むとともに、身㏆なၥ

㢟のゎỴに୺体的にྲྀり組む態ᗘや䝁䞁䝢䝳䞊䝍等を上ᡭに活用してよりよい♫会を⠏いていこうとす

る態ᗘなどを育むこと、さらに、教科等で学䜆▱㆑及びᢏ⬟等をより確実に身に௜けさ䛫ることにある。

したがって、教科等における学習上の必要性や学習内容と関連௜けながら、児童・生徒の発達の段階

等を㋃まえ、計画的かつ↓⌮なく確実に実施されるものであることに␃意する必要がある。そのため、

教育課程඲体をぢΏし、䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾を実施する༢ඖを఩置௜けていく教科等を᳨ウする必要があ

る。 

౛え䜀、国語科では、༢ඖの目標を「ヰ㢟にἢってヰし合い、分からないことをᑜねたり、それに応

えたりすることができる」として、物の特ᚩを考え、ᑐ㇟物をᵓ成している要⣲の組み合わ䛫にẼ௜いた

り、目的に応じて分ゎしたりして、ၥ㢟を考え、ฟ㢟しあう活動や、生活༢ඖ学習「学級のみ䜣なで༠

ຊして䜹䝺䞊䝷䜲䝇をస䜝う」の༢ඖで、㈙い物やㄪ⌮についてヰし合う㝿に、必要なᮦᩱやᡭ㡰を考

え、ᩚ⌮して、ぢ通しをもった計画を立てる活動内容にするなどが考えられる。 

㸲 ぢ㏻ࠊࡾࡓ࡚❧ࢆࡋ᣺ࡾ㏉ࡿࡍࡾࡓࡗᏛ⩦άື 

児童・生徒が自୺的に学䜆態ᗘを育み、学習意ḧの向上に㈨するほ点から、各教科等の指導にᙜ

たり、児童・生徒が学習のぢ通しを立てたり学習したことを᣺り㏉ったりする活動を計画的にྲྀりධれる

ように工夫することが重要である。 

ල体的には、౛え䜀、各教科等の指導にᙜたっては、児童・生徒が学習のぢ通しを立てたり、児童・
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生徒がᙜヱ授業で学習した内容を᣺り㏉るᶵ会を設けたりといったྲྀ組の඘実や、児童・生徒がᐙᗞ

等において学習のぢ通しを立ててண習をしたり学習した内容を᣺り㏉って᚟習したりする習័の確立

などを図ることが重要である。これらの指導を通じ、児童・生徒の学習意ḧが向上するとともに、児童・

生徒が学習している஦項について、஦前にぢ通しを立てたり、஦ᚋに᣺り㏉ったりすることで学習内容

の確実な定着が図られ、各教科等で目指す㈨質・⬟ຊの育成にも㈨するものと考えられる。 

㸳 య㦂άືの㔜ど 

児童・生徒が生࿨の᭷㝈性や自↛の኱切さ、୺体的にᣮᡓしてみることやከ様な௚⪅と༠ാするこ

との重要性などを実ឤしながら⌮ゎすることができるようにすることを重視し、㞟ᅋの中で体⣔的・⥅⥆

的な活動を行うことのできる学校の場を生かして、地域・ᐙᗞと連ᦠ・༠ാして、体㦂活動のᶵ会を確

保していくことが重要である。体⣔的・⥅⥆的に体㦂活動を実施していくためには、各教科等の特質に

応じて教育課程を編成していくことが必要である。 

体㦂活動を効果的に実施していくためには、その意義や効果についてᐙᗞや地域とඹ᭷し、連ᦠ・

༠ാすることが重要である。学習の内容と児童・生徒の発達の段階に応じてᏳ඲䜈の㓄慮を十分に行

わなけれ䜀ならない。 

㸴 課㢟㑅ᢥཬࡧ⮬୺ⓗࠊ⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫ⩦のಁ㐍 

各教科等の指導を通して㈨質・⬟ຊの୕つのᰕを䝞䝷䞁䝇よく育成していくため、児童・生徒が自ら

学習課㢟や学習活動を選択するᶵ会を設けるなど、児童・生徒の⯆࿡・関心を生かした自୺的、自発

的な学習がಁされるよう、教育課程の実施上の工夫を行う。 

基礎的・基本的な▱㆑及びᢏ⬟の確実な習ᚓに␃意しつつ、児童・生徒の⯆࿡・関心を生かした学

習指導をᒎ㛤することが኱切である。児童・生徒の⯆࿡・関心を生かすことは、学習意ḧをႏ㉳する上

で᭷効であり、自୺的、自発的な学習をಁすことにつながる。 

指導にᙜたっては、児童・生徒の自立心や自ᚊ性を育む上で重要であることを㋃まえ、その඘実に

ດめるとともに、実態に応じ、きめ⣽かな┦ㄯに応じたり様䚻な᝟ሗをᥦ౪したりすることにも㓄慮する

必要がある。 

㸵 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࠊᆅᇦのබඹ᪋タの฼ά⏝ 

学校図᭩㤋については、学校教育においてḞくことのできない基礎的な設ഛであり、䐟児童・生徒

の᝿ീຊをᇵい、学習にᑐする⯆࿡・関心等を࿧び㉳こし、㇏かな心や人間性、教㣴、創㐀ຊ等を育

む自⏤なㄞ᭩活動やㄞ᭩指導の場である「ㄞ᭩䝉䞁䝍䞊」としてのᶵ⬟、䐠児童・生徒の自୺的・自発

的かつ༠ാ的な学習活動を支援したり、授業の内容を㇏かにしてその⌮ゎを῝めたりする「学習䝉䞁䝍

䞊」としてのᶵ⬟、䐡児童・生徒や教⫋員の᝟ሗ䝙䞊䝈にᑐ応したり、児童・生徒の᝟ሗの཰㞟・選択・

活用⬟ຊを育成したりする「᝟ሗ䝉䞁䝍䞊」としてのᶵ⬟を᭷している。 

各教科等において、学校図᭩㤋のᶵ⬟を計画的に฼活用し、児童・生徒の自୺的・自発的な学習

活動やㄞ᭩活動を඘実するようດめることが኱切である。さらに、教育課程との関連を㋃まえた学校図

᭩㤋の฼用指導・ㄞ᭩指導・᝟ሗ活用に関する各✀指導計画等に基づき、計画的・⥅⥆的に学校図

᭩㤋の฼活用が図られるようດめる。 

㸶 Ꮫ⩦ホ౯の඘ᐇ 

㻔㻝㻕 ᣦᑟのホ౯䛸ᨵၿ

学習評価にᙜたっては、児童・生徒のよい点やྍ⬟性、㐍Ṍの状況などを✚ᴟ的に評価し、児
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童・生徒が学習したことの意義や価್を実ឤできるようにする。 

また、各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握するほ点から、༢ඖや㢟ᮦなど内容や時

間のまとまりをぢ通しながら評価の場㠃や方法を工夫して、学習の㐣程や成果を評価し、指導の改

善や学習意ḧの向上を図り、㈨質⬟ຊの育成に生かすようにする。教ᖌによる評価とともに、児童・

生徒による学習活動としての┦஫評価や自ᕫ評価は、児童・生徒自身の学習意ḧの向上にもつな

がることから重視する必要がある。 

㻔㻞㻕 ಶ別ᣦᑟィ⏬䛻ᇶ䛵䛟ホ౯

各教科等の指導にᙜたっては、ಶ別指導計画に基づいて行われた学習状況や⤖果を適切に評

価し、指導目標や指導内容、指導方法の改善にດめ、より効果的な指導ができるようにする。 

ಶ別指導計画は、計画（㻼㼘㼍㼚）䠉実㊶（㻰㼛）䠉評価（㻯㼔㼑㼏㼗）䠉改善（㻭㼏㼠㼕㼛㼚）の䝃䜲䜽䝹において、

学習状況や⤖果を適ᐅ、適切に評価を行うことが኱切である。さらにその評価の⤖果、指導目標、

指導内容、指導方法のどこに課㢟があり、効果的な指導をできるようにするために、ఱを、どのように

改善していくのかを᫂確にする必要がある。 

㻔㻟㻕 学⩦ホ౯䛻㛵䛩䜛ᕤኵ

学習評価の実施にᙜたっては、学習評価のጇᙜ性やಙ㢗性が㧗められるよう、組織的かつ計画

的にྲྀり組むとともに、学校が保ㆤ⪅等に、評価に関する᝟ሗをより✚ᴟ的にᥦ౪し保ㆤ⪅の⌮ゎ

を図ることもಙ㢗性の向上のほ点から重要である。 

また、学ᖺや学校段階を㉺えて児童・生徒の学習の成果が෇⁥に᥋⥆されるようにすることは、学

習評価の⤖果をそのᚋの指導に生かすことにຍえて、児童・生徒自身が成㛗や௒ᚋの課㢟を実ឤ

できるようにするほ点からも重要なことである。児童・生徒の学習の成果がඹ᭷され෇⁥な᥋⥆につ

ながるよう、指導要㘓䜈の適切なグ㍕や学校඲体で一㈏した方㔪の下で学習評価にྲྀり組むことが

኱切である。 

第㸷節 ඣ❺・⏕ᚐのㄪ࿴ⓗ࡞Ⓨ㐩の支援

１ ඣ❺࣭⏕ᚐのⓎ㐩ࢆᨭࡿ࠼指導の඘ᐇ 

教育課程の編成及び実施にᙜたっては、次の஦項に㓄慮する。 

(1) 学習や生活の基┙として、教ᖌと児童・生徒とのಙ㢗関係及び児童・生徒┦஫のよりよい人間関

係を育てるため、᪥㡭から学級⤒Ⴀの඘実を図ること。あわ䛫て、小学校であれ䜀、ప学ᖺ、中学

ᖺ、㧗学ᖺの学ᖺの時期の特㛗を生かした指導の工夫や児童・生徒の生活ᖺ㱋に応じた㓄慮を

していくこと。

(2) 児童・生徒が、自ᕫのᏑᅾឤを実ឤしながら、よりよい人間関係をᙧ成し、᭷意義で඘実した学

校生活を㏦る中で、現ᅾ及びᑗ来における自ᕫ実現を図っていくことができるよう、児童・生徒⌮

ゎを῝め、学習指導と関連௜けながら、生徒指導の඘実を図ること。

(3) 児童・生徒が、学䜆ことと自ᕫのᑗ来とのつながりをぢ通しながら、♫会的・⫋業的自立に向けて

必要な基┙となる㈨質・⬟ຊを身に௜けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の

特質に応じて、䜻䝱䝸䜰教育の඘実を図ること。

(4) 児童・生徒が、学校教育を通じて身に௜けた▱㆑及びᢏ⬟を活用し、もてる⬟ຊを᭱኱㝈にఙ

䜀すことができるよう、生ᾭ学習䜈の意ḧを㧗めるとともに、♫会教育その௚様䚻な学習ᶵ会に関
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する᝟ሗのᥦ౪にດめること。また、生ᾭを通じて䝇䝫䞊䝒やᩥ໬ⱁ⾡活動にぶしみ、㇏かな生活

をႠむことができるよう、地域の䝇䝫䞊䝒ᅋ体、ᩥ໬ⱁ⾡ᅋ体及び障害⪅⚟♴ᅋ体等と連ᦠし、ከ

様な䝇䝫䞊䝒やᩥ໬ⱁ⾡活動を体㦂することができるよう㓄慮すること。 

㸰 ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆᨭ᥼࢔ࣜࣕ࢟ࡿࡍ教育の඘ᐇ 

ᮾி㒔教育委員会では、各学校段階の児童・生徒にᑐし、ᑗ来、自分にとって᭱もふさわしい㐍㊰

を୺体的に選択し、そのᚋの⫋業生活の中で自ᕫ実現を図っていくことができる自立した人ᮦを育成

するという立場から、䜻䝱䝸䜰教育を᥎㐍している。 

児童・生徒に学校で学䜆ことと♫会との᥋⥆を意㆑さ䛫、一人一人の♫会的・⫋業的自立に向けて

必要な基┙となる㈨質・⬟ຊを育み、䜻䝱䝸䜰発達をಁす䜻䝱䝸䜰教育の඘実を図ることが重要である。 

学校教育においては、䜻䝱䝸䜰教育の⌮ᛕがᾐ㏱してきている一方で、これまで学校の教育活動඲

体で行うとされてきた意図が十分に⌮ゎされず、指導場㠃が᭕᫕にされてしまい、また、⊃義の意࿡で

の「㐍㊰指導」とΰ同されるという課㢟もある。また、ᑗ来のክをᥥくこと䜀かりにຊ点が置かれ、「ാくこ

と」の現実や必要な㈨質・⬟ຊの育成につなげていく指導が㍍視されていたりするのではないか、とい

った指᦬もある。 

こうした指᦬等を㋃まえて、䜻䝱䝸䜰教育を効果的にᒎ㛤していくためには、特別活動の学級活動を

要としながら、総合的な学習の時間や学校行஦、道徳科や各教科における学習、ಶ別指導としての教

育┦ㄯ等のᶵ会を生かしつつ、学校の教育活動඲体を通じて必要な㈨質・⬟ຊの育成を図っていく

ྲྀ組が重要になる。 

学校の教育活動඲体を通じて行う䜻䝱䝸䜰教育や㐍㊰指導を効果的に㐍めていくためには、校㛗の

䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥の下、㐍㊰指導୺௵や䜻䝱䝸䜰教育を᥎㐍するᢸᙜ教員を中心とした校内の組織体制

をᩚഛし、学校඲体の教ᖌがඹ通のㄆ㆑に立って指導計画のస成にᙜたるなど、それ䛮れのᙺ๭・立

場において༠ຊして指導にᙜたることが重要である。 

㸱 ⏕ᾭᏛ⩦࡬のពḧのྥୖ 

障害⪅の䝷䜲䝣䝇䝔䞊䝆඲体を㇏かなものとするためには、障害のある児童・生徒にᑐして学校教育

段階からᑗ来をぢᤣえた教育活動の඘実を図ることが重要である。人が㇏かな人生を㏦っていこうとす

れ䜀、༢に生活が保障され、௙஦により㈤㔠をᚓて、♫会におけるᙺ๭を果たしていくのみならず、学

習、ᩥ໬、䝇䝫䞊䝒といった生ᾭにわたる学習や体㦂の中から生き⏥ᩫをぢつけ、人と⧅がっていくこ

とが必要となってくる。 

そのため学校教育においては、༞業ᚋの生活において、㐍㊰に関する指導䛰けではなく、䝇䝫䞊䝒

活動やᩥ໬活動などを含め、障害のある児童・生徒が、自ᕫ実現を図るための生ᾭにわたる学習活動

඲⯡をᴦしむことができるよう、ᅾ学中から地域における活動にཧຍし、ᴦしむ態ᗘを㣴うとともに、そ

のために必要な行ᨻやẸ間による支援について学䜆など、༞業ᚋにおいても様䚻な活動に✚ᴟ的に

ཧຍできるよう、生ᾭ学習䜈の意ḧを㧗めることが重要である。障害のある児童・生徒が、学校༞業ᚋ

も必要な支援をཷけながら㇏かな生活を㏦るためには、学校教育のみならず、♫会教育、ᩥ໬及び䝇

䝫䞊䝒といった、ᑵປや᪥常生活の時間とは␗なる、生ᾭを通じて人䚻の心のつながりや┦஫に⌮ゎ

しあえる活動のᶵ会がᥦ౪されるようなᶵ⬟が総合的に発᥹されるようにすることも኱切である。 
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㻔㻝㻕 㞀ᐖの䛒䜛ඣ❺䞉⏕ᚐのᐇែᢕᥱ

新ධ生・㌿ධ生については、ᑵ学（ධ学）┦ㄯ㈨ᩱ、ᑵ学（ධ学）前ᶵ関における指導㈨ᩱや支

援計画等を活用し、స成する。௚学ᖺについては内容を確ㄆし、必要に応じてಟṇや᭦新を行う。

そのためには、ᘬ⥅㈨ᩱ等をᣑᙇする。 

ᐙᗞや学校などでの様Ꮚや本人・保ㆤ⪅のᕼᮃを確ㄆする。ᖺᗘึめのಶ人㠃ㄯ・ᐙᗞゼၥ等

のᶵ会をとらえて䝙䞊䝈を⪺きྲྀることや、ᕼᮃㄪᰝ用⣬で⪺きྲྀるなどして、本人・保ㆤ⪅のᕼᮃ

を኱切にすることが重要である。また、必要な場合は、ᑓ㛛ᐙによるデ断やᑓ㛛的な᳨ᰝ等による

実態把握を行う。 

㻔㻞㻕 ᐇែ䛻༶䛧䛯支援┠ᶆのタ定

児童・生徒の様Ꮚとᕼᮃ等を㋃まえ、実態把握の内容を基に、学習㠃又は生活㠃に関する支援

目標を᫂確にする。設定された支援目標が適切かどうかを本人・保ㆤ⪅等と᳨ウし確ㄆし、Ỵ定す

る。ᢸ௵はもとより、特別支援教育䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊とも連ᦠして支援計画をస成し、校内委員会等

において᳨ウ・確ㄆする。 

㻔㻟㻕 ලయⓗ䛺支援ෆᐜの᫂☜໬

支援目標を達成するために必要とᛮわれる支援を᫂確にする。また、その支援を実施する支援ᶵ

関（学校も含む。）も᫂確にする必要がある。 

䜰 支援ᶵ㛵䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜛䜿䞊䝇䚸ཪ䛿䚸᪤Ꮡの䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛷ᑐᛂ䛷䛝䜛䜿䞊䝇

䜲 ᪂䛯䛺支援ᶵ㛵䜢᥈䛩ᚲせ䛜䛒䜛䜿䞊䝇

ᢸ௵は特別支援教育䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊と༠ຊして、䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊や㣴ㆤ教ㅍなどと᝟

ሗ஺᥮を行ったり、ᗈ域連ᦠ༠㆟会や学校㐠Ⴀ連⤡༠㆟会、関連する学校、保ㆤ⪅等と連⤡を

ྲྀったりしながら、支援ᶵ関を᥈す。 

 第 1 0 節 個別の教育支援計画

１ 個別の教育支援計画の目的 

個別の教育支援計画は、障害のある児童・生徒一人一人のニーズを正確に把握し、適切に対応し

ていくという考えの下、長期的な視点で乳幼児から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支

援を行うために作成するものである。 

また、この支援は教育のみならず、福祉、医療・保健、労働等の様々な側面からの取組が必要であ

り、実施に当たっては、支援機関をはじめとする、関係機関等との密接な連携・協力を確保することが

不可欠である。そのような意味からも、個別の教育支援計画は、小学校学習指導要領及び中学校学

習指導要領において個別に作成することが示されたことから、特別支援学級に在籍する児童・生徒に

は、保護者との連携のもと、以下の手順に沿って作成し、在学期間はもとより、進学先にも確実に引き

継ぐことが求められている。 

東京都教育委員会では、児童・生徒の学校生活を支えることが支援の中核となることから、個別の

教育支援計画を「学校生活支援シート」と呼び、活用方法等のシステム化と定着を図ってきた。 

２ 個別の教育支援計画の作成の手順 

すでに関係機関での支援がス䝍ートしていて、引き⥆きྠ様の支援ෆᐜを行っていくሙྜは、

ᢸ௵が中ᚰとなって、ㄪᩚを行っていく。᪤Ꮡの䝛䝑ト䝽ー䜽を౑って支援機関がỴ定できるሙ

ྜも、ᢸ௵が中ᚰとなり、ලయ的な支援のㄪᩚを行う。 
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䜴 支援ෆᐜのỴ定（支援఍㆟）

支援ᶵ関がỴまったら、支援会㆟（本人・保ㆤ⪅・ᢸ௵・特別支援教育䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊・関係

ᶵ関等がཧຍ）を㛤く。特に、学校以外の支援ᶵ関における支援が必要な場合は、支援ᶵ関の

ᢸᙜ⪅と行う支援会㆟において内容を確ㄆすることが኱切である。 

䠏 ಶ別の教育支援ィ⏬のホ౯ 

ಶ別の教育支援計画においては、支援の実施ᚋに計画の内容を評価し、次の䝇䝔䝑䝥につなげ

ていくことが኱切である。ᖺᗘᮎには、児童・生徒の一ᖺ間の評価の一⎔として、ಶ別の教育支援計

画も評価することが適ᙜである。 

ල体的な支援の評価としては、ಶ別の教育支援計画に基づく支援内容について、定期的に評価

を行うことがᮃましい。支援内容の᭷効性や௒ᚋのල体的なᑐ応、学校や支援ᶵ関との連ᦠなどに

ついて確ㄆする。 

ᖺᗘᮎに、本人・保ㆤ⪅等・関係ᶵ関からの᝟ሗをもとに学級ᢸ௵が評価の内容をまとめる。まと

めたものを㞟⣙し、次ᖺᗘにᘬき⥅䛠。 

䠐 ಶே᝟ሗのྲྀᢅ䛔の␃ពⅬ 

ಶ人᝟ሗのྲྀᢅいについてのὀ意は、᝟ሗ཰㞟に関することと、཰㞟ᚋに関することの୧㠃から

考えておく必要がある。 

㻔㻝㻕 ᝟ሗ཰㞟䛻ᙜ䛯䛳䛶のὀព

ಶ別の教育支援計画をస成する㝿の実態把握にᙜたっては、人ᶒᑛ重の視点から、その᝟ሗが

現ᅾの指導において本ᙜに୙ྍḞなものかどうか、୙必要な᝟ሗの཰㞟を行っていないか十分に

ྫྷ࿡したうえで、཰㞟にᙜたることが኱切である。 

また、実態把握のために౑用されるㄪᰝ⚊の内容や項目に関しても適ᐅ、ぢ┤しを行い、児童・

生徒の教育にとって本ᙜに必要な᝟ሗかどうか෌᳨ウしていくことも重要である。 

ᮾி㒔ಶ人᝟ሗの保ㆤに関する条౛第䠐条に、「ಶ人᝟ሗを཰㞟するときは、ಶ人᝟ሗをྲྀりᢅ

う஦務の目的を᫂確にし、ᙜヱ஦務の目的を達成するための必要な⠊ᅖ内で、適法かつබṇなᡭ

段により཰㞟しなけれ䜀ならない。」とある。౛え䜀、ಶ別の教育支援計画をస成する㝿に་学的᝟

ሗをᚓる必要が生じた場合、ఱのためにどのような᝟ሗをᚓたいのかを᫂確にし、保ㆤ⪅にᑐして

᝟ሗ཰㞟の㊃᪨ㄝ᫂を十分行ったうえで、必要な᝟ሗについてのみ㞟めることが኱切である。 

㻔㻞㻕 ᝟ሗ཰㞟ᚋのὀព

児童・生徒やᐙᗞに関わる᝟ሗを཰㞟しಶ別の教育支援計画に཯ᫎさ䛫る場合、ఱよりもまず、

人ᶒや䝥䝷䜲䝞䝅䞊の㑂Ᏺ及び᝟ሗの₃ὤ等の஦ᨾ㜵Ṇにດめる必要がある。 

その௚、స成したಶ別の教育支援計画、ᥖ示物や◊✲㈨ᩱ、学級通ಙ等のస成やྲྀᢅいにつ

いても、ಶ人᝟ሗ保ㆤのほ点から⣽心のὀ意をᡶう必要がある。 

ཧ⪃㈨ᩱ 

䞉䛣䜜䛛䜙のಶ別の教育支援ィ⏬䡚䛂䛴䛺䛜䜚䛃䛸䛂Ᏻᚰ䛃䜢支䛘䜛᪂䛧䛔ಶ別の教育支援ィ⏬䡚

（ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ䠏᭶ ᮾி㒔教育ጤဨ఍） 

䞉䛂䛴䛺䛜䜚䛃䛸䛂Ᏻᚰ䛃ಖㆤ⪅䛸䛸䜒䛻స䜛ಶ別の教育支援ィ⏬䡚学ᰯ⏕ά支援䝅䞊䝖䛸学ᰯ⏕ά

支援䝣䜯䜲䝹のά⏝஦౛䡚                  （ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ䠏᭶ ᮾி㒔教育ጤဨ఍）
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個別の教育支援計画の書式例 

シートの表面は、作成当初に、本人・保護者と話し合いながら記入する。

学校⏕活支援ࢺ࣮ࢩ
（個別の教育支援計画）

表面
઎๺䇭ᐕᐲ作成

స成者 （ ）

ࢼガࣜࣇ ᛶ別 ឡのᡭᖒ ㌟㞀ᡭᖒ

ᗘ 級ࠉࠉ✀ࠉ
Ặྡ

（ᖹ成 ᖺ ᭶஺௜） （ᖹ成 ᖺ ᭶஺௜）

在籍校 学ᖺ・⤌
㟁ヰ㸸

（࡝࡞、しい࡯てࡗᏊ౪（኱ே）に育࡞ࢇࡇ、したいࡀ学校⏕活࡞ࢇࡇ）成㛗への㢪いࡸ学校⏕活へのᮇᚅࠉ１

ᮏேࡽ࠿

ಖㆤ者ࡽ࠿

２  ⌧在の࠾ᏊࢇࡉのᵝᏊ（ᚓ意ࡇ࡞と・㡹ᙇࡗているࡇと、୙Ᏻࡇ࡞と࡝࡞）

児童・生徒の「良さ」を生かした支援が行えるよう、具体的に様子を記入

ࠉ支援の目標ࠉ３

学校と家庭とが支援の目標を共有

学校の指導・支援ࠉ ᐙᗞの支援ࠉ

学校生活における児童・生徒への支援の
内容を記入

䠆ཧ考㈨ᩱ䠖「これからの個別の教育支援計画䡚「䛴ながり」と「Ᏻᚰ」を支える᪂しい個別の教育支援計画䡚」 

䠄ᖹ成 26ᖺ䠏᭶ 東京都教育委員会䠅 

面ㄯで、保護者のẼᣢ

䛱䜔考えをཷ䛡Ṇめなが

らグධする。⌧在の児童・

生徒の様Ꮚに䛴いて、ᚰ

㓄な点を⪺き取りながら、

Ⰻい面にも視点を当てる。 

͞のシートは、お子さΞの学校生活をैࣰした΍のにするたΌ、ޜ家ଔと学校、ؖܐする様ʓ
なཱི৖の人が、お子さΞをʹのように支えͱい͚か話し合い、記࿧しͱい͚΍のͲす。
お子さΞが、ैࣰした๝かな学校生活をૻる͞とがͲ͘るよう、学校Ͳの学सΏ家庭Ͳの生活

にͯいͱ、Ҳॻにߡえͱい͘ΉしΒう。

「支援の┠ᶆ」をỴめた

後、ᐙᗞでできる支援を⪺

き取り、グධする。 

家庭生活における児童・生徒への
支援の内容を記入

・న઀なࢨ಍ٶ;චགྷな支援の内容とༀׄ
಍・支援ࢨͲの具体的な「ժܯ಍ࢨพݺ」・

シートのཬ面は、学校生活の஦ͲචགྷにԢͣͱ௧記しͱい͚。 ཬ面

ඣ❺・⏕ᚐྡ㸸 ˋԧųࡇ࠰˺঺

支援ᶵ関の支援ࠉ４
ࠉᖺࠉ１ࠉࠉ ᢸ௵ྡ㸸○○ࠉ○○

在籍校 ࠉᖺࠉ２ࠉࠉ ᢸ௵ྡ㸸○○ࠉ○

ࠉᖺࠉ３ࠉࠉ ᢸ௵ྡ㸸○○ࠉ○○

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ ）

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸ࠉ 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ࠉ

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ࠉ ）

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ ）

支援఍㆟の記録ࠉ５

᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ

成㛗のᵝᏊࠉ６ とࡇࡄ⥅ࡁ᮶ᖺᗘへᘬࠉ７

ࠋしたࡲいて了ゎし☜ㄆしࡘ௨上の内容にࠉ

઎๺䇭ᐕ䇭䇭᦬䇭䇭ᣣ ಖㆤ者Ặྡ

○ᖺᗘ

○ᖺᗘ

○ᖺᗘ

○ ⤌

○ ⤌

○ ⤌

学校内における児童・生徒とのؖΚΕの体੏

ࠉ・ࠉ
・支援をणけͱいるؔغ
・ ࠉ支援の֕གྷࠉࠉࠉࠉࠉ

支援ؖؽとのؖΚΕΏڱݳの೼Ѵ
ࠉ的ༀׄ޳の૯ؖؽ支援ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

支援の目標の৾ΕศΕを記入
・
・

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

Ͳ͘るようになͮた͞とʤ成ௗの様子ʥ
ްՎ的な支援Ώܩକがචགྷな支援内容

支援機関にお䛡る支

援ෆᐜの連携を図り、学

級でも対応できるように

する。 

教
育
課
程
の
編
成
と
指
導
計
画
の
作
成

24

第
１
章



シートのཬ面は、学校生活の஦ͲචགྷにԢͣͱ௧記しͱい͚。 ཬ面

ඣ❺・⏕ᚐྡ㸸 ˋԧųࡇ࠰˺঺

支援ᶵ関の支援ࠉ４
ࠉᖺࠉ１ࠉࠉ ᢸ௵ྡ㸸○○ࠉ○○

在籍校 ࠉᖺࠉ２ࠉࠉ ᢸ௵ྡ㸸○○ࠉ○

ࠉᖺࠉ３ࠉࠉ ᢸ௵ྡ㸸○○ࠉ○○

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ ）

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸ࠉ 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ࠉ

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ࠉ ）

支援ᶵ関㸸 ᢸᙜ者㸸 連⤡ඛ㸸

支援内容㸸

支援ᮇ㛫㸸 ）ࠉ ）㹼（ ）

支援఍㆟の記録ࠉ５

᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ
᪥時 協㆟内容・ᘬ⥅事項等
令࿴ࠉᖺࠉ᭶ࠉ᪥
㸸ࠉ㹼ࠉࠉ㸸ࠉ

成㛗のᵝᏊࠉ６ とࡇࡄ⥅ࡁ᮶ᖺᗘへᘬࠉ７

ࠋしたࡲいて了ゎし☜ㄆしࡘ௨上の内容にࠉ

઎๺䇭ᐕ䇭䇭᦬䇭䇭ᣣ ಖㆤ者Ặྡ

○ᖺᗘ

○ᖺᗘ

○ᖺᗘ

○ ⤌

○ ⤌

○ ⤌

学校内における児童・生徒とのؖΚΕの体੏

ࠉ・ࠉ
・支援をणけͱいるؔغ
・ ࠉ支援の֕གྷࠉࠉࠉࠉࠉ

支援ؖؽとのؖΚΕΏڱݳの೼Ѵ
ࠉ的ༀׄ޳の૯ؖؽ支援ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

支援の目標の৾ΕศΕを記入
・
・

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

参ຍ者㸸

Ͳ͘るようになͮた͞とʤ成ௗの様子ʥ
ްՎ的な支援Ώܩକがචགྷな支援内容

支援機関にお䛡る支

援ෆᐜの連携を図り、学

級でも対応できるように

する。 
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  第 1  1 節 個別指導計画

ಶ別指導計画のస成において、児童・生徒の障害の状態等をぢᴟめ、的確な実態把握を行うとともに、

保ㆤ⪅の䝙䞊䝈を十分にཷけṆめ、ಶ別の教育支援計画等を活用し、ᑓ㛛ᐙやᑓ㛛ᶵ関等と᝟ሗ஺᥮

しながら連ᦠを῝めていくことが一ᒙ求められている。また、స成したಶ別指導計画を保ㆤ⪅にᥦ示し、

指導目標やᡭ䛰てなどをඹ᭷するとともに、⌮ゎ・༠ຊを求めることも኱切である。 

１ ಶ別指導計画の作成のᡭ㡰 

㻔㻝㻕 ᐇែᢕᥱの᪉ἲ

ಶ別指導計画をస成するにᙜたり、児童・生徒の実態をᐈほ的かつṇ確に把握することが必要で

ある。そのためには、学級にᅾ⡠する一人一人の児童・生徒の障害の状態や特性及び心身の発達

の段階等、学習や᪥常生活の状態や課㢟に関する᝟ሗを཰㞟する必要がある。また、ᐙᗞ等での

様Ꮚ䡠学校での様Ꮚ、ㅖ᳨ᰝのグ㘓等からぢた児童・生徒の状況などከ㠃的にᤊえ、総合的に⌮

ゎし、指導のᡭがかりをከ㠃的に᳨ウすることが኱切である。 

また、教育的な立場や心⌮的な立場、་学的な立場、保ㆤ⪅等、第୕⪅からの᝟ሗによる実態

把握も重要である。実態把握に基づいてಶ別指導計画をస成し、それに基づく指導を通して、᭦に

必要な᝟ሗを⿵い、ಶ別指導計画を適ᐅಟṇしていくというᰂ㌾で動的なᑐ応をしていくことが求め

られる。 

㻔㻞㻕 ᣦᑟ┠ᶆのタ定

指導目標の設定にᙜたっては、㛗期的なほ点に立った指導目標とᙜ㠃のල体的課㢟としての▷

期的な目標の設定が必要である。児童・生徒の実態に基づき、保ㆤ⪅のᕼᮃを⪺き、意ぢ஺᥮も行

いながら、ල体性のある目標を設定する。 

㛗期的な目標については、児童・生徒の発達の状態や生活などのᑗ来ീを᝿定して設定するこ

とになる。▷期目標については、㛗期的な目標に向けて、段階的に、また、⣔⤫的に設定する。 

また、♫会的自立を図ることのできるຊや地域の一員として生きていけるຊをᇵうことを目指し、現

ᅾの発達の段階において育成を目指すල体的な指導目標を設定することが኱切である。 

学校においては、児童・生徒の実態、学校や地域の実態等からᥖげられた学校教育目標の下、

重点目標、各㒊・各学ᖺの教育目標等を設定する。さらに、これに従って、学ᖺ䛤と、教科䛤とに目

標や内容等を示し、指導計画をస成する。 

㻔㻟㻕 ಶ別ᣦᑟィ⏬సᡂのὶ䜜

㻔㻝㻕 学⩦≧ἣのホ౯

ほ点別評価については、基本的には「▱㆑・ᢏ⬟」、「ᛮ考・ุ断・⾲現」、「୺体的に学習にྲྀり

組む態ᗘ」のほ点から評価を行い、児童・生徒の学習状況をල体的にᤊえたり、䝞䝷䞁䝇よく指導内

個別指導計画の作成の手順は、ᐙᗞ生活⾲、学校生活⾲及びㅖ᳨ᰝのグ㘓にᇶ䛵く児童・生

徒の実ែ把握からጞまり、ᖺ間の指導計画のホ౯で一༊切りとなる。 

２ 個別指導計画のホ౯ 

指導の⤖ᯝ䜔児童・生徒の学習≧ἣをホ౯するに当たっては、指導┠ᶆをタ定するẁ㝵において、

児童・生徒の実ែに༶して、その฿㐩≧ἣをලయ的にᤊえておく。ホ౯には、児童・生徒の▱㆑及び

ᢏ⬟、ᛮ考力・ุ᩿力・⾲⌧力等、学びにྥかう力・人間ᛶ等にお䛡る学習≧ἣのホ౯、⮬❧活ືの

ホ౯と、┠ᶆのタ定䜔指導方法が適切であったかという教ᖌ側にお䛡る指導のホ౯がある。 
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容をᵓ成したりすることに活かす。 

䜰 ▱㆑䞉ᢏ⬟の学⩦㠃のホ౯

「▱㆑・ᢏ⬟」の評価は、各教科等における学習の㐣程を通した▱㆑及びᢏ⬟の習ᚓ状況につ

いて評価を行うとともに、それらを᪤᭷の▱㆑及びᢏ⬟と関連௜けたり活用したりする中で、௚の学

習や生活の場㠃でも活用できる程ᗘにᴫᛕ等を⌮ゎしたり、ᢏ⬟を習ᚓしたりしているかについて

も評価する。 

䜲 ᛮ⪃䞉ุ᩿䞉⾲⌧のホ౯

「ᛮ考・ุ断・⾲現」の評価は、各教科等の▱㆑及びᢏ⬟を活用して課㢟をゎỴするために必

要なᛮ考ຊ、ุ断ຊ、⾲現ຊ等を身に௜けているかを評価する。 

䜴 ୺యⓗ䛻学⩦䛻ྲྀ䜚⤌䜐ែᗘのホ౯

「୺体的に学習にྲྀり組む態ᗘ」の評価に㝿しては、༢に⥅⥆的な行動や✚ᴟ的な発ゝを行う

など、性᱁や行動㠃のഴ向を評価するということではなく、各教科等の「୺体的に学習にྲྀり組む

態ᗘ」に係るほ点の㊃᪨に↷らして、▱㆑及びᢏ⬟を習ᚓしたり、ᛮ考ຊ、ุ断ຊ、⾲現ຊ等を身

に௜けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の㐍め方についてヨ行㘒ㄗするなど自ら

の学習をㄪᩚしながら、学䜌うとしているかどうかという意ᛮ的なഃ㠃を評価することが重要である。 

䜶 ⮬❧άືのᣦᑟのホ౯

自立活動の指導は、䠒༊分の内容を必要に応じてే䛫て指導するため、各༊分の指導内容に

ついて᫂らかにするとともに、ල体的な指導目標にᑐする評価を分ᯒ的にしていくことが኱切であ

る。 

指導と評価は一体であるとゝわれるように、評価は児童・生徒の学習評価であるとともに、教ᖌの

指導にᑐする評価でもある。教ᖌには、評価を通して指導の改善が求められる。 

㻔㻞㻕 ᣦᑟのホ౯

䜰 ᣦᑟ┠ᶆのタ定䚸教ᮦ䞉教ල䚸ᣦᑟෆᐜ䞉᪉ἲ䛺䛹のᣦᑟホ౯

〇 指導目標の設定はጇᙜであったか。 

〇 教ᮦ・教ලが一人一人の児童・生徒の学習状況や発達の段階等に合っていたか。 

〇 指導内容・方法や学習⎔ቃの設定が適切であったか。 

〇 児童・生徒の⯆࿡・関心に合っていたか。 

〇 指導のᡭ䛰てに㐣๫な支援又は支援୙㊊がなかったか。 

༢ඖや学期ᮎの評価䛰けでなく、児童・生徒が課㢟に十分にྲྀり組むことができなかったり、授

業場㠃でΰ஘して᝟⥴୙Ᏻ定になったりした時に上グのၥ㢟を᳨ウし、さらに、ఱがㄏᅉとして考

えられるか（㡢่⃭、視ぬ่⃭、ึめての体㦂にᑐする᢬ᢠឤなど）、それにᑐするᡭ䛰て等につ

いて適切に行われていたかどうかを分ᯒすることが኱切である。また、指導体制や指導方法、ᖺ間

指導計画等についても᳨ウし、指導を᭱適なものにしていくことが重要である。 

䜲 ホ౯のಙ㢗ᛶの☜ಖ䛸ㄝ᫂㈐௵

評価が児童・生徒の学習の改善に生かされるようにするためには、学習の評価を児童・生徒や

保ㆤ⪅に十分ㄝ᫂し、評価についての考え方などをඹ᭷していくことが኱切である。 

これまでも評価に関わる᝟ሗは通▱⾲や㠃ㄯなどを通じてఏえられてきたが、それは学習の成
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果を学習のᚋに▱ら䛫るという性᱁がᙉかった。児童・生徒や保ㆤ⪅が評価にᑐしてಙ㢗ឤをも

䛱、その᝟ሗを生かして学習にྲྀり組むようにするには、学習の㐣程や⤖果における評価᝟ሗを

適切にᥦ౪していく必要がある。その㝿、どのようなほ点や規‽、方法で評価を行うのかといった

学校としての評価の考え方や方㔪を教育活動の計画などとともに、あらかじめㄝ᫂することが኱切

である。 

評価にはಙ㢗性が求められるが、それは༢に数್໬された䝕䞊䝍䛰けがその根ᣐとなるのでは

なく、評価する教ᖌ、評価される児童・生徒、それをཷけṆめる保ㆤ⪅等が、おおむねጇᙜである

とุ断できることがಙ㢗性の根ᣐとして意࿡をもつことになる。その意࿡でも、評価規‽や評価方

法等に関する᝟ሗが児童・生徒や保ㆤ⪅に஦前にᥦ౪され、⌮ゎされていることも評価にᑐする

ಙ㢗性を確保するために必要である。 

㸱 ಶே᝟ሗのྲྀᢅ࠸ 

䈜第 10 ⠇ ಶ別の教育支援計画䠐をཧ↷のこと。

䛆ཧ考䛇 

䠘ಶ別指導計画のᗫᲠについて䠚 

指導要㘓の指導に関するグ㘓が䠑ᖺ保Ꮡとなっていることに‽じて、ಶ別指導計画についても、

䠑ᖺ⤒㐣したものにᑐしてᗫᲠのᥐ置をྲྀることがᮃまれます。なお、保ㆤ⪅にᥦ示してᡭΏしたಶ

別指導計画はこの㝈りではありま䛫䜣。 

（ᮾி㒔教育委員会「障害のある児童・生徒のためのಶ別指導計画 㻽㻒㻭」ᖹ成䠕ᖺ䠎᭶） 
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 第 1 2 節 学校運営上の留意事項

１ 教育課程のᨵၿ䛸学ᰯホ౯ 

㻔㻝㻕 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖のᐇ᪋䛸学ᰯホ౯䛸の㛵㐃௜䛡

各学校が行う学校評価は、学校教育法第 42 条において「教育活動その௚の学校㐠Ⴀの状況に

ついて評価を行い、その⤖果に基づき学校㐠Ⴀの改善を図るため必要なᥐ置をㅮずる」と規定され

ており、教育課程の編成、実施、改善は教育活動や学校㐠Ⴀの中᰾となることを㋃まえ、教育課程

を中心として教育活動の質の向上を図る䜹䝸䜻䝳䝷䝮・䝬䝛䝆䝯䞁䝖は学校評価と関連௜けて実施す

ることが重要である。学校評価については、ᖹ成 19 ᖺ䠒᭶に学校教育法が改ṇされ、学校評価及び

᝟ሗᥦ౪に関する総合的な規定が設けられた。 

さらに、ᖹ成 19 ᖺ 10 ᭶に学校教育法施行規則が改ṇされ、自ᕫ評価・学校関係⪅評価の実施・

බ⾲、評価⤖果の設置⪅䜈のሗ࿌に関する規定が新たに設けられた。これにより、小・中学校は法

令上、次の஦項を実施する必要がある。 

䜰 教⫋員による教育活動の自ᕫ評価を行い、その⤖果をබ⾲すること。

䜲 保ㆤ⪅䜰䞁䜿䞊䝖などの評価、学校の関係⪅による評価（学校関係⪅評価）を行うとともにそ

の⤖果をබ⾲するようにດめること。

䜴 自ᕫ評価の⤖果・学校関係⪅評価の⤖果を設置⪅にሗ࿌すること。

㻔㻞㻕 学ᰯホ౯䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻䛚䛡䜛教育課程のホ౯

ᩥ㒊科学┬がస成する「学校評価䜺䜲䝗䝷䜲䞁」では、各学校や設置⪅において評価項目・指標

等の設定について᳨ウする㝿の視点となる౛として考えられるものを౽ᐅ的に分㢮した学校㐠Ⴀに

おける以下の 12 分㔝䛤とに౛示している。 

䐟教育課程・学習指導、䐠䜻䝱䝸䜰教育（㐍㊰指導）、䐡生徒指導、䐢保೺⟶⌮、䐣Ᏻ඲⟶⌮、

䐤特別支援教育、䐥組織㐠Ⴀ、䐦◊ಟ（㈨質向上のྲྀ組）、䐧教育目標・学校評価、

䐨᝟ሗᥦ౪、䐩保ㆤ⪅、地域ఫẸ等との連ᦠ、䐪⎔ቃᩚഛ

これらの౛示をཧ考にしつつ、ල体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校がุ

断する䜉きであるが、各学校は設定した学校の教育目標の実現に向けた教育課程や人的又は物的

な体制に関わる評価項目・指標について、౛示された項目を⥙⨶的にྲྀりධれるのではなく、┿に

必要な項目・指標等を⢭選して設定することが期ᚅされる。 

㸰 教育課程のᨵၿ 

㻔㻝㻕 ᨵၿのព⩏

㻔㻞㻕 ᨵၿの᪉ἲ

教育課程の改善の方法は、各学校及び特別支援学級の創意工夫によってල体的には␗なるで

あ䜝うが、一⯡的には次のようなᡭ㡰が考えられる。 

䜰 評価の㈨ᩱを཰㞟し、᳨ウすること。

䜲 ᩚ⌮したၥ㢟点を᳨ウし、ཎᅉと⫼ᬒを᫂らかにすること。

䜴 改善᱌をつくり、実施すること。

学校及び特別支援学級においては、児童・生徒の人間としてㄪ࿴のとれた育成を┠指し、児童・

生徒の障害の≧ែ及びⓎ㐩のẁ㝵䜔特ᛶ等୪びにᆅᇦ䜔学校の実ែを༑ศ考៖して⦅成、実施

した教育ㄢ⛬が┠ᶆをຠᯝ的に実⌧できるようにᨵၿを図ることが求められる。 
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各学校及び特別支援学級は、児童・生徒の障害の状態及び発達の段階や特性୪びに地域や学

校の実態等に༶し、各学校の創意工夫を生かした、一ᒙ適切な教育課程を編成するようにດめなけ

㻔㻝㻕 ௚の特別支援学級䜔特別支援学ᰯ䚸ᆅᇦのᑠ䞉୰学ᰯ➼䛸の㐃ᦠ

地域のᗂ⛶ᅬ・保育ᡤ、小・中学校等の要ㄳに応じ、䐟小・中学校等の教ᖌ䜈の支援ᶵ⬟、䐠特

別支援教育等に関する┦ㄯ・᝟ሗᥦ౪ᶵ⬟、䐡障害のある児童・生徒䜈の指導・支援ᶵ⬟、䐢⚟♴、

་⒪、ປാ等の関係ᶵ関等との連⤡・ㄪᩚᶵ⬟、䐣小・中学校等の教ᖌにᑐする◊ಟ༠ຊᶵ⬟、

䐤障害のある児童・生徒䜈の施設・設ഛ等のᥦ౪ᶵ⬟等を発᥹し、௚の特別支援学級や特別支援

学校、地域の小・中学校等にᅾ⡠する障害のある児童・生徒の指導・支援の඘実を図る。

㻔㻞㻕 ಖㆤ⪅➼䛻ᑐ䛧䛶

保ㆤ⪅等にᑐして、障害のある児童・生徒にとって必要な教育のᅾり方やぢ通しについての᝟ሗ

をᥦ౪するなどして、特別支援教育についての⌮ゎをಁすことが኱切である。 

㻔㻟㻕 特別支援教育のᆅᇦのᑓ㛛ᶵ㛵䛸䛧䛶のᙺ๭

ᅾ⡠する児童・生徒にᑐする教育の඘実とともに、それ䛮れの地域の実態を適切に把握して、地

域のᑓ㛛ᶵ関としてのᶵ⬟の඘実を図り、特別支援学級のᑓ㛛性を生かした指導や支援を㐍めて

れ䜀ならない。 

３ 学校་等との連⤡ 

特別支援学級に在籍する児童・生徒の障害の⛬ᗘが㔜ᗘ・㔜」化、ከ様化してきていることから、

児童・生徒の保健及びᏳ඲に䛴いて␃意することがᴟめて㔜要である。そのために、㣴護教ㅍ䜔学

級ᢸ௵をጞめとした児童・生徒に᪥ᖖ接する教⫋員のたえ䛦るほᐹと᝟ሗ஺᥮が必要である。また、

య育⛉䜔学級活ື、⮬❧活ືでの指導においては、㣴護教ㅍ等を中ᚰとした学校඲యの保健及び

Ᏻ඲の指導యไ䛵くり䜔学校医等関連医療機関との連⤡యไの組⧊化が必要である。 

４ 校内の特別支援教育に関するศᤸ⤌⧊との連携 

東京都では、特別支援教育のయไᩚഛを図るため、඲ての小学校及び中学校において、特別支

援教育䝁ー䝕䜱䝛ー䝍ーを指ྡするとともに、校ෆ委員会がタ⨨されている。特に、特別支援学級タ

⨨校では、特別支援学級ᢸ௵が校ෆの特別支援教育のᑓ㛛㒊⨫等として、校ෆ委員会等䜈様々な

支援䜔ຓゝを行うことが㔜要である。  

また、特別支援学級タ⨨校では、特別支援教育᥎進委員会、஺ὶ教育᥎進委員会等のྡ⛠のศ

ᤸ組⧊があるሙྜがある。このような㒊⨫を活用し、校ෆ委員会において通ᖖの学級のᢸ௵の意ぢを

✚ᴟ的に取りධれながら、特別支援学級と学校඲యの教育ㄢ⛬とのᩚྜᛶを図り、஺ὶ及びඹྠ学

習をᖺ間指導計画に適切に఩⨨௜䛡ていくことが㔜要である。 

５ 㒊活動の意⩏と留意Ⅼ 

中学校において、生徒の⮬୺的、⮬Ⓨ的なཧຍにより行䜟れる㒊活ືに䛴いては、ス䝫ー䝒䜔ᩥ

化及び⛉学等にぶしま䛫、学習意ḧのྥୖ䜔㈐௵ឤ、連ᖏឤが⮬↛にはぐくまれるよう導くものであ

り、学校教育の一⎔として、教育ㄢ⛬との関連が図られるように␃意する。その㝿、ᆅᇦ䜔学校の実ែ

に応じ、ᆅᇦの人々の協力、♫会教育施タ䜔♫会教育関係ᅋయ等のྛ✀ᅋయとの連携な䛹、㐠Ⴀ

ୖのᕤኵを行うようにする。  

また、特別支援学級の生徒が㒊活ືにཧຍするに当たっては、生徒の障害の≧ែ等に応じて、生

徒がཧຍし䜔すいように実施ᙧែな䛹をᕤኵするとともに、ఇ㣴᪥䜔活ື᫬間を適切にタ定するな䛹

生徒の䝞䝷䞁スのとれた生活䜔成長に㓄៖することが必要である。 

６ 特別支援教育に関するᆅᇦのᑓ㛛ᶵ関としてのᙺ๭  

これまで特別支援学級として行ってきたᑵ学┦ㄯ等のᙺ๭にຍえ、以下のᙺ๭を学校及び特別支

援学級として組⧊的に᥎進していく。この᥎進によって、在籍する児童・生徒に対する教育を௒後一

ᒙ඘実さ䛫るとともに、それ䛮れのᆅᇦの実ែを適切に把握して、必要とされるᆅᇦのᑓ㛛機関として

の機⬟の඘実を図っていくことが必要である。 
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いく。特別支援教育の᥎㐍のために、地域の学校等の特別支援教育䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊や関係ᶵ関

との連ᦠ及び地域支援を᥎㐍する。また、஺ὶ及びඹ同学習の඘実を図る。 

教育┦ㄯᡤ等の教育ᶵ関、児童┦ㄯᡤ等の⚟♴ᶵ関、⑓㝔の་⒪ᶵ関などとの連ᦠ༠ຊを図り、

䝛䝑䝖䝽䞊䜽をᙧ成し適切なᙺ๭を果たす。

( 44)) 䊈䉾䊃䊪䊷䉪のᒻ成
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第㸰章 ཧ⪃とࡿࡍ特別ᨭ᥼Ꮫᰯ㸦▱ⓗ㞀ᐖ㸧の教育課程と指導計画 

第１節 知ⓗ㞀ᐖにࡘいて

適応行ືの面では、ḟのようなᅔ㞴さが生じ䜔すい。 

困難性 側面 

言語発達 

学習技能 

対人スキル 

社会的行動 

日常生活習慣行動 

ライフスキル

運動機能

概念的スキルの困難性 

友達関係など 
社会的スキルの困難性 

せつ

食事、排泄

実用的スキルの困難性 

▱的障害とは、▱的ᶵ⬟の発達に᫂らかな㐜れと、適応行動の困難性をకう状態が、発達期に㉳こる

ものをゝう。 

「▱的ᶵ⬟の発達に᫂らかな㐜れ」がある状態とは、ㄆ▱やゝ語などに関わる⢭⚄ᶵ⬟のう䛱、᝟⥴

㠃とは༊別される▱的㠃に、同ᖺ㱋の児童・生徒とẚ㍑してᖹᆒ的Ỉ‽より᭷意な㐜れが᫂らかな状態

である。 

「適応行動の困難性」とは、௚人との意ᛮの␯通、᪥常生活や♫会生活、Ᏻ඲、௙஦、వᬤ฼用など

について、そのᖺ㱋段階に標‽的に要求されるまでには⮳っていないことであり、適応行動の習ᚓや習

⇍に困難があるために、実㝿の生活において支障をきたしている状態である。 

「కう状態」とは、「▱的ᶵ⬟の発達に᫂らかな㐜れ」と「適応行動の困難性」の୧方が同時にᏑᅾする

状態を意࿡している。▱的ᶵ⬟の発達の㐜れのཎᅉは、ᴫᣓ的にゝえ䜀、中ᯡ⚄⤒⣔のᶵ⬟障害であ

り、適応行動の困難性の⫼ᬒは、࿘ᅖの要求Ỉ‽のၥ㢟などの心⌮的、♫会的、⎔ቃ的要ᅉ等が関係

している。 

「発達期に㉳こる」とは、この障害のከくは、⫾児期、ฟ生時及びฟ生ᚋのẚ㍑的᪩期に㉳こることを

⾲している。発達期の規定の௙方は、必ずしも一定しないが、成㛗期（おおむね 18 ṓ）までとすることが

一⯡的である。 

ᅔᅔ㞴㞴ᛶᛶののලල体体ややሙሙ㠃㠃ななどど  

ゝ語⌮ゎ、ゝ語表ฟ⬟ຊなど 

読Ꮠ、᭩Ꮠ、ィ⟬、᥎ㄽなど 

♫఍的࣮ࣝࣝの⌮ゎ、㞟ᅋ行ືなど 

、⾰᭹の╔⬺、Ύ₩行ືなど 

㈙い≀、஌り≀฼用、බඹᶵ㛵の฼用など 

༠ㄪ㐠ື、㐠ືືసᢏ⬟、ᣢஂຊなど 

中学㒊の各教科については、国語、♫会、数学、⌮科、㡢ᴦ、⨾⾡、保೺体育及び⫋業・ᐙᗞの䠔

第２節 知ⓗ㞀ᐖの࠶るඣ❺・⏕ᚐのたࡵのྛ教⛉等にࡘいて

１ ྛ教⛉等のᵓ成とᒚಟ 

▱的障害のある児童・生徒のためのྛ教⛉等においては、児童・生徒が⮬❧し♫会ཧຍするため

に必要な▱㆑䜔ᢏ⬟、ែᗘ等を㌟に௜䛡ることを㔜視し、障害の特ᚩ及び学習ୖの特ᛶな䛹を㋃ま

え、よりලయ的な┠ᶆ䜔ෆᐜ等を示している。  

小学㒊のྛ教⛉は、生活、ᅜㄒ、⟬ᩘ、㡢ᴦ、図画ᕤ作、య育の䠒教⛉でᵓ成されており、➨䠍学

ᖺから➨䠒学ᖺを通してᒚಟするようになっている。 

なお、特別支援学校学習指導要領では、እᅜㄒ活ືは、児童䜔学校の実ែを考៖のୖ、小学㒊

䠏学ᖺ以ୖに、必要に応じてタ䛡ることができると示している。 

参
考
と
す
る
特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
の
教
育
課
程
と
指
導
計
画

32

第
２
章



教⛉にእᅜㄒ⛉をຍえることができ、それらを➨䠍学ᖺから➨䠏学ᖺを通じてᒚಟすることになってい

る。እᅜㄒ⛉は、生徒䜔学校の実ែを考៖し、ྛ学校のุ᩿により必要に応じてタ䛡ることができる

教⛉である。この䜋か、その௚特に必要な教⛉を学校のุ᩿によりタ䛡ることができる。 

ྛ学校が指導計画を作成する㝿には、児童・生徒の▱的障害の≧ែ、生活ᖺ㱋、学習≧ἣ䜔⤒

㦂等を㋃まえながら、ྛ教⛉の┠ᶆの⣔⤫ᛶ䜔ෆᐜの関連及びྛ教⛉間の関連ᛶを㋃まえ、児童・

生徒の実ែ等に༶した指導ෆᐜを㑅ᢥ・組⧊し、ලయ的な指導ෆᐜをタ定する必要がある。  

２ Ბ㓏の⠨䈋ᣇ 

▱的障害のある児童・生徒のためのྛ教⛉は、学ᖺではなく、ẁ㝵別に┠ᶆ及びෆᐜを示してい

る。その⌮⏤は、Ⓨ㐩期にお䛡る▱的機⬟の障害が、ྠ一学ᖺであっても、個人ᕪが኱きく、学力䜔

学習≧ἣも␗なるからである。ẁ㝵をタ䛡て示すことにより、個々の児童・生徒の実ែ等に༶して、ྛ

教⛉のෆᐜを⢭㑅して、ຠᯝ的な指導ができるようにしている。 

特別支援学校学習指導要領では、ྛẁ㝵にお䛡る育成を┠指す㈨㉁・⬟力を᫂確にすることから、

ẁ㝵䛤との┠ᶆを᪂タし、小学㒊は䠏䛴のẁ㝵、中学㒊は䠎䛴のẁ㝵により┠ᶆを示している。 

ྛẁ㝵のෆᐜは、ྛẁ㝵の┠ᶆを㐩成するために必要なෆᐜとして、児童・生徒の生活ᖺ㱋をᇶ

┙とし、▱的⬟力䜔適応⬟力及びᴫᛕ的な⬟力等を考៖しながらẁ㝵ẖに㓄ิしている。児童・生

徒の成長とともに、生活したり、学習したりするሙ䜔その⠊ᅖがᗈがっていくこと䜔、それらのことと関

連して、児童・生徒が、ὀ意をྥ䛡たり⯆味䜔関ᚰをもったりするẁ㝵から、ලయ的な஦≀に䛴いて

▱り、≀の特ᛶの⌮ゎ䜔┠的をもった㐟び䜔行ືができるẁ㝵、ሙ面䜔順ᗎな䛹の様ᏊにẼ௜き教

ᖌ䜔཭㐩と一⥴に行ືしたりすることから、ከ様な人との関䜟りをもてるようにしていくẁ㝵な䛹をᛕ㢌

に⨨き、より῝い⌮ゎ䜔学習䜈とⓎᒎし、学習䜔生活を㉁的に㧗めていくことのできるẁ㝵のᵓ成と

なっている。 

第３節 知ⓗ㞀ᐖの࠶るඣ❺・⏕ᚐの学⩦上の特ᛶ等

▱的に障害のある児童・生徒の学習ୖの特ᛶとしては、学習によってᚓた▱㆑䜔ᢏ⬟が定着しにくい

ため᩿∦的になり䜔すく、実㝿の生活のሙで応用されにくいこと䜔、成ຌ⤒㦂がᑡないことな䛹により、୺

య的に活ືに取り組䜐意ḧが༑ศに育っていないことな䛹がᣲ䛢られる。そのため、実㝿の生活ሙ面に

༶しながら、⧞り㏉して学習することにより、必要な▱㆑䜔ᢏ⬟等を㌟に௜䛡られるようにする継⥆的、ẁ

㝵的な指導が㔜要であり、学習の㐣⛬では、児童・生徒が㡹ᙇっているとこ䜝䜔できたとこ䜝を⣽かくㄆ

めたり、⛠㈶したりすることで、児童・生徒の⮬ಙ䜔୺య的に取り組䜐意ḧを育䜐ことが኱切である。 

また、実㝿的な生活⤒㦂が不㊊しが䛱であることから、実㝿的な生活ሙ面の中で、ලయ的にᛮ考䜔ุ

᩿、⾲⌧できるようにする指導がᢳ㇟的なෆᐜの指導よりもຠᯝ的である。 また、㏆ᖺでは、䝍䝤䝺䝑ト➃

ᮎ等の᝟ሗ機ჾ等を᭷ຠに活用することにより、児童・生徒のも䛴⬟力䜔可⬟ᛶが᭦に引きฟされ、

様々に学習活ືがⓎᒎし、㇏かな進㊰㑅ᢥの可⬟ᛶがᗈがることで、⮬❧と♫会ཧຍがಁ進されていく

ことがある。児童・生徒のከ様な学びの可⬟ᛶを引きฟすためには、学校䛰䛡でなく、児童・生徒に関䜟

るᐙ᪘䜔支援者、ᐙᗞ等での様Ꮚな䛹児童・生徒を取りᕳく⎔ቃ䜔࿘ᅖの⌮ゎな䛹も視㔝にධれた児

童・生徒の確実な実ែ把握が必要である。 
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第４節 知ⓗ㞀ᐖの࠶るඣ❺・⏕ᚐの教育ⓗᑐᛂのᇶᮏ

第５節 知ⓗ㞀ᐖ特別支援学校ᑠ学㒊⏕活⛉の意⩏

児童・生徒の▱的障害の特ᚩや学習の特性を㋃まえ、次のような教育的ᑐ応を基本とすることが重要

である。  

（1） 児童・生徒の▱的障害の状態、生活ᖺ㱋、学習状況や⤒㦂等を考慮して教育的䝙䞊䝈を的

確にᤊえ、育成を目指す㈨質・⬟ຊを᫂確にし、指導目標を設定するとともに、指導内容のより

一ᒙのල体໬を図る。

（2） ᮃましい♫会ཧຍを目指し、᪥常生活や♫会生活に生きてാく▱㆑及びᢏ⬟、習័や学びに

向かうຊが身に௜くよう指導する。

（3） ⫋業教育を重視し、ᑗ来の⫋業生活に必要な基礎的な▱㆑やᢏ⬟、態ᗘ及び人間性等が育

つよう指導する。その㝿に、ከ様な㐍㊰やᑗ来の生活について関わりのある指導内容を組織す

る。

（4） 生活の課㢟にἢったከ様な生活⤒㦂を通して、᪥䚻の生活の質が㧗まるよう指導するとともに、

よりよく生活を工夫していこうとする意ḧが育つよう指導する。

（5） 自発的な活動を኱切にし、୺体的な活動をಁすようにしながら、課㢟をゎỴしようとするᛮ考

ຊ、ุ断ຊ、⾲現ຊ等を育むよう指導する。

（6） 児童・生徒が、自らぢ通しをもって୺体的に行動できるよう、᪥課や学習⎔ቃなどを分かりやす

くし、規則的でまとまりのある学校生活が㏦れるようにする。

（7） 生活に⤖び௜いたල体的な活動を学習活動の中心にᤣえ、実㝿的な状況下で指導するとと

もに、できる㝈り児童・生徒の成ຌ⤒㦂を㇏ᐩにする。

（8） 児童・生徒の⯆࿡や関心、ᚓ意な㠃に着目し、教ᮦ・教ල、⿵ຓ用ලや䝆䜾等を工夫するとと

もに、目的が達成しやすいように、段階的な指導を行うなどして、児童・生徒の学習活動䜈の意

ḧが育つよう指導する。

（9） 児童・生徒一人一人が㞟ᅋにおいてᙺ๭がᚓられるよう工夫し、その活動を㐙行できるように

するとともに、活動ᚋには඘実ឤや達成ឤ、自ᕫ⫯定ឤがᚓられるように指導する。

（10） 児童・生徒一人一人の発達のഃ㠃に着目し、意ḧや意ᛮ、᝟⥴の୙Ᏻ定さなどの課㢟に応

じるとともに、児童・生徒の生活ᖺ㱋に༶した指導をᚭᗏする。 

特別支援学級においては、児童・生徒の▱的障害の状態等に༶した指導を㐍めるため、各教科

等を合わ䛫た指導を効果的にྲྀりධれながら、児童・生徒一人一人の教育的䝙䞊䝈に応じた指導

目標及び指導内容等を設定し、指導を行うことが重要である。 

▱的障害特別支援学校小学㒊の生活科は、ල体的な活動や体㦂を通して、生活に関わるぢ方・考え

方を生かし、自立し生活を㇏かにしていくための㈨質・⬟ຊの育成を目指すことを目標としている。  

ᑐ㇟とする児童の学習上の特性等から、生活にᙺ立つ指導内容をྲྀり上げ、ල体的な場㠃で実㝿的

な活動を通した指導が重視され、⤒㦂を通して、生活の中で活動できる⠊ᅖをᗈげたり、活動をより一ᒙ

㧗めたりすることが኱切である。  

生活科の内容は、児童の学校生活や♫会生活඲⯡との関連が῝いことから、生活の自↛なὶれにἢ

って指導することが重要である。また、生活科の内容は「基本的生活習័」、「Ᏻ඲」、「᪥課・ண定」、「㐟

参
考
と
す
る
特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
の
教
育
課
程
と
指
導
計
画

34

第
２
章



び」、「人との関わり」、「ᙺ๭」、「ᡭఏい・௙஦」、「㔠㖹のᢅい」、「きまり」、「♫会の௙組みとබඹ施設」、

「生࿨・自↛」及び「ものの௙組みとാき」の 12 の内容からᵓ成されている。これらの内容は、それ䛮れを

༢ඖとしてྲྀりᢅうことよりは、児童の▱的障害の状態等、学校や地域の実態に応じて工夫し、ᗄつかの

内容を組み合わ䛫たり、௚の教科等との関連を十分に図ったりして総合的に指導することが重要であり、

このような指導を通して児童の生活していくຊを㧗めることが኱切である。 

また、生活科の指導にᙜたっては、ᐙᗞ等との連ᦠを図り、᪥䚻の生活を඘実し、ᑗ来のᐙᗞ生活や

♫会生活に必要な内容を、実㝿の生活を通して身に௜けていくようにすることが኱切である。  

▱的障害特別支援学校小学㒊の生活科は、基本的生活習័、೺ᗣ・Ᏻ඲、㐟び等の内容及び♫会、

⌮科、ᐙᗞの内容を含䜣䛰総合的な教科であり、௚の教科、道徳科、特別活動等との関連が㠀常にᙉ

い。したがって、教育課程を編成する場合、生活科の内容䛰けをྲྀりฟしてྲྀりᢅうよりも、各教科等を合

わ䛫た指導の中᰾的な内容としてྲྀりᢅうことが適切である。小学校学習指導要領で示されている教科

「生活」とは目標、内容が␗なることに␃意する。 

第６節 指導のᙧែにࡘいて

１ ྛ教⛉➼の指導 

㻔㻝㻕 教⛉別のᣦᑟ

教科別の指導とは、各教科の時間を設けて指導することである。指導を行う教科やその授業時数

の定め方は、ᑐ㇟となる児童・生徒の実態によっても␗なる。 

  教科別の指導を計画するにᙜたっては、教科別の指導でᢅう内容について、一人一人の児童・

生徒の実態に合わ䛫て、ಶ別的に選択・組織しなけれ䜀ならないことがከい。その場合、一人一人

の児童・生徒の⯆࿡・関心、生活ᖺ㱋、学習状況、生活⤒㦂等を十分に考慮することが኱切である。 

また、指導にᙜたっては、特別支援学校学習指導要領における各教科の目標を㋃まえ、児童・

生徒にᑐしどのような㈨質・⬟ຊの育成を目指すのかを᫂確にしながら、指導を創意工夫する必要

がある。また、生活に༶した活動を十分にྲྀりධれつつ学䜣でいることの目的や意義が⌮ゎできる

よう段階的に指導する必要がある。 

児童・生徒のಶ人ᕪが኱きい場合には、一ᩧ授業のᙧ態で㐍める教科別の指導は困難であるこ

とから、それ䛮れの教科の特質や指導内容に応じて小㞟ᅋを編成し、ಶ別的な方法をㅮじるなどし

て、ಶに応じた指導をᚭᗏする必要がある。  

さらに、指導計画をస成するにᙜたっては、௚の教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活動

及び自立活動との関連、また各教科等を合わ䛫て指導を行う場合との関連を図るとともに、児童・生

徒が習ᚓしたことを適切に評価できるように計画する必要がある。 
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特別ᨭ᥼Ꮫᰯ㸦▱ⓗ㞀ᐖ㸧ᑠᏛ㒊の教育課程 

【指導ෆᐜのศ㢮】 

ྛ教⛉  㐨ᚨ⛉ እᅜㄒάືͤ１  ⮬❧άື  特別άື 

【指導のᙧែ】 

ྛ教⛉➼ࡓࡏࢃྜࢆ指導

ྛ教⛉別の指導

 ᑠᏛᰯの教育課程  

ྛ教⛉ 㐨ᚨ⛉ እᅜㄒάື  ⥲ྜⓗ࡞   特別άື 

Ꮫ⩦の᫬㛫 
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特特別別ᨭᨭ᥼᥼ᏛᏛ⣭⣭のの  

教教育育課課程程  

▱ⓗ㞀ᐖ 

⫥య୙⮬⏤ 
⑓ᙅ 
⮬㛢⑕࣭᝟⥴㞀ᐖ 

参参  

考考  

※１ 外国語活動は、児童や学校の実態を考慮し、必要に応じて設けることができる。
※２ 知的障害特別⽀援学校の教科「⽣活」は、学習指導要領に⽰された⽬標・内容から、各

教科等を合わせた指導の中で指導することが適切である。 
※３ 「社会性の学習」は、都⽴知的障害特別⽀援学校で編成される「⾃閉症の教育課程」の

各教科等を合わせた指導の形態の⼀つである。「社会性の学習」の時間以外の教科等にお
いても、都教育委員会が作成した⾃閉症教育の指導書等を参考にして、⾃閉症の障害特性
に応じた指導⽅法を⼯夫することが必要である。 
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 特別ᨭ᥼Ꮫᰯ㸦▱ⓗ㞀ᐖ㸧୰Ꮫ㒊の教育課程  

【指導ෆᐜのศ㢮】 

ྛ教⛉ 㐨ᚨ⛉ ⥲ྜⓗ࡞  特別άື ⮬❧άື 

Ꮫ⩦の᫬㛫 

【指導のᙧែ】 

ྛ教⛉➼ࡓࡏࢃྜࢆ指導

ྛ教⛉別の指導

୰Ꮫᰯの教育課程 

ྛ教⛉ 㐨ᚨ⛉ ⥲ྜⓗ࡞ 特別άື 
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※２ 「社会性の学習」は、都⽴知的障害特別⽀援学校で編成される「⾃閉症の教育課程」の
各教科等を合わせた指導の形態の⼀つである。「社会性の学習」の時間以外の教科等に
おいても、都教育委員会が作成した⾃閉症教育の指導書等を参考にして、⾃閉症の障害
特性に応じた指導⽅法を⼯夫することが必要である。 
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※１ 生徒の状態や学校、地域等を考慮して、特に必要がある場合には、その他に必要な教科

୰学校特別支援学級（知ⓗ㞀ᐖ学級）の教育課程のᵓ㐀 

を৭උ科৯धしてਝऐるऒधがदऌる؛�
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㻔㻞㻕 㐨ᚨ⛉䚸እᅜㄒάື䚸特別άື䚸⮬❧άືの᫬㛫䜢タ䛡䛶⾜䛖ᣦᑟ

道徳科、外国語活動、特別活動、自立活動の時間を設けて指導を行う㝿には、次のことに␃意

する必要がある。 

䜰 㐨ᚨ⛉

特別支援学級では、児童・生徒の実態に応じて、道徳科の時間を適切に設定する。

▱的障害特別支援学校の教育課程に基づき編成する場合においても、道徳科の時間を設け

て指導することができる。指導にᙜたっては、ಶ䚻の児童・生徒の⯆࿡や関心、生活に⤖び௜い

たල体的な㢟ᮦを設定し、実㝿的な活動をྲྀりධれたり、視⫈ぬᶵჾを活用したりするなどの一

ᒙの工夫を行い、児童・生徒の生活や学習のᩥ⬦を十分に㋃まえた上で、道徳的実㊶ຊを身に

௜けるよう指導する。 

䜲 እᅜㄒάື

外国語活動の指導にᙜたっては、第䠏学ᖺ以㝆の児童をᑐ㇟とし、国語科の䠏段階の目標及

び内容との関連を図ることが኱切である。その㝿、ಶ䚻の児童の⯆࿡や関心、生活に⤖び௜いた

ල体的な㢟ᮦを設定し、児童の発達の段階や生活⤒㦂等に考慮した内容を工夫するなどしてい

く。 

䜴 特別άື

特別活ືの指導に当たっては、個々の児童・生徒の実ែ、特に学習ୖの特ᛶ等を༑ศに考៖

し、適切に๰意ᕤኵする。 

特別活ືの指導を計画するに当たっては、ྛ教⛉、㐨ᚨ⛉、እᅜㄒ活ື、⮬❧活ື及び⥲ྜ

的な学習の᫬間との関連を図るとともに、ඹ生♫会の実⌧にྥ䛡て小・中学校等の児童・生徒等

及びᆅᇦの人々と活ືをඹにする機会を✚ᴟ的にタ䛡るよう㓄៖する。 

䉣 ⥄┙ᵴേ

▱的障害のある児童・生徒は、౛え䜀、ゝㄒ面では、Ⓨ㡢が᫂░でなかったり、ゝⴥとゝⴥを⁥

らかに䛴ないでヰすことが㞴しかったりすること、㐠ື面では、㉮り方が䛞こ䛱なく、Ᏻ定したጼໃ

が⥔ᣢできないこと䜔⾰᭹の䝪䝍䞁か䛡䜔はさみな䛹の㐨ලの౑用が㞴しいこと、᝟⥴面では、ኻ

ᩋ⤒㦂が✚み㔜なり、⮬ಙがもてず⤯えず不Ᏻがከいことな䛹が、㝶కする≧ែ等としてᣲ䛢ら

れる。このような≧ែ等に応じて、ྛ教⛉の指導な䛹の䜋かに、⮬❧活ືのෆᐜの指導が必要で

ある。 

⮬❧活ືの指導は、個別指導計画にᇶ䛵いて、学習ୖの特ᛶ等を㋃まえながら指導を進める

必要がある。特に、⮬❧活ືの᫬間の指導では、個々の児童・生徒の▱的障害の≧ែ等を༑ศ

考៖し、個人あるいは小㞟ᅋで指導を行うな䛹、指導┠ᶆ及び指導ෆᐜに༶してຠᯝ的な指導を

進める。 

２ ྛ教⛉等を合ࡏࢃた指導 

ྛ教⛉等をྜ䜟䛫た指導とは、ྛ教⛉、㐨ᚨ⛉、እᅜㄒ活ື、特別活ື及び⮬❧活ືの一㒊ཪ

は඲㒊をྜ䜟䛫た指導䠄学校教育法施行つ๎➨ 130 ᮲➨ 2 㡯䠅であり、児童・生徒の学校での生活

をᇶ┙として、学習䜔生活のὶれに༶して学䜣でいくことがຠᯝ的であることから、᪥ᖖ生活の指導、

㐟びの指導、生活༢ඖ学習、作業学習として実㊶されてきた。 
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各教科等を合わ䛫て指導を行う㝿には、各教科等で育成を目指す㈨質・⬟ຊを᫂確にした上で、

効果的に実施していくことができるように䜹䝸䜻䝳䝷䝮・䝬䝛䝆䝯䞁䝖の視点に基づいて計画（㻼㼘㼍㼚）㻙実

施（㻰㼛）㻙評価（㻯㼔㼑㼏㼗）㻙改善（㻭㼏㼠㼕㼛㼚）していくことが必要である。 

各教科等を合わ䛫て指導を行う㝿は、児童・生徒の▱的障害の状態、生活ᖺ㱋、学習状況や⤒㦂

等に༶し、次に示す஦項をཧ考とすることが᭷効である。また、各教科等を合わ䛫て指導を行う場合

においても、各教科等の目標を達成していくことになり、育成を目指す㈨質・⬟ຊを᫂確にして指導

計画を立てることが重要となる。 

㻔㻝㻕 ᪥ᖖ⏕άのᣦᑟ

᪥常生活の指導は、児童・生徒の᪥常生活が඘実し、㧗まるように᪥常生活のㅖ活動を▱的障

害の状態、生活ᖺ㱋、学習状況や⤒㦂等を㋃まえながら計画的に指導するものである。 

᪥常生活の指導は、生活科を中心として、特別活動の䛊学級活動䛋などさらにᗈ⠊ᅖに、各教科

等の内容がᢅわれる。それらは、౛え䜀、⾰᭹の着⬺、Ὑ㠃、ᡭὙい、᤼ἥ
䛫つ

、㣗஦、Ύ₩など基本

的生活習័の内容や、あいさつ、ゝⴥ㐵い、♩൤స法、時間をᏲること、きまりをᏲることなどの᪥

常生活や♫会生活において習័的に⧞り㏉される、必要で基本的な内容である。  

᪥常生活の指導にᙜたっては、次のような点を考慮することが重要である。 

䜰 ᪥常生活の自↛なὶれにἢい、その活動を実㝿的で必↛性のある状況下でྲྀり組むことによ

り、生活や学習のᩥ⬦に༶した学習ができるようにすること。 

䜲 ẖ᪥཯᚟して行い、ᮃましい生活習័のᙧ成を図るものであり、⧞り㏉しながらྲྀり組むことに

より習័໬していく指導の段階を⤒て、発ᒎ的な内容をྲྀりᢅうようにすること。 

䜴 できつつあることや意ḧ的な㠃を考慮し、適切な援ຓを行うとともに、生活上の目標を達成して

いくために、学習状況等に応じて課㢟を⣽分໬して段階的な指導ができるものであること。 

䜶 指導場㠃や㞟ᅋの኱きさなど、活動の特ᚩを㋃まえ、ಶ䚻の実態に༶した効果的な指導がで

きるよう計画されていること。 

䜸 学校とᐙᗞ等とが連ᦠを図り、児童・生徒が学校でྲྀり組䜣でいること、またᐙᗞ等でこれまで

ྲྀり組䜣できたことなどの཮方向で学習状況等をඹ᭷し、指導の඘実を図るようにすること。 

㻔㻞㻕 㐟䜃のᣦᑟ

㐟びの指導は、小学校ప学ᖺẁ㝵において、㐟びを学習活ືの中ᚰにᤣえて取り組み、㌟య活

ືを活Ⓨにし、௰間との関䜟りをಁし、意ḧ的な活ືを育み、ᚰ㌟のⓎ㐩をಁしていくものである。 

特に小学校ᑵ学┤後のప学ᖺにおいては、ᑵ学๓との生活䜔学習の関連ᛶ䜔Ⓨᒎᛶを考៖す

る㝿な䛹、指導のᙧែとして఩⨨௜䛡ることも考えられる。 

㐟びの指導では、生活⛉のෆᐜをጞめ、ྛ教⛉等に関䜟るᗈ⠊ᅖのෆᐜがᢅ䜟れ、ሙ䜔㐟ල

等が㝈定することなく、児童がẚ㍑的⮬⏤に取り組䜐ものから、期間䜔᫬間タ定、㢟ᮦ䜔㞟ᅋᵓ成

等に一定の᮲௳をタ定し活ືするといったẚ㍑的ไ⣙ᛶが㧗い㐟びまで連⥆的にタ定される。ま

た、㐟びの指導の成ᯝをྛ教⛉別の指導に䛴ながるようにすること䜔、ㅖ活ືにྥきྜう意ḧ、学

習面、生活面のᇶ┙となるよう、計画的な指導を行うことが኱切である。 

㐟びの指導に当たっては、ḟのような点を考៖することが㔜要である。 

䜰 児童の意ḧ的な活ືを育めるようにすること。その㝿、児童が୺య的に㐟䜌うとする⎔ቃをタ

定すること。 
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㻔㻟㻕 ⏕ά༢ඖ学⩦

生活༢ඖ学習は、児童・生徒が生活上の目標を達成したり、課㢟をゎỴしたりするために、一連

の活動を組織的・体⣔的に⤒㦂することによって、自立や♫会ཧຍのために、必要な஦᯶を実㝿

的・総合的に学習するものである。 

生活༢ඖ学習では、ᗈ⠊ᅖに各教科等の目標や内容がᢅわれる。 

生活༢ඖ学習の指導では、児童・生徒の学習活動は、実㝿の生活上の目標や課㢟にἢって指

導目標や指導内容を組織されることが኱切である。 

また、小学校において、児童の▱的障害の状態等に応じ、㐟びをྲྀりධれたり、స業的な指導内

容をྲྀりධれたりして、生活༢ඖ学習をᒎ㛤している学校がある。 ど䛱らの場合でも、ಶ䚻の児童・

生徒の自立と♫会ཧຍを視㔝にධれ、ಶ別指導計画に基づき、計画・実施することが኱切である。 

生活༢ඖ学習の指導計画のస成にᙜたっては、次のような点を考慮することが重要である。 

䜰 ༢ඖは、実㝿の生活から発ᒎし、児童・生徒の▱的障害の状態や生活ᖺ㱋等及び⯆࿡・関心

などに応じたものを㋃まえたものであり、ಶ人ᕪの኱きい㞟ᅋにも適合するものであること。

䜲 ༢ඖは、必要な▱㆑やᢏ⬟の⋓ᚓとともに、ᛮ考ຊ、ุ断ຊ、⾲現ຊ等や学びに向かうຊ、人

間性等の育成を図るものであり、生活上のᮃましい態ᗘや習័がᙧ成され、身に௜けた指導内

容が現ᅾやᑗ来の生活に生かされるようにすること。

䜴 ༢ඖは、児童・生徒が指導目標䜈の意㆑や期ᚅをも䛱、ぢ通しをもって、༢ඖの活動に意ḧ的

にྲྀり組むものであり、目標意㆑や課㢟意㆑、課㢟のゎỴ䜈の意ḧ等を育む活動をも含䜣䛰も

のであること。

䜶 ༢ඖは、一人一人の児童・生徒がຊを発᥹し、୺体的にྲྀり組むとともに、学習活動の中で

様䚻なᙺ๭をᢸい、㞟ᅋ඲体で༢ඖの活動に༠ാしてྲྀり組めるものであること。

䜸 ༢ඖは、各༢ඖにおける児童・生徒の指導目標を達成するための課㢟のゎỴに必要かつ十

分な活動で組織され、その一連の༢ඖの活動は、児童・生徒の自↛な生活としてのまとまりのあ

るものであること。

䜹 ༢ඖは、各教科等に係るぢ方・考え方を生かしたり、ാか䛫たりすることのできる内容を含む活

動で組織され、児童・生徒がい䜝い䜝な༢ඖを通して、ከ✀ከ様な⤒㦂ができるよう計画されてい

ること。  

生活༢ඖ学習の指導を計画するにᙜたっては、一つの༢ඖが、䠎、䠏᪥で⤊わる場合もあれ䜀、䠍

学期間など㛗期にわたる場合がある。ᖺ間における༢ඖの㓄置、各༢ඖのᵓ成やᒎ㛤について組

織的・体⣔的に᳨ウし、評価・改善する必要がある。 

䜲 教ᖌと児童、児童ྠኈの関䜟りをಁすことができるよう、ሙのタ定、教ᖌの対応、㐟ල等をᕤ

ኵし、計画的に実施すること。

䜴 ㌟య活ືが活Ⓨにᒎ㛤できる㐟び䜔ᐊෆでの㐟びな䛹児童の⯆味䜔関ᚰにྜ䜟䛫て適切に

⎔ቃをタ定すること。

䜶 㐟びをできる㝈りไ㝈することなく、児童の健ᗣ面䜔⾨生面に㓄៖し䛴䛴、Ᏻ඲に㑅䜉るሙ䜔

㐟ලをタ定すること。

䜸 ⮬ら㐟びに取り組䜐ことが㞴しい児童には、㐟びをಁしたり、㐟びにㄏったりして、い䜝い䜝な

㐟びが⤒㦂できるよう㓄៖して、㐟びのᴦしさを味䜟えるようにしていくこと。
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㻔㻠㻕 సᴗ学⩦

స業学習は、స業活動を学習活動の中心にしながら、児童・生徒のാく意ḧをᇵい、ᑗ来の⫋業

生活や♫会自立に必要な஦᯶を総合的に学習するものである。స業学習の成果を┤᥋、児童・生

徒のᑗ来の㐍㊰等に┤⤖さ䛫ることよりも、児童・生徒のാく意ḧをᇵいながら、ᑗ来の⫋業生活や

♫会自立に向けて基┙となる㈨質・⬟ຊを育むことができるようにしていくことが重要である。 

中学校における指導は、⫋業・ᐙᗞ科の目標及び内容が中心となるが、స業活動の✀㢮は、ᅬ

ⱁ、⣬工、ᮌ工、㔠工、織物、ㄪ⌮等ከ✀ከ様である。生徒が自立と♫会ཧຍを果たしていく♫会

の動向なども㋃まえ、地域や⏘業⏺との連ᦠを図りながら、学校として᳨ウしていくことが኱切であ

る。 

小学校の段階では、児童の生活ᖺ㱋や発達の段階等を㋃まえれ䜀、学習に意ḧ的にྲྀり組むこ

とや、㞟ᅋ䜈のཧຍが෇⁥にできるようにしていくことが重要となることから、生活༢ඖ学習の中で、

道ලの‽ഛやᚋ∦௜け、必要な道ලの౑い方など、స業学習につながる基礎的な内容を含みなが

ら༢ඖをᵓ成することが効果的である。 

స業学習の指導にᙜたっては、次のような点を考慮することが重要である。 

䜰 生徒にとって教育的価್の㧗いస業活動等を含み、それらの活動にྲྀり組む意義や価್に

ゐれ、႐びや᏶成の成ᑵឤが࿡わえること。 

䜲 地域性に立⬮した特色をもつとともに、♫会のኚ໬や䝙䞊䝈等にもᑐ応したỌ⥆性のあるస業

✀を選定すること。 

動を含䜣でいること。 

䜸 స業内容やస業場ᡤがᏳ඲で⾨生的、೺ᗣ的であり、స業㔞やస業のᙧ態、実習期間など

に適切な㓄慮がなされていること。 

䜹 స業〇ရ等の฼用価್が㧗く、生⏘からᾘ㈝䜈のὶれと♫会的㈉⊩などが⌮ゎされやすいも

のであること。 

中学㒊の⫋業・ᐙᗞに示す「⏘業現場等における実習」（一⯡に「現場実習」や「⫋場実習」とも࿧

䜀れている。）を௚の教科等と合わ䛫て実施する場合は、స業学習として఩置௜けられる。その場合、

「⏘業現場等における実習」については、実㝿的な条௳下で、生徒の⫋業適性等を᫂らかにし、⫋

業生活ないしは♫会生活䜈の適応性を㣴うことを意図して実施するとともに、各教科等のᗈ⠊な内

容がໟ含されていることに␃意する。 

「⏘業現場等における実習」は、これまでも௻業等の༠ຊにより実施され、኱きな成果がぢられる

が、実施にᙜたっては、保ㆤ⪅、஦業ᡤ及びබඹ⫋業Ᏻ定ᡤ（䝝䝻䞊䝽䞊䜽）などの関係ᶵ関等と

のᐦ᥋な連ᦠを図り、⥥ᐦな計画を立てることが኱切である。また、実習中のᕠᅇ指導についても

適切に計画する必要がある。 

㻔㻡㻕 ♫఍ᛶの学⩦（ཧ⪃）

♫会性の学習は、㒔立▱的障害特別支援学校における自㛢⑕の教育課程に఩置௜けられた指

導のᙧ態である。「ᑐ人関係に関する内容」と「䝋䞊䝅䝱䝹䝇䜻䝹に関する内容」の஧つの内容を基

本とする。 

䜴 個々の生徒の実ែに応じた教育的ニーズをศᯒしたୖで、ẁ㝵的な指導ができるものとすること。

䜶 ▱的障害の≧ែ等がከ様な生徒が、┦஫のᙺ๭を意㆑しながら協働して取り組める作業活
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することを重視した指導を行うことが኱切である。 

㸱 ⮬㛢⑕の㞀ᐖ特ᛶ࡟ᛂࡓࡌ指導 

ᮾி㒔教育委員会は、ᖹ成 19 ᖺから▱的障害特別支援学校において、「▱的障害」と「自㛢⑕」

の䠎つの教育課程を編成できるようにし、ᖹ成 22 ᖺᗘからは、小・中学㒊を設置する඲ての▱的障害

特別支援学校で実施している。 

自㛢⑕の教育課程は、♫会性やㄆ▱・䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁等の困難さに必要な支援を実施していく

とともに、ឤぬの㐣ᩄ性などに㓄慮した⎔ቃの中で、自立を図るために必要な▱㆑、ᢏ⬟や態ᗘ及

び習័を㣴うことを目的としている。ᮾி㒔では、▱的障害特別支援学校の「各教科等を合わ䛫た指

導」の中に、新たな指導のᙧ態として「♫会性の学習」を創設し、実㊶してきた。自㛢⑕の教育課程は、

その「♫会性の学習」を中心とした教育課程である。 

㻔㻝㻕 ⮬㛢⑕の教育課程䛻䛚䛡䜛㞀ᐖ特ᛶの㓄៖

䜰 ♫఍ᛶの課㢟

自㛢⑕の障害特性の一つには、௚⪅と♫会的な関わりを⠏くことの困難さがみられる。ල体的

には、࿘りの人䜈のかかわりも一方的になってしまうことがከかったり、┦ᡭのẼᣢ䛱を考えたり、

時間や࿘ᅖの状況に応じて行動したりすることが困難である場合がある。 

䜲 ㄆ▱㠃䛷の学⩦の䛴䜎䛪䛝

䜴 ⯡໬䛩䜛䛣䛸䜈のᅔ㞴䛥

᧯సできる同じᶵ⬟の道ලでも、一㒊の色、ᙧ、䝯䞊䜹䞊〇㐀会♫が␗なることでつまずいてし

まうことがある。特定の人とできていた活動が、┦ᡭが␗なることで、つまずいてしまうことがある。

ᐙᗞでできている身㎶ฎ⌮が、学校でできないことがある。 

㻔㻞㻕 㐌᫬程⾲のᙎຊⓗ䛺⦅ᡂ

学校生活のぢ通しがも䛱やすいように、㐌時程⾲をᙎຊ的に編成するとともに、特定の教科等を

㐌時程の中でᖏ状に設定する工夫などができる。 

౛え䜀、「国語・⟬数（数学）」においても、ẖ᪥の⥅⥆したྲྀ組を重視するほ点から、「国語・⟬数

（数学）」の時間を㐌時程の中でᖏ状に設定することもྍ⬟である。  

「♫会ᛶの学習」の䛽らいは、障害䜖えに生じる学習ୖ、生活ୖの様々なᅔ㞴の≧ἣがᨵၿされ

るように支援していくとともに、支援のための手䛰てを考えていくことにより、࿘ᅖとの関係で生じるᅔ

㞴さを㍍ῶし、児童・生徒の♫会ཧຍ䜈の⠊ᅖをᗈ䛢ていくことにある。そのため、♫会ᛶの学習は、

「児童・生徒にとっての生活ୖのᅔ㞴さがゎᾘ・ᨵၿできる適切な⬟力䜔ス䜻䝹を、㌟に௜䛡、㧗め

ていくこと」に㔜点が⨨かれるが、⮬㛢⑕をకう児童・生徒の᭱もⱞ手な領ᇦに↔点を当てた指導

のᙧែであることに␃意し、指導┠ᶆを↔点化し、ス䝰ー䝹ステ䝑䝥でẁ㝵を㋃まえた計画的な指

導が㔜要である。 

指導計画の作成に当たっては、それまでの学習をᇶ♏に、児童・生徒のⓎ㐩の≧ែと生活⤒㦂

等を༑ศ㓄៖し、指導┠ᶆ䜔ෆᐜを適切にタ定するとともに、取り組䜣䛰ෆᐜを௚のሙ面で一⯡化

ゝⴥの⌮ゎがᅔ㞴で、ゝⴥでは䜲䝯ー䝆をも䛱にくいこと䜔、視ぬ的な᝟ሗがඃ先するな䛹によ

り、᝟ሗのཷ䛡取り方が人とすれ㐪ってト䝷䝤䝹になることがある。⯆味・関ᚰのᖜが೫っているሙ

ྜもあり、特定の≀の᧯作にこ䛰䜟ったり、ண と㐪う手順䛰とΰ஘を生じたりすることもある。 

ᤵ業᫬間をᙎ力的にタ定し指導するሙྜにおいても、必ず教ᖌが指導し、指導計画にᇶ䛵き進
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めることが必要である。またᖏ状の㐌時程については、学級の児童・生徒の実態を十分把握し、学

級の児童・生徒の発達の段階や障害の状況に応じて適切に編成することが重要である。 

㻔㻟㻕 学級⤒Ⴀのᇶᮏ

䜰 ⏕ά䛻ぢ㏻䛧䜢䜒䛴䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹

児童・生徒が学校生活のぢ通しをも䛱やすくするためには、学習⎔ቃを一人一人が分かりやす

䜴 ୙㐺ษ䛺⾜ື䛻䛿䚸䛭䛣䛻⮳䜛⤒⦋䜔ᚰ᝟䚸㞀ᐖの≧ែ➼䜢㋃䜎䛘䛶ᣦᑟ䛩䜛䚹

㻔㻠㻕 㞀ᐖ特ᛶ䛻ᛂ䛨䛯ᣦᑟのᙧែ

䜰 ᣦᑟのᙧែ䛂♫఍ᛶの学⩦䛃

「♫会性の学習」は、一人一人の自㛢⑕のある児童・生徒が、ᑐ人関係や♫会生活に関わる行

くᕤኵしていくことが必要である。 

ᕤኵとして、㯮ᯈに一㐌間、一᪥のス䜿䝆䝳ー䝹䜔活ືのෆᐜをᩥᏐ䜔⤮等でᥥきฟしておく

こと䠄᫬間のᵓ㐀化䠅、㞟ᅋで学習ሙᡤと個別指導を行うሙᡤ、さらに着᭰えをするሙᡤな䛹、活ື

ෆᐜとሙᡤを一対一で対応することにより、そのሙᡤで、ఱをするのかศかり䜔すくするᕤኵ䠄⎔

ቃのᵓ㐀化䠅、さらに一人で୺య的に活ືできるように、学習䜔作業の手順䜔䜔り方をศかり䜔す

く示すこと、⮬らㄢ㢟ゎỴできるように教ᮦに⿵ຓ⥺等を஦๓にධれておくことな䛹䠄活ືのᵓ㐀

化䠅をධᛕに‽ഛしていくことが必要である。 

徒の要求に応えることのできる関係を⠏くことがᇶᮏとなる。 

教ᖌとの䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁では、児童・生徒がఏえたい要求䜔㢪いをཷ䛡Ṇめながら児童・生

徒に適切な要求⾲ฟの方法を計画的に指導していくことが必要である。⾲ฟの手ẁが不適切な

ሙྜには、適切な方法をලయ的に教えることが必要である。 

さらに、児童・生徒が、㐩成できそうな䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁の方法に指導の↔点を当てて、䝁䝭䝳ニ

䜿ーシ䝵䞁を通してのከくの成ຌయ㦂を✚みୖ䛢ることが意ḧと⬟力を㧗めることに䛴ながる。

児童・生徒の不適切な行ືに対する指導は、不適切な行ືが生じた┤๓の≧ἣ䜔⤒⦋、⎔ቃ

等をៅ㔜にศᯒし、不適切な行ືがな䛬生じたのかศᯒする視点がᴟめて㔜要である。そのୖで

䛹のようにすれ䜀不適切な行ືがᑡなくなるのか、個別指導計画をᇶᮏとして、計画的に指導をし

ていく。 

児童・生徒の不適切な行ືをなくそうとする教ᖌのᙉいᛮいから、そのሙ㝈りの指導により、長

期的には、より一ᒙ不適切な行ືをᙉめてしまうሙྜもあるのでため、ศᯒ的・計画的な指導が必

要である。 

ືに䛴いて対応できるように必要な▱㆑、ᢏ⬟及び習័を㣴い、支援をཷ䛡ながら行ືできる力

をᇵうことを┠ᶆとする。 

指導するሙྜは、ྛ教⛉、㐨ᚨ⛉、እᅜㄒ活ື、特別活ື及び⮬❧活ືの一㒊ཪは඲㒊をྜ

䜟䛫て指導を行う「ྛ教⛉をྜ䜟䛫た指導」の一ᙧែとして఩⨨௜䛡る。 

指導ෆᐜは、኱きく஧䛴にศ䛡られる。一䛴は、対人関係に関するෆᐜとして、人䜔≧ἣ䜈の

対応の௙方の⌮ゎとලయ的な行ືに䛴いて指導する。౛え䜀、学級の཭㐩と一⥴に活ືすること

䜔、ᅔったときに࿘ᅖの人に䛹のようにヰしか䛡れ䜀Ⰻいのか、さらに、⮬ศ䜔཭㐩のᙺ๭等を⌮

䉟 䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮のᗧ᰼䉕㜞䉄䇮個䈮ᔕ䈛䈢䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮手Ბ䉕⏕┙䈜䉎䇯

䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁の意ḧを㧗めるために、教ᖌと児童・生徒の関係において、教ᖌが児童・生
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ゎして活動を行うことなどが考えられる。 

そして、もう一つは、䝋䞊䝅䝱䝹䝇䜻䝹に関する内容として、ᙺ๭のある行動、♫会的な䝬䝘䞊、

䝹䞊䝹の⌮ゎとල体的な行動について指導する。౛え䜀、学校の中では、場㠃に応じた活動の

௙方を学䜆ことや学校以外の場ᡤでは、㈙い物の௙方や䝺䝇䝖䝷䞁でのὀᩥの௙方、また㟁㌴や

䝞䝇の中での䝹䞊䝹や䝬䝘䞊をᏲる学習などが考えられる。 

児童・生徒の発達の段階を考慮しながら、実態や活動内容に応じて、一ᑐ一の指導、䝔䜱䞊䝮・

䝔䜱䞊䝏䞁䜾（㼀㼀）等、指導ᙧ態を工夫していくことが኱切である。また、ಶ別的な課㢟設定から、

小㞟ᅋ又は㞟ᅋでの活動に段階的にᒎ㛤さ䛫ていくなど、♫会䜈の関わり方をᑡしずつ身に௜

けられるように、⥅⥆的、段階的な指導を行うようにする。 

䜲 ㄆ▱の学⩦

自㛢⑕の᝟ሗฎ⌮㐣程の特性に応じて指導方法を工夫することにより、人や⎔ቃとの関係の中

で行動する基礎を㣴うことをねらいとする。 

䜰䝉䝇䝯䞁䝖を実施し、指導方㔪をඹ᭷する。ゝ語⌮ゎのỈ‽、視ぬや⫈ぬの㐣ᩄ性、ᶍೌの

⬟ຊ、目とᡭの༠応の様Ꮚなどをほᐹし、発達᳨ᰝやᐙᗞからの᝟ሗを総合的に᳨ウしていく。

また、児童・生徒の実態に応じて、ゝ語性の課㢟と動స性の課㢟との༊別を᫂確につけて学習を

㐍める必要がある。 

䜴 ⯡໬の学⩦

⋓ᚓした䝇䜻䝹を౑い、㢮ఝする状況において、同様な行動を行えるようにすることをねらいと

する。౛え䜀、自分の意ᛮや要求をఏえるために学校で౑用している䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜹䞊䝗を

ᐙᗞやవᬤ活動の場で౑用できるようにすることなどがあげられる。 

児童・生徒一人一人の課㢟に合わ䛫たಶ別的な指導をしていくことが必要である。⋓ᚓした䝇

䜻䝹を様䚻な方向に向かって⯡໬さ䛫る時には、ಶに応じた䝇䝔䝑䝥を㋃むことが኱切である。い

きなり段階を上げるのではなく、᭱⤊的にはᐙᗞや地域䜈ᗈげることを目標として、ある程ᗘ㝈定

した条௳を用意して、⣽かい䝇䝔䝑䝥で成ຌ体㦂を✚み重ねながら指導していくことが重要である。

まずは、ಶ䚻の生活地図をస成し、身㏆な⠊ᅖからᚎ䚻に地域生活䜈と⛣行さ䛫ていくというほ

点で、学習を組み立てていくことが኱切である。 

との関連を図り、୧者が⿵いྜって、ຠᯝ的な指導が行䜟れるように㓄៖することが኱切である。 

⮬❧活ືの指導の᫬間に䛴いては、ḟのように఩⨨௜䛡ることができる。 

特に、⮬❧活ືの᫬間をタ䛡たሙྜは、ྛ教⛉、㐨ᚨ⛉、እᅜㄒ活ື、⥲ྜ的な学習の᫬間

及び特別活ືと密接な関連を保䛱、一人一人の児童・生徒の障害の≧ែ䜔Ⓨ㐩のẁ㝵等に応

じて、適切な指導計画の下に行うように㓄៖しな䛡れ䜀ならない。 

また、㢧ⴭなⓎ㐩の㐜れ䜔特に㓄៖を必要とする児童・生徒を学級からᢳฟして一対一の個別

指導を行うሙྜは、指導の意味を༑ศに⌮ゎできるよう㓄៖することが኱切である。 

(5) ⥄┙ᵴേのᜰዉ䈫の㑐ㅪ

䉝 ⥄┙ᵴേのᜰዉのၮᧄ的䈭⠨䈋ᣇ

指導計画の作成に当たっては、ྛ教⛉、㐨ᚨ⛉、እᅜㄒ活ື、特別活ື及び⮬❧活ືのෆᐜ

(䜰) ⮬❧活ືの᫬間をタ䛡た指導

(䜲) ྛ教⛉等の指導にྵまれる⮬❧活ືの指導
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䜲 䛂♫఍ᛶの学⩦䛃䛸の㛵㐃

前㏙した、♫会性の学習の目標は、一人一人の自㛢⑕のある児童・生徒が、ᑐ人関係や♫会

生活に関わる行動についてᑐ応できるように必要な▱㆑、ᢏ⬟及び習័を㣴い、適切な支援をཷ

けながら行動できるຊをᇵうことを目標とするものである。 

教育課程上の఩置௜けは「各教科等を合わ䛫た指導」のᙧ態としてあるため、♫会性の学習に

おいても、自立活動に示された内容は、ಶ䚻の児童・生徒に設定される指導内容の要⣲として考

えて、┦஫に関連を図りながら指導計画をస成する必要がある。 

㸲 特別ᨭ᥼Ꮫ⣭ࡿࡅ࠾࡟⮬㛢⑕の教育課程ཬࡧ⮬❧άືのྲྀᢅ࡚࠸ࡘ࡟࠸ 

特別支援学級の教育課程を編成する㝿には、▱的障害特別支援学校で実施している自㛢⑕の教

育課程や「♫会性の学習」をそのまま導ධするのではなく、これらをཧ考にした自立活動の指導として

設定することが適切である。そのල体౛を次に示す。 

㻔㻝㻕 ▱ⓗ㞀ᐖ特別支援学級

ᅾ⡠している児童・生徒の┦ᙜ数が自㛢⑕を᭷している▱的障害特別支援学級においては、▱

的障害特別支援学校の自㛢⑕の教育課程の編成指㔪等に基づいて、▱的障害の教育課程を఩

置௜けた上で、自立活動の時間として設定し「♫会性の学習」の内容をཧ考に指導することもできる。 

た䛰し、自立活動の時間を特設する場合においても、本編「第䠔❶自立活動 第䠏⠇特別支援学

級における自立活動のྲྀᢅい」をཧ↷し、設定の௙方について、十分に᳨ウをすること。 

㻔㻞㻕 ⮬㛢⑕䞉᝟⥴㞀ᐖ特別支援学級

自㛢⑕䡡᝟⥴障害学級では、▱的障害をకわない自㛢⑕の児童䡡生徒がᅾ⡠していることから、

▱的障害特別支援学校の指導のᙧ態である「各教科等を合わ䛫た指導」ではなく、各教科等別の

指導を基本とする。自㛢⑕・᝟⥴障害特別支援学級においては、ᮾி㒔教育委員会が▱的障害特

別支援学校に఩置௜けた䡞♫会性の学習䡟をそのまま導ධすることは適切ではなく、障害に㓄慮した

指導として自立活動の時間の指導を設定し、その中で、䡞♫会性の学習䡟をཧ考にした自立活動の

指導を行うことがᮃましい。 

第７節 指導内容の設ᐃと授業時数の㓄ᙜ

学校教育法施行規則第 126 条及び 127 条においては、▱的障害特別支援学校の教科等の✀㢮に

ついて示している。さらに、特別支援学校学習指導要領においては、▱的障害の特ᚩ及び学習上の特

性等を㋃まえた各教科の目標と内容等について示している。  

また、学校教育法施行規則第 130 条の第䠎項において、各教科、道徳科、外国語活動、特別活動及

び自立活動の඲㒊又は一㒊について、合わ䛫て授業を行うことができることを規定している。  

▱的障害⪅を教育する場合は、児童・生徒の障害の状態等に༶した指導を㐍めるため、学校教育法

施行規則第 130 条第䠎項の規定による各教科等の඲㒊又は一㒊を組み合わ䛫た授業を適切に組み合

わ䛫、指導を行う場合がある。  

特別支援学校学習指導要領では、各教科等を合わ䛫て指導を行う場合には、授業時数を適切に定

めることを示している。各教科等を合わ䛫て指導を行う場合において、ྲྀりᢅわれる教科等の内容を基に、

児童・生徒の▱的障害の状態や⤒㦂等に応じて、ල体的に指導内容を設定し、指導内容に適した時数

を㓄ᙜすることが኱切である。 
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各学校においては、児童・生徒の▱的障害や⤒㦂等に応じて、教科別の指導及び各教科等を合わ䛫

た指導が適切に行われるよう指導計画をస成し、指導を行う必要がある。  

第８節 学⩦ホ౯の充実

第㸷節 指導計画のస成とྛ教⛉඲యにࢃたる内容の取扱い

▱的障害⪅特別支援学校における各教科等の指導の内容の設定等については、特に必要があると

きは、各教科、道徳科、外国語活動、特別活動及び自立活動の一㒊又は඲㒊を合わ䛫て指導を行うこと

によって、一ᒙ効果の上がる授業をすることができる場合も考えられることから規定が設けられている。 

各教科等を合わ䛫て指導を行う㝿には、各教科等の目標の⣔⤫性や内容の関連性に十分㓄慮しな

がら、指導目標、指導内容、指導の㡰ᗎ、指導の時間㓄ᙜ等を十分に᫂らかにした上で、適切にᖺ間指

導計画等をస成する。ಶ䚻の児童・生徒に必要な自立活動の指導目標及び指導内容との関連性にも十

分␃意する。 

１ ᑠ学ᰯ特別支援学級䛻䛚䛡䜛ᣦᑟィ⏬సᡂ䛸ྛ教⛉඲య䛻䜟䛯䜛ෆᐜのྲྀᢅ䛔 

特別支援学校学習指導要領では、各教科の特質に応じた、指導計画のస成や内容のྲྀᢅいに㓄

慮することができるよう各教科のそれ䛮れに新設している。これを㋃まえ、次に示す඲体にඹ通する各

教科の指導計画のస成と各教科඲体にわたる内容のྲྀᢅいに␃意する。 

(1) 指導計画のస成にᙜたっては、ಶ䚻の児童の▱的障害の状態、生活ᖺ㱋、学習状況や⤒㦂

等を考慮しながら、各教科の目標及び内容を基に、䠒ᖺ間をぢ通して、඲体的な指導計画に基づ

きල体的な指導目標や指導内容を設定する。 

(2) ಶ䚻の児童の実態に༶して、教科別の指導を行う䜋か、必要に応じて各教科、道徳科、外国語

活動、特別活動及び自立活動を合わ䛫て指導を行うなど、効果的な指導方法を工夫するものとす

る。その㝿、各教科等において育成を目指す㈨質・⬟ຊを᫂らかにし、各教科等の内容間の関連

を十分に図るよう㓄慮する。 

(3) ಶ䚻の児童の実態に༶して、生活に⤖び௜いた効果的な指導を行うとともに、児童がぢ通しを

もって、意ḧをも䛱୺体的に学習活動にྲྀり組むことができるよう指導計画඲体を通して㓄慮する。 

(4) 道徳教育の目標に基づき、道徳科などとの関連を考慮しながら、道徳科に示す内容について、

各教科の特質に応じて適切な指導をする。 

児童・生徒一人一人の学習≧ἣをከゅ的にホ౯するため、ྛ教⛉の┠ᶆに‽ᣐしたホ౯のほ点によ

る学習ホ౯を行うことが㔜要である。一䛴のᤵ業䜔༢ඖ、ᖺ間を通して、児童・生徒が䛹のように学䜆こと

ができたのか䜔、成長したのかをぢ定めるものが学習ホ౯である。 

また、学習ホ౯は児童・生徒にとって、⮬ศの成長を実ឤし学習に対する意ḧを㧗めるୖで᭷ຠであ

り、教員にとって、ᤵ業計画䜔༢ඖ計画、ᖺ間指導計画等をぢ┤しᨵၿするୖでも、ຠᯝ的に活用して

いくことが㔜要である。 

このようなホ౯は教ᖌが┦஫に᝟ሗを஺᥮しྜいながら適᫬、適切にホ౯に関する᝟ሗを✚みୖ䛢、

組⧊的・య⣔的に取り組䜣でいくことが㔜要である。 

なお、教⛉別の指導を行うሙྜ䜔ྛ教⛉等をྜ䜟䛫て指導を行うሙྜにおいても、ྛ教⛉の┠ᶆに

‽ᣐしたホ౯のほ点による学習ホ౯を行うことが必要である。 
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(5) 児童の実態に༶して学習⎔ቃをᩚえるなど、Ᏻ඲に␃意する。

(6) 児童の実態に༶して自立や♫会ཧຍに向けて⤒㦂が必要な஦項をᩚ⌮した上で、指導するよ

う㓄慮する。 

(7) 学校とᐙᗞ等とが連ᦠを図り、児童の学習㐣程について、┦஫にඹ᭷するとともに、児童が学

習の成果を現ᅾやᑗ来の生活に生かすことができるよう㓄慮する。 

(8) 児童の▱的障害の状態や学習状況、⤒㦂等に応じて、教ᮦ・教ලや⿵ຓ用ලなどを工夫する

とともに、䝁䞁䝢䝳䞊䝍や᝟ሗ通ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽を᭷効に活用し、指導の効果を㧗める。 

䠎 ୰学ᰯ特別支援学級䛻䛚䛡䜛ᣦᑟィ⏬సᡂ䛸ྛ教⛉඲య䛻䜟䛯䜛ෆᐜのྲྀᢅ䛔 

各教科඲体にわたってඹ通する指導計画のస成と内容のྲྀᢅいについては、小学校特別支援学

級における指導計画のస成と各教科඲体にわたる内容のྲྀᢅいに示した஦項とは、基本的には同じ

であるが、中学校の各教科等については、小学校の各教科等と次の点について␗なるので、␃意が

必要である。 

(1) ධ学๓の学習≧ἣ䜔一人一人の▱的障害の≧ែ、⤒㦂の⛬ᗘ、⯆味䜔関ᚰ、対人関係のᗈ

がり䜔適応の≧ែ等が␗なっているため、指導計画の作成に当たっては、これらを考៖しながら、

一人一人の生徒の▱的障害の≧ែ䜔生活ᖺ㱋、学習≧ἣ、⤒㦂等に応じて、䠏ᖺ間をぢ通した

඲య的な指導計画にᇶ䛵き、ྛ教⛉に示された指導┠ᶆ䜔指導ෆᐜを㑅定することが㔜要であ

る。඲య的な指導計画とは、ྛ教⛉のෆᐜに示されている㡯┠に䛴いて、䠏ᖺ間をぢ通しながら、 

指導ෆᐜを㓄ิしたものである。

また、㑅定された指導ෆᐜを適切に組みྜ䜟䛫て、生徒の学習ୖの特ᛶ等を考៖しながら、༢

ඖ等としてまとめて取りୖ䛢、㓄ิする㝿には、生徒の実ែ等を考៖するとともに、卒業後の進㊰

な䛹も㋃まえながら、実㝿の生活に⤖び௜くよう指導ෆᐜを組⧊し、指導計画を作成することが኱

切である。指導に㝿しては、䛽らいを᫂確にし䛴䛴、よりලయ的な指導ෆᐜをタ定し、ᤵ業にお䛡

るホ౯のほ点を᫂らかにして、指導のᨵၿを図る。 

(2) ྛ教⛉、㐨ᚨ⛉、特別活ື及び⮬❧活ືをྜ䜟䛫て指導を行う㝿に、⥲ྜ的な学習の᫬間に

䛴いては、ྜ䜟䛫て指導を行うことができない点に␃意する。
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第㸱章 ⫥య୙⮬⏤Ꮫ⣭ࠊ⑓ᙅᏛ⣭ཬࡧ⮬㛢⑕࣭᝟⥴㞀ᐖᏛ⣭の 

教育課程と指導計画 

第１節 ⫥య୙自⏤学級

⫥体୙自⏤学級の教育目標と教育課程の編成については、小学校学習指導要領又は中学校学習

指導要領に‽ずる指導の௚に、㐠動・動సやㄆ▱⬟ຊなどの向上を目指した自立活動の指導を行う。 

指導にᙜたっては、児童・生徒の身体の動きの状態や発達上の課㢟等のಶ人ᕪを考慮して、ಶ別指

導や䜾䝹䞊䝥指導といった指導ᙧ態をྲྀりධれたり、教ᮦ・教ල、⿵ຓ用ලや䝆䜾等の工夫を行ったり

する。さらに、一人一人の障害の状態や学習状況等に応じて、通常の学級との஺ὶ及びඹ同学習を行

い、学習を効果的に㐍めたり、♫会性や㞟ᅋ䜈のཧຍ⬟ຊを㧗めたりする指導にも㓄慮する。 

 ຊ➼ࠖの育成⌧⾲ࠊຊุ᩿ࠊᛮ⪃ຊࠕ １

⫥体୙自⏤のある児童・生徒は、身体の動きに困難があることから、様䚻なことを体㦂するᶵ会が

୙㊊したまま、ゝⴥや▱㆑を習ᚓしていることがᑡなくない。そのため、ゝⴥを▱っていても意࿡の⌮

ゎが୙十分であったり、ᴫᛕが୙確かなまま用語や数Ꮠを౑ったりすることがある。また、⬻性⑌ᝈ等

の児童・生徒には、視ぬ的な᝟ሗや」数の᝟ሗのฎ⌮をⱞᡭとするなどのㄆ▱の特性により、▱㆑

の習ᚓやゝ語、数㔞などの基礎的なᴫᛕのᙧ成に೫りが生じている場合がある。このような▱㆑やゝ

語ᴫᛕ等の୙確かさは、各教科の学びを῝める活動඲⯡にᙳ㡪することから、ᛮ考ຊ等の育成の඘

実をより一ᒙ求めることが重要である。 

㸰 指導ෆᐜのタᐃ➼ 

児童・生徒が身体の動きや䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁の状態等から学習に時間がかかること、自立活動の

時間があること、⒪育施設等において἞⒪やᶵ⬟カ⦎等をཷける場合があることなどから、授業時間

⫥య不⮬⏤学級、⑓ᙅ学級及び⮬㛢⑕・᝟⥴障害学級にお䛡る教育ㄢ⛬においては、ྛ教⛉、㐨ᚨ

⛉、እᅜㄒ活ື及び⥲ྜ的な学習の᫬間、特別活ືの┠ᶆ及びෆᐜ等は、小学校学習指導要領ཪは

中学校学習指導要領にᇶ䛵いて⦅成する。しかし、児童・生徒の障害の≧ែ䜔特ᛶ及びᚰ㌟のⓎ㐩の

ẁ㝵等から、特別支援学校学習指導要領及び東京都❧特別支援学校の教育ㄢ⛬⦅成・ᇶ‽㈨ᩱをཧ

考として⦅成することができる。このሙྜ、児童・生徒の障害の≧ែ等に応じて、㔜」障害者等に関する

教育ㄢ⛬の取ᢅいを用いたり、障害による学習ୖཪは生活ୖのᅔ㞴を୺య的にᨵၿ・ඞ᭹するために

必要な▱㆑、ᢏ⬟、ែᗘ及び習័を㣴い、もってᚰ㌟のㄪ࿴的Ⓨ㐩のᇶ┙をᇵうことを┠ᶆとする「⮬❧

活ື」の指導をタ䛡たりするな䛹して、特別の教育ㄢ⛬を⦅成することが㔜要である。 

また、指導計画の作成に当たっては、児童・生徒の障害の≧ែ等を考៖し、㔜」障害等に関する教

育ㄢ⛬の取りᢅいを活用するな䛹してྛ教⛉等のそれ䛮れの指導計画をᕤኵするとともに、個別指導計

画を作成し、個に応じた指導をᚭᗏすることが኱切である。  

さらに、児童・生徒が୺య的に学習に取り組䜐ことができるようにするためには、障害の≧ែ䜔特ᛶ及

びᚰ㌟のⓎ㐩のẁ㝵等に応じた教ᮦ・教ලのᕤኵ䜔㛤Ⓨな䛹を行い、ຠᯝ的な学習活ືがᒎ㛤できる

ようにすることが㔜要であり、このため特別支援学校等との連携を図ることが኱切である。  

なお、特別支援学級の児童・生徒が、通ᖖの学級等との஺ὶ及びඹྠ学習を計画的に行い、活Ⓨな

㞟ᅋ活ືの機会を適切に確保することが必要である。 
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第２節 ⑓ᙅ学級

がไ⣙されるため、指導ෆᐜを適切にタ定することが㔜要である。 

「㔜点を⨨く஦㡯」には᫬間をከく㓄当する必要がある一方で、᫬間的ไ⣙の関係から᫬間をከく

㓄当できない஦㡯も生じることを㋃まえ、指導ෆᐜの取ᢅいに㍍㔜を䛴䛡、計画的に指導することが

኱切である。学習ຠᯝを㧗めるために必要な஦㡯には、᫬間をከく㓄当して୎ᑀに指導し、別の஦

㡯に䛴いては必要᭱小㝈の᫬間で指導するな䛹㓄当᫬間のㄪᩚが必要となる。ྛ教⛉等の┠ᶆと

指導ෆᐜとの関連を༑ศに◊✲し、ྛ教⛉等のෆᐜの⣔⤫ᛶ䜔ᇶ♏的・ᇶᮏ的な஦㡯を確ㄆした

ୖで、㔜点の⨨き方、指導の順ᗎ、まとめ方、᫬間㓄ศをᕤኵして、指導のຠᯝを㧗めるための指導

計画を作成することが㔜要である。 

３ ጼໃࡸㄆ知の特ᛶにᛂࡌた指導のᕤኵ 

ྛ教⛉等において、⫥య不⮬⏤のある児童・生徒が、ຠᯝ的に学習をするためには、学習᫬のጼ

ໃ䜔ㄆ▱の特ᛶ等に㓄៖して、指導方法をᕤኵする必要がある。 

⫥య不⮬⏤のある児童・生徒が、学習活ືに応じて適切なጼໃを保ᣢできるようにすることは、⑂労

しにくい䛰䛡でなく、㌟యの᧯作等も行い䜔すくなり、学習をຠᯝ的に進めることができる。また、よい

ጼໃを保ᣢすることは、学習ෆᐜを⌮ゎする点からも㔜要である。学習活ືに応じて適切なጼໃがと

れるように、いす䜔ᮘの఩⨨及び㧗さな䛹をㄪᩚすることに䛴いて、児童・生徒の意ぢを⪺きながらᕤ

ኵするとともに、児童・生徒⮬らがよいጼໃを保䛴ことにὀ意をྥ䛡るよう᪥㡭から指導することが኱切

である。 

䋴 ⥄┙ᵴേのᤨ㑆䈮䈍䈔䉎ᜰዉ䈫の㑐ㅪ 

⫥య不⮬⏤のある児童・生徒は、㌟యのືき䜔䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁の≧ែ、ㄆ▱の特ᛶ等により、

ྛ教⛉等の様々な学習活ືがᅔ㞴になることがᑡなくないことからᅔ㞴をᨵၿ・ඞ᭹するように指

導することが必要であり、特に⮬❧活ືの᫬間にお䛡る指導と密接な関連を図り、学習ຠᯝを㧗

めるよう㓄៖しな䛡れ䜀ならない。 

学習ຠᯝを㧗めるためには、児童・生徒一人一人の学習ୖのᅔ㞴に䛴いて、指導に当たる教

ᖌ間でඹ通⌮ゎを図り、一貫した指導を組⧊的に行う必要がある。また、学習ୖのᅔ㞴に対し、

児童・生徒⮬㌟が⮬ศにྜったᨵၿ・ඞ᭹の௙方を㌟に௜䛡、対ฎできるように指導していくこと

も኱切である。なお、ྛ教⛉等において、⮬❧活ືの᫬間にお䛡る指導と密接な関連を図るሙྜ

においても、児童・生徒の㌟యのືき䜔䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁等のᅔ㞴のᨵၿに㔜点が⨨かれ㐣䛞

ることによって、ྛ教⛉等の┠ᶆを㐓⬺してしまうことのないよう␃意する。 

⑓ᙅ・㌟య⹫ᙅ学級には、ධ㝔中の児童・生徒のために⑓㝔ෆにタ䛡られた学級と、ධ㝔は必要と

しないが⑓ᙅཪは㌟య⹫ᙅのために特別な㓄៖䜔支援が必要な児童・生徒のために小・中学校ෆに

タ䛡られた学級がある。 

通ᖖの学級と䜋䜌ྠ様のᤵ業ෆᐜ、ᤵ業᫬ᩘによる指導が行䜟れており、ຍえて、⮬❧活ືとして、

健ᗣ≧ែの⥔ᣢ、ᅇ᚟・ᨵၿ䜔య力のᅇ᚟・ྥୖを図るための指導を行う。 

ྠᖺ௦の児童・生徒と関䜟る機会として、⑓Ẽの≧ែ等を考៖し、可⬟な⠊ᅖで通ᖖの学級の児

童・生徒と┤接的ཪは間接的に活ືをともにするため、஺ὶおよびඹྠ学習を✚ᴟ的に取りධれるこ

とがᮃましい。 
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１ 指導ෆᐜの⢭㑅➼ 

⑓ᙅ⪅である児童・生徒はධ㝔や἞⒪、体ㄪ୙Ⰻ等のため、学習時間の制⣙や学習できない期間

（学習の✵ⓑ）などがあるため、学びが定着䛫ず、学習が㐜れることがある。また、活動の制㝈等により

学習の基礎となる体㦂が୙㊊し、⌮ゎが難しい場合がある。さらに、⑓Ẽの状態等もಶ䚻に␗なって

いるので、各教科等の指導計画のస成にᙜたっては、ಶ䚻の児童・生徒の学習の状況を把握するとと

もに⑓Ẽの状態や学習時間の制⣙、発達の段階や特性等も考慮する。 

基礎的・基本的な஦項を習ᚓさ䛫る視点から指導内容を⢭選する䜋か、各教科等の目標や内容と

の関連性を᳨ウし୙必要な重」を㑊ける、各教科等を合わ䛫て指導する、教科等横断的な指導を行

うなど、௚教科と関連さ䛫て指導する。 

各教科等の内容は、前学ᖺまでに学習したことを基┙にしているが、児童・生徒の中には、前⡠校

と教科᭩や学習㐍ᗘが㐪ったり学習の✵ⓑがあったりするため、学習した஦項が断∦的になる、学習

していない、学習が定着していないといったことがある。前⡠校との連ᦠをᐦにするとともに、各教科等

の学ᖺ間での指導内容の⧅がりや指導の連⥆性にも㓄慮して指導計画をస成する必要がある。重要

な指導内容がḞⴠしないよう㓄慮するとともに、ධ㝔期間や⑓状等を຺᱌して、指導の時期や方法、

時間㓄分なども考慮して指導計画をస成することが重要である。 

㸰 ⮬❧άືの᫬㛫ࡿࡅ࠾࡟指導との㛵㐃 

೺ᗣ状態の改善等に関する内容の指導にᙜたっては、特に自立活動の時間における指導とのᐦ

᥋な関連を図り、学習効果を一ᒙ㧗めるようにすることが኱切である。  

特に、೺ᗣの保ᣢのために、生活䝸䝈䝮をᏳ定し生活を自ᕫ⟶⌮できるようにするとともに、ᢞ⸆な

どについても⟶⌮をできるよう指導することが኱切である。 

各教科等の指導にᙜたっては、特に、小学校における体育科の「心の೺ᗣ」、「⑓Ẽのண㜵」ᐙᗞ科

の「ᰤ㣴を考えた㣗஦」及び中学校における保೺体育科の「೺ᗣな生活と⑌⑓のண㜵」、「心身のᶵ⬟

の発達と心の೺ᗣ」、ᢏ⾡・ᐙᗞ科の「⾰㣗ఫの生活」等の心身の活動にかかわる内容については、

自立活動における「⑓Ẽの状態の⌮ゎと生活⟶⌮に関すること。」、「೺ᗣ状態の⥔ᣢ・改善に関する

こと。」及び「᝟⥴のᏳ定に関すること。」などの஦項との関連を図り、自立活動の時間における指導と

┦஫に⿵い合いながら学習効果を一ᒙ㧗めるようにする。 

䠏 ⿵ຓ⏝ල䜔⿵ຓⓗᡭẁ䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍➼のά⏝ 

児童・生徒の身体活動の制㝈やㄆ▱の特性、学習⎔ቃ等に応じて、教ᮦ・教ලやධຊ支援ᶵჾ等

の⿵ຓ用ලを工夫するとともに、䝁䞁䝢䝳䞊䝍等の᝟ሗᶵჾなどを᭷効に活用し、指導の効果を㧗める

ようにする。 

䠐 ⑓≧のኚ໬䛻ᛂ䛨䛯ᣦᑟୖの㓄៖ 

⑓Ẽのため、ጼໃの保ᣢや㛗時間の学習活動が困難な児童・生徒については、ጼໃのኚ᥮や適

切なఇ㣴の確保などに␃意する。 

⑓Ẽの状態のኚ໬や἞⒪方法、生活規制（生活⟶⌮）等は、ಶ䚻の⑓Ẽにより␗なる。㐍行性⑌ᝈ

は⑓状が᪥䚻ኚ໬し、ᛴ性⑌ᝈはධ㝔ึ期・中期・ᚋ期で἞⒪方法等がኚわることがある。៏性⑌ᝈ

は೺ᗣ状態の⥔ᣢ・改善のため常に生活⟶⌮が必要である。⑓Ẽの状態等に応じてᙎຊ的にᑐ応で

きるようにするためには、་⒪との連ᦠにより᪥䚻᭦新される᝟ሗをධᡭするとともに、適ᐅ、೺ᗣほᐹ

を行い、⑓状や体ㄪのኚ໬をぢ㏨さないようにする。 
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౛え䜀、ᗙり⥆けることが難しくても、授業をཷけるために↓⌮をしてᗙり⥆ける児童・生徒に、適ᐅ、

ኌをかけて、自らఇ᠁をྲྀら䛫たり、ጼໃを஺᥮さ䛫たりすることが必要である。そのことにより、体ㄪの

ኚ໬にẼ௜か䛫、自らఇ᠁を求める等の自ᕫ⟶⌮ができるようにすることが重要である。 

第３節 自㛢⑕・᝟⥴㞀ᐖ学級

１ 教育課程編成࡟ᙜ࡚ࡗࡓ 

自㛢⑕・᝟⥴障害学級における教育課程編成の考え方は、小学校学習指導要領及び中学校学習

指導要領に基づく教育課程に‽ずることが基本となり、必要に応じて特別支援学校の教育課程をཧ

考にできる。  

た䛰し、自㛢⑕䡡᝟⥴障害学級では、▱的障害をకわない自㛢⑕の児童䡡生徒がᅾ⡠していること

から、▱的障害特別支援学校の指導のᙧ態である「各教科等を合わ䛫た指導」ではなく、各教科等別

の指導を基本とする。自㛢⑕・᝟⥴障害特別支援学級においては、ᮾி㒔教育委員会が▱的障害特

別支援学校に఩置௜けた䡞♫会性の学習䡟をそのまま導ධすることは適切ではなく、障害に㓄慮した指

導として自立活動の時間の指導を設定し、その中で、䡞♫会性の学習䡟をཧ考にした自立活動の指導

を行うことがᮃましい。  

・ 児童・生徒が୺体的にྲྀり組むことができるような活動を設定するととともに、学習活動にぢ通し

をもてるようにしていくことや学習したことの⤖果を分かりやすくするなどの工夫をして指導する。

・ 児童・生徒の障害の状態や実態に応じて、基本的な生活習័を確立することやṇしいゝⴥのや

りྲྀりを⋓ᚓすること、自分の意ᛮを適切にఏえること、┦ᡭの立場に立って考える等の指導を自

立活動の時間における指導とのᐦ᥋な関連を図り指導する。

㻔㻝㻕 ⮬❧άືのᣦᑟの⪃䛘᪉

㻔㻞㻕 ྛ教⛉➼のᣦᑟの⪃䛘᪉

自㛢⑕䡡᝟⥴障害特別支援学級は、▱的障害のない自㛢⑕の児童・生徒をᑐ㇟としているため、

各教科等の指導は、基本的に通常の学級に‽ずる内容を実施する。しかし、自立活動の指導の時

間を確保する必要があることから、各教科等の授業時数を適ᐅῶずる必要が生じる。授業時数をῶ

ずるにᙜたっては、自立活動の指導内容を、児童䡡生徒の障害特性に応じて᳨ウ䡡⢭選し、各教科

等に必要な指導内容が指導できるように工夫することが重要である。 

㻔㻟㻕 ஺ὶཬ䜃ඹྠ学⩦の⪃䛘᪉

஺ὶ及びඹ同学習を実施することにより、自㛢⑕䡡᝟⥴障害特別支援学級における各教科等の

⮬㛢⑕䡡᝟⥴障害特別支援学級にお䛡る⮬❧活ືの指導は、指導の᫬間を特タして行うとともに、

ྛ教⛉等と密接な関連をもた䛫、学習ຠᯝを一ᒙ㧗める指導が行䜟れるようにする。 

 ⮬❧活ືは、特別支援学校学習指導要領ゎㄝ⮬❧活ື⦅にお䛡る「⮬❧活ືのෆᐜ」の 㻢 ༊ศ

27 㡯┠から、児童䡡生徒の障害の≧ែ䜔Ⓨ㐩のẁ㝵をᤊえ、必要なෆᐜを㑅ᢥして、それ䛮れの

㡯┠を┦஫に関連௜䛡て指導する。その㝿、「♫会ᛶの学習」のෆᐜに䛴いてもཧ考にしながら⮬

❧活ືで指導することができる。♫会ᛶの学習のෆᐜである「対人関係に関するෆᐜ」と「䝋ーシ䝱䝹

ス䜻䝹に関するෆᐜ」の䠎䛴を、⮬❧活ືの┠ᶆ及びෆᐜに関連さ䛫ながら指導する。

学習の䛽らいを、よりຠᯝ的に㐩成できるሙྜがある。また、⮬❧活ືで㌟に௜䛡た対人関係に関

する⬟力䜔、䝋ーシ䝱䝹ス䜻䝹に関する⬟力が、通ᖖの学級㞟ᅋの中で᳨ドすることにより、さらに
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切なᶵ会とする。 

㸰 特別ᨭ᥼教ᐊࡸ▱ⓗ㞀ᐖ特別ᨭ᥼Ꮫᰯࠊ㛵ಀᶵ㛵➼との㐃ᦠ 

自㛢⑕等の児童・生徒の指導を行っている特別支援教ᐊや▱的障害特別支援学校と連ᦠし、指導

内容・方法についても◊✲し、教育課程や教育内容・方法を඘実さ䛫ていくことが必要である。 

ྥୖが図られるሙྜがある。 

஺ὶ及びඹྠ学習を෇⁥に実施できるようにするためには、⮬㛢⑕・᝟⥴障害学級の᫬間๭に

䛴いて、஺ὶ及びඹྠ学習を行う通ᖖの学級の᫬間๭をཧ考に⦅成することがຠᯝ的です。 

通ᖖの学級の児童䡡生徒にとっても஺ὶ及びඹྠ学習は、ྠじ学校の௰間として஺཭関係をᗈ

䛢、ඹに学習に取り組みながら、஫いにㄆめྜい、⌮ゎしྜい、支えྜうことの⣲ᬕらしさを学䜆኱
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第㸲章 特別の教⛉ 㐨ᚨ 

特別支援学級は、小学校や中学校に設置された学級であることから、道徳科を、通常の学級と同

様に設ける。 

第１節 㐨ᚨ教育のᇶᮏⓗ事項

１ 㐨ᚨ教育の┠ᶆ 

道徳教育は学校の教育活動඲体を通じて行う教育活動であり、その目標は学習指導要領第䠍❶

総則の第䠍の䠎の（2）に「道徳教育や体㦂活動、ከ様な⾲現や㚷㈹の活動等を通して、㇏かな心や

創㐀性のᾰ㣴を目指した教育の඘実にດめること。」と示している。 

学校における道徳教育は、道徳科を要として学校の教育活動඲体を通して行うものであり、道徳

科はもとより、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動のそれ䛮れの特

質に応じて、児童・生徒の発達の段階を考慮して、適切な指導を行わなけれ䜀ならない。 

道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本⢭⚄に基づき、自ᕫの生き方

を考え、୺体的なุ断の下に行動し、自立した人間として௚⪅とඹによりよく生きるための基┙となる

道徳性を㣴うことを目標とする。 

㸰 㐨ᚨ⛉の┠ᶆ 

道徳科が目指すものは、学校の教育活動඲体を通じて行う道徳教育の目標と同様によりよく生き

るための基┙となる道徳性を㣴うことである。その中で、道徳科が学校の教育活動඲体を通じて行う

道徳教育の要としてのᙺ๭を果たすことができるよう、計画的、発ᒎ的な指導を行うことが重要である。 

各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育とᐦ᥋な関連を図り

ながら、計画的、発ᒎ的な指導によってこれを⿵ったり、῝めたり、┦஫の関連を考えて発ᒎさ䛫、⤫

合さ䛫たりすることで、道徳的ㅖ価್についての⌮ゎを基に、自ᕫをぢつめ、物஦をከ㠃的・ከゅ的

に考え、自ᕫの生き方についての考えを῝める学習を通して、道徳性を㣴うことが目標としてᣲげら

れている。 

また、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動では、それ䛮れの目標に基づい

て教育活動が行われる。これら各教科等で行われる道徳教育は、それ䛮れの特質に応じた計画によ

ってなされるものであり、道徳的ㅖ価್の඲体にわたって行われるものではない。このことに␃意し、

道徳教育の要である道徳科の目標と特質をᤊえることが኱切である。 

䕿小学校学習指導要領 第䠏❶ 第 1 目標

第䠍❶総則の第䠍の䠎の（2）に示す道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基┙となる道徳

性を㣴うため、道徳的ㅖ価್についての⌮ゎを基に、自ᕫをぢつめ、物஦をከ㠃的・ከゅ的に考

え、自ᕫの生き方についての考えを῝める学習を通して、道徳的なุ断ຊ、心᝟、実㊶意ḧと態ᗘ

を育てる。 

䕿中学校学習指導要領 第䠏❶ 第 1 目標

第䠍❶総則の第䠍の䠎の䐴に示す道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基┙となる道徳

性を㣴うため、道徳的ㅖ価್についての⌮ゎを基に、自ᕫをぢつめ、物஦をᗈい視㔝からከ㠃的・

ከゅ的に考え、人間としての生き方についての考えを῝める学習を通して、道徳的なุ断ຊ、心᝟、

実㊶意ḧと態ᗘを育てる。 
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第２節 㐨ᚨ教育の内容

第３節 㞀ᐖの特ᛶにᛂࡌた指導計画のస成

第４節 㞀ᐖの特ᛶにᛂࡌた㓄៖事項 

小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領では、道徳教育の目標を達成するために指導す䜉き

内容項目を次のᅄ本の視点から、「第䠍学ᖺ及び第䠎学ᖺ」、「第䠏学ᖺ及び第䠐学ᖺ」、「第䠑学ᖺ及び

第䠒学ᖺ」の学ᖺ段階に分けて示している。その視点から内容項目を分㢮ᩚ⌮し、内容の඲体ᵓ成及び

┦஫の関連性と発ᒎ性を᫂確にしている。各学ᖺ段階の内容は、それ䛮れの学習指導要領をཧ考にす

る。 

指導計画のస成においては、次の内容について㓄慮をする。 

䠍 児童・生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・ඞ᭹して、ᙉく生きようとする意ḧを㧗

め、᫂るい生活態ᗘを㣴うとともに、೺඲な人生ほの育成を図る。  

䠎 各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動との関連をᐦにしながら、

⤒㦂のᣑ඘を図り、㇏かな道徳的心᝟を育て、ᗈい視㔝に立って道徳的ุ断や行動ができるように

指導する必要がある。  

䠏 ▱的障害学級においては、一人一人の児童・生徒の▱的障害の状態や⤒㦂等に応じて、適切に

指導の重点を定め、指導内容をල体໬し、体㦂的な活動をྲྀりධれるなどの工夫を行う。 

１ ⫥య୙⮬⏤Ꮫ⣭ 

(1) 指導計画のస成にᙜたっては、児童・生徒の心身の障害による心⌮的特性及び道徳性につい

ての実態を把握し、特に必要とᛮわれる内容項目を重点的にྲྀり上げるなどして、児童・生徒が

自ᕫの障害による困難をඞ᭹し、೺඲な人生ほ、道徳ほを身に௜けることができるよう㓄慮する。

(2) 㢟ᮦの選定とそのྲྀᢅいにᙜたっては、児童・生徒の♫会的⤒㦂がẚ㍑的ஈしいことを考慮し、

㇏かな♫会的関わりを通して、自らを自ᕫがᡤᒓする㞟ᅋや一⯡の♫会との関わりの中でᤊえる

ことができるよう㓄慮する。

(3) ከ様な学習場㠃において道徳的実㊶ຊを育成するとともに、それらの⤒㦂を⤫合して、よりᗈ

い視㔝に立った道徳的ุ断や実㊶ができるよう、各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学

習の時間、その௚の教育活動等との関連をᐦ᥋に図るよう㓄慮する。

(4) 道徳科の指導に関する評価にᙜたっては、児童・生徒の障害や⎔ቃに基づく心⌮的୙適応の

ၥ㢟を考慮して、道徳性のㅖ様┦のኚ໬や指導㐣程・指導方法に関する評価を適切に行い、次

の時間の指導の改善に生かすようດめる。

(5) 指導にᙜたっては、䐟ㄞみ物、視⫈ぬ教ᮦ等を✚ᴟ的にྲྀりධれ、䐠༢にそれらのᥦ示のみ

に⤊わら䛫ることなく、䐡ヰし合いのㄝヰや自ᕫの内㠃を⾲現する場の工夫などにດめる。

㻭 ୺として自分自身に関すること 

䠞 ୺として人との関わりに関すること 

䠟 ୺として㞟ᅋや♫会との関わりに関すること 

䠠 ୺として生࿨や自↛、ᓫ㧗なものとの関わりに関すること 
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(6) ᐙᗞや施設、་⒪ᶵ関等とのඹ通⌮ゎの下に、┦஫のᐦ᥋な連ᦠを図り、内㠃に根䛦した道

徳性の育成を一ᒙ図るようにする。

㸰 ⑓ᙅᏛ⣭ 

(1) 指導計画のస成にᙜたっては、児童・生徒の障害の状態、生活⤒㦂等を考慮して、特に必要

な内容項自を重点的にྲྀり上げ、児童・生徒が⑓ᙅ等による学習上又は生活上の困難を୺体的

に改善・ඞ᭹して、ᙉく生きようとする೺඲な人生ほを育成する。  

(2) 指導計画のస成にᙜたっては、各教科等との関連をᐦ᥋に図り、生活の様䚻な場㠃で、ྍ⬟

な㝈り㇏かな体㦂を✚ま䛫て道徳的心᝟をᇵい、ᗈい視㔝に立った道徳的ุ断や行動ができる

ようにする。  

(3) 授業時数の制⣙や♫会⤒㦂の୙㊊、⑓ᙅに㉳ᅉする⢭⚄的୙Ᏻ定などの条௳を考慮して、

重点的に指導内容をᩚ⌮してᢅう。そのほ点としては、「児童・生徒の೺ᗣ状態の改善等に関わる

ものであること」「⑓ᙅの状態にありながらも、自ᕫの内㠃をᙉ໬し、ᙉく生きようとする೺඲な人生

ほを導きฟすものであること」「ዲましい人間関係を育てることによって、♫会性を㧗めることにもᙺ

立つものであること」等がᣲげられる。  

の฼用、ᙺ๭₇ᢏ等の方法を適ᐅྲྀりධれ、指導を工夫する。この場合、ᗈい⠊ᅖから㞟めた㈨

ᩱを‽ഛし、指導の効果が㧗められるようにする。  

(5) 指導にᙜたっては、་⒪ᶵ関、ᐤᐟ⯋及びᐙᗞとの連ᦠをᐦにし、指導の効果が㧗められるよ

うにする。 

㸱 ⮬㛢⑕࣭᝟⥴㞀ᐖᏛ⣭ 

(1) 指導計画のస成にᙜたっては、児童・生徒の障害の状態、生活⤒㦂等を考慮して、特に必要

な内容項自を重点的にྲྀり上げ、児童・生徒が障害による学習上又は生活上の困難を୺体的に

改善・ඞ᭹して、ᙉく生きようとする೺඲な人生ほを育成する。  

(2) 指導計画のస成にᙜたっては、各教科等との関連をᐦ᥋に図り、生活の様䚻な場㠃で、ྍ⬟

な㝈り㇏かな体㦂を✚ま䛫て道徳的心᝟をᇵい、ᗈい視㔝に立った道徳的ุ断や行動ができる

ようにする。  

(3) 指導のねらいを効果的に達成さ䛫るため、視⫈ぬ教ᮦの฼用、ᙺ๭₇ᢏのほᐹ等の方法を適

ᐅྲྀりධれ、指導を工夫する。 

(4) 指導にᙜたっては、指導内容を学校や学級の目標としてᮃましい行動を視ぬ的にᥦ示して⌮

(5) ᐙᗞや施設、་⒪ᶵ関等とのඹ通⌮ゎの下に、┦஫のᐦ᥋な連ᦠを図り、障害の特性に応じ

た指導をྲྀりධれながら道徳性の育成を一ᒙ図るようにする。 

㸲 ▱ⓗ㞀ᐖᏛ⣭ 

▱的障害特別支援学校の教育課程に基づき編成する場合においても、道徳科の時間を設けて指

導を行うことができる。特別支援学校学習指導要領及びᮾி㒔立特別支援学校の教育課程編成基

‽・㈨ᩱをཧ考にして指導計画をస成する。 

 (4) 指導の䛽らいをຠᯝ的に㐩成さ䛫るため、ヰしྜい、教ᖌのㄝヰ、ㄞみ≀の฼用、視⫈ぬ教ᮦ

ゎさ䛫、༶᫬ホ౯を取りධれながらきまり等をᏲ䜝うとするែᗘを育䜐ことが᭷ຠである。また、඲

ての教育活ືを通して「⣙᮰䜔きまりをᏲることができた。」、「み䜣なのためにᙺに❧䛴ことができ

た。」な䛹という成ຌయ㦂を✚ま䛫、㐨ᚨ的実㊶力を㌟に௜䛡さ䛫ることが኱切である。  
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㓄慮஦項は次のとおり。 

(1) 道徳科を設ける場合には、各教科等における道徳教育とᐦ᥋な関連を保つようにする。また、

設置校に合わ䛫て、保ㆤ⪅や地༊のཧほ⪅に授業をබ㛤する᪥を設けるなどして、⌮ゎၨ発に

ດめる。  

(2) 道徳科を設けず、各教科等を合わ䛫た指導として行う場合においても、道徳科の内容が適切

に含まれるようにし、඲体として道徳教育の目標が達成されるよう㓄慮する。 

᪥常生活の指導、生活༢ඖ学習の中に、道徳科の内容をᤊえるከくのᶵ会や場がある。指導

計画のస成の㝿に、道徳科の内容を適切にᢲさえ、効果的な指導ができるようにすることが重要

である。内容によっては、いずれの指導のᙧ態の中でも⧞り㏉し指導することも必要である。  

(3) 児童・生徒のẖ᪥の生活は、学校、ᐙᗞ、施設及び地域♫会にᗈがっており、それ䛮れの場に

おいて、様䚻な道徳教育上のᙳ㡪をཷけていることを十分考慮して指導を行う。 
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第第㸳㸳章章  እእᅜᅜㄒㄒάάືື  

第 1節 ⫥య୙自⏤学級、⑓ᙅ学級ཬࡧ自㛢⑕・᝟⥴㞀ᐖ学級

第２節 知ⓗ㞀ᐖ学級

⫥体୙自⏤⪅又は⑓ᙅ⪅である児童にᑐする教育を行う特別支援学校の小学㒊第䠏学ᖺ及び第䠐

学ᖺに外国語活動が新設された。外国語活動の目標、内容及び指導計画のస成と内容のྲྀᢅいにつ

いては、小学校学習指導要領に‽ずることとしている。 

１ ᣦᑟෆᐜの⢭㑅䛺䛹䛻䜘䜛㓄៖஦㡯 

ಶ䚻の児童の障害の状態や⯆࿡・関心等を考慮して、適切な指導内容の⢭選にດめたり、重点の

置き方等を工夫したりする。 

㸰 指導計画作成の␃ពⅬ 

指導にᙜたっては、自立活動の指導との関連に␃意する。外国語活動の目標の一つは、児童が外

国語を用いて୺体的に䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁を図䜝うとする態ᗘを㣴うことである。特別支援学級の児童に

ついては、それ䛮れ障害を᭷していることから、外国語を用いた䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁においても、様䚻な

困難が生じる場合があるため、自立活動との関連を図った指導が重要になる。自立活動における指導

とのᐦ᥋な関連を保䛱、学習効果を一ᒙ㧗めるようにする。 

▱的障害のある児童においても、౛え䜀、外国語のḷモが一㒊含まれているḷを⪺いたり、外国の生

(1) 外国語を用いた体㦂的な活動を通して、᪥本語と外国語の㡢ኌの㐪いなどにẼ௜き、外国

語の㡢ኌに័れぶしむようにする。

(2) 身㏆で⡆༢な஦᯶について、外国語にゐれ、自分のẼᣢ䛱をఏえ合うຊの⣲地を㣴う。

(3) 外国語を通して、外国のᩥ໬などにゐれながら、ゝ語䜈の関心を㧗め、㐍䜣で䝁䝭䝳䝙䜿䞊

䝅䝵䞁を図䜝うとする態ᗘを㣴う。

䕿特別支援学校小学㒊・中学㒊学習指導要領 ➨䠐❶

➨䠎Ḱ ▱的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校

య的にእᅜㄒを用いて䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁を図䜝うとするែᗘを㣴う。 

➨䠍 ┠ᶆ 

እᅜㄒによる䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁にお䛡るぢ方・考え方を働か䛫、እᅜㄒ䜔እᅜのᩥ化にゐれる

ことを通して、䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁を図る⣲ᆅとなる㈨㉁・⬟力をḟのとおり育成することを┠指す。 

䕿小学校学習指導要領 ➨䠐❶

➨䠍 ┠ᶆ

እᅜㄒによる䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁にお䛡るぢ方・考え方を働か䛫、እᅜㄒによる⪺くこと、ヰすこと

のゝㄒ活ືを通して、䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁を図る⣲ᆅとなる㈨㉁・⬟力をḟのとおり育成することを┠

指す。

(1) እᅜㄒを通して、ゝㄒ䜔ᩥ化に䛴いてయ㦂的に⌮ゎを῝め、᪥ᮏㄒとእᅜㄒとの㡢ኌの㐪

い等にẼ௜くとともに、እᅜㄒの㡢ኌ䜔ᇶᮏ的な⾲⌧に័れぶし䜐ようにする。

(2) ㌟㏆で⡆༢な஦᯶に䛴いて、እᅜㄒで⪺いたりヰしたりして⮬ศの考え䜔Ẽᣢ䛱な䛹をఏえ

ྜう力の⣲ᆅを㣴う。

((33)) እእᅜᅜㄒを通しㄒを通してて、ゝ、ゝㄒㄒ䜔その䜔その⫼ᬒ⫼ᬒにあるにあるᩥᩥ化化にに対する⌮対する⌮ゎゎを῝めを῝め、、┦手┦手にに㓄៖㓄៖ししながながらら、、୺୺
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活の様Ꮚを⤂௓したᫎീをぢたりするな䛹、᪥ᖖ生活の中でእᅜのゝㄒ䜔ᩥ化にゐれる機会がቑえて

きているとゝえる。このため、小学校中学ᖺ䜈導ධされたእᅜㄒ活ືを㋃まえながら、▱的障害のある

児童の実ែを考៖し、እᅜㄒにぶし䜣䛰り、እᅜのゝㄒ䜔ᩥ化に䛴いてయ㦂的に⌮ゎ䜔関ᚰを῝めた

りしながら、䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁を図る⣲ᆅとなる㈨㉁・⬟力を育成することが㔜要である。

１ 指導計画స成の留意Ⅼ 

(1) እᅜㄒ活ືにおいては、ゝㄒ䜔その⫼ᬒにあるᩥ化に対する関ᚰをも䛴よう指導するとともに、

እᅜㄒによる⪺くこと、ヰすことのゝㄒ活ືを行う㝿には、ⱥㄒを取りᢅうことをཎ๎とする。 

(2) ༢ඖ䜔㢟ᮦな䛹、ෆᐜ䜔᫬間のまとまりをぢ通して、その中で育䜐㈨㉁・⬟力の育成にྥ䛡て、

児童の୺య的・対ヰ的で῝い学びの実⌧を図るようにすること。その㝿、ලయ的なㄢ㢟等をタ定し、

児童がእᅜㄒによる䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁にお䛡るぢ方・考え方を働か䛫、䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁のよさを

ឤじながら活ືを行い、ⱥㄒの㡢ኌ䜔ㄒな䛹の▱㆑を、஧䛴の領ᇦにお䛡る実㝿の䝁䝭䝳ニ䜿ー

シ䝵䞁において活用する学習の඘実を図る。

(3) እᅜㄒ活ືの指導を行うሙྜは、➨䠏学ᖺ以㝆の児童を対㇟とし、ᅜㄒ⛉の䠏ẁ㝵の┠ᶆ及び

ෆᐜとの関連を図る。 

(4) ୺としてゝㄒ䜔ᩥ化に関するෆᐜの指導に䛴いては、䝁䝭䝳ニ䜿ーシ䝵䞁に関するෆᐜとの関

連を図るようにすること。その㝿、ゝㄒ䜔ᩥ化に䛴いてはయ㦂的な⌮ゎを図ることとし、指導ෆᐜ

が必要以ୖに⣽㒊に䜟たったり、ᙧᘧ的になったりしないようにする。 

(5) 指導ෆᐜ䜔活ືに䛴いては、児童の⯆味䜔関ᚰにྜったものとし、ᅜㄒ⛉䜔㡢ᴦ⛉、図画ᕤ

作⛉な䛹の௚教⛉等で児童が学習したことを活用するな䛹のᕤኵにより、指導のຠᯝを㧗めるよう

にする。 

(6) ᤵ業を実施するに当たっては、䝛䜲テ䜱䝤・ス䝢ー䜹ー䜔ⱥㄒがሓ⬟なᆅᇦ人ᮦな䛹の協力を

ᚓる等、指導యไの඘実を図るとともに、指導方法をᕤኵする。 

(7) 㡢ኌを取りᢅうሙྜには、視⫈ぬ教ᮦを✚ᴟ的に活用し、その㝿、౑用する視⫈ぬ教ᮦは、児

童、学校及びᆅᇦの実ែを考៖して適切なものとする。 

(8) 㐨ᚨ教育の┠ᶆにᇶ䛵き、㐨ᚨ⛉な䛹との関連を考៖しながら、㐨ᚨ⛉に示すෆᐜに䛴いて、

እᅜㄒ活ືの特㉁に応じて適切な指導をする。 
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第㸴章 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦の᫬㛫 

第 1節 ⫥య୙自⏤学級、⑓ᙅ学級ཬࡧ自㛢⑕・᝟⥴㞀ᐖ学級

第２節 知ⓗ㞀ᐖ学級

特別支援学級は、小学校や中学校に設置された学級であることなどから、総合的な学習の時間にお

いて同様に設けることが適切である。 

１ ᤵᴗ᫬ᩘ 

小学校 3 ᖺ生以上では 70 時間、中学校 1 ᖺ生では 50 時間、䠎、䠏ᖺ生では 70 時間を標‽と示さ

れている。特別支援学級ではそれを㋃まえ、また、各学校の඲体計画及びᖺ間計画、学級の実態を

㋃まえ、ᖺ間時数を適切に定める。 

㸰 特別ᨭ᥼Ꮫ⣭࡛のᒎ㛤のᙧែ 

学習活動のᵓ᝿にᙜたっては、学校඲体の「総合的な学習の時間」の内容と十分にㄪᩚを図り、

ఱをどうᒎ㛤するかを考えることが኱切である。次のᒎ㛤のᙧ態がある。  

㸱 㞀ᐖの特ᛶ࡟ᛂࡓࡌ㓄៖஦㡯 

１ 㞀ᐖの特ᛶ࡟ᛂࡓࡌ㓄៖஦㡯 

小学校又は中学校における総合的な学習の時間の目標、各学校において定める目標及び内容

୪びに指導計画のస成と内容のྲྀᢅいについては、それ䛮れの小学校学習指導要領第䠑❶又は中

᥈✲的なぢ方・考え方をാか䛫、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課㢟をゎỴ

し、自ᕫの生き方を考えていくための㈨質・⬟ຊを次のとおり育成することを目指す。 

(1) ᥈✲的な学習の㐣程において、課㢟のゎỴに必要な▱㆑及びᢏ⬟を身に௜け、課㢟に関

わるᴫᛕをᙧ成し、᥈✲的な学習のよさを⌮ゎするようにする。

(2) 実♫会や実生活の中からၥいをぢい䛰し、自分で課㢟を立て、᝟ሗを㞟め、ᩚ⌮・分ᯒし

て、まとめ・⾲現することができるようにする。

(3) ᥈✲的な学習に୺体的・༠ാ的にྲྀり組むとともに、஫いのよさを生かしながら、✚ᴟ的に♫

会にཧ画しようとする態ᗘを㣴う。

等が考えられる。 

(1) 特別支援学級⊂⮬に᫬間をタ定

(2) 通ᖖの学級との஺ὶ及びඹྠ学習

(3) 学校඲య䜔学ᖺのෆᐜに対応してඹに行う活ື

(4) ᆅᇦの特別支援学級とྜྠで行う活ື

(1) 特別支援学級に在籍する児童・生徒の障害の✀㢮䜔⛬ᗘ、Ⓨ㐩のẁ㝵䜔特ᛶ等はከ様であ

ることから、一人一人の児童・生徒の実ែに応じ、⿵ຓ用ල䜔⿵ຓ手ẁ、䝁䞁䝢䝳ー䝍等の᝟ሗ

機ჾを適切に活用する。

(2) య㦂活ືとしては、౛え䜀、⮬↛にかか䜟るయ㦂活ື、䝪䝷䞁テ䜱䜰活ືな䛹♫会と関䜟るయ㦂

活ື、もの䛵くり䜔生⏘、ᩥ化䜔ⱁ⾡に関䜟るయ㦂活ື、஺ὶ及びඹྠ学習な䛹が考えられるが、

これらのయ㦂活ືをᒎ㛤するに当たっては、児童・生徒をはじめ教⫋員䜔እ㒊の協力な䛹のᏳ

඲確保、健ᗣ䜔⾨生等の⟶⌮に༑ศ㓄៖する。

 䕿小学校学習指導要領 ➨䠑❶䠄中学校学習指導要領は➨䠐❶䠅

➨䠍 ┠ᶆ
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学校学習指導要領第䠐❶に示すものに‽ずる䜋か、次に示すとこ䜝によるものとする。 

㸰 ⏕ά༢ඖᏛ⩦との㛵㐃 

生活༢ඖ学習は、児童・生徒が生活上の課㢟ฎ⌮やၥ㢟ゎỴのための一連の目的活動を組織的

に⤒㦂することによって、自立的な生活に必要な஦᯶を実㝿的・総合的に学習するものである。その

ため、生活༢ඖ学習の学習活動は、児童・生徒の生活的な目標や課㢟にἢって組織されることが求

められる。 

これにᑐして、総合的な学習の時間は、౛え䜀、国㝿⌮ゎ、᝟ሗ、⎔ቃ、⚟♴・೺ᗣ、などの横断

的・総合的な課㢟、児童・生徒の⯆࿡・関心に基づく課㢟、地域や学校の特色に応じた課㢟などにつ

いて学校・学級の実態に応じた学習活動を行うものである。 

䕿特別支援学校小学㒊・中学㒊学習指導要領 第䠑❶

䠍 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を十分考慮し、学習活動が効果的に行われるよう

㓄慮すること。 

䠎 体㦂活動にᙜたっては、Ᏻ඲と保೺に␃意するとともに、学習活動に応じて、小学校の児童又

は中学校の生徒などと஺ὶ及びඹ同学習を行うよう㓄慮すること。 

䠏 ▱的障害⪅である生徒にᑐする教育を行う特別支援学校中学㒊において、᥈✲的な学習を行

う場合には、▱的障害のある生徒の学習上の特性として、学習によってᚓた▱㆑やᢏ⬟が断∦

的になりやすいことなどを㋃まえ、各教科等の学習でᇵわれた㈨質・⬟ຊを総合的に関連௜けな

がら、ල体的に指導内容を設定し、生徒が自らの課㢟をゎỴできるように㓄慮すること。 

生活༢ඖ学習は、あくまで「ྛ教⛉等をྜ䜟䛫た指導」のᙧែであり、⥲ྜ的な学習の᫬間に⨨き᥮

えることはできない。 

(1) ቇ⠌ᵴേ䈏ലᨐ的䈮ⴕ䉒䉏䉎䈢䉄の㈩ᘦ

特別支援学級に在籍する児童・生徒の障害の✀㢮䜔⛬ᗘ、Ⓨ㐩のẁ㝵䜔特ᛶ等はከ様であ

ることから、一人一人の児童・生徒の実ែに応じ、⿵ຓ用ල䜔⿵ຓ手ẁ、䝁䞁䝢䝳ー䝍等の᝟ሗ

機ჾを適切に活用する。

(2) ૕㛎ᵴേ䈮ᒰ䈢䈦䈩の㈩ᘦ

౛え䜀、⮬↛にかか䜟るయ㦂活ື、䝪䝷䞁テ䜱䜰活ືな䛹♫会と関䜟るయ㦂活ື、もの䛵くり

䜔生⏘、ᩥ化䜔ⱁ⾡に関䜟るయ㦂活ື、஺ὶ及びඹྠ学習な䛹が考えられるが、これらのయ㦂

活ືをᒎ㛤するに当たっては、児童・生徒をはじめ教⫋員䜔እ㒊の協力者な䛹のᏳ඲確保、健

ᗣ䜔⾨生等の⟶⌮に༑ศ㓄៖する。

(3) ቇ⠌਄の․ᕈ䈻の㈩ᘦ

⥲ྜ的な学習の᫬間は、᥈✲的な学習のよさを⌮ゎすること、実♫会䜔実生活の中からၥい

をぢい䛰しゎỴしていくこと、᥈✲的な学習に୺య的・協働的に取り組めるようにすることな䛹が

求められる。その㝿に、▱的障害のある生徒の学習ୖの特ᛶとして、ᢳ㇟的なෆᐜがศかりにく

いこと䜔、学習した▱㆑䜔ᢏ⬟が᩿∦的になり䜔すいことな䛹を㋃まえ、実㝿の生活に関するㄢ

㢟のゎỴに応用されるようにしていくためには、ලయのሙ面䜔≀஦に༶しながらẁ㝵的な継⥆し

た指導が必要になる。そのため、ྛ教⛉等の学習でᇵ䜟れた㈨㉁・⬟力を᫂確にし、それらを

⥲ྜ的に関連௜䛡ながら、個別指導計画にᇶ䛵き、生徒一人一人のලయ的な指導ෆᐜをタ定

し、生徒が⮬らのㄢ㢟をゎỴできるように㓄៖する。
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第第㸵㸵章章  特特別別άάືື  

１ ᤵᴗ᫬ᩘ 

特別活動として授業時数とするのは、学級活動のみである。 

なお、特別活動（学級活動）のᖺ間総時数は、小学校䠍ᖺ生が 34 ༢఩時間、䠎ᖺ生以上が 35 ༢఩

時間を標‽と示されている。中学校も同様に 35 ༢఩時間となる。 

㸰 Ꮫ⣭άືの඘ᐇ 

（㻝） ᇶᮏⓗ䛺⏕ά⩦័のᙧᡂ

᪥常生活での基本的な生活習័における自ᕫの課㢟にẼ௜き、改善に向けて自ら目標を立て

てດຊし、୺体的にྲྀり組むなどの活動が中心となる内容である。 

౛え䜀、児童・生徒の実態や発達の段階に༶して、適切な᝟ሗや㈨ᩱを活用することにより、自

ᕫの生活上の課㢟にẼ௜き、基本的な生活習័をᙧ成することが኱切であることを⌮ゎするととも

に、基本的な生活習័を身に௜けるための活動が考えられる。基本的な生活習័については、改

善の必要性をᙉくឤじ、᪥常の生活の中で⧞り㏉しやってみることが習័໬䜈とつながると考えられ

る。活動の᣺り㏉りを኱切にして、どうすれ䜀改善できるかを⧞り㏉し考えることで᪥常໬を図ること

や、成果を実ឤして実㊶䜈の意ḧを㧗めるようにする。 

また、ᣢ䛱物のᩚ⌮ᩚ㡻や⾰᭹の着⬺、ᣵᣜ、ゝⴥ㐵いなどの基本的な生活習័に関わる課㢟

は、ᗂ⛶ᅬ・保育ᡤ等との᥋⥆に㓄慮し、児童・生徒の実態に応じて適切に指導することが኱切で

ある。ල体的な㈨ᩱを活用して児童・生徒の⌮ゎを῝めるなどの工夫をし、᪥常生活の実㊶に⤖び

௜く効果的な指導を行うよう㓄慮する。ᣵᣜをはじめとして、♫会のᙧ成⪅として身に௜ける䜉き䝹

○特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 ➨㸴❶

㸯 学級άືにおいては、㐺ᐅ௚の学級や学年とྜేするなどして、ᑡேᩘかࡽくる✀ࠎのไ

⣙をゎᾘし、άⓎな㞟ᅋάືが行ࢃれるࡼうにするᚲ要があること。  

㸰 児童ཪは生徒の⤒㦂をᗈࡵて✚ᴟ的なែᗘを㣴い、♫఍ᛶや㇏かなே㛫ᛶをはࡄくࡓࡴ

ࡓに、㞟ᅋάືを㏻して小学校の児童ཪは中学校の生徒などと஺ὶ及びඹྠ学習を行っࡵ

り、ᆅᇦのேࠎなどとάືをඹにしࡓりするᶵ఍を✚ᴟ的にタࡅるᚲ要があること。その

㝿、児童ཪは生徒の障害の≧ែや特ᛶ➼を⪃៖して、άືの✀㢮や᫬ᮇ、ᐇ᪋᪉ἲ➼を㐺ษ

にᐃࡵること。  

㸱 知的障害者である児童ཪは生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導

特別支援学級の特別活ືは、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領にᇶ䛵いて指導を行う。

特別の教育ㄢ⛬によるሙྜは、特別支援学校学習指導要領及び東京都❧特別支援学校の教育ㄢ⛬⦅

成ᇶ‽・㈨ᩱをཧ考にして指導計画を作成する。その㝿、通ᖖの学級とྠじ┠ᶆ・ෆᐜ等とともに、ḟの

ことをཧ考にする。

小学校ཪは中学校の特別活ືの┠ᶆ、ෆᐜ及び指導計画の作成とෆᐜの取ᢅいに䛴いては、それ

䛮れ小学校学習指導要領➨䠒❶ཪは中学校学習指導要領➨䠑❶に示すものに‽ずる䜋か、ḟに示すと

こ䜝によるものとする。 

ࡌᛂ࡟➼㦂⤒ࡧ生ᚐの▱的㞀ᐖの≧ែ、生活ᖺ㱋、学習≧ἣཬࡣのඣ❺ཪࠎಶ、ࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡟

࡚、㐺ษ࡟ᣦᑟの㔜Ⅼࢆᐃࡵ、ලయ的࡟ᣦᑟࡿࡍᚲせࠋ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
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䞊䝹や䝬䝘䞊を指導する㝿には、児童・生徒の規⠊意㆑の㔊成にດめ、┦ᡭをᑛ重する意㆑をも

って行動することができるようにすることも重要である。 

（㻞） ୍ே୍ேの䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䛸⮬ᕫᐇ⌧

特別活動を要として、学校の教育活動඲体を通して䜻䝱䝸䜰教育を適切に行うことが、ᖹ成 29 ᖺ

䠏᭶࿌示の小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領総則において示され、䜻䝱䝸䜰教育の視

点からの小・中・㧗等学校のつながりが᫂確になるようᩚ⌮された。 

この内容は、ಶ䚻の児童・生徒のᑗ来に向けた自ᕫ実現に関わるものであり、一人一人の୺体

的な意ᛮỴ定に基づく実㊶にまでつなげることをねらいとしている。䜻䝱䝸䜰教育は、教育活動඲体

の中で基礎的・ỗ用的⬟ຊを育むものであることから、ክをもつことや⫋業ㄪ䜉などのᅛ定的な活

動䛰けにならないようにすることが኱切である。 

౛え䜀次のとおり㈨質・⬟ຊを育成することが考えられる。 

䕿 ാくことや学䜆ことの意義を⌮ゎするとともに、自ᕫのよさを生かしながらᑗ来䜈のぢ通しを

も䛱、自ᕫ実現を図るために必要なことを⌮ゎし、行動のᅾり方を身に௜けるようにする。

䕿 自ᕫの生活や学習の課㢟について考え、自ᕫ䜈の⌮ゎを῝め、よりよく生きるための課㢟

をぢい䛰し、ゎỴのためにヰし合って意ᛮỴ定し、自ᕫのよさを生かしたり、௚⪅と༠ຊし

たりして、୺体的に活動することができるようにする。

䕿 現ᅾ及びᑗ来にわたってよりよく生きるために、自分に合った目標を立て、自ᕫのよさを生

かし、௚⪅と༠ാして目標の達成を目指しながら୺体的に行動しようとする態ᗘを㣴う。

㸱 ஺ὶཬࡧඹྠᏛ⩦の᥎㐍 

特別支援学級においては、特別活動を通して、通常の学級の児童・生徒と஺ὶを図り、自୺性を育

て、஫いに༠ຊし合う態ᗘを㣴い、よい習័をᙧ成できるようにすることが኱切である。  

また、通常の学級の児童・生徒䛰けではなく、㏆㞄の特別支援学級や特別支援学校、地域♫会の

人䚻との஺ὶについても✚ᴟ的に᥎㐍していくことが重要である。 

㸲 㞀ᐖの特ᛶ࡟ᛂࡓࡌ㓄៖஦㡯 

児童・生徒一人一人の▱的障害の状態や⤒㦂等に応じた指導の重点を᫂確にし、ල体的なねらい

や指導内容を設定することが重要である。その㝿、特に、生活に⤖び௜いた内容を、実㝿的な場㠃で

ල体的な活動を通して指導することが必要である。  

㻔㻝㻕 学級άື䛻䛚䛡䜛㞟ᅋのᵓᡂ䛻ᙜ䛯䛳䛶の㓄៖

適ᐅ௚の学級や学ᖺと合ేするなどして、ᑡ人数からくる✀䚻の制⣙をゎᾘし、活発な㞟ᅋ活動

が行われるようにする。  

㻔㻞㻕 ஺ὶཬ䜃ඹྠ学⩦䜔άື䜢ඹ䛻䛩䜛㝿の㓄៖

児童・生徒の⤒㦂をᗈめて✚ᴟ的な態ᗘを㣴い、♫会性や㇏かな人間性を育むために、㞟ᅋ活

動を通して஺ὶ及びඹ同学習を行ったり、地域の人䚻などと活動をඹにしたりするᶵ会を✚ᴟ的に

設ける必要があること。その㝿、児童・生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の✀㢮や時

期、実施方法を適切に定める。  

౛え䜀、䜽䝷䝤活動（小学校のみ）、委員会活動は、各学校に合わ䛫て時間を設けて指導をする

ことが適切である。 
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㻔㻟㻕 ▱ⓗ㞀ᐖ特別支援学級䛻䛚䛡䜛ඣ❺䞉⏕ᚐ䜈の㓄៖஦㡯

特別活動の内容の指導においても、児童・生徒一人一人の▱的障害の状態、生活ᖺ㱋、学習状

況及び⤒㦂等に応じた指導の重点を᫂確にし、ල体的なねらいや指導内容を設定することが重要

である。その㝿、特に、児童・生徒の⌮ゎに基づく、生活に⤖び௜いた内容を、実㝿的な場㠃でල

体的な活動を通して指導することが必要である。 

౛え䜀、学級活動においては、児童・生徒間のᮃましい人間関係がᙧ成できるように、཭達䜈の

関わり方について、ල体の場㠃をྲྀり上げて学習することや、㞟ᅋの一員として学級や学校におけ

るよりよい生活づくりにཧ画できるように、学校生活に必要な係を分ᢸし、児童・生徒が実㝿的な活

動に㈐௵をもってྲྀり組めるようにするなど、୺体的、実㊶的な態ᗘを育てることが኱切である。 

また、中学校においては、㐍㊰の選択などの指導にᙜたっては、⏘業現場等の実習と関連さ䛫、

実㝿の௙஦等を体㦂することで、ᑗ来のことについてල体的に䜲䝯䞊䝆をも䛱考えるきっかけとする

ことができるようにすることが኱切である。 

㸳 特別άືとྛ教⛉➼との㛵㐃 

㞟ᅋ活動を඘実するためには、各教科等の学習で⋓ᚓした関心・意ḧ、▱㆑やᢏ⬟などが、㞟ᅋ

活動の場で総合的に生かされ、発᥹されなけれ䜀ならない。また、㞟ᅋ活動を通してᇵわれた自୺

的・実㊶的な態ᗘが、各教科等によいᙳ㡪を୚えることもከい。このように各教科等と特別活動は、஫

いに支え合い、⿵い合う関係にある。その意࿡で、特別活動඲体の目標を達成し、䜂いては各学校の

教育目標をよりよく実現するために、特別活動と各教科等との関連を十分図って計画し、指導すること

が኱切である。 
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第第㸶㸶章章  ⮬⮬❧❧άάືື  

小学校学習指導要領第 1 ❶第 4 䠎(1) において、特別支援学級において実施する特別の教育課程

について次のように示している。（中学校学習指導要領においても同様） 

特別支援学級においては、児童・生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を୺体

的に改善・ඞ᭹するために必要な▱㆑及びᢏ⬟、態ᗘ及び習័を㣴い、もって心身のㄪ࿴的発達の基

┙をᇵうことをねらいとした、特別支援学校学習指導要領第䠓❶に示す自立活動をྲྀりධれることを規定

した。 

自立活動の内容は、各教科等のようにその඲てをྲྀりᢅうものではなく、ಶ䚻の児童・生徒の障害の状

態等の的確な把握に基づき、障害による学習上又は生活上の困難を୺体的に改善・ඞ᭹するために必

要な項目を選定してྲྀりᢅうものである。よって、児童・生徒一人一人にಶ別指導計画をస成し、それに

基づいて指導をᒎ㛤する必要がある。 

指導計画をస成するにᙜたっては、特別支援学校学習指導要領及びᮾி㒔立特別支援学校の教育

課程編成基‽・㈨ᩱをཧ考にする。 

第１節 自立活動の目標ཬࡧ内容

自立活動の目標及び内容は、特別支援学校学習指導要領第䠓❶に示されている。自立活動の内容

は、人間としての基本的な行動を㐙行するために必要な要⣲と、障害による学習上又は生活上の困難を

改善・ඞ᭹するために必要な要⣲でᵓ成しており、それらの௦⾲的な要⣲である 27 項目を「೺ᗣの保

ᣢ」、「心⌮的なᏳ定」、「人間関係のᙧ成」、「⎔ቃの把握」、「身体の動き」及び「䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁」の䠒

つの༊分に分㢮・ᩚ⌮したものである。自立活動の内容は、䠒つの༊分の下に、それ䛮れ䠏䡚䠑の項目を

示してある。 

ここで示す自立活動の「内容」は、ಶ䚻の児童・生徒に設定されるල体的な「指導内容」の要⣲となるも

のである。したがって、ල体的な指導内容は、ಶ䚻の児童・生徒の実態把握に基づき、自立を目指して

設定される指導目標を達成するために、必要な項目を選定し、それらを┦஫に関連௜けて設定されるも

のである。学習指導要領の各教科等における指導内容と␗なり、඲てを指導す䜉きものとして示されてい

るものではないことに十分␃意する。 

自立活動の目標と内容を以下に示す。 

䠎 特別な㓄慮を必要とする児童䜈の指導 

(1) 障害のある児童など䜈の指導

䜲 特別支援学級において実施する特別の教育課程については䠈次のとおり編成するものとす

る。

(䜰) 障害による学習上又は生活上の困難をඞ᭹し自立を図るため䠈特別支援学校小学㒊・

中学㒊学習指導要領第䠓❶に示す自立活動をྲྀりධれること。 
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ᐯᇌ෇ѣの目標とϋܾᲢ特別支援学校学፼ਦݰᙲ᪸ǑǓᲣ 

䠍 目標 

䠎 内容 

䠍 ೺ᗣの保ᣢ (1) 生活の䝸䝈䝮や生活習័のᙧ成に関すること。

(2) ⑓Ẽの状態の⌮ゎと生活⟶⌮に関すること。

(3) 身体各㒊の状態の⌮ゎと㣴ㆤに関すること。

(4) 障害の特性の⌮ゎと生活⎔ቃのㄪᩚに関すること。

(5) ೺ᗣの状態の⥔ᣢ・改善に関すること。

䠎 心⌮的なᏳ定 (1) ᝟⥴のᏳ定に関すること。

(2) 状況の⌮ゎとኚ໬䜈のᑐ応に関すること。

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・ඞ᭹する意ḧに関するこ

と。

䠏 人間関係のᙧ成 (1) ௚⪅とのかかわりの基礎に関すること。

(2) ௚⪅の意図やឤ᝟の⌮ゎに関すること。

(3) 自ᕫの⌮ゎと行動のㄪᩚに関すること。

(4) 㞟ᅋ䜈のཧຍの基礎に関すること。

䠐 ⎔ቃの把握 (1) 保᭷するឤぬの活用に関すること。

(2) ឤぬやㄆ▱の特性についての⌮ゎとᑐ応に関すること。

(3) ឤぬの⿵ຓ及び௦行ᡭ段の活用に関すること。

(4) ឤぬを総合的に活用した࿘ᅖの状況についての把握と状況に応じた

行動に関すること。

(5) ㄆ▱や行動のᡭ᥃かりとなるᴫᛕのᙧ成に関すること。

䠑 身体の動き (1) ጼໃと㐠動・動సの基本的ᢏ⬟に関すること。

(2) ጼໃ保ᣢと㐠動・動సの⿵ຓ的ᡭ段の活用に関すること。

(3) ᪥常生活に必要な基本動సに関すること。

(4) 身体の⛣動⬟ຊに関すること。

(5) స業に必要な動సと෇⁥な㐙行に関すること。

䠒 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 (1) 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁の基礎的⬟ຊに関すること。

(2) ゝ語のཷ容と⾲ฟに関すること。

(3) ゝ語のᙧ成と活用に関すること。

(4) 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭ段の選択と活用に関すること。

(5) 状況に応じた䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁に関すること。

ಶ䚻の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を୺体的に改善・ඞ

᭹するために必要な▱㆑、ᢏ⬟、態ᗘ及び習័を㣴い、もって心身のㄪ࿴的発達の基┙をᇵう。 
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第２節 個別指導計画のస成と内容の取扱い

自立活動の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を改善・ඞ᭹し、自立し♫会ཧຍする㈨質

を㣴うため、教育活動඲体を通じて適切に行う必要がある。そのためには、ಶ䚻の児童・生徒の障害の

状態や発達の段階等を的確に把握し、指導の目標を設定し、ල体的な指導内容を示したಶ別指導計画

に基づいて行わなけれ䜀ならない。 

特別支援学校学習指導要領ゎㄝ自立活動編においては、実態把握からල体的な指導内容を設定す

るまでのὶれの౛を示している。この「ὶれ図」をస成・活用するなどしながら、ಶ別指導計画に基づいて

指導を行う。 

実態把握からල体的な指導内容を設定するまでの኱まかなὶれは次のとおりである。 

１ ඣ❺࣭⏕ᚐのᐇែࢆᢕᥱࡿࡍ 

児童・生徒の障害の状態は、一人一人␗なっている。自立活動では、それ䛮れの障害による学習

上又は生活上の困難を୺体的に改善・ඞ᭹することを目的にしているため、必↛的に一人一人の指

導内容・方法も␗なってくる。ಶ䚻の児童・生徒について、障害の状態、発達や⤒㦂の程ᗘ、⯆࿡・関

心、生活や学習⎔ቃなどの的確な把握が求められる。 

また、児童・生徒のできないこと䜀かりにὀ目するのではなく、できることにも着目することがᮃましい。 

㸰 ᝟ሗࡿࡍ⌮ᩚࢆ 

実態把握のために཰㞟した᝟ሗをᩚ⌮する。障害ྡのみに㢗って特定の指導内容に೫ることがな

いよう、ᑐ㇟となる児童・生徒の඲体ീをᤊえて、自立活動の䠒༊分 27 項目に༶してᩚ⌮する。 

また、これまでの学習状況を㋃まえ、学習上又は生活上の困難さを把握する視点でᩚ⌮する。その

㝿、学習上又は生活上の難しさ䛰けでなく、᪤にできていること、支援があれ䜀できることなどもグ㍕す

ることがᮃましい。 

そして、児童・生徒の生活ᖺ㱋や学校で学䜆ことのできるṧりのᖺ数を視㔝にධれたᩚ⌮をする。

౛え䜀、児童・生徒の䠍ᖺᚋのጼを䜲䝯䞊䝆したり、༞業までにどのようなຊを、どこまで育むとよいのか

を᝿定したりしてᩚ⌮することが኱切である。 

㸱 指導ࡁ࡭ࡍ課㢟ࢆ↔Ⅼ໬ࡿࡍ 

実態を把握するためにᩚ⌮することで、指導㛤ጞ時点までの学習の状況から、児童・生徒の「でき

ること」「もうᑡしでできること」「援ຓがあれ䜀できること」「できないこと」などが᫂らかになる。 

䛆実態把握のල体的な内容䛇 

・ ⑓Ẽの᭷↓や状態  ・ 生育Ṕ  ・ 基本的な生活習័  ・ 人とものとのかかわり

・ 心⌮的なᏳ定の状態 ・ 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁の状態 ・ᑐ人関係や♫会性の発達

・ 身体ᶵ⬟  ・ 視ᶵ⬟  ・ ⫈ᶵ⬟  ・ ▱的発達や身体発育の状態  ・ ⯆࿡・関心

・ 障害の⌮ゎに関すること  ・ 学習上の㓄慮஦項や学ຊ

・ 特別な施設・設ഛや⿵ຓ用ල（ᶵჾを含む。）の必要性  ・ 㐍㊰  ・ ᐙᗞや地域の⎔ቃ  等

䛆実態把握の方法䛇 

・ ᪥ᖖの行ືほᐹ  ・ 教ᖌ間の᝟ሗ஺᥮  ・ 保護者からの᝟ሗ཰㞟

・ 引継㈨ᩱの活用  ・ ᑓ㛛機関からの᝟ሗ཰㞟  ・ ㅖ᳨ᰝの活用  等

それ䛮れの方法の特ᚩを༑ศに㋃まえながら、┠的に༶した方法を用いることが኱切である。

なお、個人᝟ሗをྵ䜐᝟ሗの適切な⟶⌮に䛴いては༑ศに␃意する必要がある。
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ල体的な指導内容を設定するにᙜたっての㓄慮஦項は次のとおりである。 

(1) 児童・生徒が⯆࿡をもって୺体的にྲྀ組み、成ᑵឤを࿡わうとともに自ᕫを⫯定的にᤊえること

ができるような指導内容

䜰 児童・生徒にとって課㢟が容᫆であったり、難し㐣䛞たりしないように㓄慮する。

䜲 指導の段階を⣽分໬するとともに、児童・生徒の⯆࿡をᘬきそうな教ᮦ・教ලを‽ഛしたり、㈹

㈶や⃭ບを適ᐅ行ったりするなどして、児童・生徒の୺体性や意ḧを㧗める工夫をする。

䜴 自分の目標を自ぬさ䛫、課㢟の達成ᗘを自分自身で⌮ゎさ䛫ることで、児童・生徒が成ᑵឤ

を࿡わえるように㓄慮する。

䜶 自ᕫを⫯定的にᤊえられるように指導する。

(2) 児童・生徒が、障害による学習上又は生活上の困難を改善・ඞ᭹しようとする意ḧを㧗めること

ができるような指導内容

(3) 児童・生徒の発達の㐍䜣でいるഃ㠃を᭦にఙ䜀すことによって、㐜れているഃ㠃を⿵うことがで

指導㛤ጞ᫬点でのㄢ㢟を↔点化していくに当たって、指導┠ᶆのタ定に必要なㄢ㢟、中ᚰとなる

ㄢ㢟を㑅定していく。そのためは、ఱに着┠してㄢ㢟の↔点化を行うかという視点を学級ෆでᩚ⌮し

ඹ᭷することが必要である。対㇟となる児童・生徒の⌧在のጼのみにとら䜟れることなく、そこに⮳る⫼

ᬒ䜔、指導可⬟なṧりの在学期間、ᩘᖺ後䜔卒業後までに育みたい力との関係な䛹、児童・生徒の

中ᚰ的なㄢ㢟をᩚ⌮する視点を᫂確にする。 

指導す䜉きㄢ㢟としてᢳฟされたㄢ㢟に䛴いては、ㄢ㢟ྠኈの関連、指導のඃ先、指導の㔜点の

⨨き方等に䛴いて᳨ドしていくことが኱切である。一䛴一䛴のㄢ㢟は、༢⊂で生じているሙྜも考え

られるが、┦஫のㄢ㢟が関連しているሙྜもある。関連の௙方には、ཎᅉと⤖ᯝの関係、┦஫に関連

しྜう関係な䛹がぢられる。こうしたᅉᯝ関係等をᩚ⌮していくことで、௚のከくのㄢ㢟と関連している

ㄢ㢟のᏑ在䜔、」ᩘのㄢ㢟のཎᅉとなっているㄢ㢟のᏑ在な䛹にὀ┠し䜔すくなる。また、中ᚰ的な

ㄢ㢟に対するⓎᒎ的なㄢ㢟のぢ通しな䛹もも䛱䜔すくなる。 

このようなศᯒ䜔ᩚ⌮を進めていくためには、特定の教ᖌ䛰䛡に௵䛫ることなく、」ᩘの教ᖌで᳨

ウするシステムをᵓ⠏していくことがᮃまれる。 

４ 指導目標を設ᐃする 

個々の児童・生徒の実ែ把握にᇶ䛵いて、在籍期間、学ᖺな䛹の長期的なほ点に❧った┠ᶆとと

もに、当面の▷期的なほ点に❧った┠ᶆ・方法を定めることが、⮬❧活ືの指導のຠᯝを㧗めるため

に必要である。このሙྜ、児童・生徒の障害の≧ែ等はኚ化しᚓるものであるので、特に長期の┠ᶆ

に䛴いては、௒後のぢ通しをண しながら指導の┠ᶆを適切にኚ᭦しᚓるようなᙎ力的な対応が必要

である。 

長期的なほ点に❧った指導の┠ᶆを㐩成するためには、児童・生徒の実ែに༶して必要な指導ෆ

ᐜをẁ㝵的、⣔⤫的に取りୖ䛢ることが኱切である。すな䜟䛱、ẁ㝵的に▷期の指導の┠ᶆが㐩成さ

れ、それが䜔がては長期の指導の┠ᶆの㐩成に䛴ながるというᒎᮃが必要である。  

なお、小学校から中学校䜈と継⥆的に指導していく㐣⛬で、指導ෆᐜの㔜」䜔欠ⴠがないように、

個人䝣䜯䜲䝹な䛹によって児童・生徒の指導グ㘓の⟶⌮を適切に行うとともに、それまでの指導の⵳✚

ຠᯝを生かすようにすることも㔜要である。 

５ ලయⓗ࡞指導内容を設ᐃする 

自
立
活
動

67

第
８
章



きるような指導内容 

㸴 ホ౯ 

自立活動における児童・生徒の学習の評価は、実㝿の指導がಶ䚻の児童・生徒の指導目標に↷

らしてどのように行われ、児童・生徒がその指導目標の実現に向けてどのようにኚ容しているかを᫂ら

かにするものである。 

また、児童・生徒がどのような点でつまずき、それを改善するためにどのような指導をしていけ䜀よ

いかを᫂確にしようとするものでもある。 

自立活動の指導は、教ᖌが児童・生徒の実態を的確に把握した上でಶ別指導計画をస成して行

われるが、計画はᙜึの௬ㄝに基づいて立てたぢ通しであり、児童・生徒にとって適切な計画である

かどうかは、実㝿の指導を通して᫂らかになるものである。したがって、児童・生徒の学習状況や指導

の⤖果に基づいて、適ᐅಟṇを図らなけれ䜀ならない。 

指導の⤖果や児童・生徒の学習状況を評価するにᙜたっては、指導目標を設定する段階におい

て、児童・生徒の実態に༶し、その฿達状況をල体的にᤊえておくことが重要である。౛え䜀、中学

校の生徒について、「自分の⑓Ẽを⌮ゎする」ことを指導目標とした場合、「学校での೺ᗣ状態の把

握において、ᖹ⇕などの通常の状態を▱り、䝅䞊䝖にグධしながら、自ら୙ㄪにẼ௜く」というように、

生徒の生活ᖺ㱋や⑓Ẽの状態、ᑗ来の㐍㊰や生活の場等との関係において、どのような場を᝿定し、

ఱを、どのような方法で⌮ゎさ䛫るのかを᫂らかにしておく必要がある。また、「䠍㐌間のう䛱に䠎ᅇ᳨

 をしᛀれることがあった」など、その生徒のල体的な行動やほᐹできる状態として評価がྍ⬟になる

ように工夫することが必要である。 

評価は児童・生徒の学習評価であるとともに、教ᖌの指導にᑐする評価でもある。教ᖌには、評価

を通して指導の改善が求められる。したがって、教ᖌ自身が自分の指導のᅾり方をぢつめ、児童・生

徒にᑐする適切な指導内容・方法の改善に⤖び௜けることが求められる。 

指導目標を達成するための学習は、一定期間にわたって行われるが、その間においても、児童・生

徒が目標達成に㏆௜いているか、また、教ᮦ・教ලなどに⯆࿡をもってྲྀり組䜣でいるかなど、児童・

生徒の学習状況を評価し、指導の改善に᪥䛤䜝からྲྀり組むことが重要である。こうした学習状況の

評価にᙜたっては、教ᖌ間の༠ຊの下で、適切な方法を活用して㐍めるとともに、ከ㠃的なุ断がで

きるように、必要に応じて外㒊のᑓ㛛ᐙや保ㆤ⪅等と連ᦠを図っていくことも考慮する必要がある。ま

た、保ㆤ⪅には、学習状況や⤖果の評価についてㄝ᫂し、児童・生徒の成㛗の様Ꮚを確ㄆしてもらう

とともに、学習で身に௜けたことをᐙᗞ生活でも発᥹できるよう༠ຊを求めることが኱切である。 

評価は、児童・生徒にとっても、自らの学習状況や⤖果にẼ௜き、自分をぢつめ┤すきっかけとな

り、そのᚋの学習䜈の意ḧや発達をಁす意義がある。自立活動の指導においては、児童・生徒が、

自分の障害と向き合うことがከくなる。障害のある自分を▱り、ཷけṆめ、それによる困難を改善しよう

とする意ḧをもつことが期ᚅされる。したがって、自立活動の時間においても、学習前、学習中あるい

は学習ᚋに、児童・生徒の実態に応じて、自ᕫ評価をྲྀりධれることが኱切である。 

(4) 児童・生徒が、活ືし䜔すいように⮬ら⎔ቃをᩚえたり、必要に応じて࿘ᅖの人に支援を求めた

りすることができるような指導ෆᐜ

䜰 児童・生徒⮬ら⎔ቃに働きか䛡る力を育䜐には、⮬ら行おうとする活ືに䛴いて、適したሙᡤ

の㑅ᢥ、不要なものの㝖ཤ、᫂かり䜔㡢な䛹のᐊෆ⎔ቃのㄪᩚ、㐨ල䜔⿵ຓ用ලの㑅ᢥと㓄

⨨な䛹にẼを௜䛡、実㝿に㌟のᅇりの⎔ቃをᩚえる஦ができるようにẁ㝵的に指導する。

䜲 ⮬ศ䛰䛡で活ືし䜔すい⎔ቃが䛴くれないሙྜは、࿘ᅖの人に౫㢗して⎔ቃをᩚえていく。

このሙྜ、༢に౫㢗の௙方を教える䛰䛡ではなく、ㄪᩚのために෌ᗘ౫㢗するሙ面な䛹をయ㦂

的に学習する必要がある。さらに、௚者に支援を౫㢗する⤒㦂䛰䛡でなく、௚者に支援を行う

⤒㦂をするሙ面の指導も኱切である。
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第３節 特別支援学級に࠾ける自立活動の取扱い

小学校及び中学校等の特別支援学級においては、児童・生徒の障害の≧ែ等を考៖すると、小学校

ཪは中学校の教育ㄢ⛬をそのまま適用することが必ずしも適当ではなく、特別支援学校学習指導要領

に示されている⮬❧活ື等を取りධれた特別の教育ㄢ⛬を⦅成する必要ᛶが生じるሙྜがある。このた

め、学校教育法施行つ๎には、特別支援学級において、「特に必要があるሙྜには、特別の教育ㄢ⛬

によることができる」ことをつ定している䠄学校教育法 施行つ๎➨  138  ᮲䠅。 

このつ定をཷ䛡て、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領では、特別支援学級において特

別の教育ㄢ⛬を⦅成するሙྜに、「障害による学習ୖཪは生活ୖのᅔ㞴をඞ᭹し⮬❧を図るため、特別

支援学校学習指導要領➨䠓❶に示す⮬❧活ືを取りධれること。」と示されている。 

特別支援学級においては、⮬❧活ືの指導計画の作成に当たり、特別支援学校学習指導要領に示

 されている䠒༊ศ  27 㡯┠をཧ考にして、個々の児童・生徒の障害の≧ែ䜔Ⓨ㐩の⛬ᗘ等に応じてෆᐜ

を㑅定し、教育ㄢ⛬の中に఩⨨௜䛡る。 

このことは、あくまで個々の実ែ把握にᇶ䛵いた個別指導計画に関連するෆᐜを㑅ᢥするということで、

㡯┠඲てを指導するということではない。 

指導のᙧែも、⮬❧活ືの᫬間を特タして行うか、ྛ教⛉䜔ྛ教⛉等をྜ䜟䛫た指導の中で行うの

かな䛹、学級をᵓ成する児童・生徒㞟ᅋの≧ἣにより適切に⦅成する。 

⮬❧活ືの᫬間を特タする必要があるとุ᩿されたሙྜでも、学級඲యでྠ一ㄢ㢟をタ定して指導

することはᮃましくなく、小㞟ᅋ䜔個別指導のሙをタ定し、個々のㄢ㢟に応じた㢟ᮦ䜔教ᮦ、指導方法、

教ᖌの適切な㓄⨨な䛹をᕤኵする必要がある。 
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第第㸷㸷章章  ஺஺ὶὶཬཬࡧࡧඹඹྠྠᏛᏛ⩦⩦  

第１節 ᐙᗞࡸᆅᇦとの連携

第２節 ஺ὶཬࡧඹྠ学⩦

それまで、「ᐙᗞや地域♫会との連ᦠ及び学校┦஫の連ᦠや஺ὶ」としていた項目を「ᐙᗞや地域

♫会との連ᦠ及び༠ാと学校間の連ᦠ」に改ゞした。ᐙᗞや地域♫会との連ᦠ及び༠ാや஺ὶと学

校間及び障害のある児童・生徒等との஺ὶ及びඹ同学習を分けて示した。 

これからの時௦に求められる教育を実現していくためには、児童・生徒が必要な学習内容をどのよう

に学び、どのような㈨質・⬟ຊを身に௜けられるようにするのかを教育課程において᫂確にしながら、

♫会との連ᦠ及び༠ാによりその実現を図っていくという、♫会に㛤かれた教育課程の実現が重要と

なる。 

１ ஺ὶཬ䜃ඹྠ学⩦の䛽䜙䛔 

஺ὶ及びඹ同学習は、特別支援学級に通う児童・生徒にとっても、通常の学級の児童・生徒や地域

にᬽらす様䚻な人䚻と⌮ゎし合うための⤯ዲのᶵ会であり、⤒㦂を῝め、♫会性を㣴い、㇏かな人間

性を育むとともに、஫いをᑛ重し合う኱切さを学䜆ᶵ会となるなど、኱きな意義を᭷する。 

また、学校༞業ᚋにおいても、特別支援学級に通う障害のある児童・生徒にとっては、様䚻な人䚻と

ඹにຓけ合って生きていくຊとなり、✚ᴟ的な♫会ཧຍにつながるとともに、通常の学級の児童・生徒

にとっては、障害のある人に自↛にゝⴥをかけてᡭຓけをしたり、✚ᴟ的に支援を行ったりする行動

や、人䚻のከ様なᅾり方を⌮ゎし、障害のある人とඹに支え合う意㆑の㔊成につながる。 

஺ὶ及びඹ同学習は、┦஫のゐれ合いを通じて㇏かな人間性を育むことを目的とする஺ὶのഃ㠃

と、教科等のねらいの達成を目的とするඹ同学習のഃ㠃がある。஺ὶ及びඹ同学習は、この஧つのね

らいを重視しながら㐍めていく必要がある。この஧つのഃ㠃を分か䛱がたいものとしてᤊえ、᥎㐍して

いく必要がある。 

㸰 ஺ὶཬ䜃ඹྠ学⩦の᪉ἲ 

஺ὶの方法としては、┤᥋的な஺ὶと間᥋的な஺ὶがある。 

┤᥋的な஺ὶでは、┦஫が同一の場で活動するものとして各教科等の授業、学校行஦や䜽䝷䝤活

動、さらに⤥㣗やΎᤲのཧຍなども考えることができる。  

間᥋的な஺ὶでは、学ᖺ䛰より・学級䛰より、児童・生徒の⤮画や෗┿の（ᕠᅇ）ᒎ示会、ᩥ通やస

䕿小学校学習指導要総則領第䠍❶第䠑（中学校学習指導要領も同様）

䠎 ᐙᗞや地域♫会との連ᦠ及び༠ാと学校間の連ᦠ

䜰 学校がその目的を達成するため、学校や地域の実態等に応じ、教育活動の実施に必

要な人的又は物的な体制をᐙᗞや地域の人䚻の༠ຊをᚓながらᩚえるなど、ᐙᗞや地域

♫会との連ᦠ及び༠ാを῝めること。また、㧗㱋⪅や␗ᖺ㱋のᏊ౪など、地域におけるୡ

௦を㉺えた஺ὶのᶵ会を設けること。 

䜲 ௚の小学校や、ᗂ⛶ᅬ、ㄆ定こどもᅬ、保育ᡤ、中学校（中学校学習指導要領では、小学校）、㧗

等学校、特別支援学校などとの間の連ᦠや஺ὶを図るとともに、障害のあるᗂ児児童生徒との஺ὶ及

びඹ同学習のᶵ会を設け、ඹにᑛ重し合いながら༠ാして生活していく態ᗘを育むようにすること。 

１ ኅᐸ䉇࿾ၞ␠ળ䈫のㅪ៤෸䈶ද௛䈫਎ઍ䉕⿧䈋䈢੤ᵹのᯏળ 
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ရの஺᥮、䝁䞁䝢䝳䞊䝍や᝟ሗ通ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽などを฼用して䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁を῝めることが考えら

れる。 

㻔㻞㻕 ஺ὶཬ䜃ඹྠ学⩦の஺ὶඛ

䜰 通常の学級との஺ὶ

䜲 地域の人䚻との஺ὶ

䜴 特別支援学校、௚の特別支援学級との஺ὶ

஺ὶ及びඹ同学習の定義からすると、これまでの特別支援学級において「஺ὶ教育」のྡ⛠で実

䠏 ஺ὶཬ䜃ඹྠ学⩦のィ⏬䞉ᐇ᪋䛻ᙜ䛯䛳䛶の␃ព஦㡯 

஺ὶ及びඹ同学習は、各教科や特別活動などで実施されるが、効果的に㐍めるためには次のよう

な点に␃意する必要がある。 

䜸 地域の人䚻との஺ὶ及びඹ同には、㻼㼀㻭 をはじめ学校の㏆㞄の人䚻とのかかわりが考えられ

る。各教科、道徳科、特別活動、総合的な学習の時間のᒎ㛤において、地域の人䚻をᣍいた

り、地域のၟᗑや工ᡣなど校外にฟかけて行ったりする場合がある。この場合、஦前に㊃᪨や஺

ὶ内容、児童・生徒との関わり方や㓄慮など、十分に連ᦠを図っておくことが重要である。また、

特に校外で学習する場合は、⥭ᛴ時のᑐ応など⥥ᐦな計画をస成しておくことが኱切である。

䜹 特別支援学校との஺ὶでは、཮方の学校間で十分に連⤡をྲྀり合い、指導計画に基づく内

容や方法を஦前に᳨ウし、各学校や障害のある児童・生徒一人一人の実態に応じた㓄慮を行

うなどして、計画的、組織的に⥅⥆した活動を実施することが኱切である。

また༢に行஦等の஺ὶのみでなく、各教科等に఩置௜けたඹ同学習による成果も考えた活

動を設定していくことも኱切である。 

䜻 ௚校の特別支援学級との஺ὶは、障害に㓄慮した⎔ቃの下でඹに活動できる内容が設定さ

㊶されてきた、特別支援学級間䜔、特別支援学級と特別支援学校との஺ὶ活ືは、障害のある児

童・生徒┦஫の活ືであるが、そのෆᐜは、障害のない児童・生徒との活ື䜈のᶫΏしをするものと

して఩⨨௜䛡をぢ┤し、஺ὶ及びඹྠ学習とⓎᒎ・඘実さ䛫ていく必要がある。 

஺ὶの方法としては、ヱ当学ᖺの学級の児童・生徒㞟ᅋにධる方法、特別支援学級の඲学ᖺ

がある一䛴の学ᖺにまとまってධる方法がある。児童・生徒の実ែ、それ䛮れの行஦の特㉁䜔

ෆᐜな䛹を考៖して方法をỴ定する。

䜶 教⛉等においては、ᮏ人の障害の≧ែ䜔ᚰ㌟のⓎ㐩のẁ㝵等を༑ศに考៖することはも䛱

䜝䜣、通ᖖの学級にお䛡るྛ教⛉等の䛽らい䜔学習ෆᐜ、進ᗘの≧ἣな䛹を༑ศに考៖し、஺

ὶの᫬間にその┠的を༑ศに㐩成できるようにすることが㔜要である。

通ᖖの学級の児童・生徒とともに学習する中で特別支援学級の児童・生徒がྛ教⛉等の䛽ら

いを㐩成し䛴䛴、༑ศな‶㊊ឤ䜔成ᑵឤがᚓられるような活ືを計画し、進めることが኱切であ

る。特に、⥲ྜ的な学習の᫬間では、その㊃᪨からぢたሙྜ、児童・生徒が୺య的に活ືする

ሙ面がከくྵまれていることから、活ືෆᐜの䜋か活ືỈ‽䜔Ᏻ඲面にも༑ศに␃意する必要

がある。 

㩿１) ᜰዉ計画作成਄の⇐ᗧ੐㗄

䜰 ஺ὶ及びඹྠ学習の実施、஦๓の‽ഛ、実施後の᣺り㏉りに䛴いて、ᖺ間指導計画に఩⨨

௜䛡、計画的・継⥆的に取り組䜐。ඹྠ学習を計画するሙྜは、特別支援学級と通ᖖの学級そ

れ䛮れのྛ教⛉等のᖺ間指導計画にෆᐜ及び䛽らいを఩⨨௜䛡る。

䜲 児童・生徒の障害の≧ἣ、⯆味・関ᚰ、Ⓨ㐩のẁ㝵、ᮏ人の㞟ᅋ䜈の適応の≧ែを༑ศに考

៖し、Ᏻ඲に活ືできるෆᐜをタ定する。

䜴 学校行஦にお䛡る஺ὶでは、൤ᘧ的行஦の䜋か、健ᗣ・య育的行஦䠄஺通Ᏻ඲教ᐊ、㐠ື会

な䛹䠅、行஦䠄学ⱁ会、ᒎぴ会な䛹䠅、小学校では、㐲㊊・㞟ᅋᐟἩ的行஦䠄㐲㊊、⛣ື教ᐊな

䛹䠅、中学校では、᪑行・㞟ᅋᐟἩ、໅労生⏘・ዊ௙的行஦䠄ᆅᇦΎᤲ活ືな䛹䠅がᣲ䛢られる。
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㻔㻞㻕 ᐇ᪋䛻ᙜ䛯䛳䛶の␃ព஦㡯

䜰 ஺ὶ及びඹ同学習を計画する場合には、஺ὶඛの関係⪅と஫いにその必要性、意義等に

ついて十分に⌮ゎし合う。ᡴ合䛫をᖺ間計画に఩置௜けるなどの工夫をする。

䜲 ஦前に、保ㆤ⪅にᑐしても、学校䛰よりや保ㆤ⪅ㄝ᫂会の場などを活用してㄝ᫂や᝟ሗᥦ

౪を行うことで、障害⪅にᑐする⌮ゎや஺ὶ及びඹ同学習の意義についての⌮ゎを῝める。

児童・生徒にᑐしては、஦前学習において、活動の意義やねらいを᫂確にしておくことで、実

㝿の活動において児童・生徒が୺体的にྲྀり組むことにつなげる。

㻔㻟㻕 ホ౯䛻ᙜ䛯䛳䛶の␃ព஦㡯

䜰 ஺ὶ及びඹ同学習の評価は、障害の᭷↓にかかわらず、ඹ生♫会をᙧ成する一員として、

┦஫に஫いの人᱁とಶ性をㄆめᑛ重し、支え合うことなどの心᝟や態ᗘを育むことができてい

るかの視点からの評価にດめる。

䜲 教育課程に఩置௜けた各教科等の目標に↷らして児童・生徒に身に௜いた㈨質・⬟ຊを評

価するなど、教育課程に↷らして適切な学習評価のᅾり方について関係⪅でᡴ䛱合わ䛫して

おくことが重要である。

䜴 評価は、஺ὶ及びඹ同学習の学習場㠃における児童・生徒の意㆑や態ᗘのኚ容䛰けでな

く、教科等横断的な視点に立った㈨質・⬟ຊの育成のほ点から、学校や地域での生活も含め

て、児童・生徒のኚ容をྍ⬟な㝈りᖜᗈく、総合的に把握する。通常の学級、特別支援学級そ

れ䛮れの学級において評価を行い、指導要㘓にグ㍕することがᮃましい。

䜶 ஺ὶ及びඹ同学習の評価で、⣽かな㒊分についての評価が必要な場合は、特別支援学級

のᢸ௵が௜きῧい、評価を行う。

㸲 指導యไのᩚഛ 

通常の学級などとの஺ὶを෇⁥に㐍めるためには、各学校又は各学級の教育計画に஺ὶ及びඹ

同学習を᫂確に఩置௜けることが重要である。学校඲体の計画においても㓄慮しながら、児童・生徒

の実態を十分に考えて活動を行っていく必要がある。  

特別支援学級は小学校・中学校の学級の一つであり、通常の学級と同様、適切に㐠Ⴀしていくため

には඲ての教ᖌの⌮ゎと༠ຊが必要である。学校㐠Ⴀ上の఩置௜けが᭕᫕になり、学校組織の中で

Ꮩ立することのないように␃意する必要がある。  

れ、児童・生徒が༑ศに成ᑵឤをᚓられる活ືがᒎ㛤できる฼点がある。 

活ື౛としては、特別支援学級連ྜ㐠ື会、ྜྠ㐲㊊な䛹の行஦の䜋か、教⛉䜔特別活ື、

生活༢ඖ学習、作業学習な䛹をྜྠで行うものがᣲ䛢られる。これらの実施に䛴いては、஦๓指

導ẁ㝵から஺ὶ校┦஫で⥥密な連携を図り、ึ期の┠的を㐩成することができるようにすることが

኱切である。た䛰し、ྜྠ行஦の⦎習等にከくの᫬間が๭かれ、児童・生徒㈇ᢸ䜔ᤵ業᫬ᩘの

ῶᑡが生じないようにすることに␃意する。 

䜲 ᪂たなሙ面でΰ஘することがண᝿される児童・生徒のሙྜには、஦๓に活ືෆᐜ䜔方法を

༑ศにㄝ᫂したり、手順を視ぬ的に示したりする㓄៖をするとともに、㏵中でのኚ᭦をできる䛰

䛡行䜟ないようにດめる。

䜴 一人一人の障害の特ᛶに応じて、学習⎔ቃをᩚえたり、౑用する教ᮦをᕤኵしたりする。

䜶 ஺ὶ及びඹྠ学習を実施するに当たって、児童・生徒の実ែ䜔個別のㄢ㢟、その᫬の活ື

の䛽らい䜔ෆᐜによっては、学級඲員の児童・生徒がཧຍするሙྜもあれ䜀、学級の一㒊の

児童・生徒䛰䛡がཧຍするሙྜもあることを、あらかじめ児童・生徒䜔保護者にもㄝ᫂し⌮ゎを

ಁしておくことが必要である。

䜸 実施後の学校እの生活においても、児童・生徒の意㆑䜔行ືのኚᐜをಁすことに䛴ながる

ことから、通ᖖの学級ᢸ௵、教⛉ᢸ௵等との連携を༑ศとるとともに、実施の成ᯝに䛴いて、通

ᖖの学級の児童・生徒、保護者䜈ㄝ᫂する機会をタ䛡、⌮ゎၨⓎを඘実さ䛫る。
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஺ὶཬ䜃ඹྠ学⩦の䜻䞊䝽䞊䝗 

䕿䛂䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛃

「障害のある人が♫会生活をしていく上で障ቨ（䝞䝸䜰）となるものを㝖ཤする」ことを指しま

す。（内㛶ᗓ「障害⪅基本計画」(第୕次計画)よりᘬ用） 

䕿䛂๪⡠ไᗘ䛃（ཧ⪃）

๪⡠制ᗘとは、「㒔立特別支援学校の小・中学㒊にᅾ⡠する児童・生徒が、ᒃఫする地域

の༊ᕷ⏫ᮧ立小・中学校（地域指定校）に๪次的な⡠（๪⡠）をも䛱、┤᥋的な஺ὶや間᥋的

な஺ὶを通じて、ᒃఫする地域とのつながりの⥔ᣢ・⥅⥆を図る制ᗘ」のことです。 

（「๪⡠䜺䜲䝗䝤䝑䜽」（ᖹ成 26 ᖺ 3 ᭶ᮾி㒔教育委員会）よりᘬ用） 

䕿䛂ඹ⏕ᆅᇦ䛃

そのためにも、学校඲యの協力యไ䛵くりを確実に進めるとともに、校ෆ委員会においてもేタされ

た特別支援学級の様Ꮚ等を᳨ウ஦㡯にධれたりするな䛹、඲ての教員が障害に䛴いて正しい⌮ゎと

ㄆ㆑を῝める機会をタ䛡たりする中で、教ᖌ間の連携にດめる必要がある。  

また、通ᖖの学級と特別支援学級の཮方のᢸ௵が、学級のᯟを㉺えて児童・生徒に関䜟る意㆑をも

䛴ことも㔜要である。障害のある児童・生徒が一䛴一䛴の活ືにᴦしくཧຍし᭷意⩏な᫬間を㐣䛤す

ことができるためには、࿘りで関䜟る児童・生徒のᏑ在ᢤきにしては考えられない。障害のない児童・

生徒が、障害のある児童・生徒との関䜟りを῝めていく中で、教⫋員㻔特に学級ᢸ௵㻕の⌮ゎの在り方

䜔指導のጼໃ、障害のある児童・生徒䜈の接し方が኱きくᙳ㡪する。そのことを༑ศ⌮ゎし、通ᖖの学

級においても学級ෆの かい人間関係䛵くりに᪥々ດめることがよりよい஺ὶ及びඹྠ学習を進めて

いくための一䛴の要ᅉとなる。 

５ ஺ὶ活動の充実のたࡵに 

特別支援学級の児童・生徒にとっても、通ᖖの学級の児童・生徒にとっても、᭷意⩏な஺ὶ活ືを

継⥆していくためには、஺ὶ活ືが཮方にとって඘実したものとなる必要がある。そのためには、通ᖖ

の学級及び特別支援学級が᪥㡭から⥭密な連携を図り、஺ὶ活ືを๰意ᕤኵしていくことが求めら

れる。 

஺ὶ活ືは、┤接஺ὶ、間接஺ὶに関䜟らず、通ᖖの学級の児童・生徒と特別支援学級との児童・

生徒とྠኈが䜅れあうことが኱切である。 

౛え䜀、┤接஺ὶでは、特別支援学級の児童・生徒のయㄪ面な䛹に㓄៖しながら、ཧຍし䜔すい

᫬間ᖏ䜔஺ὶෆᐜをタ定することも一䛴の䜰䜲䝕䜰である。また、間接஺ὶにお䛡るお౽り஺᥮の㝿

にも、஫いに㢦をྜ䜟䛫ることができるように、通ᖖの学級において࿘▱をするな䛹のᕤኵをすること

により、Ꮚ౪ྠኈの䜅れあいがቑえることが考えられる。 

たとえ▷᫬間であっても、児童・生徒ྠኈの「䜅れあい」を኱切にした஺ὶ活ືを๰意ᕤኵする。 

障害のある人と障害のない人が஺ὶを通じて┦஫⌮ゎを図り、஫いに支えྜいながらとも

にᬽらすᆅᇦ♫会のことを指します。これは、ᡃがᅜが┠指す「ඹ生♫会」の⌮ᛕを᭦にල

య化したᴫᛕであり、東京都教育委員会が⊂⮬に用いる用ㄒです。 
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第１章 通級による指導の教育課程の編成

第１節 「通級による指導」とは

第２節 特別の教育課程の編成と通級による指導の対象

通級による指導とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の通常の学級に

在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童・生徒に対して、

各教科等の指導は通常の学級で行いながら、障害に応じた特別の指導を行う教育の形態である。 

東京都では、障害に応じた特別の指導を行う特別な指導の場として「特別支援教室」、「通級指導学級」

を位置付けている。 

「特別支援教室」は、小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程（以下、「小学校・

中学校等」）の通常の学級に在籍している障害のある児童・生徒に対して、各教科等の大部分の授業を

通常の学級で行いながら、拠点校の巡回指導教員が各学校を訪問する「巡回指導」を行うことで、特別の

指導を在籍校で受けられる教育の形態である。 

また、「通級指導学級」は、小学校、中学校又は義務教育学校の通常の学級に在籍している障害のあ

る児童・生徒に対して、各教科等の大部分の授業を通常の学級で行いながら、一部の授業について当

該児童・生徒の障害に応じた特別の指導を通級指導の特別な場で行う教育の形態である。東京都では、

弱視通級指導学級、難聴通級指導学級、言語障害通級指導学級（小学校のみ）がある。 

通級による指導を行う場合には、当該児童・生徒が在籍する学校が一人一人の教育的ニーズに応じた

特別の教育課程を編成して指導を行う。学校教育法施行規則では小学校、中学校、義務教育学校、高

等学校又は中等教育学校の教育課程の編成する各教科等、授業時数や教育課程の基準が各学習指

導要領に基づくことが定められている（第 50 条第 1 項、第 51 条、第 52 条、第 52 条の 3、第 72 条、第

73 条、第 74 条、第 74 条の 3、第 76 条、第 79 条の 5、第 83 条及び第 84 条並びに第 107 条の規定）

が、通級による指導を行う場合には、一人一人の障害に応じた特別の指導を、小学校、中学校、義務教

育学校、高等学校又は中等教育学校の通常の教育課程に加えたり、一部替えたりして、特別の教育課

程によることができる教育課程上の取り扱いが認められている。  

○学校教育法施行規則 第 140 条

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに

該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別の指導

を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第 50 条第 1 項

（第 79 条の 6 第 1 項において準用する場合を含む。）、第 51 条、第 52 条（第 79 条の 6 第 1 項にお

いて準用する場合を含む。）、第 52 条の 3、第 72 条（第 79 条の 6 第 2 項及び第 108 条第 1 項にお

いて準用する場合を含む。）、第 73 条、第 74 条（第 79 条の 6 第 2 項及び第 108 条第 1 項において

準用する場合を含む。）、第 74 条の 3、第 76 条、第 79 条の 5（第 79 条の 12 において準用する場合

を含む。）、第 83 条及び第 84 条（第 108 条第 2 項において準用する場合を含む。）並びに第 107 条

（第 117 条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

この対象となる障害のうち、第八号の「その他…」に該当する障害は、肢体不自由、病弱及び身体虚弱

を指す。  

一 言語障害者 

二 自閉症者 

三 情緒障害者 

四  弱視者

五 難聴者 

六 学習障害者 

七  注意欠陥多動性障害者   

八 その他障害のある者で、この条の規定により

特別の教育課程による教育を行うことが適当な

もの 

通
級
に
よ
る
指
導
の
教
育
課
程
の
編
成

77

第
１
章



第㸱節 通級による指導の対象と࡞る㞀ᐖの程ᗘ

通級による指導は、学校教育法施行規則第 140 条各号の一に該当し、通常の学級での学習におおむ

ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程ᗘの児童・生徒が対象である。（特別支援学級の児童及び

生徒を除く。）ල体的には、言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、注意

欠陥多動性障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者である。 

不Ⓩ校の≧態にある児童・生徒については、一⯡的に通常の学級の授業にฟᖍしていない≧ἣにあ

ることから、ᮏ᮶的には通級による指導の対象とはならないものと⪃えられるが、通級による指導の対象と

なるか䛹うかのุ᩿については、教育┦ㄯᶵ㛵や教育支援䝉䞁䝍ー（適応指導教室）との㛵㐃も⪃៖し、

特にៅ㔜に᳨ウする必要がある。 

㻔1㻕 言語障害者

ཱྀ⵹⿣、ᵓ㡢ჾᐁのま䜂等ჾ㉁的又はᶵ⬟的なᵓ㡢障害のある者、ྚ㡢等ヰし言ⴥにおける䝸ズ

䝮の障害のある者、ヰす、⪺く等言語ᶵ⬟の基♏的஦項にⓎ㐩の㐜れがある者、その他これに準ずる

者（これらの障害が୺として他の障害に㉳ᅉするものでない者に㝈る。）で、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの

䈜 「ჾ㉁的又はᶵ⬟的なᵓ㡢障害」とは、ཱྀ⵹⿣、その他の㰯ဗ⭍閉㙐ᶵ⬟不඲及びᵓ㡢ჾᐁのま

䜂等のჾ㉁的ཎᅉ並びにஙᗂ児期におけるᵓ㡢学習の೫り等のᶵ⬟的ཎᅉによりᵓ㡢の障害を

᮶しているような≧態を指す。

䈜 「ヰし言ⴥにおける䝸ズ䝮の障害」とは、Ⓨ語のὶち䜗う性に障害があることにより、ᮏ人が♫఍生ά

に不都合を᮶したり、不適応をឤじたりしている≧態を指す。

䈜 「言語ᶵ⬟の基♏的஦項のⓎ㐩の㐜れ」とは、ヰす、⪺く等の言語ᶵ⬟の基♏的஦項にⓎ㐩の㐜

れや೫りがあるような≧態を指す。

㻔2㻕 自閉症者

自閉症又はそれに㢮するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必

要とする程ᗘのもの 

㻔3㻕 情緒障害者

୺としてᚰ⌮的な要ᅉによる㑅ᢥ性か䜣㯲等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加

でき、一部特別な指導を必要とする程ᗘのもの 

㻔4㻕 弱視者

ᣑ大㙾等の౑用によ䛳ても通常の文Ꮠ、ᅗ形等の視ぬによる認㆑がᅔ難な程ᗘの者で、通常の学

級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの 

㻔5㻕 難聴者

⿵聴ჾ等の౑用によ䛳ても通常のヰኌをゎすることがᅔ難な程ᗘの者で、通常の学級での学習に

おおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの 

䈜 「通常のヰኌをゎすることがᅔ難な程ᗘの者で、一部特別な指導を必要とするもの」とは、通常の

学級における教科等の学習におおむね参加できる者を指す。

䈜 「一部特別な指導を必要とするもの」とは、障害による学習上又は生ά上のᅔ難のᨵၿ又はඞ᭹を┠

的とする指導や障害に応じて教科のෆᐜを取り扱う指導が部分的・⥅⥆的に必要な児童・生徒を指す。

㻔6㻕 学習障害者

඲⯡的な▱的Ⓨ㐩に㐜れはないが、⪺く、ヰす、ㄞむ、᭩く、ィ⟬する又は᥎ㄽする⬟ຊのうち特

※ 「視覚による認識が困難な程度の者で、一部特別な指導を必要とするもの」とは、通常の文字や図

形等の認識に多少の時間がかかるものの、通常の学級における教科等の学習におおむね参加でき

る者を指す。

※ 「一部特別な指導を必要とする｣とは、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服

するための指導や障害に応じて教科の内容を取り扱う指導が部分的・継続的に必要なことを指す。
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定のものの習ᚓと౑用にⴭしいᅔ難を♧すもので、一部特別な指導を必要とする程ᗘのもの 

㻔7㻕 注意欠陥多動性障害者

ᖺ㱋又はⓎ㐩に不㔮り合いな注意ຊ、又は⾪動性・多動性が認められ、♫఍的なά動や学業のᶵ

⬟に支障を᮶すもので、一部特別な指導を必要とする程ᗘのもの 

㻔8㻕 肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者

肢体不自由、病弱及び身体虚弱の程ᗘが、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別

な指導を必要とする程ᗘのもの 

（ᖹ成 18 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥付 17 文科ึ第 1178 号、ᖹ成 25 ᖺ 10 ᭶ 4 ᪥付 25 文科ึ第 756 号） 

自閉症者、情緒障害者、学習障害者、注意欠陥多動性障害者については、東京都においては、「情

䈜௧࿴ 3 ᖺᗘから高等学校

及び中等教育学校ᚋ期課

程で通級による指導㛤ጞ

䠘ᨵṇ前 ᖹ成 18 ᖺ 4 ᭶以前䠚 

第 1 号 言語障害者 

第 2 号 情緒障害者 

 自閉症等 

第 2 号 㑅ᢥ性か䜣㯲等 

第 3 号 弱視者 

第 4 号 難聴者 

第 5 号 その他ᚰ身にᨾ障がある者で、 

ᮏ項の規定により特別の教育課程に

よる教育を行うことが適当な者 

䠘⌧ 行䠚 

第 1 号 言語障害者 

第 2 号 自閉症者 

第 3 号 情緒障害者 

第 3 号 㑅ᢥ性か䜣㯲等 

第 4 号 弱視者 

第 5 号 難聴者 

第 6 号 学習障害者 

第 7 号 注意欠陥多動性障害者 

第 8 号 その他ᚰ身にᨾ障がある者で、 

ᮏ項の規定により特別の教育課程に

よる教育を行うことが適当なもの 

⥴障害学級・特別ᨭ᥼教ᐊ」のᑐ㇟と䛧て䛔る䠄බ❧ᑠ学ᰯཬ䜃୰学ᰯ通級指導等タ⨨要⥘ ᮾி㒔

教⫱ጤဨ఍䠅。ᮾி㒔にお䛔て、ᑐ㇟となるඣ❺・生ᚐの障害の程度のุ᩿は、 ᖹᡂ 1 8  ᖺ  3  ᭶ 3 1 ᪥௜

 17 文科ึ ➨  1178 ྕ文部科学┬ึ等୰等教⫱ᒁ㛗通▱「通級による指導のᑐ㇟とすることが㐺ᙜな⮬

㛢⑕者、᝟⥴障害者、学習障害者又はὀពḞ㝗多ືᛶ障害者にヱᙜするඣ❺生ᚐに䛴䛔て」ཬ䜃ᖹ

 ᡂ 2 5  ᖺ 1 0  ᭶  4  ᪥௜ 2 5 文 科ึ➨ 75 6 ྕ文部科学┬ึ等୰等教⫱ᒁ㛗通▱「障害の䛒るඣ❺生ᚐ等

にᑐする᪩ᮇか䜙の一㈏䛧たᨭ᥼に䛴䛔て」にᐃめるとこ䜝によるものとする。
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る㞀ᐖ✀の程ᗘ࡞࡜㇟ᨭ᥼Ꮫᰯ࣭≉ูᨭ᥼Ꮫ級࣭通級による指導のᑐู≉ی

区
分

学校教育法施行௧第 22 条の 3 
ᖹ成 18 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥付 17 文科ึ第 1178 号（通▱）

ᖹ成 25 ᖺ 10 ᭶ 4 ᪥付 25 文科ึ第 756 号（通▱） 

視
覚
障
害

୧║の視ຊがおおむね 0㻚3 ᮍ‶のもの又は

視ຊ以እの視ᶵ⬟障害が高ᗘのもののう

ち、ᣑ大㙾等の౑用によ䛳ても通常の文Ꮠ、

ᅗ形等の視ぬによる認㆑が不ྍ⬟又はⴭし

くᅔ難な程ᗘのもの 

（弱視学級） 

䛆弱視者䛇 

ᣑ大㙾等の౑用によ䛳ても通常の文Ꮠ、ᅗ形等の

視ぬによる認㆑がᅔ難な程ᗘのもの 

（通級による指導） 

䛆弱視者䛇 

ᣑ大㙾等の౑用によ䛳ても通常の文Ꮠ、ᅗ形等の

視ぬによる認㆑がᅔ難な程ᗘの者で、通常の学級

での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を

必要とするもの 

聴
覚
障
害

୧⪥の聴ຊ䝺䝧䝹がおおむね 60 䝕䝅䝧䝹

以上のもののうち、⿵聴ჾ等の౑用によ䛳て

も通常のヰኌをゎすることが不ྍ⬟又はⴭ

しくᅔ難な程ᗘのもの 

（難聴学級） 

䛆難聴者䛇 

⿵聴ჾ等の౑用によ䛳ても通常のヰኌをゎすること

がᅔ難な程ᗘのもの 

（通級による指導） 

䛆難聴者䛇 

⿵聴ჾ等の౑用によ䛳ても通常のヰኌをゎすること

がᅔ難な程ᗘの者で、通常の学級での学習におお

むね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの 

知
的
障
害

一 ▱的Ⓨ㐩の㐜⁫があり、他人との意ᛮ␯

通がᅔ難で᪥常生άをႠむのに㢖⦾に

援ຓを必要とする程ᗘのもの 

二 ▱的Ⓨ㐩の㐜⁫の程ᗘが前号にᥖ䛢る

程ᗘに㐩しないもののうち、♫఍生ά䜈の

適応がⴭしくᅔ難なもの 

（▱的障害学級） 

䛆▱的障害者䛇 

▱的Ⓨ㐩の㐜⁫があり、他人との意ᛮ␯通に㍍ᗘ

のᅔ難があり᪥常生άをႠむのに一部援ຓが必要

で、♫఍生ά䜈の適応がᅔ難である程ᗘのもの 

肢
体
不
自
由

一 肢体不自由の≧態が⿵⿦ලの౑用によ

䛳てもṌ行、➹グ等᪥常生άにおける基

ᮏ的な動సが不ྍ⬟又はᅔ難な程ᗘのも

の 

二 肢体不自由の≧態が前号にᥖ䛢る程ᗘ

に㐩しないもののうち、常時の་学的ほᐹ

指導を必要とする程ᗘのもの 

（肢体不自由学級） 

䛆肢体不自由者䛇 

⿵⿦ලによ䛳てもṌ行や➹グ等᪥常生άにおける

基ᮏ的な動సに㍍ᗘのᅔ難がある程ᗘのもの 

（通級による指導） 

䛆肢体不自由者䛇 

肢体不自由の程ᗘが、通常の学級での学習におお

むね参加でき一部特別な指導を必要とする程ᗘの

もの 

病
弱

一 ៏性の࿧྾ჾ⑌ᝈ、⭈⮚⑌ᝈ及び⚄⤒

⑌ᝈ、ᝏ性᪂生≀その他の⑌ᝈの≧態が

⥅⥆して་⒪又は生ά規ไを必要とする

程ᗘのもの 

二 身体虚弱の≧態が⥅⥆して生ά規ไを

必要とする程ᗘのもの 

（病弱・身体虚弱学級） 

䛆病弱者及び身体虚弱者䛇 

一 ៏性の࿧྾ჾ⑌ᝈその他⑌ᝈの≧態がᣢ⥆的

又は㛫欠的に་⒪又は生άの⟶⌮を必要とす

る程ᗘのもの 

二 身体虚弱の≧態がᣢ⥆的に生άの⟶⌮を必要

とする程ᗘのもの 

（通級による指導） 

䛆病弱者及び身体虚弱者䛇 

病弱又は身体虚弱の程ᗘが、通常の学級での学習

におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とす

る程ᗘのもの 
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ゝ
ㄒ
障
害

（言語障害学級） 

䛆言語障害者䛇 

ཱྀ⵹⿣、ᵓ㡢ჾᐁのま䜂等ჾ㉁的又はᶵ⬟的なᵓ

㡢障害のある者、ྚ㡢等ヰし言ⴥにおける䝸ズ䝮の

障害のある者、ヰす、⪺く等言語ᶵ⬟の基♏的஦項

にⓎ㐩の㐜れがある者、その他これに準じる者（これ

らの障害が୺として他の障害に㉳ᅉするものではな

い者に㝈る。）で、その程ᗘがⴭしいもの 

（通級による指導） 

䛆言語障害者䛇 

ཱྀ⵹⿣、ᵓ㡢ჾᐁのま䜂等ჾ㉁的又はᶵ⬟的なᵓ

㡢障害のある者、ྚ㡢等ヰし言ⴥにおける䝸ズ䝮の

障害のある者、ヰす、⪺く等言語ᶵ⬟の基♏的஦項

にⓎ㐩の㐜れがある者、その他これに準じる者（これ

らの障害が୺として他の障害に㉳ᅉするものではな

い者に㝈る。）で、通常の学級での学習におおむね

参加でき、一部特別な指導を必要とする程ᗘのもの 

自
㛢
⑕

（自閉症・情緒障害学級） 

䛆自閉症者䛇䛆情緒障害者䛇 

一 自閉症又はそれに㢮するもので、他人との意ᛮ

␯通及び対人㛵ಀの形成がᅔ難である程ᗘのも

の 

二 ୺としてᚰ⌮的な要ᅉによる㑅ᢥ性か䜣㯲等が

あるもので、♫఍生ά䜈の適応がᅔ難である程ᗘ

のもの 

（通級による指導） 

䛆自閉症者䛇 

自閉症又はそれに㢮するもので、通常の学級での

学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要

とする程ᗘのもの 

᝟
⥴
障
害

（通級による指導） 

䛆情緒障害者䛇 

୺としてᚰ⌮的な要ᅉによる㑅ᢥ性か䜣㯲等がある

もので、通常の学級での学習におおむね参加でき、

一部特別な指導を必要とする程ᗘのもの 

䫊
䫂㻌

（通級による指導） 

䛆学習障害者䛇 

඲⯡的な▱的Ⓨ㐩に㐜れはないが、⪺く、ヰす、ㄞ

む、᭩く、ィ⟬する又は᥎ㄽする⬟ຊのうち特定の

ものの習ᚓと౑用にⴭしいᅔ難を♧すもので、一部

特別な指導を必要とする程ᗘのもの 

䪿
䫂
䫆
䫂㻌

（通級による指導） 

䛆注意欠陥多動性障害者䛇 

ᖺ㱋又はⓎ㐩に不㔮り合いな注意ຊ、又は⾪動性・

多動性が認められ、♫఍的なά動や学業のᶵ⬟に

支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする

程ᗘのもの 
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第㸲節 通級による指導の指導᫬ᩘ

第㸳節 ௚ᰯ通級に࡚࠸ࡘ

通級による指導の対象となる障害の✀㢮 ᶆ準指導時㛫 

言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者 
ᖺ㛫 35䡚280 ༢位時㛫 

（㐌䠍䡚8 ༢位時㛫程ᗘ） 

学習障害者、注意欠陥多動性障害者 
ᖺ㛫 10䡚280 ༢位時㛫 

（᭶ 1䡚㐌 8 ༢位時㛫程ᗘ） 

通級による指導については、ᖹ成 28 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥の学校教育法施行規則の一部ᨵṇにより、「障害に

よる学習上又は生ά上のᅔ難をᨵၿし、又はඞ᭹することを┠的とする指導とし、特に必要があるときは、

障害の≧ἣに応じて各教科のෆᐜを取扱いながら行うことができるものとする」と䛥れている。ᚑ前は、「障

害の≧態に応じて各教科のෆᐜを⿵඘するための特別の指導を含むものとする。」と䛥れていた、いわ䜖

る「各教科の⿵඘指導」については、「障害の≧態に応じて各教科のෆᐜを取扱いながら行うことができる」

というようにᨵめられた。このᨵṇの୺᪨は、༢に各教科・科┠の学習の㐜れを取りᡠすための指導な䛹、

通級による指導とは␗なる┠的で指導を行うことができるとゎ㔘䛥れることのないよう規定を᫂☜໬したも

のである。 

通級による指導を行う場合には、児童・生徒が在籍する学校䛰けではなく、他校䜈通䛳て特別の指導

を受けることも教育課程上の特౛として認められている。学校教育法施行規則第 141 条では、「特別の教

育課程による場合においては、校㛗は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校又は中等教育学校のタ置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中

等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部ⱝしくは高等部において受けた授業を、当該小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において受けた当該特別の教育課程にಀる授業

とみなすことができる。」と䛥れている。 

なお、このように児童・生徒が他校において指導を受ける場合には、当該児童・生徒が在籍する小学

校・中学校等の校㛗は、当該特別の指導を行う学校の校㛗と༑分༠㆟の上、教育課程を編成するととも

に、学校㛫及びᢸ当教ᖌ㛫の㐃ᦠをᐦにする必要がある。

通級による指導時間は、「学ᰯ教⫱ἲ᪋⾜つ๎の一部改ṇ等に䛴䛔て䠄通 ▱䠅」䠄ᖹᡂ 1 8  ᖺ  3  ᭶  31 ᪥

 ௜ 1 7 文科ึ ➨ 1 177 ྕ 䠅で♧䛥䜜ており、ᖺ間 3 5  ༢఩時間か䜙 2 80 ༢఩時間䜎でがᶆ‽で䛒る。た䛰

䛧、学習障害者ཬ䜃ὀពḞ㝗多ືᛶ障害者に䛴䛔ては、᭶䠍༢఩時間程度の指導でも༑分な教⫱的ຠ

ᯝが認め䜙䜜るሙྜが䛒ることか䜙、ᖺ 間 1 0 ༢఩時 間か䜙 2 80 ༢఩時間䜎でとな䛳て䛔る。 

なお、ᮾி㒔では、通級指導学級⦅ไのேဨに⟬ᐃできる者は、通常の学級か䜙通級指導学級又は

特別ᨭ᥼教ᐊで少な䛟とも㐌ᙜたり䠍ᅇ௨上指導をཷける者と䛧、䜰 特別ᨭ᥼学級にᅾ⡠する者、䜲 通

級による指導をཷけるᅇᩘが㐌ᙜたり䠍ᅇに‶たな䛔者は学級⦅ไのேဨに⟬ᐃ䛧な䛔ことと䛧て䛔る。

䠄බ❧ᑠ学ᰯཬ䜃୰学ᰯ通級指導学級等タ⨨要⥘䠄௧࿴ 2ᖺ 2᭶ 15᪥一部改ṇ ᮾி㒔教⫱ጤဨ఍䠅䠅㻌
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第㸰章 教育課程編成ୖの␃ព஦㡯 

第１節 ಶ別の教育ᨭ᥼ィ⏬

第２節 ಶ別指導ィ⏬ࠊ㐃ᦠᆺಶ別指導ィ⏬

ᖹ成 29 ᖺ 3 ᭶࿌♧の小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領では、通級による指導を受ける

児童・生徒に対する二つのィ⏬（ಶ別の教育支援ィ⏬、ಶ別の指導ィ⏬）については、඲員స成・ά用

することと規定䛥れた。小学校学習指導要領第䠍❶第䠐の䠎の㻔1㻕の䜶には、ಶ別の教育支援ィ⏬やಶ別

の指導ィ⏬のస成とά用について以下の通り♧䛥れている（中学校学習指導要領においてもྠᵝ）。 

ಶ別の教育支援ィ⏬及びᚋ㏙のಶ別の指導ィ⏬は、障害のある児童・生徒な䛹一人一人に対するき

め⣽やかな指導や支援を⤌⧊的・⥅⥆的かつィ⏬的に行うために㔜要なᙺ๭をᢸ䛳ている。 

なお、東京都教育ጤ員఍は、ಶ別の教育支援ィ⏬を「学校生ά支援䝅ー䝖」、ಶ別の指導ィ⏬を「ಶ

別指導ィ⏬」と࿧⛠している。 

「通級による指導」を行う場合には、当該児童・生徒の在籍校の校ෆጤ員఍が中ᚰとな䛳て学校生ά

支援䝅ー䝖（ಶ別の教育支援ィ⏬）をస成し、その中で「通級による指導」のᙺ๭を᫂☜に位置付けてい

くことが必要である。当該児童・生徒を支援する㛵ಀᶵ㛵の一つとして特別支援教室・通級指導学級の

支援ෆᐜやᙺ๭を᫂☜にし、それに基づいて「通級による指導」の教育課程を在籍校で編成して指導を

行う。 

小学校・中学校等においては、障害のある児童・生徒の学校における指導ィ⏬として「ಶ別指導ィ⏬」

をస成する必要がある。これは、通常の学級に在籍するᵝ䚻な支援が必要な児童・生徒に対して、その

ᐇ態や行動特ᚩ等をᢕᥱし、ᢸ௵一人でなく、校ෆの他の教ᖌの༠ຊもᚓながら、適ษな指導及び必

要な支援をල体໬するために校ෆጤ員఍でస成するものである。ඛに㏙䜉た「学校生ά支援䝅ー䝖（ಶ

別の教育支援ィ⏬）」と「ಶ別指導ィ⏬」は、学校の教育的支援を、児童・生徒一人一人のニーズに応じ

てල体໬するために必要不ྍ欠である。 

また、通級による指導を行䛳ている児童・生徒の場合には、指導の場が」数になるため、在籍校及び

特別支援教室・通級指導学級のそれ䛮れの場においてಶ別指導ィ⏬のస成が必要になる。 

特に特別支援教室・通級指導学級では、ಶ䚻の児童・生徒のᐇ態を的☜にᢕᥱし、各障害特性に応

じたきめの⣽かいಶ別の指導┠ᶆやල体的な指導ෆᐜを定めた特別な指導に㛵するಶ別指導ィ⏬を

స成する必要がある。 

在籍校においてస成䛥れるಶ別指導ィ⏬については、通級による指導のᑓ㛛性を生かすために、在

籍校と特別支援教室・通級指導学級が༑分な༠㆟を行䛳て、それ䛮れの場のᙺ๭を᫂☜に位置付けて

ಶ別指導ィ⏬をస成することがᮃましい。 

また、「㐃ᦠᆺಶ別指導ィ⏬」は、在籍学級のᢸ௵と特別支援教室・通級指導学級のᢸ௵が㐃ᦠして

స成するಶ別指導ィ⏬である。特別支援教室を฼用している児童・生徒については、巡回指導教員が

在籍学級ᢸ௵と஫いに㐃ᦠをᅗり、当該児童・生徒の指導に当たるため、それ䛮れの指導から、୺たる

䜶 障害のある児童な䛹については、ᐙᗞ、ᆅᇦ及び་⒪や⚟♴、ಖ೺、ປാ等の業務を行う㛵ಀ

ᶵ㛵との㐃ᦠをᅗり、㛗期的な視点で児童䜈の教育的支援を行うために、ಶ別の教育支援ィ⏬

をస成しά用することにດめるとともに、各教科等の指導に当た䛳て、ಶ䚻の児童のᐇ態を的☜

にᢕᥱし、ಶ別の指導ィ⏬をస成しά用することにດめるものとする。

特に、特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、ಶ䚻の児童

のᐇ態を的☜にᢕᥱし、ಶ別の教育支援ィ⏬やಶ別の指導ィ⏬をస成し、ຠᯝ的にά用するも

のとする。 
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指導┠ᶆや指導ෆᐜを取り上䛢、㐃ᦠᆺಶ別指導ィ⏬をస成・ά用していくことがຠᯝ的である。（㐃ᦠ

ᆺಶ別指導ィ⏬のᵝᘧは「小・中学校の特別支援教育の᥎㐍のために（ᖹ成 26 ᖺ 3 ᭶ 東京都教育ጤ

員఍）」において౛♧している。）㐃ᦠᆺಶ別指導ィ⏬をά用し、在籍学級ᢸ௵は特別支援教室・通級指

導学級のᢸ当者と情ሗをඹ᭷し、当該児童・生徒䜈の指導の⥲合的なᡤぢをグ㍕し、次の指導にᘬき

⥅いでいくことが大ษである。 

第㸲節ࠉ通級による指導の㛤ጞ࣭⤊஢

第㸱節 通級による指導のᤵᴗ᫬ᩘのྲྀᢅ࠸

通級による指導の指導時数については前㏙（第䠍❶第䠐⠇通級による指導の指導時数）のとおりである

が、対象となる児童・生徒一人一人の授業時数については、それ䛮れのᐇ態とಶ別指導ィ⏬に基づい

てỴ定する。 

通級による指導を行う場合、障害に応じた特別の指導を小学校・中学校等の通常の教育課程に加える

か、又はその一部に替えて行うことになる。この場合、通級による指導を受ける児童・生徒の⥲授業時数

については、小学校又は中学校の通常の教育課程の各学ᖺにおける授業時数に準ずるな䛹して、当該

児童・生徒の㐌当たりの授業時数が、（その障害の≧態を༑分⪃៖して）㈇ᢸ㐣㔜とならないように㓄៖

することが必要である。 

ල体的には、ᨺ課ᚋに他の学校の通級指導学級に通級する場合は、児童によ䛳ては体ຊ的な㈇ᢸと

ならないようにすることが必要である。また、㐌時程の中でいつもྠじ᭙᪥のྠじ時㛫ᖏの学習が欠ける

ことになるため、学ᖺや児童・生徒のᐇ態に応じて在籍校と特別支援教室・通級指導学級が㐃ᦠして通

級᪥をኚえるな䛹の㓄៖をすることが必要である。特に、中学生の場合には、ホ౯やホ定にᙳ㡪すること

が᝿定䛥れるため、通級することによ䛳て生徒自身が不฼┈を⿕らないよう㓄៖が必要である。 

通級による指導を㛤ጞするに当た䛳ては、༊ᕷ⏫ᮧ教育ጤ員఍の通級をุ定するጤ員఍において当

連連携携型型個個別別指指導導計計画画  

（（計計画画・・評評価価・・総総合合的的なな所所見見））  

連連携携  

【在籍学級】 【特別支援教室 

・通級指導学級】 主主たたるる指指導導目目標標やや指指導導内内容容をを共共有有  

支支援援レレベベルル  １１  
関連

在籍学級の 

個別指導計画 

（計画・評価） 

関連

特別支援教室・ 

通級指導学級の 

個別指導計画 

（計画・評価） 

支支援援レレベベルル  ２２  

支支援援レレベベルル  ３３  

学校生活支援シート（個別の教育支援計画） 

（計画・評価） 
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該児童・生徒のᐇ態をᢕᥱして、指導課㢟や指導の᪉法、ෆᐜ等を᫂☜にしてィ⏬的に指導を行うこと

が必要である。特別支援教室・通級指導学級が児童・生徒の障害の≧態やኚ໬においてᰂ㌾に対応で

きる特性を生かして、ᖺᗘ㏵中のධ級や≧態のኚ໬に応じたᰂ㌾なᥐ置ኚ᭦ができるように㓄៖するこ

とが必要である。 

指導の㛤ጞに当た䛳ては、ಶ別指導ィ⏬をస成し、ィ⏬的に指導を行䛳て課㢟のᨵၿをᅗ䛳ていく

ぢ通しを❧てることが必要であり、一定の指導期㛫を⤒てホ౯を行い、通級による指導の⤊஢を視㔝に

ධれて取り⤌むことも㔜要である。 

通級による指導の⤊஢に当た䛳ては、෇⁥に通常の学級の指導のみに⛣行できるよう、特別支援教

室・通級指導学級での指導時㛫をィ⏬的にᑡなくしてい䛳たり、対象の児童・生徒が在籍している学級

䜈の校ෆ支援や特別支援教育支援員からの支援について、ẁ㝵的に支援の㔞をῶらしてい䛳たりする

な䛹、ᰂ㌾な取⤌が必要である。 

なお、通級による指導の㛤ጞ・⤊஢については、東京都がⓎ行する䜺䜲䝗䝷䜲䞁等を☜認すること。 

第㸳節 指導ෆᐜ➼

第㸴節 通級による指導のグ㘓と指導せ㘓࡬のグ㍕

小学校学習指導要領では、特別な㓄៖を必要とする児童䜈の指導として、次のように♧している（中学

校学習指導要領においてもྠᵝ）。 

 
 

指導に当た䛳ては、特別支援学校学習指導要領第䠓❶に♧す自❧ά動の䠒༊分 27 項┠のෆᐜを参

⪃とし、児童・生徒一人一人に、障害の≧態等の的☜なᢕᥱに基づいた自❧ά動におけるಶ別指導ィ

⏬をస成し、ල体的な指導┠ᶆや指導ෆᐜを定め、それに基づいて指導をᒎ㛤する必要がある。指導

のෆᐜは、障害による学習上又は生ά上のᅔ難のᨵၿ又はඞ᭹を┠的とする指導である。障害の≧態

に応じた特別の指導であり、༢なる教科の㐜れを⿵඘する指導とは␗なることに␃意する。 

なお、自❧ά動のෆᐜを参⪃とした指導については、第䠏❶ 第䠏⠇「自❧ά動のෆᐜ」及び第䠐⠇「通

級による指導で指導する自❧ά動のෆᐜ」を参↷のこと。 

「学校教育法施行規則の一部ᨵṇ等について（通㐩）」（ᖹ成 5 ᖺ 1 ᭶ 28 ᪥付文ึ特第 278 号）にお

いて、通級による指導を行う学校は、通級による指導のグ㘓を適ṇに⟶⌮することと䛥れている。ྠ時に、

当該児童・生徒が在籍する学校に対して、当該グ㘓の෗しを通▱しなけれ䜀ならないと䛥れている。この

ことにより、通級による指導を受ける児童・生徒の在籍校と通級による指導を行う学校との㐃⤡ㄪᩚが行

われることになる。 

通級による指導のグ㘓のグ㍕஦項については、「通級による指導を受ける児童生徒の成㛗の≧ἣを

⥲合的にᤊえるため、指導要㘓において、通級による指導を受ける学校ྡ、通級による指導の授業時数、

指導期㛫、指導ෆᐜや⤖ᯝ等をグධすること。他の学校の児童生徒に対し通級による指導を行う学校に

おいては、適ษな指導を行う上で必要な⠊ᅖで通級による指導のグ㘓をస成すること。」（ᖹ成 25 ᖺ 10

᭶ 4 ᪥付 25 文科ึ第 756 号）と䛥れている。 

䚽小学校学習指導要領第䠍❶第䠐の䠎（䠍） 

䜴 障害のある児童に対して、通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合には、特別支

援学校小学部・中学部学習指導要領第䠓❶に♧す自❧ά動のෆᐜを参⪃とし、ල体的な┠ᶆやෆᐜ

を定め、指導を行うものとする。その㝿、ຠᯝ的な指導が行われるよう、各教科等と通級による指導との

㛵㐃をᅗるな䛹、教ᖌ㛫の㐃ᦠにດめるものとする。 
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第㸵節 ᅾ⡠ᰯとの㐃ᦠ༠ຊ

第㸶節 ௚のタ⨨⪅のタ⨨ࡍるᏛᰯ࡛通級による指導࠺⾜ࢆሙྜ

通級による指導を行うに当た䛳て、当該児童・生徒が在籍する学校と、通級による指導を行う学校との

㛫で༑分な㐃ᦠを行うよう、「通級による指導のᢸ当教員が、児童生徒の在籍学級（他の学校での通級

による指導を受ける場合にあ䛳ては、在学している学校の在籍学級）のᢸ௵教員との㛫で定期的な情ሗ

஺᥮を行䛳たり、ຓ言を行䛳たりする等、୧者の㐃ᦠ༠ຊがᅗられるよう༑分に㓄៖すること。」（ᖹ成 25

ᖺ 10 ᭶ 4 ᪥付文 25 科ึ第 756 号）と䛥れている。また、小学校学習指導要領⥲則第䠐の䠎 「特別な㓄

៖を必要とする児童䜈の指導」において、「障害のある児童に対して、通級による指導を行い、特別の教

育課程を編成する場合には（中␎）ຠᯝ的な指導が行われるよう、各教科等と通級による指導との㛵㐃を

ᅗるな䛹、教ᖌ㛫の㐃ᦠにດめるものとする。」と䛥れている（中学校学習指導要領においてもྠᵝ）。 

通級による指導では、通常の学級以እの場ᡤで他の教ᖌから指導を受けるため、指導のຠᯝをあ䛢る

ためには、通常の学級における㓄៖が不ྍ欠であり、୧者の㐃ᦠ༠ຊがきわめて㔜要である。そのため

にも、当該児童・生徒が在籍する学校の校ෆጤ員఍でస成した「学校生ά支援䝅ー䝖（ಶ別の教育支援

ィ⏬）」「ಶ別指導ィ⏬」の中に通級による指導の位置付けを᫂☜にし、୧者が㐃ᦠした支援がᐇ⌧する

ようල体的な᪉⟇が᳨ウ䛥れなけれ䜀ならない。 

ྠ一༊ᕷ⏫ᮧに通級による指導を行う学校がない場合には、他の༊ᕷの学校に通うことが⪃えられる。

その場合、通級による指導を受ける児童・生徒が在学する学校のタ置者は、あらかじめ通級による指導を

行う学校のタ置者と༑分に༠㆟を行う必要がある。 

また、東京都では、ᖹ成 20 ᖺᗘから、都❧視ぬ障害特別支援学校及び都❧聴ぬ障害特別支援学校

において、小・中学校の通常の学級に在籍する弱視又は難聴の児童・生徒に対する通級による指導をᐇ

施している。その対象は、ᒃఫᆅに通級指導学級がない、㏆㞄ᆅ༊の通級指導学級で受けධれられな

いな䛹、༊ᕷ⏫ᮧ❧小・中学校に在籍する視ぬ障害又は聴ぬ障害のある児童・生徒である。都❧特別支

援学校䜈の通級が必要な場合には、༊ᕷ⏫ᮧ教育ጤ員఍で᳨ウのᚋ、東京都特別支援教育᥎㐍室で

の᳨ウ、通級のỴ定を⤒て通級による指導が㛤ጞ䛥れる。 

（ヲしくは、「䠉ᑵ学┦ㄯのᡭᘬ䠉 児童・生徒一人一人の適ษなᑵ学のために（義務教育）」を参↷のこ

と。）
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ฑ੔ �� ೧ָگߏү๑وߨࢬଉ୊ ��� ড়͹وఈͶΓΖಝพ͹گү՟ఖͶͯ͏ͱఈΌΖ݇͹

Ҳ෨րਜ਼ͶΓΕɼ߶౵ָߏͶ͕͜Ζ௪څͶΓΖࢨ಍͗੏ౕԿ͠Ηɼ߶౵ָߏͶ͕͏ͱ΍্֒
ͶԢͣͪಝพ͹گү՟ఖฦ੔ͶΓΖಝพ͹ࢨ಍͹ࣰ͗ࢬͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͪɽ
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Ͳ͘͵͏͹Ͳͺ͵͏͖ͳ͏͑෈҈͗ਫ਼ైͶͺ͍Ζɽָ֦ߏͶ͕͏ͱɼگү՟ఖݺ;ٶพࢨ಍
ௗ͗൓இͪ͢ߏ಍͹໪ඬΝఈΌɼॉ෾Ͷͨ͹໪ඬ͗ୣ੔Ͳͪ͘ͳࢨͶΓΖڅժͶਫ਼ై͹௪ܯ
৖߻ɼୱҒ͹೟ఈΝ͑͞ߨͳͶ͵Ζɽͪ͗ͮ͢ͱɼਫ਼ై͹্֒͹য়ସͶଊͪ͢ࢨ಍໪ඬΝͪ
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第㸱章 ⮬❧άືࢆཧ⪃にࡓࡋ指導 

第１節 ⮬❧άືとは

第２節 ⮬❧άືの┠ᶆ

第㸱節 ⮬❧άືのෆᐜ

自❧ά動の┠ᶆは、学校の教育ά動඲体を通して、児童・生徒が障害による学習上又は生ά上のᅔ

難を୺体的にᨵၿ・ඞ᭹するために必要と䛥れる▱㆑、ᢏ⬟、態ᗘ及び習័を㣴い、ᚰ身のㄪ࿴的Ⓨ㐩

の基┙をᇵうことによ䛳て、自❧を┠指すことを♧したものである。ここでいう「自❧」とは、児童・生徒がそ

れ䛮れの障害の≧態やⓎ㐩のẁ㝵等に応じて、୺体的に自ᕫのຊをྍ⬟な㝈りⓎ᥹し、よりよく生きて

いこうとすることを意࿡している。 

第䠍 ┠ ᶆ 

ಶ䚻の児童又は生徒が自❧を┠指し、障害による学習上又は生ά上のᅔ難を୺体的にᨵၿ・ඞ᭹

するために必要な▱㆑、ᢏ⬟、態ᗘ及び習័を㣴い、も䛳てᚰ身のㄪ࿴的Ⓨ㐩の基┙をᇵう。  

ᑠ学ᰯ・୰学ᰯ等の教⫱は、ඣ❺・生ᚐの生活ᖺ㱋に༶䛧て⣔⤫的・ẁ㝵的に㐍め䜙䜜、䛭の教⫱内

容は、ඣ❺・生ᚐのⓎ㐩のẁ㝵等に༶䛧て㑅ᐃ䛥䜜たものが㓄ิ䛥䜜ており、䛭䜜䜙を㡰に教⫱すること

によりே間と䛧てㄪ࿴のと䜜た⫱ᡂがᮇᚅ䛥䜜て䛔る。㻌 㻌

䛧か䛧、障害の䛒るඣ❺・生ᚐのሙྜは、䛭の障害によ䛳て、᪥常生活や学習ሙ㠃にお䛔てᵝ䚻な䛴

䜎䛪きや困難が生じることか䜙、ᑠ学ᰯ・୰学ᰯ等のඣ❺・生ᚐとྠじようにᚰ㌟のⓎ㐩のẁ㝵等を⪃៖䛧

て教⫱する䛰けでは༑分とはゝ䛘な䛔。䛭こで、ಶ䚻の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克

服するための指導が必要になる。㻌 㻌

㻌ᖹᡂ 㻌29 ᖺ࿌♧の学習指導要㡿にお䛔ては、඲ての㈨㉁・⬟ຊにඹ通する要⣲となる୕䛴のᰕ、䐟▱

識ཬ䜃ᢏ⬟、䐠ᛮ⪃ຊ、ุ᩿ຊ、⾲⌧ຊ等、䐡学䜃にྥかうຊ、ே間ᛶ等を㋃䜎䛘て、ྛ教科等の┠ᶆ

や内容が෌ᩚ⌮䛥䜜た。よ䛳て、ྛ教科等にお䛔て⫱䜎䜜る㈨㉁・⬟ຊは、ඣ❺・生ᚐの生活ᖺ㱋やⓎ

㐩のẁ㝵に༶䛧て⣔⤫的に㓄ิ䛥䜜て䛔る┠ᶆや内容を指導䛧て䛔䛟ことで、▱識ཬ䜃ᢏ⬟の習ᚓの䜏

な䜙䛪、䛭䜜䛮䜜の体⣔に応じたᛮ⪃ຊ、ุ᩿ຊ、⾲⌧ຊ等の⫱ᡂや学䜃にྥかうຊ、ே間ᛶ等のᾰ

㣴に䛴䛔て、䝞䝷䞁䝇よ䛟⫱ᡂすることを┠指䛧て䛔る。䛭のため、ಶ䚻のᐇែᢕᥱによ䛳て導か䜜る「ே

間と䛧てのᇶᮏ的な⾜ືを㐙⾜するために必要な要⣲」ཬ䜃「障害による学習上又は生活上の困難を

改善・克服するために必要な要⣲」、䛔䜟䜖るᚰ㌟のㄪ࿴的なⓎ㐩のᇶ┙に╔┠䛧て指導するものが⮬

❧活ືで䛒り、⮬❧活ືの指導がྛ教科等にお䛔て⫱䜎䜜る㈨㉁・⬟ຊをᨭ䛘るᙺ๭をᢸ䛳て䛔る。㻌

特別ᨭ᥼学ᰯᑠ学部・୰学部学習指導要㡿䠄➨ 7❶䠅㻌

⮬❧活ືの内容に䛴䛔ては、Ⓨ㐩障害や㔜」障害をྵめた障害の䛒るඣ❺・生ᚐの多ᵝな障害の✀

㢮や≧ែ等に応じた指導を一ᒙ඘ᐇするため、「䠍೺ᗣのಖᣢ」の༊分に「䠄㻠䠅障害の特ᛶの⌮ゎと生活

⎔ቃのㄪᩚに㛵すること。」の㡯┠が᪂たにタけ䜙䜜た。㻌

䜎た、⮬ᕫの⌮ゎを῝め、主体的に学䜆ពḧを一ᒙఙ㛗するな䛹、Ⓨ㐩のẁ㝵を㋃䜎䛘た指導を඘ᐇ

するため、「䠐⎔ቃのᢕᥱ」の༊分のୗにタけ䜙䜜て䛔た「䠄㻞䠅ឤ覚や認▱の特ᛶ䜈のᑐ応に㛵すること。」

の㡯┠を「䠄2䠅ឤ覚や認▱の特ᛶに䛴䛔ての⌮ゎとᑐ応に㛵すること。」と改めた。䛥䜙に、ឤ覚を⥲ྜ的

に活⏝䛧た࿘ᅖの≧ἣのᢕᥱにと䛹䜎ることな䛟、ᢕᥱ䛧たことを㋃䜎䛘て、的☜なุ᩿や⾜ືができるよ

うにすることを᫂☜にするため、「䠄㻠䠅ឤ覚を⥲ྜ的に活⏝䛧た࿘ᅖの≧ἣのᢕᥱに㛵すること。」の㡯┠

を「䠄㻠䠅ឤ覚を⥲ྜ的に活⏝䛧た࿘ᅖの≧ἣに䛴䛔てのᢕᥱと≧ἣに応じた⾜ືに㛵すること。」と改め

た。
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䠒༊分 27 項┠は次のとおりである。 

䠍 ೺ᗣのಖᣢ 㻔1㻕 生άの䝸ズ䝮や生ά習័の形成に㛵すること。

㻔2㻕 病Ẽの≧態の⌮ゎと生ά⟶⌮に㛵すること。

㻔3㻕 身体各部の≧態の⌮ゎと㣴ㆤに㛵すること。

㻔4㻕 障害の特性の⌮ゎと生ά⎔ቃのㄪᩚに㛵すること。

㻔5㻕 ೺ᗣの≧態の⥔ᣢ・ᨵၿに㛵すること。

䠎 ᚰ⌮的なᏳ定 㻔1㻕 情緒のᏳ定に㛵すること。

㻔2㻕 ≧ἣの⌮ゎとኚ໬䜈の対応に㛵すること。

㻔3㻕 障害による学習上又は生ά上のᅔ難をᨵၿ・ඞ᭹する意ḧに㛵するこ

と。

䠏 人㛫㛵ಀの形成 㻔1㻕 他者とのかかわりの基♏に㛵すること。

㻔2㻕 他者の意ᅗやឤ情の⌮ゎに㛵すること。

㻔3㻕 自ᕫの⌮ゎと行動のㄪᩚに㛵すること。

㻔4㻕 㞟ᅋ䜈の参加の基♏に㛵すること。

䠐 ⎔ቃのᢕᥱ 㻔1㻕 ಖ᭷するឤぬのά用に㛵すること。

㻔2㻕 ឤぬや認▱の特性についての⌮ゎと対応に㛵すること。

㻔3㻕 ឤぬの⿵ຓ及び௦行ᡭẁのά用に㛵すること。

㻔4㻕 ឤぬを⥲合的にά用した࿘ᅖの≧ἣについてのᢕᥱと≧ἣに応じた

行動に㛵すること。

㻔5㻕 認▱や行動のᡭ᥃かりとなるᴫᛕの形成に㛵すること。

䠑 身体の動き 㻔1㻕 ጼໃと㐠動・動సの基ᮏ的ᢏ⬟に㛵すること。

㻔2㻕 ጼໃಖᣢと㐠動・動సの⿵ຓ的ᡭẁのά用に㛵すること。

㻔3㻕 ᪥常生άに必要な基ᮏ動సに㛵すること。

㻔4㻕 身体の⛣動⬟ຊに㛵すること。

㻔5㻕 స業に必要な動సと෇⁥な㐙行に㛵すること。

䠒 䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁 㻔1㻕 䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁の基♏的⬟ຊに㛵すること。

㻔2㻕 言語の受ᐜと⾲ฟに㛵すること。

㻔3㻕 言語の形成とά用に㛵すること。

㻔4㻕 䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁ᡭẁの㑅ᢥとά用に㛵すること。

㻔5㻕 ≧ἣに応じた䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁に㛵すること。

� 指導┠ᶆを㐩成するために必要なල体的な指導ෆᐜを⪃える㝿には、児童・生徒のᐇ態を㋃まえて、

ᗄつかの項┠を⤌み合わ䛫る必要があることに༑分␃意する。 

第㸲節 通級による指導࡛指導ࡍる⮬❧άືのෆᐜ

自❧ά動は特別支援学校の教育課程において特別にタけられた領ᇦであるため、そのෆᐜは、視ぬ

障害、聴ぬ障害、▱的障害、肢体不自由又は病弱（身体虚弱を含む）等の඲ての障害を⥙⨶して大⥘的

に♧している。自❧ά動の「ෆᐜ」は、各教科等のようにその඲てを取り扱うものではなく、一人一人の児

童・生徒のᐇ態に応じて必要な項┠を㑅定して取り扱うものである。したが䛳て、通級による指導で取り扱

うල体的な指導ෆᐜは、それ䛮れの児童・生徒のᐇ態を㋃まえて必要とする項┠を、䠒つの༊分の下に

♧䛥れた 27 項┠の中から㑅定した上で、それらを┦஫に㛵㐃付けてタ定することが㔜要である。 
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特別支援学校学習指導要領ゎㄝ 自❧ά動編では、児童・生徒のᐇ態ᢕᥱから、自❧ά動のල体的

な指導ෆᐜをタ定するまでの౛として、13 ஦౛が♧䛥れている（㻼32䡚㻼39、㻼128䡚㻼171）。 

対象となる児童・生徒の学校生άにおける課㢟はᵝ䚻ではあるが、上グの஦౛等も参⪃とし、認▱㠃

や行動㠃に␃意しながら、㔜点的な課㢟やඃඛする指導ෆᐜを⤠り㎸䜣でいくことが㔜要である。 

その㝿、指導⤊஢時点の児童・生徒が、在籍学級で学習するᵝᏊを䜲䝯ー䝆し、㛗期的なほ点（ᴫね䠍

ᖺ㛫程ᗘ）と▷期的なほ点（学期ẖの指導期㛫を᝿定）で、「ཎ則の指導期㛫」に児童・生徒が㐩成ྍ⬟

な┠ᶆをタ定する。 

特別支援学校学習指導要領に♧䛥れた「自❧ά動」のෆᐜを参⪃とした指導を行うに当たり、ල体的

な指導をィ⏬する㝿は、次のᡭ㡰でస成する。 

(1) 長期目標の設定

指導す䜉き中ᚰ的な課㢟に対して、学校生ά支援䝅ー䝖（ಶ別の教育支援ィ⏬）に♧䛥れたᮏ人

やಖㆤ者のᛮいを㋃まえながら、指導⤊஢時点の「在籍学級におけるᵝᏊ」を䜲䝯ー䝆して、ල体的

な㛗期┠ᶆをタ定する。 

在籍学級と、特別支援教室・通級指導学級がඹ通⌮ゎをᅗりながら指導するためにも、一ᖺ㛫で

取り⤌む┠ᶆは、一つ又は二つに⤠ることがᮃましい。た䛰し、ᐇ態ᢕᥱから᫂らかにな䛳た」数の

┠ᶆの中の一部分であることもඹ᭷しておく必要がある。 

(2) 短期目標の設定

㛗期┠ᶆを㐩成するためには、一人一人の児童・生徒の≧ἣに応じて、必要な指導ෆᐜをẁ㝵

的、⣔⤫的に取り扱う。また、ẁ㝵的に▷期の指導┠ᶆが㐩成䛥れ、それがやがて㛗期の指導┠ᶆ

の㐩成につながるというぢ通しをも䛳て指導をィ⏬することが㔜要である。 

ල体的な指導┠ᶆをタ定するための䠏つの要⣲ 

䐟指導場㠃を㝈定してグ㏙する。䛆場㠃・対象䛇

䐠数್や㔞な䛹で⾲すか、ල体的なෆᐜをグ㏙する。䛆㔞・ᡭẁ䛇

䐡ල体的に᝿定䛥れる動సや⾲ฟをグ㏙する。䛆動స・⾲ฟ䛇

䋱 ታᘒᛠី 

障害の≧ែはඣ❺・生ᚐ一ே一ே␗なるため、ᐇែᢕᥱにᇶ䛵䛔てタᐃする指導┠ᶆやල体的な

指導内容、指導᪉ἲも、必↛的に一ே一ே␗なる。認▱㠃や⾜ື㠃に␃ព䛧なが䜙、障害か䜙生じる

困難䛥による「䛴䜎䛪き」をᢕᥱ䛧て䛔䛟。㻌

ᐇែᢕᥱにᙜた䛳ては、᪥䚻のほᐹやグ㘓、ᅾ⡠学級ᢸ௵やಖㆤ者か䜙の᝟ሗ཰㞟等とともに、

ᮾி㒔教⫱ጤဨ఍が㛤Ⓨ䛧たྛ✀䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖等䠄㈨ᩱ⦅㻌 㻝㻟㻣㻌䝨䞊䝆参↷䠅を活⏝䛧、ಶ䚻のඣ❺・

生ᚐに䛴䛔て、障害の≧ែ、Ⓨ㐩や⤒㦂の程度、⯆࿡・㛵ᚰ、生活や学習⎔ቃな䛹の的☜なᢕᥱが

ồめ䜙䜜る。䛭の㝿、ඣ❺・生ᚐのできな䛔こと䜀かりにὀ┠するのではな䛟、できることやⰋ䛔㠃にも

╔┠䛧て䛔䛟ことが኱ษで䛒る。㻌

２ 指導䈜䈼䈐課㗴の᛽಴ 

ᐇែᢕᥱのために཰㞟䛧た᝟ሗか䜙、必要ᛶ・⥭ᛴᛶ・㐩ᡂのྍ⬟ᛶ・ᡂᯝ䜈のᮇᚅ等か䜙、ඃඛ

㡰఩を⪃䛘てㄢ㢟を䝸䝇䝖䜰䝑䝥する。䛴䜎䛪きにᑐする指導の䜏を⪃䛘るのではな䛟、䛴䜎䛪きのཎᅉ

を分ᯒすることが㔜要で䛒る。㻌

䋳 指導⋡ᮡの⸳ቯ 

指導┠ᶆのタᐃにᙜた䛳ては、䛴䜎䛪きの㍍ῶに↔Ⅼをᙜてた指導┠ᶆのタᐃや、学習の௙᪉を

㌟に௜けるための指導┠ᶆをタᐃするな䛹、ඃඛする指導内容を⤠り㎸䜣で䛔䛟必要が䛒る。䛭の㝿、

㛗ᮇ的なほⅬ䠄ᴫね䠍ᖺ間程度䠅で、ඣ❺・生ᚐが㐩ᡂྍ⬟な指導┠ᶆをタᐃするとともに、▷ᮇ的な

ほⅬ䠄学ᮇẖの指導ᮇ間を᝿ᐃ䠅で、指導内容をẁ㝵的に取り上䛢る。㻌
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特別支援教室・通級指導学級の指導┠ᶆのタ定には、在籍学級ᢸ௵の㛵୚が不ྍ欠である。

「ཎ則の指導期㛫」の期㛫ෆに㐩成がぢ㎸まれる┠ᶆであるか䛹うか᳨ウする必要がある。 

䠐㻌 ලయⓗ䛺ᣦᑟෆᐜの設定㻌

学習㠃のつまずきの≧態から、つまずきに対する指導のみを⪃えるのではなく、つまずきのཎᅉをよ

く分ᯒして、一人一人の特性に応じた支援のᡭ䛰てを⪃えていく。 

通級による指導で取り扱う指導ෆᐜについて、91 䝨ー䝆から障害✀䛤とにල体的なෆᐜを౛♧する。㻌

第㸳節 ⮬❧άືの指導のホ౯

自❧ά動における児童・生徒の学習のホ౯は、ᐇ㝿の指導がಶ䚻の児童・生徒の指導┠ᶆに↷らし

て䛹のように行われ、児童・生徒がその指導┠ᶆのᐇ⌧にྥけて䛹のようにኚᐜしているかを᫂らかにす

るものである。 

また、児童・生徒が䛹のような点でつまずき、それをᨵၿするために䛹のような指導をしていけ䜀よいか

を᫂☜にしようとするものでもある。 

自❧ά動の指導は、教ᖌが児童・生徒のᐇ態を的☜にᢕᥱした上でಶ別指導ィ⏬をస成して行われ

るが、ィ⏬は当ึの௬ㄝに基づいて❧てたぢ通しであり、児童・生徒にと䛳て適ษなィ⏬であるか䛹うか

は、ᐇ㝿の指導を通して᫂らかになるものである。したが䛳て、児童・生徒の学習≧ἣや指導の⤖ᯝに基

づいて、適ᐅಟṇをᅗらなけれ䜀ならない。 

指導の⤖ᯝや児童・生徒の学習≧ἣをホ౯するに当た䛳ては、指導┠ᶆをタ定するẁ㝵において、

児童・生徒のᐇ態に༶し、その฿㐩≧ἣをල体的にᤊえておくことが㔜要である。౛え䜀、中学校の生徒

について、「自分の病Ẽを⌮ゎする」ことを指導┠ᶆとした場合、「学校での೺ᗣ≧態のᢕᥱにおいて、

ᖹ⇕な䛹の通常の≧態を▱り、䝅ー䝖にグධしながら、自ら不ㄪにẼ付く」というように、生徒の生άᖺ㱋

や病Ẽの≧態、ᑗ᮶の㐍㊰や生άの場等との㛵ಀにおいて、䛹のような場を᝿定し、ఱを、䛹のような᪉

法で⌮ゎ䛥䛫るのかを᫂らかにしておく必要がある。また、「䠍㐌㛫のうちに䠎回᳨ をしᛀれることがあ䛳

た」な䛹、その生徒のල体的な行動やほᐹできる≧態としてホ౯がྍ⬟になるようにᕤኵすることが必要

である。 

ホ౯は児童・生徒の学習ホ౯であるとともに、教ᖌの指導に対するホ౯でもある。教ᖌには、ホ౯を通

して指導のᨵၿがồめられる。したが䛳て、教ᖌ自身が自分の指導の在り᪉をぢつめ、児童・生徒に対

する適ษな指導ෆᐜ・᪉法のᨵၿに⤖び付けることがồめられる。 

指導┠ᶆを㐩成するための学習は、一定期㛫にわた䛳て行われるが、その㛫においても、児童・生徒

が┠ᶆ㐩成に㏆付いているか、また、教ᮦ・教ලな䛹に⯆࿡をも䛳て取り⤌䜣でいるかな䛹、児童・生徒の

学習≧ἣをホ౯し、指導のᨵၿに᪥㡭から取り⤌むことが㔜要である。こうした学習≧ἣのホ౯に当た䛳

ては、教ᖌ㛫の༠ຊの下で、適ษな᪉法をά用して㐍めるとともに、多㠃的なุ᩿ができるように、必要

に応じてእ部のᑓ㛛ᐙやಖㆤ者等と㐃ᦠをᅗ䛳ていくことも⪃៖する必要がある。また、ಖㆤ者には、学

習≧ἣや⤖ᯝのホ౯についてㄝ᫂し、児童・生徒の成㛗のᵝᏊを☜認してもらうとともに、学習で身に付

けたことをᐙᗞ生άでもⓎ᥹できるよう༠ຊをồめることが大ษである。 

ホ౯は、児童・生徒にと䛳ても、自らの学習≧ἣや⤖ᯝにẼ付き、自分をぢつめ┤すき䛳かけとなり、

そのᚋの学習䜈の意ḧやⓎ㐩をಁす意義がある。自❧ά動の指導においては、児童・生徒が、自分の

障害とྥき合うことが多くなる。障害のある自分を▱り、受けṆめ、それによるᅔ難をᨵၿしようとする意ḧ

をもつことが期ᚅ䛥れる。したが䛳て、自❧ά動の時㛫においても、学習前、学習中あるいは学習ᚋに、

児童・生徒のᐇ態に応じて、自ᕫホ౯を取りධれることが大ษである。 

その㝿、౛え䜀、動⏬で᧜ᙳした指導の前とᚋのᵝᏊをᮏ人に☜認䛥䛫ることな䛹により、自ᕫや他者

のኚ໬にẼ付か䛫、より䜅䛥わしい応対の᪉法等について⪃え䛥䛫ることが大ษである。 
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㈨㻌 ᩱ㻌

通級による指導で取り扱う指導ෆᐜについて、障害✀䛤とにල体的なෆᐜを౛♧する。 

౛♧に当た䛳ては、以下の᭩ᘧで⤫一した。 

䠍㻌 ೺ᗣのಖᣢ㻌

䠄䠎䠅 ⑓Ẽの≧ែの⌮ゎ䛸⏕ά⟶⌮䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ཱྀ⵹⿣な䛹の᪤ 症がある児童・生徒の場合には、病Ẽのண㜵や೺ᗣ⟶⌮を

自らできるようにする指導 

䠄䠏䠅 ㌟యྛ㒊の≧ែの⌮ゎ䛸㣴ㆤ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のཱྀ၁⯉等の≧態を⌮ゎし、自分の生άを自ᕫ⟶⌮できるようにするな

䛹して、自分の身体を㣴ㆤするຊを育てる指導 

⮬❧άືの༊ศ㻌

⮬❧άືの㡯目㻌

⥄┙ᵴേのౝኈ 㓚ኂ⒳䈗䈫の指導ౝኈ䋨଀䋩

自
立
活
動
を
参
考
に
し
た
指
導

91

第
３
章



ゝㄒ㞀ᐖ⪅ 

䠄ཱྀ⵹⿣䚸ᵓ㡢ჾᐁの䜎䜂➼ჾ㉁ⓗཪ䛿ᶵ⬟ⓗ䛺ᵓ㡢㞀ᐖの䛒䜛⪅䠅㻌

䠍㻌 ೺ᗣのಖᣢ㻌

䠄䠎䠅 ⑓Ẽの≧ែの⌮ゎ䛸⏕ά⟶⌮䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ཱྀ⵹⿣な䛹の᪤ 症がある児童・生徒の場合には、病Ẽのண㜵や೺ᗣ⟶⌮を自らできるようにする

指導 

䠄䠏䠅 ㌟యྛ㒊の≧ែの⌮ゎ䛸㣴ㆤ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のཱྀ၁⯉等の≧態を⌮ゎし、自分の生άを自ᕫ⟶⌮できるようにするな䛹して、自分の身体を

㣴ㆤするຊを育てる指導 

䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ᵓ㡢障害があることで┦ᡭにẼᣢちや⪃えがఏわらなか䛳たり、ᵓ㡢の≧態を指᦬䛥れるな䛹して、

自ಙをなくしたり、情緒が不Ᏻ定になりやすか䛳たりする場合には、ᶵ఍をぢつけて自分のよ䛥にẼ付く

ようにしたり、自ಙがもてるようにບましたりして、ά動䜈の意ḧをಁす指導 

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 成ຌ体㦂やそれを⛠㈶䛥れる⤒㦂な䛹を✚み㔜ね、自分にᚓ意なことがあることにẼ付か䛫て自ಙ

がもてるようにし、✚ᴟ的に❧ちྥかう意ḧを育てる指導 

・ ᵓ㡢障害があることによ䛳て他者と䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁をとろうとする意ḧをኻわずに、✚ᴟ的に他者と

㛵われるようにする指導 

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のཱྀ၁⯉の≧態やⓎ㡢の≧態を⌮ゎし、ᵓ㡢のᨵၿにྥけて、意ḧ的に取り⤌めるようにする

指導 

䠑㻌 ㌟యのື䛝㻌

䠄䠑䠅 సᴗ䛻ᚲせ䛺ືస䛸෇⁥䛺㐙⾜䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ࿧Ẽを䝁䞁䝖䝻ー䝹してฟしたり、⯉のవ分な⥭ᙇをゎいたり、ཱྀ၁や⯉の動きをよくしたりするな䛹、

Ⓨኌ・Ⓨ語ჾᐁ（ཱྀ⭍ჾᐁ）のᚤ⣽な動きを高め、それらをㄪᩚするຊを高めて、ṇしいⓎ㡢を習ᚓ䛥

䛫る指導 

䠒㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌

䠄䠎䠅 ゝㄒのཷᐜ䛸⾲ฟ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㡢をᘚ別したり、自分のⓎ㡢を䝣䜱ー䝗䝞䝑䜽したりするຊを身に付け䛥䛫る指導

・ ᵓ㡢㐠動をㄪᩚするຊを高めるな䛹してṇしいⓎ㡢を定╔䛥䛫、Ⓨ語の᫂░ᗘを上䛢るようにする

指導 
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ゝㄒ㞀ᐖ⪅ 

䠄ྚ㡢➼ヰ䛧ゝⴥ䛻䛚䛡䜛䝸䝈䝮の㞀ᐖの䛒䜛⪅䠅㻌

䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ྚ㡢等があることによるᚰ⌮的な⥭ᙇឤや不Ᏻឤを㍍ῶし、自分のᚓ意なことをぢ付けて自ಙをもた

䛫たり、自分のよ䛥にẼ付いたりすることができるようにする指導 

・ 自分のよ䛥にẼ付くようにしたり、自ಙがもてるようにບましたりして、ά動䜈の意ḧをಁすようにする

指導 

䠄䠎䠅 ≧ἣの⌮ゎ䛸ኚ໬䜈のᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分に䝇䝖䝺䝇がかかる≧ἣや、ྚ㡢等の≧態がᝏ໬する≧ἣを▱り、それらに対応できるようにす

る指導 

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ୖཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ྚ㡢等がある཭㐩と㛵わ䛳たり、♫఍でά㌍しているඛ㍮の生き᪉や⪃え᪉を参⪃にしたりするな䛹

して、ᚰ⌮的なᏳ定をᅗり、✚ᴟ的に行動しようとする態ᗘを育てる指導 

䠄䠐䠅 㞀ᐖの≉ᛶの⌮ゎ䛸⏕ά⎔ቃのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ Ᏻᚰした場で、ྚ㡢について学び、ྚ㡢についてよりᐈほ的にᤊえ、Ⓨ㐩のẁ㝵に合わ䛫て、ྚ症

≧のኚ໬等ついての他者䜈のఏえ᪉を⪃えることができるようにする指導 

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠍䠅 ௚⪅䛸の䛛䛛䜟䜚のᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ྚ㡢があることで、人との㛵わりがᾘᴟ的にな䛳ている児童・生徒に、✚ᴟ的に他者と㛵わろうとする

Ẽᣢちをもてるようにする指導 

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のよ䛥にẼ付くようにしたり、自ಙがもてるようにしたりすることで、自ᕫを⫯定的にᤊえられるよう

にする指導 

・ Ⓨ㐩のẁ㝵に応じて、ྚ㡢についての⌮ゎをಁし、自分の≧態をᢕᥱできるようにする指導

・ ྚ㡢等のある཭㐩と㛵わ䛳たり、♫఍でά㌍しているඛ㍮の生き᪉や⪃え᪉を参⪃にしたりすること

で、自ᕫの⌮ゎを῝めていけるようにする指導 

䠒㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌

䠄䠎䠅 ゝㄒのཷᐜ䛸⾲ฟ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 必要に応じて、ᜥ、ኌ、Ⓨヰな䛹を䝁䞁䝖䝻ー䝹できるようにする指導

・ ྚ㡢にとらわれずに、自分のẼᣢちや⪃えを⾲⌧できるようにする指導

䠄䠑䠅 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のྚ㡢の≧態を⌮ゎし、≧ἣに応じたྚ㡢の≧態のኚ໬をぢᴟめてヰができるようにする指導

自
立
活
動
を
参
考
に
し
た
指
導

93

第
３
章



ゝㄒ㞀ᐖ⪅ 

䠄ヰ䛩䚸⪺䛟➼ゝㄒᶵ⬟のᇶ♏ⓗ஦㡯䛻Ⓨ㐩の㐜䜜䛜䛒䜛⪅䚸‽䛪䜛⪅䠅㻌

䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の言いたいことを⾲⌧できなか䛳たり、┦ᡭの言うことを⌮ゎできなか䛳たりな䛹、言語Ⓨ㐩の㐜

れがあることにより、生ά඲体において自ಙをኻ䛳ている場合には、自分のᚓ意なことをぢ付けたり、自

分のよ䛥にẼ付か䛫たりな䛹、自分に自ಙをもち、自ᕫに対する⫯定的な䜲䝯ー䝆をもつことができるよう

にする指導 

䠄䠎䠅 ≧ἣの⌮ゎ䛸ኚ໬䜈のᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 場㠃等の≧ἣが⌮ゎできない場合には、情ሗをᚓるために自らᕤኵしたり、身㏆な人に的☜な援ຓ

を౫㢗したりできるຊを高める指導 

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ୖཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のᚓ意なことやⰋいところな䛹にẼ付き、それらに取り⤌䜣䛰りບま䛥れたりする⤒㦂を✚むこと

で、自分のᛮいを┦ᡭにఏえようとする意ḧのྥ上をᅗる指導 

・ ྠじ障害のある児童・生徒ྠኈの㛵わりの中で、ᚰ⌮的なᏳ定をᅗり、障害をᨵၿ・ඞ᭹して✚ᴟ的

に学習しようとする態ᗘを育てる指導 

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠍䠅 ௚⪅䛸の䛛䛛䜟䜚のᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の言いたいことが┦ᡭにఏわりにくか䛳たり、┦ᡭの言うことが⌮ゎしにくか䛳たりすることから他

者との㛵わりがᾘᴟ的にな䛳たり、ᨷᧁ的にな䛳たりする場合には、自分自身を受けṆめてもらう中で人

と㛵わるᴦし䛥やᚰᆅよ䛥を࿡わわ䛫、他者と㛵わりたいという意ḧを育てる指導 

䠄䠎䠅 ௚⪅のពᅗ䜔ឤ᝟の⌮ゎ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のẼᣢちにẼ付き、⾲⌧できるようにするとともに、他者のᚰ情や⪃え᪉について的☜に⌮ゎで

きるຊを高める指導 

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のᚓ意なところやⰋいところにẼ付くとともに、ⱞᡭなところを⌮ゎするな䛹自ᕫの⌮ゎを῝め、

・ 言語⌮ゎのຊをྥ上䛥䛫、一ᩧ指♧や㞟ᅋのά動における䝹ー䝹な䛹を⌮ゎできるようにするととも

に、⌮ゎできないときには、ᕤኵしたり࿘ᅖの人に援ຓをồめたりして、✚ᴟ的に㞟ᅋά動に参加でき

るようにする指導 

䠐㻌 ⎔ቃのᢕᥱ㻌

䠄䠎䠅 ឤぬ䜔ㄆ▱の≉ᛶ䛻䛴䛔䛶の⌮ゎ䛸ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 言ⴥのグ᠈ຊが弱い、ヰし言ⴥから特定の㡢㡩を⪺き取ることが難しいな䛹の一人一人の認▱の特

ᛶに応じ、ⱞᡭなㄢ㢟を少䛧䛪䛴改善できるように指導するとともに、ᚓពな᪉ἲを✚ᴟ的に活⏝でき

るように䛧て䛔䛟指導㻌

ⱞᡭな部分を⿵䛘るようなᡭẁをもてるようにする指導㻌

 䋨䋴䋩 㓸࿅䈻のෳടのၮ␆に㑐䈜る䈖䈫䇯
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ゝㄒ㞀ᐖ⪅ 

䠄䠑䠅 ㄆ▱䜔⾜ືのᡭ᥃䛛䜚䛸䛺䜛ᴫᛕのᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ⤒㦂の言語໬をᅗりながら、もののᶵ⬟やᒓ性、≧態のኚ໬、時㛫や✵㛫の認㆑な䛹のᴫᛕ形成を

ᅗる指導 

䠑㻌 ㌟యのື䛝㻌

䠄䠑䠅 సᴗ䛻ᚲせ䛺ືస䛸෇⁥䛺㐙⾜䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ㄞみ᭩きがⱞᡭな児童・生徒には、ᡭ指のᕦ⦓性、┠とᡭの༠応等のྥ上をᅗる指導

䠒㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌

䠄䠍䠅 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁のᇶ♏ⓗ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ できる⤒㦂な䛹を✚み、┦ᡭにఏえたいというẼᣢちを高め、他者と✚ᴟ的に㛵わろうとする意ḧを

高める指導 

・ ┦ᡭのẼᣢや言うことを⌮ゎし、受けṆめるຊを高める指導

䠄䠎䠅 ゝㄒのཷᐜ䛸⾲ฟ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㡢をṇ☜に⪺き取る、༢語を成り❧䛳ている㡢の数で分けるな䛹、聴ぬ的ᘚ別ຊやグ㖭ຊを高める

指導 

・ 言ⴥで言われたことを⌮ゎしたり、文Ꮠや文❶をㄞみと䛳て⌮ゎしたりできるようにするとともに、自分

の⪃えやฟ᮶஦を┦ᡭに分かるようにఏえたりするຊを高める指導 

䠄䠏䠅 ゝㄒのᙧᡂ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ࿘ᅖの≧ἣな䛹を認㆑し、身㏆な஦象に㛵する認㆑を῝め、言語のᴫᛕ形成をಁす指導

・ 語ᙡの習ᚓやᣑ඘、言ⴥのᒓ性の⌮ゎ、ᴫᛕ໬、文法の⌮ゎやᣑ඘な䛹、言語の基♏的な஦᯶を

⋓ᚓ䛥䛫る指導 

・ 自分の⪃えやฟ᮶஦を┦ᡭに分かるようにఏえたり、言ⴥではఏえきれないときには⿵ຓᡭẁを用

いたりするな䛹、⾲⌧ຊやఏ㐩ຊを高める指導 

・ 文Ꮠや文❶をㄞ䜣で⌮ゎしたり、自分の⪃えな䛹を᭩いて⾲⌧したりできるようにする指導

䠄䠐䠅 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁの㑅ᢥ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 言語のみではఏえきれなか䛳たり、ㄞみ᭩きがⱞᡭでṇしくఏえられなか䛳たりする場合には、䝍䝤

䝺䝑䝖➃ᮎ、㟁Ꮚ㎡᭩等適ษな⿵ຓᡭẁを用いることができるようにする指導

䠄䠑䠅 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ┦ᡭの❧場やẼᣢち、≧ἣな䛹に応じて、適ษな言ⴥの౑い᪉ができるようにする指導

・ 䝯䝰をとるな䛹、ヰのෆᐜをまとめ、⪺き取るຊを高めるとともに、分からないときには⪺き㏉すな䛹┦

ᡭの言うことをṇ☜にᢕᥱしようとするຊを高める指導 

・ 自分の意ぢやẼᣢちを┦ᡭに的☜にఏえることができるようにするとともに、┦ᡭの意ぢやẼᣢちを

受けṆめ、┦஫に䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁できるຊを高める指導 
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⮬㛢⑕⪅ 

䠍㻌 ೺ᗣのಖᣢ㻌

䠄䠍䠅 ⏕άの䝸䝈䝮䜔⏕ά⩦័のᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 特定の㣗≀や⾰᭹䜈のこ䛰わりを㍍ῶしたり対応の௙᪉を身に付け䛥䛫たりする指導

䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ኻᩋ⤒㦂から自ಙをኻ䛳たり、情緒が不Ᏻ定になりやすか䛳たりする児童・生徒に、自分のよ䛥にẼ

付か䛫たり、自ಙがもてるようにບましたりしてά動䜈の意ḧをಁす指導 

䠄䠎䠅 ≧ἣの⌮ゎ䛸ኚ໬䜈のᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 場ᡤや場㠃の≧ἣを⌮ゎしてᚰ⌮的な᢬ᢠを㍍ῶしたり、ኚ໬する≧ἣを⌮ゎして適ษに対応した

りできるようにする指導 

・ 児童・生徒が、ண期䛫䛼ฟ᮶஦やᛴなண定ኚ᭦に対応することが難しい場合には、ண 䛥れる஦態

や≧ἣを▱䛳たり、஦前に体㦂したりして、ᛴなண定ኚ᭦等に対応できるようにする指導 

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ୖཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の障害の≧態を⌮ゎしたり受けṆめたりして、ᅔ難をᨵၿ䡡ඞ᭹しようとする意ḧをもた䛫る指導

・ 自分のᚓ意な㠃とⱞᡭな㠃を▱り、ᚓ意な㠃をά用することでᅔ難をඞ᭹することができるという⤒

㦂を䛥䛫る指導 

・ 成ຌ体㦂を✚み㔜ねることで自分に自ಙをもてるようにし、ⱞᡭなことにも✚ᴟ的に❧ちྥかう意ḧ

をもた䛫る指導 

・ 䝍䝤䝺䝑䝖➃ᮎな䛹を用いて、ⱞᡭ意㆑を㍍ῶ䛥䛫たり意ḧをもた䛫たりする指導

䠄䠐䠅 㞀ᐖの≉ᛶの⌮ゎ䛸⏕ά⎔ቃのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ឤぬの㐣ᩄ䛥やこ䛰わりがあることについて、自分から別の場ᡤに⛣動したり、㡢㔞のㄪᩚやண定を

ㄝ᫂してもらうことを他者に౫㢗したりするな䛹、自ら่⃭のㄪᩚを行い、Ẽᣢちをⴠち╔か䛫ることが

できるようにする指導 

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠍䠅 ௚⪅䛸の䛛䛛䜟䜚のᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ┤᥋的に指導をᢸ当する教ᖌをỴめるな䛹して、教ᖌとのᏳ定した㛵ಀを形成して┦஫に㛵わり合う

⣲ᆅをసる指導 

・ やり取りの᪉法を大きくኚえずに⧞り㏉し指導するな䛹して、そのやり取りの᪉法を定╔䛥䛫るようにし、

┦஫に㛵わり合う⣲ᆅをసる指導 

・ 人と㛵わるᴦし䛥やᚰᆅよ䛥を࿡わえるような指導や、他者と㛵わりたいという意ḧをもた䛫る指導

䠄䠎䠅 ௚⪅のពᅗ䜔ឤ᝟の⌮ゎ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 児童・生徒が、生άのᵝ䚻な場㠃で┦ᡭの言ⴥや⾲情な䛹から❧場や⪃えを᥎ できるようにしたり、

┦ᡭと㛵わる㝿のල体的な᪉法を身に付け䛥䛫たりする指導 

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のᚓ意なことやⱞᡭなこと、自分の行動の特ᚩな䛹を⌮ゎ䛥䛫、㞟ᅋの中で≧ἣに応じた行動

ができるようにする指導 

・ 児童・生徒が、体㦂的なά動を通して自分のᚓ意なことやⱞᡭなことを⌮ゎし、他者の意ᅗやឤ情を
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⮬㛢⑕⪅ 

⪃えて、対応することができるようにする指導 

・ 児童・生徒が、特定のගや㡢な䛹によりΰ஘し、行動ㄪᩚが難しくなる場合に、そのようなගや㡢に

対してᑡしずつ័れたり、それらの่⃭を㑊けたりすることができるようにする指導 

䠄䠐䠅 㞟ᅋ䜈のཧຍのᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㞟ᅋの㞺ᅖẼに合わ䛫たり、㞟ᅋに参加するために必要なᡭ㡰やỴまりを⌮ゎしたりして、㐟びや

㞟ᅋά動な䛹に✚ᴟ的に参加できるようにする指導 

・ 児童・生徒が、཭㐩との఍ヰの⫼ᬒや⤒㐣を㢮᥎することが難しいために㞟ᅋに✚ᴟ的に参加でき

ない場合に、᪥常的によく౑われる཭㐩ྠኈの言い回しや分からないときのᑜね᪉等を身に付け䛥䛫

る指導 

・ 児童・生徒が、㐟びの䝹ー䝹を⪺き₃らしたり、᭱ᚋまで⪺かずに㐟びጞめたりしてしまう場合に、䝹

ー䝹をᑡしずつẁ㝵的に⌮ゎできるように䛥䛫る指導 

・ 児童・生徒が、຾ちたいという意㆑から䝹ー䝹をᏲることができない場合に、適ษな行動を身に付け

䛥䛫る指導 

・ 㐟び䜈の参加᪉法が分からないときの不Ᏻを㙠める᪉法を身に付け䛥䛫る指導

䠐㻌 ⎔ቃのᢕᥱ㻌

䠄䠎䠅 ឤぬ䜔ㄆ▱の≉ᛶ䛻䛴䛔䛶の⌮ゎ䛸ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 児童・生徒一人一人のឤぬや認▱の特性を㋃まえ、自分にධ䛳てくる情ሗを適ษにฎ⌮できるよう

にする指導 

・ 児童・生徒一人一人のឤぬの㐣ᩄ䛥や認▱の೫りな䛹の特性を㋃まえ、児童・生徒の⯆࿡がᗈがる

ような指導 

・ 児童・生徒が、聴ぬやゐぬの㐣ᩄ䛥のために不ᛌឤをᢪいたり、それらの่⃭がᙉす䛞たり✺↛で

あ䛳たりすることでΰ஘≧態に陥䛳てしま䛳たりする場合に、不ᛌである㡢やឤゐな䛹を自ら㑊けたり、

័れていくことができるようにする指導 

・ 児童・生徒の、ಶ䚻の認▱特性に合わ䛫た言ⴥや数の学習の指導

・ 認▱の特性に応じて、ⱞᡭな課㢟をᑡしずつᨵၿしたり、ᚓ意な᪉法を✚ᴟ的にά用できるようにし

たりする指導 

䠄䠐䠅 ឤぬ䜢⥲ྜⓗ䛻ά⏝䛧䛯࿘ᅖの≧ἣ䛻䛴䛔䛶のᢕᥱ䛸≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯⾜ື䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 視ぬ、聴ぬ、ゐぬな䛹のಖ᭷するいろいろなឤぬをά用して࿘ᅖの≧ἣを的☜にᢕᥱすることがで

きるようにする指導 

・ ឤぬを⥲合的にά用してᚓられた情ሗから、࿘ᅖの≧ἣや他者のẼᣢちをᢕᥱし、的☜なุ᩿や行

動ができるようにする指導 

䠄䠑䠅 ㄆ▱䜔⾜ືのᡭ᥃䛛䜚䛸䛺䜛ᴫᛕのᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ⤒㦂によ䛳てసり上䛢てきたᴫᛕを、自分が᪂たに認▱や行動を㐍めていくためにά用することがで

きるようにする指導 

・ 言ⴥのᴫᛕの⌮ゎがᅔ難な児童・生徒に、ᵝ䚻な場㠃でぢたりゐ䛳たりする体㦂的なά動と言ⴥを

㛵㐃付けながら基♏的なᴫᛕの形成をᅗるようにする指導 
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⮬㛢⑕⪅ 

䠑㻌 ㌟యのື䛝㻌

䠄䠍䠅 ጼໃ䛸㐠ື䞉ືసのᇶᮏⓗᢏ⬟䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ඲身又は身体各部位の➽⫗に適ᗘな⥭ᙇ≧態をసりฟ䛫るようにする指導

䠄䠏䠅 ᪥ᖖ⏕ά䛻ᚲせ䛺ᇶᮏືస䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ᭩Ꮠ、ᥥ⏬等の学習に必要な基ᮏ動సを身に付け䛥䛫ることができるようにする指導

䠄䠑䠅 సᴗ䛻ᚲせ䛺ືస䛸෇⁥䛺㐙⾜䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ୧ᡭの༠応や┠とᡭの༠応動సが෇⁥に㐙行できるようにする指導

・ 児童・生徒が、ᡭ㊊を༠ㄪ䛥䛫て動かすことやᚤ⣽な㐠動をすることにᅔ難がぢられる場合に、┠的

に༶して意ᅗ的に身体を動かしたり、ẁ㝵的に高ᗘな動きを身に付け䛥䛫たりする指導 

・ ⯆࿡をも䛳ていることを生かしながら㐨ල等を౑䛳てᡭ指を動かす体㦂を✚み㔜ね、ᕦ⦓性を高めら

れるようにする指導 

・ 障害の≧態によ䛳て、身体の動きの㠃で、㛵ಀする教科等の学習との㛵㐃をᅗり、┠とᡭの༠応した

動き、ጼໃやస業のᣢ⥆性な䛹について、自ᕫㄪᩚできるようにする指導 

・ 児童・生徒に、స業のやり᪉䜈のこ䛰わりを࿴ら䛢たり、指導者の♧すᡭᮏをᶍೌしようとするẼᣢち

を育てたりする指導 

䠒㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌

䠄䠍䠅 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁のᇶ♏ⓗ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 人とやりとりするᴦし䛥を࿡わわ䛫、䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁をとろうとする意ḧを育てる指導

・ ヰす人の᪉ྥをぢるな䛹の、ヰを⪺く態ᗘを身に付け䛥䛫る指導

・ 他者と┦஫஺ὶする㝿に必要な䝬䝘ーやᢏ⬟等の基♏的なຊを身に付け䛥䛫る指導

・ 児童・生徒が、ᮃましい᪉法で意ᛮや要ồな䛹がఏわる⤒㦂を✚み㔜ねられるようにする指導

䠄䠎䠅 ゝㄒのཷᐜ䛸⾲ฟ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ヰし言ⴥや⤮・グ号・文Ꮠ等を用いて、┦ᡭの意ᅗを受けṆめたり、自分の⪃えをఏえたりするຊを

身に付け䛥䛫る指導 

・ 視ぬ的なᡭ᥃かりをά用しながら┦ᡭのヰを⪺くな䛹、ᵝ䚻な䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁のᡭẁをά用してṇ

☜にやりとりをすることができるようにする指導 

䠄䠏䠅 ゝㄒのᙧᡂ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 語ᙡや文法体⣔の習ᚓとともに、それらを通して言語のᴫᛕを形成できるようにする指導

・ 言語によ䛳て体㦂や⪃えをᩚ⌮し、ᛮ⪃を῝めたりᗈ䛢たりすることができるようにする指導

䠄䠑䠅 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ࿘ᅖの≧ἣに㛵する適ษな情ሗをᚓたり、㞺ᅖẼをㄞみ取䛳たりすることができるようにする指導

・ ≧ἣがኚ໬した場合に、ᰂ㌾で適ษな対応ができるようにする指導

・ 自分が⌮ゎしたෆᐜにㄗりがないか䛹うかを☜かめるな䛹、୺体的に㛵わろうとすることができるよう

にする指導 
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᝟⥴㞀ᐖ⪅ 

䠍㻌 ೺ᗣのಖᣢ㻌

䠄䠍䠅 ⏕άの䝸䝈䝮䜔⏕ά⩦័のᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 生育Ṕやᐙᗞ⎔ቃ等が要ᅉとなり、生άの䝸ズ䝮が不規則であ䛳たり、生ά習័の形成がᅔ難䛰䛳

たりする児童・生徒が、ᐙᗞとのᐦ᥋な㐃ᦠの下で生ά習័や生άの䝸ズ䝮を自ら形成することができ

るようにする指導 

䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㐣ཤのኻᩋ⤒㦂等により、自ಙをなくしたり、情緒が不Ᏻ定になりやすか䛳たりする児童・生徒が、自

ಙをもつことができるようにする指導 

・ 生ά⎔ቃな䛹ᵝ䚻な要ᅉからᚰ⌮的に⥭ᙇしたり不Ᏻにな䛳たりする≧態が⥅⥆し、㞟ᅋ参加が難

しくな䛳ている児童・生徒の⎔ቃをᨵၿすることで、情緒のᏳ定をᅗる指導 

䠄䠎䠅 ≧ἣの⌮ゎ䛸ኚ໬䜈のᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 児童・生徒がᏳᚰして参加できる㞟ᅋᵓ成やά動ෆᐜ等のᕤኵをし、᭦に指導者が付きῧ䛳て適

ษな援ຓをするな䛹して情緒のᏳ定をᅗりながら、ᵝ䚻な場㠃に対応できるようにする指導 

・ ᚰ⌮的なవ⿱がなく、人の行動や⾲情な䛹のち䜗䛳としたኚ໬にもᩄឤに཯応して、自分に༴害が

加わるとᛮ䛳て㐣๫に㜵⾨したり、䛹う対応していいか分からずに、わ䛦とྏられるような行動をと䛳てし

ま䛳たり、適ษな行動がとれなくな䛳てしまう児童・生徒に対して、ኚ໬䜈の⪏性を育てたり、่⃭䜈の

㐣๫な཯応を࿴ら䛢たりする指導 

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ୖཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 障害に㉳ᅉしてᚰ⌮的なᏳ定をᅗることがᅔ難な≧態にある児童・生徒に、Ꮚ౪ྠኈの自↛な㛵わ

りを大ษにしたり、ඛ㍮の⪃え᪉を参⪃にしたりするな䛹してᚰ⌮的Ᏻ定をᅗり、✚ᴟ的に行動しようと

する態ᗘを育てる指導 

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠍䠅 ௚⪅䛸の䛛䛛䜟䜚のᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ┤᥋的に指導をᢸ当する教ᖌをỴめるな䛹して、教ᖌとのᏳ定した㛵ಀを形成して┦஫に㛵わり合う

⣲ᆅをసる指導 

・ 人に対する基ᮏ的なಙ㢗ឤがᕼⷧな児童・ 生徒とಙ㢗㛵ಀを形成する指導

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自ᕫに対する▱㆑や䜲䝯ー䝆が、ᵝ䚻な⤒㦂や他者とのẚ㍑によ䛳てప下しており、自ಙをኻ䛳てい

る児童・生徒の、自ᕫ⫯定ឤな䛹を高める指導 

䠄䠐䠅 㞟ᅋ䜈のཧຍのᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 人に対する基ᮏ的ಙ㢗ឤを回᚟し、㞟ᅋに参加するためのᡭ㡰やỴまりをᏲ䛳て、㐟びや㞟ᅋά動

にᏳᚰして参加できるようにする指導 

䠒㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌

䠄䠑䠅 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㑅ᢥ性か䜣㯲の児童・生徒が、Ᏻᚰできる≧ἣやಙ㢗できる人㛫㛵ಀの中で、⯆࿡・㛵ᚰのあるά

動をඹឤしながら一緒に行䛳たり、᪥グやస文な䛹でẼᣢちや意ᛮを஺᥮したりすることができるように
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᝟⥴㞀ᐖ⪅ 

する指導 

・ 㑅ᢥ性か䜣㯲の児童・生徒が、≧ἣに応じて、➹ㄯな䛹のヰし言ⴥ以እの䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁ᡭẁも

ά用することができるようにする指導 

・ ẼᣢちをᏳ定䛥䛫、Ᏻᚰできる≧ἣや人㛫㛵ಀの中で⣲┤に自分のᛮいやẼᣢちを⾲⌧できるよう

にする指導 
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ᙅど⪅ 

䠍㻌 ೺ᗣのಖᣢ㻌

䠄䠎䠅 ⑓Ẽの≧ែの⌮ゎ䛸⏕ά⟶⌮䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㐍行性║⑌ᝈの場合の、自ᕫの║⑌ᝈとぢえ᪉の≧態を⌮ゎし視ぬ⟶⌮を行うための指導

䠄䠏䠅 ㌟యྛ㒊の≧ែの⌮ゎ䛸㣴ㆤ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ Ⓨ㐩ẁ㝵に応じて、┠のᵓ㐀やാき、自ᕫの視ຊや視㔝な䛹の≧態について༑分に⌮ゎをᅗる指導

・ ಖ᭷する視ぬᶵ⬟を⥔ᣢするために、║㙾や䝁䞁䝍䜽䝖䝺䞁ズ、㐽ග䝺䞁ズな䛹の扱いや、║ᅽを䝁䞁䝖

䝻ー䝹するための点║⸆や学習中のጼໃ、㐠動、༴㝤な場㠃の対ฎな䛹、᪥常生άで␃意する஦᯶を⌮

ゎし、視ぬ⟶⌮を適ษに行うことができるようにする指導 

䠄䠐䠅 㞀ᐖの≉ᛶの⌮ゎ䛸⏕ά⎔ቃのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のぢえ᪉の特ᚩを⌮ゎし、ぢえ᪉に応じて、自分が生άしやすいように自ら⎔ቃをㄪᩚしたり、他

者に౫㢗して☜認したりできるようにする指導 

䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 障害があることや㐣ཤのኻᩋ⤒㦂等により自ಙをなくしたり情緒が不Ᏻ定になりやすか䛳たりする場合

に、自ಙがもてるようにບますな䛹して、自分のよ䛥にẼ付か䛫ά動䜈の意ḧをಁす指導 

䠄䠎䠅 ≧ἣの⌮ゎ䛸ኚ໬䜈のᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ぢえにく䛥から࿘ᅖの≧ἣをᢕᥱすることが難しいために不Ᏻになる場合に、ぢえ᪉やそれに㉳ᅉする

ᅔ難を㋃まえて、指導者が≧ἣを言ⴥでㄝ᫂したり、一緒に行動して☜かめたりすることで情緒的なᏳ定

をᅗる指導 

・ ≧ἣをᢕᥱし⌮ゎするために༑分な時㛫を☜ಖした上で、ಖ᭷する視ぬや他のឤぬをά用して≧ἣを

ᢕᥱし、位置を▱るためのᡭ᥃かりや┠༳（䝷䞁䝗䝬ー䜽）を基に行動したり、自ら必要な情ሗをᚓるために

身㏆な人に対して的☜な援ຓを౫㢗したりするຊな䛹をఙ䜀す指導 

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ୖཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ぢえにく䛥からくるᅔ難をᨵၿ・ඞ᭹しようとດຊする態ᗘを身に付け䛥䛫るための指導

・ 自分のよ䛥やᚓ意なことにẼ付き、自分自身に自ಙをもつための指導

・ ྠじ障害のある者ྠኈの自↛な㛵わりを大ษにしたり、♫఍でά㌍しているඛ㍮の生き᪉や⪃え᪉を

参⪃にしたりするな䛹して、ᚰ⌮的なᏳ定をᅗり、障害をᨵၿ・ඞ᭹して✚ᴟ的に行動しようとする態ᗘを

育てる指導 

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠍䠅 ௚⪅䛸の䛛䛛䜟䜚のᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ぢえにくいことから他者との㛵わりがᾘᴟ的になりがち䛰䛳たり、適ษな㛵わり᪉をぢてまねることがᅔ

難䛰䛳たりする場合に、┦ᡭのኌの᪉ྥ䜈㢦をྥけたり、┦ᡭとの㊥㞳や≧ἣに応じたኌの大き䛥を⪃え

て行動したりするຊを身に付け䛥䛫る指導や、✚ᴟ的に他者と㛵わろうとする態ᗘや習័を㣴う指導 

䠄䠎䠅 ௚⪅のពᅗ䜔ឤ᝟の⌮ゎ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ┦ᡭの⾲情がぢえにくいことから生じるᅔ難䛥に対して、┦ᡭの視⥺や⾲情、身᣺りに注意してㄞみ取

り、また、ኌのᢚᥭやㄪᏊのኚ໬な䛹を⪺き分けて┦ᡭの意ᅗやឤ情を的☜にᢕᥱするとともに、その場

に応じて適ษに行動することができる態ᗘや習័を㣴う指導 
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�ᙅど⪅ 

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自ᕫ⌮ゎをする上で「ぢえにく䛥」を自分の一つの特ᚩとᤊえ、自ᕫを⫯定的に受けṆめ、自ᕫの⌮ゎ

を῝めるための指導 

・ 必要に応じて࿘ᅖの人䜈自ᕫのぢえ᪉をㄝ᫂し、⌮ゎや援ຓを౫㢗したりするຊをఙ䜀す指導

䠄䠐䠅 㞟ᅋ䜈のཧຍのᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 視ぬ情ሗの不㊊から㞟ᅋ䜈の参加にᅔ難䛥がある場合に、参加するためのᡭ㡰やỴまり、必要な情ሗ

をᚓるための㉁問の௙᪉な䛹を身に付け、✚ᴟ的に参加できるようにするための指導 

䠐㻌 ⎔ቃのᢕᥱ㻌

䠄䠍䠅 ಖ᭷䛩䜛ឤぬのά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ಖ᭷する視ぬを᭱大㝈にά用するとともにその他のឤぬも༑分にά用し、学習や᪥常生άに必要な情

ሗを཰㞟するための指導 

䠄䠎䠅 ឤぬ䜔ㄆ▱の≉ᛶ䛻䛴䛔䛶の⌮ゎ䛸ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自ᕫのぢえ᪉の特性を⌮ゎし、自らぢえやすい⎔ቃをᩚえるとともに、視ぬ的情ሗを的☜にධᡭ、ฎ

⌮するための指導 

・ ᫂るいᡤでぢえにくい⩈᫂やᬯいᡤでぢえなくなるኪ┣がある場合、ά動しやすい᫂る䛥が分かり、Ᏻ

඲㠃に自ら␃意して行動できるようにするための指導 

䠄䠏䠅 ឤぬの⿵ຓཬ䜃௦⾜ᡭẁのά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ᣑ大ㄞ᭩ჾや㐲用・㏆用弱視䝺䞁ズな䛹の視ぬ⿵ຓල、䝍䝤䝺䝑䝖➃ᮎな䛹をຠᯝ的にά用するᢏ⬟

を身に付け䛥䛫る指導 

・ 㐲用弱視䝺䞁ズで動いている䝞䝇の行きඛ⾲♧や時้⾲、⾤㢌のᶆ㆑な䛹を▐時にㄞみ取䛳たり、㏆

用弱視䝺䞁ズで⾲や䜾䝷䝣の数್を⣲᪩くṇ☜にㄞみ取䛳たりするな䛹、Ⓨ㐩ẁ㝵に応じて、⦓ᐦなస業

を෇⁥に㐙行する⬟ຊのྥ上と㛵㐃付けた指導 

・ ᛮ᫓期になると࿘ᅖの人からぢられていることをẼにして弱視䝺䞁ズの౑用をためらいがちになることに

対応して、各✀の弱視䝺䞁ズな䛹を౑䛳てよくぢえる体㦂を⧞り㏉すことにより、ప学ᖺのẁ㝵から障害の

受ᐜをᅗり、障害によるᅔ難な≧態をᨵၿ・ඞ᭹する意ḧをႏ㉳する指導 

䠄䠐䠅 ឤぬ䜢⥲ྜⓗ䛻ά⏝䛧䛯࿘ᅖの≧ἣ䛻䛴䛔䛶のᢕᥱ䛸≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯⾜ື䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 一人でᕷ⾤をṌくために、஦前に㢌の中のᆅᅗ（䝯䞁䝍䝹䝬䝑䝥）をᥥいたり、Ṍ行中は位置を▱るため

のᡭ᥃かりや┠༳となるᘓ≀や࿘ᅖの㡢な䛹ᵝ䚻なឤぬを通してᚓられる情ሗを⥲合的にά用して㢌の

中にᥥいたᆅᅗと↷らし合わ䛫たりして☜かめながらṌ行するຊをఙ䜀す指導 

・ ಖ᭷する視ぬや他のឤぬをά用して対象≀の形や大き䛥、ᡭゐり、ᵓ㐀、ᶵ⬟等をほᐹしたり、教室、

ᘓ≀、ᕷ⾤な䛹のᆅ⌮的な㛵ಀを⌮ゎしたりする指導 

・ 適ษに認▱したり行動したりする㝿のᡭ᥃かりとして、教ᮦ・教ලのᕤኵや⎔ቃタ定䜈の㓄៖によりい

を཰㞟䛧࿘ᅖの≧ἣをᢕᥱ䛧たり、䛭䜜にᇶ䛵䛔て的☜なุ᩿や⾜ືを䛧たりするための指導㻌

ሗの☜認ᡭẁを活⏝䛧、⮬分の఩⨨と࿘ᅖの≧ἣを的☜にุ᩿䛧て⾜ືできるようにする指導㻌

䋨䋵䋩 ⹺⍮䉇ⴕേのᚻដ䈎䉍䈫䈭る᭎ᔨのᒻᚑに㑐䈜る䈖䈫䇯

・ ಖ᭷視ᶵ⬟や視覚の⿵ຓᡭẁを活⏝するとともに、⫈覚やゐ覚等௚のឤ覚を⥲ྜ的に活⏝䛧て᝟ሗ

・ Ⓨ㐩のẁ㝵や障害の≧ἣな䛹、必要に応じて、ಶே➃ᮎの䝘䝡䝀䞊䝅䝵䞁ᶵ⬟な䛹を฼⏝䛧た఩⨨᝟
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ろいろなものの的☜な䜲䝯ー䝆やᴫᛕと言ⴥを⋓ᚓし、的☜にά用できるようにする指導 

䠑㻌 ㌟యのື䛝㻌

䠄䠍䠅 ጼໃ䛸㐠ື䞉ືసのᇶᮏⓗᢏ⬟䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 視ぬ的ᶍೌがᅔ難な㐠動・動సの⋓ᚓのために、指導者の身体やᶍᆺな䛹を㛫㏆でぢたりゐ䛳たりし

て☜認䛥䛫たᚋ、自分でᐇ㝿に身体を動かして学習䛥䛫るな䛹して、ጼໃや㐠動のឤぬ（䝪䝕䜱䜲䝯ー䝆）

を高めるとともにṇしいጼໃを身に付け、㐠動・動సの基ᮏ的ᢏ⬟を身に付け䛥䛫る指導 

䠄䠏䠅 ᪥ᖖ⏕ά䛻ᚲせ䛺ᇶᮏືస䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ぢえやすい⎔ቃや౑いやすい㐨ලをᕤኵしながら、᪥常生άに㛵わる身㎶ฎ⌮及び学習のための動

సな䛹の基ᮏ動సの⋓ᚓとᢏ⬟のྥ上をᅗる指導 

䠄䠐䠅 ㌟యの⛣ື⬟ຊ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ Ⓨ㐩ẁ㝵に応じて、基ᮏ的なṌ行ᢏ⾡の習ᚓや援ຓを౫㢗する᪉法な䛹を身に付け、ಖ᭷する視ぬ

や他のឤぬを᭷ຠにά用したり視ぬ⿵ຓලを適ษにά用したりして、一人でᏳ඲に┠的ᆅまで行くため

の指導 

䠄䠑䠅 సᴗ䛻ᚲせ䛺ືస䛸෇⁥䛺㐙⾜䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ స業に必要な基ᮏ動సの習ᚓと、┠とᡭの༠応や୧ᡭの༠応、ᡭ指のᕦ⦓性をྥ上䛥䛫る指導

・ 視ぬ情ሗの不㊊からస業の඲ᕤ程をᢕᥱすることがᅔ難な場合、஦前に඲てのᡭ㡰を⌮ゎ䛥䛫たり༑

分なస業時㛫を☜ಖしたりしながら、ぢ通しをも䛳て෇⁥にస業を㐙行するための指導 

䠒㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌

䠄䠏䠅 ゝㄒのᙧᡂ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ල体的な஦≀や⌧象、動సと言ⴥとを対応䛥䛫て☜かな䜲䝯ー䝆に⿬付けられた言ⴥを⋓ᚓするため

に、言ⴥの意࿡をṇしく⌮ゎしά用できるようにする指導 

䠄䠐䠅 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁの㑅ᢥ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ᣑ大文Ꮠによる䝕䜱䝇䝥䝺䜲上での編㞟に習⇍するな䛹、䝁䞁䝢䝳ー䝍の᧯సᢏ⬟の習ᚓをᅗる指導

・ 㐍行性║⑌ᝈでᬑ通の文Ꮠを౑用した学習がᅔ難にな䛳た場合、適ษな時期に౑用文Ꮠを点Ꮠにษ

り替える等、学習ຠ⋡を⪃えた文Ꮠ㑅ᢥに㛵する指導 

䠄䠑䠅 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 場に応じたヰ㢟の㑅ᢥ、部ᒇのᗈ䛥や≧ἣに応じたኌの大き䛥のㄪ⠇、場や≧ἣに応じたヰし᪉な䛹、

┦ᡭや≧ἣに応じた適ษな䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁に㛵する指導 
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䋱 ஜᐽの଻ᜬ 

䋨２䋩 ∛᳇の⁁ᘒのℂ⸃䈫↢ᵴ▤ℂに㑐䈜る䈖䈫䇯

䋨䋳䋩 り૕ฦ部の⁁ᘒのℂ⸃䈫㙃⼔に㑐䈜る䈖䈫䇯

るようにする指導

䋨䋴䋩 㓚ኂの․ᕈのℂ⸃䈫↢ᵴⅣႺの⺞ᢛに㑐䈜る䈖䈫䇯

の特ᛶを⮬䜙⌮ゎ䛧、䛭䜜を௚者にఏ䛘ることができるようにする指導

䋨䋵䋩 ஜᐽ⁁ᘒの⛽ᜬ䊶ᡷༀに㑐䈜る䈖䈫䇯

ែの⥔ᣢにດめることができるようにする指導

２ ᔃℂ⊛䈭቟ቯ 

䋨䋱䋩 ᖱ✜の቟ቯに㑐䈜る䈖䈫䇯

が୙Ᏻᐃになりやすか䛳たりするሙྜには、ᶵ఍をぢ௜けて⮬分のよ䛥にẼ௜䛔たり、⮬ಙがもてるよう

に䛧たりする指導

䋨２䋩 ⁁ᴫのℂ⸃䈫ᄌൻ䈻のኻᔕに㑐䈜る䈖䈫䇯

生ᚐに、⫈覚とともに視覚的な᝟ሗを活⏝䛧て≧ἣを⌮ゎ䛧たりኚ໬にᑐ応䛧たりできるようにする指導

䋨䋳䋩 㓚ኂによるቇ⠌਄෶䈲↢ᵴ਄の࿎㔍䉕ᡷༀ䊶స᦯䈜るᗧ᰼に㑐䈜る䈖䈫䇯

を克服することができると䛔うᡂຌ⤒㦂を✚䜏㔜ね、⮬ಙをも䛳て、୙ᚓពなことにも✚ᴟ的に取り⤌もう

とするពḧを⫱てる指導

䜜ᑗ᮶のぢ通䛧をも䛳たりするな䛹䛧て、ᚰ⌮的なᏳᐃを図り、障害を⮬分なりにཷけṆめ、✚ᴟ的に⾜

ື䛧ようとするែ度を⫱てる指導

䋳 ੱ㑆㑐ଥのᒻᚑ 

䋨䋱䋩 ઁ⠪䈫の䈎䈎䉒䉍のၮ␆に㑐䈜る䈖䈫䇯

ᴟ的にな䛳て䛔るඣ❺・生ᚐに、⮬分のពᛮがఏ䜟䛳たと䛔う‶㊊ឤやேと㛵䜟るᴦ䛧䛥を࿡䜟䜟䛫、

௚者と✚ᴟ的に㛵䜟りた䛔と䛔うពḧを⫱てる指導

・ ୰⪥⅖や体ㄪのኚ໬な䛹による⫈ຊのኚືにὀព䛧たり、᪩ᮇにᑐ応䛧たりできるようにする指導

・ Ⓨ㐩のẁ㝵に応じて、⪥のᵓ㐀や⮬ᕫの⪺こ䛘の≧ែに䛴䛔て༑分な⌮ゎを図る指導

・ ⿵⫈ჾな䛹を⏝䛔る㝿の␃ពⅬに䛴䛔て⌮ゎをಁすな䛹䛧て、⮬䜙㐺ษな⪺こ䛘の≧ែを⥔ᣢでき

・ 必要に応じて、ᑓ㛛の་ᖌやゝㄒ⫈覚ኈな䛹のຓゝを、⮬䜙ᚓることができるようにする指導

・ 時とሙྜによ䛳て⪺こ䛘たり⪺こ䛘なか䛳たりすることにẼ௜か䛫るな䛹、⪺こ䛘の≧ἣや⫈覚障害

・ ᐃᮇ的にᑓ㛛の་ᖌやゝㄒ⫈覚ኈ䜙のຓゝをᚓて、⫈ຊの㐺ษな⟶⌮ができるようにする指導

・ ὀពを㞟୰䛧て⪺䛟ことによる⑂䜜やす䛥を、つ๎ṇ䛧䛔生活な䛹をᚰ᥃けることで㍍ῶ䛧、೺ᗣ≧

・ ⪺こ䛘に䛟䛥のため、ᛮうようにẼᣢ䛱や⪃䛘をఏ䛘䜙䜜な䛔ことな䛹により、⮬ಙをな䛟䛧たり、᝟⥴

・ ⪺こ䛘に䛟䛥による᝟ሗ୙㊊で、≧ἣの⌮ゎやኚ໬にẼ௜䛟ことができ䛪、୙Ᏻになりが䛱なඣ❺・

・ ≧ἣや䛭のኚ໬に䛴䛔て཭㐩や教ᖌにᑜねて᝟ሗをᚓることができるようにする指導

・ ⮬分の⪺こ䛘の特ᚩを⌮ゎ䛧、⿵⫈ჾな䛹の⿵ຓ的ᡭẁや⮬分のᚓពな㠃を活⏝することで、困難

・ 難⫈の䛒る者ྠኈの⮬↛な㛵䜟りを኱ษに䛧たり、♫఍で活㌍䛧て䛔るඛ㍮の生き᪉や⪃䛘᪉にゐ

・ ⪺こ䛘に䛟䛥によるពᛮ␯通の困難䛥や௚者とᚰᆅよ䛟㛵䜟る⤒㦂の୙㊊か䜙、௚者との㛵䜟りにᾘ
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䠄䠎䠅 ௚⪅のពᅗ䜔ឤ᝟の⌮ゎ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 聴ぬ的な情ሗの不㊊から࿘ᅖの人のఱẼない఍ヰがᤊえられないな䛹、聴ぬ的な情ሗのᢕᥱが෇

⁥でないため、視ぬ的なᡭ᥃かり䛰けでุ᩿したり、自ᕫ中ᚰ的にᤊえたりしやすく、┦ᡭのឤ情に応

じて適ษに行動できなか䛳たりすることがある児童・生徒に、≧ἣの᥎⛣についても᣺り㏉りながら㡰ᗎ

❧てて⪃えるな䛹、ฟ᮶஦のὶれに基づいて⥲合的にุ᩿できるようにする指導 

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の⪺こえの特ᚩや⿵聴ჾ・人ᕤෆ⪥の特性について⌮ゎをᅗる指導

・ ⿵聴ჾな䛹をά用すれ䜀できること、支援があれ䜀できることな䛹について⌮ゎをಁし、必要に応じ

て、࿘ᅖの人に自分の⪺こえの特ᚩをㄝ᫂し、援ຓをồめたり⎔ቃをᩚえたりすることができるようにす

る指導 

・ 成ᑵឤを࿡わうことができるά動をタ定し、自ᕫを⫯定的にᤊえるឤ情を高める指導

䠄䠐䠅 㞟ᅋ䜈のཧຍのᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 情ሗの不㊊から、᪥常生άで必要と䛥れるᵝ䚻な䝹ー䝹や常㆑な䛹の⌮ゎ、それに基づいた行動

がᅔ難な児童・生徒に、⫼ᬒを᝿ീしたり、䜾䝹ー䝥学習な䛹をά用したりして、䛹のように行動す䜉き

か、┦ᡭは䛹のように受けṆめるかな䛹について、ල体的なやりとりを通して⌮ゎできるようにする指導 

・ 必要に応じて援ຓをồめるな䛹して、✚ᴟ的に㞟ᅋに参加しようとする態ᗘを㣴う指導

䠐㻌 ⎔ቃのᢕᥱ㻌

䠄䠍䠅 ಖ᭷䛩䜛ឤぬのά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ⿵聴ჾや人ᕤෆ⪥の⿦用により、ಖ᭷する聴ຊを༑分にά用していくための指導

䠄䠎䠅 ឤぬ䜔ㄆ▱の≉ᛶ䛻䛴䛔䛶の⌮ゎ䛸ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の⪺こえの特ᚩや⪺き取りやすい条௳を⌮ゎし、視ぬ的な情ሗな䛹ᚓ意な᪉法を✚ᴟ的にά

用したり、条௳や⎔ቃをᩚえたりして、≧ἣを認▱することができるようにする指導 

䠄䠏䠅 ឤぬの⿵ຓཬ䜃௦⾜ᡭẁのά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 文Ꮠやᅗ、ㄞヰ、ᡭヰや指文Ꮠな䛹の視ぬ的な情ሗ、䠢䠩⿵聴ჾ、ගや᣺動で情ሗをఏえるᶵჾな

䛹の特ᚩ及びᶵ⬟を的☜に⌮ゎし、ಶ䚻の障害や場㠃に応じてά用できるようにする指導 

・ 必要な情ሗをᚓるために、要⣙➹グ（䝜ー䝖䝔䜲䜽）、䝟䝋䝁䞁要⣙➹グ、ᡭヰ通ヂな䛹┦ᡭや場㠃に

応じた援ຓを౫㢗できるようにする指導 

䠄䠐䠅 ឤぬ䜢⥲ྜⓗ䛻ά⏝䛧䛯࿘ᅖの≧ἣ䛻䛴䛔䛶のᢕᥱ䛸≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯⾜ື䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 聴ぬをά用するとともに、視ぬやႥぬな䛹のឤぬも⥲合的にά用して情ሗを的☜に཰㞟し、࿘ᅖの

≧ἣを⌮ゎすることができるようにする指導 

・ 䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁の不༑分䛥な䛹により≀஦の᥎⛣や┦ᡭの⪃えな䛹をண できにくい児童・生徒に

は、多ᵝなᡭẁをά用し、それまでにᚓている情ሗと↷らし合わ䛫ながら、࿘ᅖの≧ἣや人のẼᣢちや

௒ᚋのᒎ㛤な䛹を᥎ᐹすることができるようにする指導 

䠄䠑䠅 ㄆ▱䜔⾜ືのᡭ᥃䛛䜚䛸䛺䜛ᴫᛕのᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 生άや学習のᵝ䚻なᶵ఍を通じて、⤒㦂やస業な䛹の行動の㐣程を的☜な言ⴥに⤖び付けていき、

言ⴥと行動の対応㛵ಀを⧞り㏉していくことで、そのᴫᛕを的☜に身に付け䛥䛫る指導 
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䠑㻌 ㌟యのື䛝㻌

䠄䠑䠅 సᴗ䛻ᚲせ䛺ືస䛸෇⁥䛺㐙⾜䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ Ⓨኌ䡡Ⓨ語ჾᐁのᚤ⣽な動きをぬえたり、それをㄪᩚするຊを高めたりし、ṇしくⓎ㡢できるようにす

る指導 

䠒㻌 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌

䠄䠍䠅 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁のᇶ♏ⓗ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 人とやりとりするᴦし䛥を࿡わわ䛫、䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁をとろうとする意ḧを育てる指導

・ ┦ᡭを注視する態ᗘやᵓえな䛹のഴ聴態ᗘを身に付け䛥䛫、┦ᡭのヰを意㆑して⪺こうとする態ᗘ

を㣴う指導 

䠄䠎䠅 ゝㄒのཷᐜ䛸⾲ฟ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 言ⴥをᵓ成している㡢な䛹を⪺き分ける聴ぬ的ᘚ別ຊや、文Ꮠに㛵する▱㆑な䛹を身に付け䛥䛫、

≧ἣに合䛳た言ⴥを適ษにఏえたり⌮ゎしたりするຊを高める指導 

・ ಶ䚻のຊや≧ἣに応じて、㡢ኌ䛰けでなく、身᣺り、ᡭヰ・指文Ꮠや文Ꮠな䛹をά用して、児童・生

徒が自分の意ᛮを┦ᡭに分かるようにఏえるຊを高める指導 

・ 㡢をᘚ別するຊやᵓ㡢㐠動をㄪᩚするຊを高め、ṇしいⓎ㡢を習ᚓ䛥䛫、Ⓨヰの᫂░ᗘを上䛢る

指導 

䠄䠏䠅 ゝㄒのᙧᡂ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 生ά⤒㦂の言語໬、㛵㐃付けな䛹を通して、語ᙡの習ᚓや上位ᴫᛕ、ᒓ性、㛵㐃語な䛹の言語ᴫ

ᛕを形成する指導 

・ 言ⴥの意࿡⌮ゎを῝め、ᢳ象的な言ⴥの⌮ゎ、文法な䛹に༶した⾲⌧をಁすな䛹して、体⣔的な言

語の習ᚓをᅗる指導 

・ 文❶をㄞ䜣で⌮ゎしたり、自分の⪃えを᭩いて⾲⌧したりできるようにする指導

・ 言ⴥによ䛳て体㦂や⪃えをᩚ⌮し、ᛮ⪃を῝めたりᗈ䛢たりできるようにする指導

䠄䠐䠅 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡭẁの㑅ᢥ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㡢ኌや文Ꮠ、⿵ຓᡭẁとしての⿵聴ჾや人ᕤෆ⪥、௦行ᡭẁとしてのㄞヰや指文Ꮠ、ᡭヰな䛹の

ᵝ䚻な䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁ᡭẁを、聴ぬ障害の≧態やⓎ㐩ẁ㝵、場㠃な䛹に応じて、㑅ᢥしたり⤌み合

わ䛫たりして、୺体的に䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁が行えるようにする指導 

䠄䠑䠅 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ࿘ᅖの≧ἣに㛵する適ษな情ሗをᚓる、自分が受けṆめたෆᐜにㄗりがないか䛹うかを☜かめる、

≧ἣがኚ໬した場合にᰂ㌾で適ษな対応ができる、必要に応じて援ຓをồめるな䛹、児童・生徒が୺

体的にุ᩿しやりとりしようとする態ᗘやᢏ⬟を身に付け䛥䛫る指導 

・ ┦ᡭの❧場やẼᣢち、≧ἣな䛹に応じて、適ษな言ⴥの౑い᪉ができるようにする指導
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䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ኻᩋ⤒㦂から自ಙをኻ䛳たり、情緒が不Ᏻ定になりやすか䛳たりする児童・生徒に、自分のよ䛥にẼ

付か䛫たり、自ಙがもてるようにບましたりしてά動䜈の意ḧをಁす指導 

䠄䠎䠅 ≧ἣの⌮ゎ䛸ኚ໬䜈のᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 場ᡤや場㠃の≧ἣを⌮ゎしてᚰ⌮的な᢬ᢠを㍍ῶしたり、ኚ໬する≧ἣを⌮ゎして適ษに対応した

りできるようにする指導 

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ୖཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の障害の≧態を⌮ゎしたり受けṆめたりして、ᅔ難をᨵၿ䡡ඞ᭹しようとする意ḧをもた䛫る指導

・ 自分のᚓ意な㠃とⱞᡭな㠃を▱り、ᚓ意な㠃をά用することでᅔ難をඞ᭹することができるという⤒

㦂を䛥䛫る指導 

・ 成ຌ体㦂を✚み㔜ねることで自分に自ಙをもてるようにし、ⱞᡭなことにも✚ᴟ的に❧ちྥかう意ḧ

をもた䛫る指導 

・ 䝍䝤䝺䝑䝖➃ᮎな䛹を用いて、ⱞᡭ意㆑を㍍ῶ䛥䛫たり意ḧをもた䛫たりする指導

䠄䠐䠅 㞀ᐖの≉ᛶの⌮ゎ䛸⏕ά⎔ቃのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の特性にẼ付き、自分を認め、生άする上で必要な支援をồめられるようにする指導

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠍䠅 ௚⪅䛸の䛛䛛䜟䜚のᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 他者と㛵わりたいという意ḧをもた䛫る指導

・ 人と㛵わるᴦし䛥やᚰᆅよ䛥を࿡わえるような指導

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のᚓ意なことやⱞᡭなこと、自分の行動の特ᚩな䛹を⌮ゎ䛥䛫、㞟ᅋの中で≧ἣに応じた行動

ができるようにする指導 

䠄䠐䠅 㞟ᅋ䜈のཧຍのᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㞟ᅋの㞺ᅖẼに合わ䛫たり、㞟ᅋに参加するために必要なᡭ㡰やỴまりを⌮ゎしたりして、㐟びや

㞟ᅋά動な䛹に✚ᴟ的に参加できるようにする指導 

・ 児童・生徒が、཭㐩との఍ヰの⫼ᬒや⤒㐣を㢮᥎することが難しいために㞟ᅋに✚ᴟ的に参加でき

ない場合に、᪥常的によく౑われる཭㐩ྠኈの言い回しや分からないときのᑜね᪉等を身に付け䛥䛫

る指導 

・ 児童・生徒が、㐟びの䝹ー䝹を⪺き₃らしたり、᭱ᚋまで⪺かずに㐟びጞめたりして䝹ー䝹を⌮ゎし

ていない場合に、䝹ー䝹をᑡしずつẁ㝵的に⌮ゎできるように䛥䛫る指導 

・ 児童・生徒が、຾ちたいという意㆑から䝹ー䝹をᏲることができない場合に、適ษな行動を身に付け

䛥䛫る指導 

・ 㐟び䜈の参加᪉法が分からないときの不Ᏻを㙠める᪉法を身に付け䛥䛫る指導
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䋴 ⅣႺのᛠី 

䋨２䋩 ᗵⷡ䉇⹺⍮の․ᕈに䈧䈇䈩のℂ⸃䈫ኻᔕに㑐䈜る䈖䈫䇯

にする指導

に䛧たりする指導

䋨䋴䋩 ᗵⷡ䉕✚ว⊛にᵴ↪䈚䈢๟࿐の⁁ᴫに䈧䈇䈩のᛠី䈫⁁ᴫにᔕ䈛䈢ⴕേに㑐䈜る䈖䈫䇯

きるようにする指導

ືができるようにする指導

ീ䛧てか䜙文字を᭩䛟ことができるような指導

䋨䋵䋩 ⹺⍮䉇ⴕേのᚻដ䈎䉍䈫䈭る᭎ᔨのᒻᚑに㑐䈜る䈖䈫䇯

できるようにする指導

䋵 り૕のേ䈐 

䋨䋱䋩 ᆫ൓䈫ㆇേ䊶േ૞のၮᧄ⊛ᛛ⢻に㑐䈜る䈖䈫䇯

䋨䋳䋩 ᣣᏱ↢ᵴにᔅⷐ䈭ၮᧄേ૞に㑐䈜る䈖䈫䇯

䋨䋵䋩 ૞ᬺにᔅⷐ䈭േ૞䈫౞Ṗ䈭ㆀⴕに㑐䈜る䈖䈫䇯

䜙䜜るようにする指導

たືき、ጼໃやసᴗのᣢ続ᛶな䛹に䛴䛔て、⮬ᕫㄪᩚできるようにする指導

䋶 䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮 

䋨䋱䋩 䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮のၮ␆⊛⢻ജに㑐䈜る䈖䈫䇯

䋨２䋩 ⸒⺆のฃኈ䈫⴫಴に㑐䈜る䈖䈫䇯

ຊを㌟に௜け䛥䛫る指導

・ ඣ❺・生ᚐ一ே一ேのឤ覚や認▱の特ᛶを㋃䜎䛘、⮬分にධ䛳て䛟る᝟ሗを㐺ษにฎ⌮できるよう

・ ඣ❺・生ᚐ一ே一ேのឤ覚の㐣ᩄ䛥や認▱の೫りな䛹の特ᛶにᑐ応できるようにする指導

・ ඣ❺・生ᚐの、ಶ䚻の認▱特ᛶにྜ䜟䛫たゝⴥやᩘの学習の指導

・ 認▱の特ᛶに応じて、ⱞᡭなㄢ㢟を少䛧䛪䛴改善䛧たり、ᚓពな᪉ἲを✚ᴟ的に活⏝できるよう

・ 視覚、⫈覚、ゐ覚な䛹のಖ᭷する䛔䜝䛔䜝なឤ覚を活⏝䛧て࿘ᅖの≧ἣを的☜にᢕᥱすることがで

・ ឤ覚を⥲ྜ的に活⏝䛧てᚓ䜙䜜た᝟ሗか䜙、࿘ᅖの≧ἣや௚者のẼᣢ䛱をᢕᥱ䛧、的☜なุ᩿や⾜

・ ᭩䛟ことの指導をするሙྜ、ᵝ䚻なឤ覚を౑䛳て多㠃的に文字を認識䛧、⮬䜙のືきをල体的に᝿

・ ⤒㦂によ䛳てసり上䛢てきたᴫᛕを、⮬分が᪂たに認▱や⾜ືを㐍めて䛔䛟ために活⏝することが

・ ඲㌟䜎たは㌟体ྛ部఩の➽⫗に㐺度な⥭ᙇ≧ែをసりฟ䛫るようにする指導

・ ᭩字、ᥥ⏬等の学習に必要なᇶᮏືసを㌟に௜け䛥䛫ることができるようにする指導

・ ୧ᡭの༠応や┠とᡭの༠応ືసが෇⁥に㐙⾜できるようにする指導

・ ⯆࿡をも䛳て䛔ることを生か䛧なが䜙㐨ල等を౑䛳てᡭ指をືかす体㦂を✚䜏㔜ね、ᕦ⦓ᛶを㧗め

・ 障害の≧ែによ䛳て、㌟体のືきの㠃で、㛵ಀする教科等の学習との㛵㐃を図り、┠とᡭの༠応䛧

・ ேとやりとりするᴦ䛧䛥を࿡䜟䜟䛫、䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁をと䜝うとするពḧを⫱てる指導

・ ヰすேの᪉ྥをぢるな䛹の、ヰを⪺䛟ែ度を㌟に௜け䛥䛫る指導

・ ௚者と┦஫஺ὶする㝿に必要な䝬䝘䞊やᢏ⬟等のᇶ♏的なຊを㌟に௜け䛥䛫る指導

・ ヰ䛧ゝⴥやྛ✀の文字・グྕ等を⏝䛔て、┦ᡭのព図をཷけṆめたり、⮬分の⪃䛘をఏ䛘たりする
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䠄䠏䠅 ゝㄒのᙧᡂ䛸ά⏝䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 語ᙡや文法体⣔の習ᚓとともに、それらを通して言語のᴫᛕを形成できるようにする指導

・ 言語によ䛳て体㦂や⪃えをᩚ⌮し、ᛮ⪃を῝めたりᗈ䛢たりすることができるようにする指導

・ 児童・生徒が、文Ꮠや文❶をㄞ䜣で⌮ゎすることがᴟ➃にᅔ難を♧す場合に、䝍䝤䝺䝑䝖➃ᮎな䛹を

ά用して、⪺いて⌮ゎするຊをఙ䜀しながら、ㄞ䜣で⌮ゎするຊを身に付け䛥䛫る指導。 

䠄䠑䠅 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分が⌮ゎしたෆᐜにㄗりがないか䛹うかを☜かめるな䛹、୺体的に㛵わろうとすることができるよう

にする指導 

・ 児童・生徒が、自分でෆᐜをまとめながら⪺く⬟ຊを高めるとともに、分からないときに⪺き㏉す᪉法

や┦ᡭの⾲情にも注┠する態ᗘを身に付け䛥䛫るな䛹して、≧ἣに応じた䝁䝭䝳ニ䜿ー䝅䝵䞁ができるよ

うにする指導 自
立
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を
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䠍㻌 ೺ᗣのಖᣢ㻌

䠄䠍䠅 ⏕άの䝸䝈䝮䜔⏕ά⩦័のᙧᡂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 児童・生徒に、ᩚ⌮・ᩚと䜣な䛹の生ά習័を身に付け䛥䛫る指導

䠎㻌 ᚰ⌮ⓗ䛺Ᏻ定㻌

䠄䠍䠅 ᝟⥴のᏳ定䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ ኻᩋ⤒㦂から自ಙをኻ䛳たり、情緒が不Ᏻ定になりやすか䛳たりする児童・生徒に、自分のよ䛥にẼ

付か䛫たり、自ಙがもてるようにບましたりしてά動䜈の意ḧをಁす指導 

・ 児童・生徒が、⯆ዧを㟼められる᪉法やᐇ㝿にその᪉法を行うことができるようにするための指導

䠄䠏䠅 㞀ᐖ䛻䜘䜛Ꮫ⩦ୖཪ䛿⏕άୖのᅔ㞴䜢ᨵၿ䞉ඞ᭹䛩䜛ពḧ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の障害の≧態を⌮ゎしたり受けṆめたりして、ᅔ難をᨵၿ䡡ඞ᭹しようとする意ḧをもた䛫る指導

・ 自分のᚓ意な㠃とⱞᡭな㠃を▱り、ᚓ意な㠃をά用することでᅔ難をඞ᭹することができるという⤒

㦂を䛥䛫る指導 

・ 成ຌ体㦂を✚み㔜ねることで自分に自ಙをもてるようにし、ⱞᡭなことにも✚ᴟ的に❧ちྥかう意ḧ

をもた䛫る指導 

・ 䝍䝤䝺䝑䝖➃ᮎな䛹を用いて、ⱞᡭ意㆑を㍍ῶ䛥䛫たり意ḧをもた䛫たりする指導

䠄䠐䠅 㞀ᐖの≉ᛶの⌮ゎ䛸⏕ά⎔ቃのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分の特性にẼ付き、自分を認め、生άする上で必要な支援をồめられるようにする指導

䠏㻌 ே㛫㛵ಀのᙧᡂ㻌

䠄䠍䠅 ௚⪅䛸の䛛䛛䜟䜚のᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 人と㛵わるᴦし䛥やᚰᆅよ䛥を࿡わえるような指導

䠄䠏䠅 ⮬ᕫの⌮ゎ䛸⾜ືのㄪᩚ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 自分のᚓ意なことやⱞᡭなこと、自分の行動の特ᚩな䛹を⌮ゎ䛥䛫、㞟ᅋの中で≧ἣに応じた行動

ができるようにする指導 

・ 児童・生徒に、≧ἣに合わ䛫て行動することが自分はⱞᡭであることを⌮ゎ䛥䛫、行動する前に࿘ᅖ

の≧ἣをほᐹしたり、≧ἣを⌮ゎする䜖とりをも䛳たりすることができるようにするための指導 

䠄䠐䠅 㞟ᅋ䜈のཧຍのᇶ♏䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 㞟ᅋの㞺ᅖẼに合わ䛫たり、㞟ᅋに参加するために必要なᡭ㡰やỴまりを⌮ゎしたりして、㐟びや

㞟ᅋά動な䛹に✚ᴟ的に参加できるようにする指導 

・ 児童・生徒が、㐟びの䝹ー䝹を⪺き₃らしたり、᭱ᚋまで⪺かずに㐟びጞめたりして䝹ー䝹を⌮ゎし

ていない場合に、䝹ー䝹をᑡしずつẁ㝵的に⌮ゎできるように䛥䛫る指導・児童・生徒が、⯆ዧを㟼めら

れる᪉法やᐇ㝿にその᪉法を行うことができるようにするための指導 

・ 児童・生徒が、຾ちたいという意㆑から䝹ー䝹をᏲることができない場合に、適ษな行動を身に付け

䛥䛫る指導 

・ 㐟び䜈の参加᪉法が分からないときの不Ᏻを㙠める᪉法を身に付け䛥䛫る指導

䠐㻌 ⎔ቃのᢕᥱ㻌

䠄䠎䠅 ឤぬ䜔ㄆ▱の≉ᛶ䛻䛴䛔䛶の⌮ゎ䛸ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹

・ 児童・生徒一人一人のឤぬや認▱の特性を㋃まえ、自分にධ䛳てくる情ሗを適ษにฎ⌮できるよう
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ὀពḞ㝗ከືᛶ㞀ᐖ⪅

にする指導㻌

たりする指導㻌

䋨䋴䋩 ᗵⷡ䉕✚ว⊛にᵴ↪䈚䈢๟࿐の⁁ᴫに䈧䈇䈩のᛠី䈫⁁ᴫにᔕ䈛䈢ⴕേに㑐䈜る䈖䈫䇯

きるようにする指導㻌

ືができるようにする指導

䋨䋵䋩 ⹺⍮䉇ⴕേのᚻដ䈎䉍䈫䈭る᭎ᔨのᒻᚑに㑐䈜る䈖䈫䇯

きるようにする指導㻌

䋵 り૕のേ䈐 

䋨䋱䋩 ᆫ൓䈫ㆇേ䊶േ૞のၮᧄ⊛ᛛ⢻に㑐䈜る䈖䈫䇯

䋨䋳䋩 ᣣᏱ↢ᵴにᔅⷐ䈭ၮᧄേ૞に㑐䈜る䈖䈫䇯

䋨䋵䋩 ૞ᬺにᔅⷐ䈭േ૞䈫౞Ṗ䈭ㆀⴕに㑐䈜る䈖䈫䇯

䜜るようにする指導㻌

ືき、ጼໃやసᴗのᣢ続ᛶな䛹に䛴䛔て、⮬ᕫㄪᩚできるようにする指導㻌

䋶 䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮 

䋨䋱䋩 䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮のၮ␆⊛⢻ജに㑐䈜る䈖䈫䇯

䋨２䋩 ⸒⺆のฃኈ䈫⴫಴に㑐䈜る䈖䈫䇯

☜にやりとりをすることができるようにする指導㻌

䋨䋵䋩 ⁁ᴫにᔕ䈛䈢䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮に㑐䈜る䈖䈫䇯

・ ඣ❺・生ᚐの、ಶ䚻の認▱特ᛶにྜ䜟䛫たゝⴥやᩘの学習の指導

・ 認▱の特ᛶに応じて、ⱞᡭなㄢ㢟を少䛧䛪䛴改善䛧たり、ᚓពな᪉ἲを✚ᴟ的に活⏝できるように䛧

・ 視覚、⫈覚、ゐ覚な䛹のಖ᭷する䛔䜝䛔䜝なឤ覚を活⏝䛧て࿘ᅖの≧ἣを的☜にᢕᥱすることがで

・ ឤ覚を⥲ྜ的に活⏝䛧てᚓ䜙䜜た᝟ሗか䜙、࿘ᅖの≧ἣや௚者のẼᣢ䛱をᢕᥱ䛧、的☜なุ᩿や⾜

・ ⤒㦂によ䛳てసり上䛢てきたᴫᛕを、⮬分が᪂たに認▱や⾜ືを㐍めて䛔䛟ために活⏝することがで

・ ඲㌟又は㌟体ྛ部఩の➽⫗に㐺度な⥭ᙇ≧ែをసりฟ䛫るようにする指導

・ ඣ❺・生ᚐが、ጼໃಖᣢの䝏䜵䝑䜽䝫䜲䞁䝖を⮬分で☜認できるようにする指導

・ ᭩字、ᥥ⏬等の学習に必要なᇶᮏືసを㌟に௜け䛥䛫ることができるようにする指導

・ ୧ᡭの༠応や┠とᡭの༠応ືసが෇⁥に㐙⾜できるようにする指導

・ ඣ❺・生ᚐに、一㐃のసᴗ䜈の㞟୰ຊやᣢ続ຊを㧗めるための指導

・ ⯆࿡をも䛳て䛔ることを生か䛧なが䜙㐨ල等を౑䛳てᡭ指をືかす体㦂を✚䜏㔜ね、ᕦ⦓ᛶを㧗め䜙

・ 障害の≧ែによ䛳て、㌟体のືきの㠃で、㛵ಀする教科等の学習との㛵㐃を図り、┠とᡭの༠応䛧た

・ ேとやりとりするᴦ䛧䛥を࿡䜟䜟䛫、䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁をと䜝うとするពḧを⫱てる指導

・ ヰすேの᪉ྥをぢるな䛹の、ヰを⪺䛟ែ度を㌟に௜け䛥䛫る指導

・ ௚者と┦஫஺ὶする㝿に必要な䝬䝘䞊やᢏ⬟等のᇶ♏的なຊを㌟に௜け䛥䛫る指導

・ 視覚的なᡭ᥃かりを活⏝䛧なが䜙┦ᡭのヰを⪺䛟な䛹、ᵝ䚻な䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁のᡭẁを活⏝䛧てṇ

・ ࿘ᅖの≧ἣに㛵する㐺ษな᝟ሗをᚓたり、㞺ᅖẼをㄞ䜏取䛳たりすることができるようにする指導

・ ≧ἣがኚ໬䛧たሙྜに、ᰂ㌾で㐺ษなᑐ応ができるようにする指導
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資 料 編 

・学校教育法施行規則の一部改正等について（通知）

（平成 18 年 3 月 31 日付 17 文科初第 1177 号） 

（平成 18 年 3 月 31 日付 17 文科初第 1178 号） 

・特別支援教育の推進について（通知）

（平成 19 年 4 月 1 日付 19 文科初第 125 号） 

・障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）

（平成 25 年 10 月 4 日付 25 文科初第 756 号） 

・学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）

（平成 28 年 12 月 9 日付 28 文科初第 1038 号） 

Ⅱ 特別支援教室での指導の充実に向けて 

（特別支援教室の運営ガイドライン参考）・・・・・・・  135 ページ 

㸇 㑐ଥᴺ઎・ㅢ⍮ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  114 ページ 

・ㅢ⚖䈮䉋䉎ᜰዉのኻ⽎䈫䈜䉎䈖䈫䈏ㆡᒰ䈭⥄㐽∝⠪䇮ᖱ✜㓚ኂ⠪䇮ቇ⠌㓚

ኂ䇮ᵈᗧᰳ㒱ᄙേᕈ㓚ኂ⠪䈮⹥ᒰ䈜䉎ఽ┬↢ᓤ䈮䈧䈇䈩（ㅢ⍮）
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各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長

各 都 道 府 県 知 事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長

文部科学省初等中等教育局長

銭 谷 眞 美

（印影印刷）

の学級において、学習障害（以下「ＬＤ」という。）・注意欠陥多動性障害（以下「ＡＤＨ

Ｄ」という。）等により学習や行動の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が

約６％程度の割合で在籍している可能性が示されている。こうした状況を踏まえ、小学校

若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍しているＬＤ又はＡＤ

ＨＤの児童生徒であって、一部特別な指導を必要とする者については、適切な指導及び支

援の充実を図るため、改正規則による改正前の学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令

⾗ᢱ㸇䇭㑐ଥᴺ઎・ㅢ⍮ 17文科初第 1177 号

平成 18年３月 31日

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎୍ࡢ㒊ᨵṇ➼࡚࠸ࡘ࡟㸦㏻▱㸧

ῧ ูࠊࡧࡓࡢࡇ  1 ௧㸦平 成┬ࡿࡍᨵṇࢆ㒊୍ࡢᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࠕࡾ࠾࡜ࡢ 18 年文㒊科

Ꮫ┬௧ 第 22 号㸧ࠖ㸦௨ୗࠕᨵṇつ๎ࠖࠋ࠺࠸࡜㸧ࠊࡀ平 成 18 年３ 月 31 日࡟බᕸࠊࢀࡉ平 成 18

年㸲月㸯日ࡽ࠿᪋⾜ูࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉῧ  2 Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎第ࠕࡾ࠾࡜ࡢ

73᮲ࡢ 21第㸯㡯ࡢつᐃࡢู≉ࡿࡼ࡟ᩍ⫱ㄢ⛬࡚࠸ࡘ࡟ᐃ୍ࡢ௳ࡿࡵ㒊ࢆᨵṇࡿࡍ௳㸦平成 18

年文㒊科Ꮫ┬࿌♧第 54号㸧ࠖ㸦௨ୗࠕᨵṇ࿌♧ 平成ࠊࡀ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ࡜ 18年３月 31日࡟࿌♧ࠊࢀࡉ

平成 18年㸲月㸯日ࡽ࠿᪋⾜ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉ

௒ᅇࡢᨵṇࡢ㊃᪨ࠊෆᐜཬࡧ␃ព஦㡯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ୗグࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢ༑ศ࡟ᚚ஢▱ࡢ

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࠺ࡼࡿࡉᑐฎୗ࡟㐺ษࠊୖ

ࡋᑐ࡟ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᇦෆࡧᏛᰯཬࡢ⟶ᡤࠊࡣ࡚ࢀ࠿࠾࡟㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ྛࠊࡓࡲ

ࡉ▱༑ศ࿘ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᏛᰯἲேࡧᏛᰯཬࡢᡤ㎄ࠊࡣ࡚ࢀ࠿࠾࡟㒔㐨ᗓ┴▱஦ྛࠊ࡚

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࠺ࡼࡿࢀ

グ

第  1 ᨵṇࡢ㊃᪨

㸦㸯㸧平 成 14 年࡟文㒊科Ꮫ┬ࡀᐇ᪋ࡓࡋ඲ᅜᐇែㄪᰝࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᑠᏛᰯཬࡧ୰Ꮫᰯࡢ㏻ᖖ
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第 11号）以下「旧規則」という。）第73条の21に基づく特別の指導（以下「通級による

指導」という。）を実施することができることとする必要があること。あわせて、旧規則

第73条の21第２号に規定する情緒障害者については、その障害の原因及び指導法が異な

るものが含まれていることから、この分類を見直す必要があること。

（２）障害のある児童生徒の状態に応じた指導の一層の充実を図り、障害の多様化に適切に対

応するため、通級による指導を行う際の授業時数の標準を弾力化するとともに、ＬＤ又は

ＡＤＨＤの児童生徒に対して通級による指導を行う際の授業時数の標準を設定する必要

があること。

第２ 改正の内容

（１）学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）の一部改正

① 通級による指導の対象となる者として、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者を加え、

これらに該当する児童生徒についても通級による指導を行うことができることとする

こと。（改正規則による改正後の学校教育法施行規則（以下「新規則」という。）第 73

条の２１第６号及び第７号関係）

② 旧規則第 73 条の 21 第２号に規定される情緒障害者については、「障害のある児童生

徒の就学について」（平成14年５月27日付け14文科初第291号初等中等教育局長通知）

において「一 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加で

き、一部特別な指導を必要とする程度のもの」又は「二 主として心理的な要因による

選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指

導を必要とする程度のもの」に該当する者を対象としてきたところである。しかし、近

年、これらの障害の原因及び指導法が異なることが明らかになってきたことから、上記

一に該当する者を「自閉症者」とし、上記二に該当する者を「情緒障害者」として分類

を見直すこと。（新規則第73条の21第２号及び第３号関係）

③ ①及び②の改正に伴い、旧規則第 73 条の 21 各号の規定を整備すること。（新規則第

73条の21第４号、第５号及び第８号関係）

（２）学校教育法施行規則第73条の21第１項の規定による特別の教育課程について定める件

（平成５年文部省告示第７号）の一部改正

通級による指導において行うこととしている障害に応じた特別の指導については、障害

の状態の改善又は克服を目的とする指導及び障害の状態に応じて各教科の内容を補充す

るための特別の指導のそれぞれについて授業時数の標準を定めているところであるが、障

害の状態に応じて適切な指導及び必要な支援を行う観点から、通級による指導の授業時数

の標準としては、これらの指導を合計した年間の授業時数の標準のみを定めることとし、

これを年間 35 単位時間から 280 単位時間までとすること。また、新たに通級による指導

の対象となる学習障害者及び注意欠陥多動性障害者については、月 1単位時間程度の指導
も十分な教育的効果が認められる場合があることから、これらの児童生徒に対して通級に

よる指導を行う場合の授業時数の標準については、年間 10 単位時間から 280 単位時間ま

でとすること。（改正告示による改正後の学校教育法施行規則第 73 条の 21 の規定による

特別の教育課程について定める件 2関係）
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各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長

各 都 道 府 県 知 事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長

文部科学省初等中等教育局長

銭 谷 眞 美

（印影印刷）

の学級において、学習障害（以下「ＬＤ」という。）・注意欠陥多動性障害（以下「ＡＤＨ

Ｄ」という。）等により学習や行動の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が

約６％程度の割合で在籍している可能性が示されている。こうした状況を踏まえ、小学校

若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍しているＬＤ又はＡＤ

ＨＤの児童生徒であって、一部特別な指導を必要とする者については、適切な指導及び支

援の充実を図るため、改正規則による改正前の学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令

⾗ᢱ㸇䇭㑐ଥᴺ઎・ㅢ⍮ 17文科初第 1177 号

平成 18年３月 31日

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎୍ࡢ㒊ᨵṇ➼࡚࠸ࡘ࡟㸦㏻▱㸧

ῧ ูࠊࡧࡓࡢࡇ  1 ௧㸦平 成┬ࡿࡍᨵṇࢆ㒊୍ࡢᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࠕࡾ࠾࡜ࡢ 18 年文㒊科

Ꮫ┬௧ 第 22 号㸧ࠖ㸦௨ୗࠕᨵṇつ๎ࠖࠋ࠺࠸࡜㸧ࠊࡀ平 成 18 年３ 月 31 日࡟බᕸࠊࢀࡉ平 成 18

年㸲月㸯日ࡽ࠿᪋⾜ูࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉῧ  2 Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎第ࠕࡾ࠾࡜ࡢ

73᮲ࡢ 21第㸯㡯ࡢつᐃࡢู≉ࡿࡼ࡟ᩍ⫱ㄢ⛬࡚࠸ࡘ࡟ᐃ୍ࡢ௳ࡿࡵ㒊ࢆᨵṇࡿࡍ௳㸦平成 18

年文㒊科Ꮫ┬࿌♧第 54号㸧ࠖ㸦௨ୗࠕᨵṇ࿌♧ 平成ࠊࡀ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ࡜ 18年３月 31日࡟࿌♧ࠊࢀࡉ

平成 18年㸲月㸯日ࡽ࠿᪋⾜ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉ

௒ᅇࡢᨵṇࡢ㊃᪨ࠊෆᐜཬࡧ␃ព஦㡯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ୗグࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢ༑ศ࡟ᚚ஢▱ࡢ

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࠺ࡼࡿࡉᑐฎୗ࡟㐺ษࠊୖ

ࡋᑐ࡟ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᇦෆࡧᏛᰯཬࡢ⟶ᡤࠊࡣ࡚ࢀ࠿࠾࡟㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ྛࠊࡓࡲ

ࡉ▱༑ศ࿘ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᏛᰯἲேࡧᏛᰯཬࡢᡤ㎄ࠊࡣ࡚ࢀ࠿࠾࡟㒔㐨ᗓ┴▱஦ྛࠊ࡚

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࠺ࡼࡿࢀ

グ

第  1 ᨵṇࡢ㊃᪨

㸦㸯㸧平 成 14 年࡟文㒊科Ꮫ┬ࡀᐇ᪋ࡓࡋ඲ᅜᐇែㄪᰝࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᑠᏛᰯཬࡧ୰Ꮫᰯࡢ㏻ᖖ
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第 11号）以下「旧規則」という。）第73条の21に基づく特別の指導（以下「通級による

指導」という。）を実施することができることとする必要があること。あわせて、旧規則

第73条の21第２号に規定する情緒障害者については、その障害の原因及び指導法が異な

るものが含まれていることから、この分類を見直す必要があること。

（２）障害のある児童生徒の状態に応じた指導の一層の充実を図り、障害の多様化に適切に対

応するため、通級による指導を行う際の授業時数の標準を弾力化するとともに、ＬＤ又は

ＡＤＨＤの児童生徒に対して通級による指導を行う際の授業時数の標準を設定する必要

があること。

第２ 改正の内容

（１）学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）の一部改正

① 通級による指導の対象となる者として、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者を加え、

これらに該当する児童生徒についても通級による指導を行うことができることとする

こと。（改正規則による改正後の学校教育法施行規則（以下「新規則」という。）第 73

条の２１第６号及び第７号関係）

② 旧規則第 73 条の 21 第２号に規定される情緒障害者については、「障害のある児童生

徒の就学について」（平成14年５月27日付け14文科初第291号初等中等教育局長通知）

において「一 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加で

き、一部特別な指導を必要とする程度のもの」又は「二 主として心理的な要因による

選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指

導を必要とする程度のもの」に該当する者を対象としてきたところである。しかし、近

年、これらの障害の原因及び指導法が異なることが明らかになってきたことから、上記

一に該当する者を「自閉症者」とし、上記二に該当する者を「情緒障害者」として分類

を見直すこと。（新規則第73条の21第２号及び第３号関係）

③ ①及び②の改正に伴い、旧規則第 73 条の 21 各号の規定を整備すること。（新規則第

73条の21第４号、第５号及び第８号関係）

（２）学校教育法施行規則第73条の21第１項の規定による特別の教育課程について定める件

（平成５年文部省告示第７号）の一部改正

通級による指導において行うこととしている障害に応じた特別の指導については、障害

の状態の改善又は克服を目的とする指導及び障害の状態に応じて各教科の内容を補充す

るための特別の指導のそれぞれについて授業時数の標準を定めているところであるが、障

害の状態に応じて適切な指導及び必要な支援を行う観点から、通級による指導の授業時数

の標準としては、これらの指導を合計した年間の授業時数の標準のみを定めることとし、

これを年間 35 単位時間から 280 単位時間までとすること。また、新たに通級による指導

の対象となる学習障害者及び注意欠陥多動性障害者については、月 1単位時間程度の指導
も十分な教育的効果が認められる場合があることから、これらの児童生徒に対して通級に

よる指導を行う場合の授業時数の標準については、年間 10 単位時間から 280 単位時間ま

でとすること。（改正告示による改正後の学校教育法施行規則第 73 条の 21 の規定による

特別の教育課程について定める件 2関係）
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17 文科初第1178 号

平成 18年３月 31日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長

各 都 道 府 県 知 事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長

文部科学省初等中等教育局長

銭 谷 眞 美

（印影印刷）

通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害

者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒

について（通知）

このたび、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍する学習

障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒を、その障害の状態に応じて行われる特別の指導（以

下「通級による指導」という。）の対象とすることができること等について、学校教育法施行

規則の一部改正等を行い、その改正等の趣旨、内容及び留意事項について、「学校教育法施行

規則の一部改正等について」（平成 18 年３月 31 日付け 17 文科初第 1177 号初等中等教育局長

通知）をもってお知らせしたところです。

この改正に伴い、児童生徒が通級による指導の対象となる自閉症者、情緒障害者、学習障害

者又は注意欠陥多動性障害者に該当するか否かの判断に当たって留意すべき点等は下記のと

おりですので、十分御了知の上、遺漏のないようお願いします。

また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し

て、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知さ

れるようお願いします。

記

学校教育法施行規則第 73 条の 21 の規定に基づく通級による指導は、「障害のある児童生徒

の就学について」（平成14年５月27日付け14文科初第291号初等中等局長通知）（以下「291

号通知」という。）に掲げる者に加え、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者についても対象

とするとともに、通級による指導の対象となる情緒障害者については、これまで、291 号通知

においてその障害の程度を「一 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におお

資
料
Ⅰ　
関
係
法
令
・
通
知

116

資
料
編



182

第３ ␃ព஦㡯

㸦㸯㸧ඣ❺⏕ᚐࡀ᪂つ๎ࡿࡅ࠾࡟㏻⣭ࡿࡼ࡟ᣦᑟࡢᑐ㇟ࡿ࡞࡜⮬㛢⑕⪅ࠊ᝟⥴㞀ᐖ⪅ࠊᏛ⩦㞀

ᐖ⪅ཪࡣὀពḞ㝗ከືᛶ㞀ᐖ⪅࡟ヱᙜ࡟ุ᩿ࡢ࠿ྰ࠿ࡿࡍᙜࡢ࡚ࡗࡓ␃ព஦㡯࡚࠸ࡘ࡟

ࠋ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ▱㏻࡟ูࠊࡣ

㸦㸰㸧㏻⣭ࡿࡼ࡟ᣦᑟࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㞀ᐖࡢ≧ែࡢᨵၿཪࡣඞ᭹ࢆ┠ⓗࡿࡍ࡜ᣦᑟ࡟≉ࠊ࠸⾜ࢆ

ᚲせ࡞ሙྜࠊ࡟㞀ᐖࡢ≧ែ࡟ᛂྛ࡚ࡌᩍ科ࡢෆᐜࢆ⿵඘ࡢู≉ࡢࡵࡓࡿࡍᣦᑟ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ

ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡀኚ᭦ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡿࡍ࡜

183

17 文科初第1178 号

平成 18年３月 31日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長

各 都 道 府 県 知 事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長

文部科学省初等中等教育局長

銭 谷 眞 美

（印影印刷）

通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害

者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒

について（通知）

このたび、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍する学習

障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒を、その障害の状態に応じて行われる特別の指導（以

下「通級による指導」という。）の対象とすることができること等について、学校教育法施行

規則の一部改正等を行い、その改正等の趣旨、内容及び留意事項について、「学校教育法施行

規則の一部改正等について」（平成 18 年３月 31 日付け 17 文科初第 1177 号初等中等教育局長

通知）をもってお知らせしたところです。

この改正に伴い、児童生徒が通級による指導の対象となる自閉症者、情緒障害者、学習障害

者又は注意欠陥多動性障害者に該当するか否かの判断に当たって留意すべき点等は下記のと

おりですので、十分御了知の上、遺漏のないようお願いします。

また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し

て、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知さ

れるようお願いします。

記

学校教育法施行規則第 73 条の 21 の規定に基づく通級による指導は、「障害のある児童生徒

の就学について」（平成14年５月27日付け14文科初第291号初等中等局長通知）（以下「291

号通知」という。）に掲げる者に加え、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者についても対象

とするとともに、通級による指導の対象となる情緒障害者については、これまで、291 号通知

においてその障害の程度を「一 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におお
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ア 自閉症者

自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別

な指導を必要とする程度のもの

イ 情緒障害者

主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの

ウ 学習障害者

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する

能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を必要

とする程度のもの

エ 注意欠陥多動性障害者

年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動

や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの

（２）留意事項

イ 通級による指導を行うに際しては、必要に応じ、校長、教頭、特別支援教育コーディ

ネーター、担任教員、その他必要と思われる者で構成する校内委員会において、その必
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要性を検討するとともに、文部科学省の委嘱事業である特別支援教育体制推進事業等に

より各都道府県教育委員会等に設けられた専門家チームや巡回相談等を活用すること。

ウ 通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては、医学的な診断の有無のみに

とらわれることのないよう留意し、総合的な見地から判断すること。

エ 学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒については、通級による指導の対象とす

るまでもなく、通常の学級における教員の適切な配慮やティーム・ティーチングの活用、

学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等により、対応することが適切である者も多

くみられることに十分留意すること。

（３）その他

情緒障害者を対象とする特殊学級については、今後、文部科学省においてその在り方に

ついて検討を進めることとしていること。
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ア 自閉症者

自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別

な指導を必要とする程度のもの

イ 情緒障害者

主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの

ウ 学習障害者

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する

能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を必要

とする程度のもの

エ 注意欠陥多動性障害者

年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動

や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの

（２）留意事項

イ 通級による指導を行うに際しては、必要に応じ、校長、教頭、特別支援教育コーディ

ネーター、担任教員、その他必要と思われる者で構成する校内委員会において、その必

஧ ࠕࠊࡣཪࠖࡢࡶࡢᗘ⛬ࡿࡍ࡜ᚲせࢆᣦᑟ࡞ู≉㒊୍ࠊࡁཧຍ࡛ࡡࡴ ୺࡚ࡋ࡜ᚰ⌮ⓗ࡞せᅉ

ᣦ࡞ู≉㒊୍ࠊࡁཧຍ࡛ࡡࡴ࠾࠾࡟⩦ᏛࡢᏛ⣭࡛ࡢ㏻ᖖࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠶ࡀ➼㯲ࢇ࠿㑅ᢥᛶࡿࡼ࡟

ᑟࢆᚲせࡿࡍ࡜⛬ᗘࠊࡀࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡁ࡚ࡋ♧࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡢ௒⯡ୖࠊグ୍ࢆ⮬㛢⑕⪅ࠊ࡜

ୖグ஧ࢆ᝟⥴㞀ᐖ⪅ࠋ࡜ࡇࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚ࡚ࡋ࡜

⮬㛢⑕⪅ࠊ᝟⥴㞀ᐖ⪅ࠊᏛ⩦㞀ᐖ⪅ཪࡣὀពḞ㝗ከືᛶ㞀ᐖ⪅ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟௨ୗࡢ

㸦㸯㸧ྛࡢ号࡟ᥖࡿࡆ㞀ᐖࡢ✀㢮ཬࡧ⛬ᗘࡢඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡚ࡋ࡜㐺ษ࡞ᣦᑟ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ

ព஦␃ࡢ࡚ࡋ㝿࡟࠺⾜ࢆᣦᑟࡿࡼ࡟㏻⣭ࠊࡵྵࢆඣ❺⏕ᚐࡢࡽࢀࡇࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿ࠶㐺ᙜ࡛ࡀ

㡯ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟௨ୗࡢ㸦㸰㸧ࠋ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ

第ࡢグࡢ▱291号㏻ࠊ࠾࡞ ࡢ1 ࡢ2 bࡢ㸦㸯㸧࢖ ࠕࡢ ᝟⥴㞀ᐖ⪅ࠖࡣᗫṆ࡟ࢀࡇࠊࡋヱᙜ

᝟⥴㞀ᐖࠉ࢖ࠕࡣ㛢⑕⪅ࠖཪ⮬ࠉ࢔ࠕࡢ㸦㸯㸧ࡢ௨ୗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᗘ⛬ࡧ㢮ཬ✀ࡢ㞀ᐖࡿࡍ

ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶࡿࡍヱᙜ࡟ࠖ⪅

ࠊ࡛ୖࡓ࠸⫈ࢆពぢࡢ⪅ಖㆤࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡟ุ᩿ࡢ࠿ྰ࠿ࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢᣦᑟࡿࡼ࡟㏻⣭ࠊࡓࡲ

㞀ᐖࡿ࠶ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡿࡍᩍ⫱ࡢ⤒㦂ࡿ࠶ࡢᩍဨ➼ࡿࡼ࡟ほᐹ᳨࣭ᰝࠊᑓ㛛་ࡿࡼ࡟デ᩿➼

ࠋ࡜ࡇ࠺⾜࡟ៅ㔜ࡘ࠿ⓗྜ⥲ࡽ࠿ほⅬࡢ➼ᚰ⌮Ꮫࠊ་Ꮫࠊᩍ⫱Ꮫࠊࡁᇶ࡙࡟

ࠊ㐺ᛂᛶࡢᏛ⣭࡛ࡢ㏻ᖖࠊ࡚࠸ࡘ࡟ඣ❺⏕ᚐࡢࠎಶࠊࡳ㚷࡟㉁≉ࡢᣦᑟࡿࡼ࡟㏻⣭ࠊ㝿ࡢࡑ

㏻⣭ࡿࡼ࡟ᣦᑟ࡟せࡿࡍ㐺ṇ࡞᫬㛫➼ࢆ༑ศ⪃៖ࠋ࡜ࡇࡿࡍ

㸦㸯㸧㞀ᐖࡢ✀㢮ཬࡧ⛬ᗘ

㏻⣭ࡿࡼ࡟ᣦᑟ࡟࠺⾜ࢆ㝿ࡢ࡚ࡋ␃ព஦㡯ࡣ௨ୗࠋࡾ࠾࡜ࡢ

࢔  ㏻⣭ࡿࡼ࡟ᣦᑟࢆᢸᙜࡿࡍᩍဨࠊࡣᇶᮏⓗࡢࡇࠊࡣ࡟㏻▱ཪࡣ 291号㏻▱ࡓࢀࡉ♧࡟

ࡿࡍ᭷ࡀᙜヱᩍဨࠊࡀࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍᣦᑟࢆඣ❺⏕ᚐࡿࡍヱᙜ࡟㢮✀ࡢ㞀ᐖࡢ୍ࡢࡕ࠺

ᑓ㛛ᛶࡸᣦᑟ᪉ἲࡢ㢮ఝᛶ➼࡟ᛂࠊ࡚ࡌᙜヱ㞀ᐖࡢ✀㢮ࡿ࡞␗ࡣ࡜㞀ᐖࡢ✀㢮࡟ヱᙜ

ࠋ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᣦᑟࢆඣ❺⏕ᚐࡿࡍ

185

要性を検討するとともに、文部科学省の委嘱事業である特別支援教育体制推進事業等に

より各都道府県教育委員会等に設けられた専門家チームや巡回相談等を活用すること。

ウ 通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては、医学的な診断の有無のみに

とらわれることのないよう留意し、総合的な見地から判断すること。

エ 学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒については、通級による指導の対象とす

るまでもなく、通常の学級における教員の適切な配慮やティーム・ティーチングの活用、

学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等により、対応することが適切である者も多

くみられることに十分留意すること。

（３）その他

情緒障害者を対象とする特殊学級については、今後、文部科学省においてその在り方に

ついて検討を進めることとしていること。
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19 文科初第 125 号 

平成 19 年 4 月 1 日 

各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長

各都道府県知事 殿 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

文部科学省初等中等教育局長 

銭 谷 眞 美 

特別支援教育の推進について（通知） 

 文部科学省では、障害のある全ての幼児児童生徒の教育の一層の充実を図るため、学校におけ

る特別支援教育を推進しています。 

 本通知は、本日付けをもって、特別支援教育が法的に位置付けられた改正学校教育法が施行さ

れるに当たり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（以下「各

学校」という。）において行う特別支援教育について、下記により基本的な考え方、留意事項等

をまとめて示すものです。 

 都道府県・指定都市教育委員会にあっては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し

て、都道府県知事にあっては、所轄の学校及び学校法人に対して、国立大学法人にあっては、附

属学校に対して、この通知の内容について周知を図るとともに、各学校において特別支援教育の

一層の推進がなされるようご指導願います。 

なお、本通知については、連携先の諸部局・機関への周知にもご配慮願います。 

記 

1．特別支援教育の理念

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、

生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。 

 また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発

達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施さ

れるものである。 

 さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やそ

の他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎とな

るものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 

2．校長の責務 

 校長（園長を含む。以下同じ。）は、特別支援教育実施の責任者として、自らが特別支援教育

や障害に関する認識を深めるとともに、リーダーシップを発揮しつつ、次に述べる体制の整備

等を行い、組織として十分に機能するよう教職員を指導することが重要である。 

 また、校長は、特別支援教育に関する学校経営が特別な支援を必要とする幼児児童生徒の将

来に大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、常に認識を新たにして取り組んでいくことが重要

である。 
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�．特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組 

特別支援教育を実施するため、各学校において次の体制の整備及び取組を行う必要がある。 

（1）特別支援教育に関する校内委員会のタ置

各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を☜立し、発達障害を

含む障害のある幼児児童生徒の実ែ把握や支援方⟇の᳨ウ等を行うため、校内に特別支援教

育に関する委員会をタ置すること。 

 委員会は、校長、教㢌、特別支援教育ࢥーࢿ࢕ࢹーࢱー、教務主任、生徒指導主事、通⣭

指導教ᐊᢸ当教員、特別支援学⣭教員、㣴ㆤ教ㅍ、対象の幼児児童生徒の学⣭ᢸ任、学年主

任、その他必要とᛮࢃれる者などでᵓ成すること。 

 なお、特別支援学校においては、他の学校の支援も含めた組織的な対ᛂがྍ能な体制࡙く

りを進めること。 

（2）実ែ把握

各学校においては、在籍する幼児児童生徒の実ែの把握にດめ、特別な支援を必要とする

幼児児童生徒のᏑ在や≧ែを☜࠿めること。 

さらに、特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育ࢥー࢕ࢹ

、ー等と᳨ウを行った上で、ಖㆤ者の理ゎをᚓることができるようៅ重にㄝ᫂を行いࢱーࢿ

学校やᐙᗞで必要な支援や配慮について、ಖㆤ者と連携して᳨ウを進めること。その㝿、実

ែによっては、་⒪的な対ᛂが有ຠなሙྜもあるので、ಖㆤ者と十分にヰしྜうこと。

 特に幼稚園、小学校においては、発達障害等の障害は᪩ᮇ発ぢ・᪩ᮇ支援が重要であるこ

とに留意し、実ែ把握や必要な支援を╔実に行うこと。 

（�）特別支援教育ࢥーࢿ࢕ࢹーࢱーの指ྡ

各学校の校長は、特別支援教育のࢥーࢿ࢕ࢹーࢱー的なᙺ๭をᢸう教員を「特別支援教育

。ー」に指ྡし、校務分ᤸに᫂☜に位置付けることࢱーࢿ࢕ࢹーࢥ

特別支援教育ࢥーࢿ࢕ࢹーࢱーは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校

内委員会・校内◊ಟの௻⏬・㐠営、関ಀ諸機関・学校との連⤡・ㄪ整、ಖㆤ者࠿らの┦ㄯ❆

ཱྀなどのᙺ๭をᢸうこと。 

 また、校長は、特別支援教育ࢥーࢿ࢕ࢹーࢱーが、学校において組織的に機能するようດ

めること。 

（4）関ಀ機関との連携を図った「個別の教育支援ィ⏬」の⟇定と活⏝

特別支援学校においては、長ᮇ的な視点に立ち、ங幼児ᮇ࠿ら学校༞ᴗᚋまで一㈏した教

育的支援を行うため、་⒪、⚟♴、ປാ等の様々なഃ㠃࠿らの取組を含めた「個別の教育支

援ィ⏬」を活⏝したຠᯝ的な支援を進めること。 

 また、小・中学校等においても、必要にᛂじて、「個別の教育支援ィ⏬」を⟇定するなど、

関ಀ機関と連携を図ったຠᯝ的な支援を進めること。 

（5）「個別の指導ィ⏬」のస成 

 特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重ᗘ・重」໬、ከ様໬等に対ᛂした教育

を一層進めるため、「個別の指導ィ⏬」を活⏝した一層の指導の充実を進めること。 

 また、小・中学校等においても、必要にᛂじて、「個別の指導ィ⏬」をస成するなど、一人

一人にᛂじた教育を進めること。 

（�）教員のᑓ㛛ᛶの向上

特別支援教育の推進のためには、教員の特別支援教育に関するᑓ㛛ᛶの向上が୙ྍḞであ

る。したがって、各学校は、校内での◊ಟを実施したり、教員を校እでの◊ಟに参加さࡏた

りすることによりᑓ㛛ᛶの向上にດめること。 

 また、教員は、一定の◊ಟをಟ஢したᚋでも、よりᑓ㛛ᛶの高い◊ಟをཷㅮしたり、自ら

᭱新の᝟ሗを཰㞟したりするなどして、⥅⥆的にᑓ㛛ᛶの向上にດめること。 

資
料
Ⅰ　
関
係
法
令
・
通
知

121

資
料
編



 さらに、⊂立行ᨻ法人国立特別支援教育⥲ྜ◊✲所が実施する各✀指導者㣴成◊ಟについ

ても、活⏝されたいこと。 

 なお、教育委員会等が主ദする◊ಟ等の実施に当たっては、国・⚾立学校関ಀ者やಖ育所

関ಀ者もཷㅮできるようにすることがᮃましいこと。 

4．特別支援学校における取組 

（1）特別支援教育のさらなる推進

特別支援学校制ᗘは、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズにᛂじた教育を実

施するためのものであり、その㊃᪨࠿らも、特別支援学校は、これまでの┣学校・⫏学校・

㣴ㆤ学校における特別支援教育の取組をさらに推進しつつ、様々な障害✀に対ᛂすることが

できる体制࡙くりや、学校㛫の連携などを一層進めていくことが重要であること。 

（2）ᆅ域における特別支援教育のࢱࣥࢭー的機能

特別支援学校においては、これまで⵳✚してきたᑓ㛛的な知識やᢏ能を生࠿し、ᆅ域にお

ける特別支援教育のࢱࣥࢭーとしての機能の充実を図ること。 

 特に、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の要ㄳにᛂじて、発達障害を

含む障害のある幼児児童生徒のための個別の指導ィ⏬のస成や個別の教育支援ィ⏬の⟇定な

どへの援ຓを含め、その支援にດめること。 

 また、これらの機関のࡳならず、ಖ育所をはじめとするಖ育施タなどの他の機関等に対し

ても、同様にຓゝ又は援ຓにດめることとされたいこと。 

 特別支援学校において指ྡされた特別支援教育ࢥーࢿ࢕ࢹーࢱーは、関ಀ機関やಖㆤ者、

ᆅ域の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び他の特別支援学校୪びにಖ育

所等との連⤡ㄪ整を行うこと。 

（�）特別支援学校教員のᑓ㛛ᛶの向上

上記のように、特別支援学校は、在籍している幼児児童生徒のࡳならず、小・中学校等の

通常学⣭に在籍している発達障害を含む障害のある児童生徒等の┦ㄯなどをཷけるྍ能ᛶも

ᗈがると考えられるため、ᆅ域における特別支援教育の中᰾として、様々な障害✀について

のよりᑓ㛛的なຓゝなどがᮇᚅされていることに留意し、特別支援学校教員のᑓ㛛ᛶのさら

なる向上を図ること。 

 そのためにも、特別支援学校は、特別支援学校教員の特別支援学校教ㅍචチ≧ಖ有≧ἣの

改善、◊ಟの充実にດめること。 

 さらに、特別支援学校教員は、幼児児童生徒の障害の重」໬等に㚷ࡳ、」ᩘの特別支援教

育㡿域にࢃたってචチ≧を取ᚓすることがᮃましいこと。 

5．教育委員会等における支援 

 各学校のタ置者である教育委員会、国立大学法人及び学校法人等においては、障害のある幼

児児童生徒の≧ἣや学校の実ែ等を㋃まえ、特別支援教育を推進するための基本的なィ⏬を定

めるなどして、各学校における支援体制や学校施タタ備の整備充実等にດめること。 

 また、学校関ಀ者、ಖㆤ者、市Ẹ等に対し、特別支援教育に関する正しい理ゎがᗈまるよう

ດめること。 

 特に、教育委員会においては、各学校の支援体制の整備をಁ進するため、指導主事等のᑓ㛛

ᛶの向上にດめるとともに、教育、་⒪、ಖ೺、⚟♴、ປാ等の関ಀ部局、大学、ಖㆤ者、132

等の関ಀ者࠿らなる連携༠㆟会をタ置するなど、ᆅ域の༠力体制のᵓ⠏を推進すること。 

 また、教育委員会においては、障害の有無のุ᩿やᮃましい教育的対ᛂについてᑓ㛛的な意

ぢ等を各学校にᥦ示する、教育委員会の職員、教員、ᚰ理学のᑓ㛛ᐙ、་ᖌ等࠿らᵓ成される

「ᑓ㛛ᐙࢳー࣒」のタ置や、各学校をᕠᅇして教員等に指導内容や方法に関する指導やຓゝを

行うᕠᅇ┦ㄯの実施（障害のある幼児児童生徒について個別の指導ィ⏬及び個別の教育支援ィ

資
料
Ⅰ　
関
係
法
令
・
通
知

122

資
料
編



⏬に関するຓゝを含む。）についても、ྍ能な㝈り行うこと。なお、このことについては、ಖ育

所や国・⚾立幼稚園のồめにᛂじてこれらが฼⏝できるよう配慮すること。 

 さらに、特別支援学校のタ置者においては、特別支援学校教員の特別支援学校教ㅍචチ≧ಖ

有≧ἣの改善にດめること。 

�．ಖㆤ者࠿らの┦ㄯへの対ᛂや᪩ᮇ࠿らの連携 

 各学校及び全ての教員は、ಖㆤ者࠿らの障害に関する┦ㄯなどに┿ᦸに対ᛂし、その意ぢや

事᝟を十分に⫈いた上で、当ヱ幼児児童生徒への対ᛂを行うこと。 

 その㝿、プࣛࣂ࢖シーに配慮しつつ、必要にᛂじて校長や特別支援教育ࢥーࢿ࢕ࢹーࢱー等

と連携し、組織的な対ᛂを行うこと。 

 また、本日施行される「学校教育法等の一部を改正する法ᚊの施行にకう関ಀᨻ௧の整備等

に関するᨻ௧（平成 19 年ᨻ௧第 55 号）」において、障害のある児童のᑵ学先のỴ定に㝿してಖ

ㆤ者の意ぢ⫈取を⩏務付けたこと（学校教育法施行௧第 1� ᮲の 2）に㚷ࡳ、小学校及び特別支

援学校において障害のある児童がධ学する㝿には、᪩ᮇにಖㆤ者と連携し、日常生活の≧ἣや

留意事項等を⫈取し、当ヱ児童の教育的ニーズの把握にດめ、適切に対ᛂすること。 

�．教育活ື等を行う㝿の留意事項等 

（1）障害✀別と指導上の留意事項

障害のある幼児児童生徒への支援に当たっては、障害✀別のุ᩿も重要であるが、当ヱ幼

児児童生徒が示す困難に、より重点を置いた対ᛂをᚰがけること。 

 また、་ᖌ等による障害のデ᩿がなされているሙྜでも、教ᖌはその障害の特ᚩや対ᛂを

ᅛ定的にとらえることのないようὀ意するとともに、その幼児児童生徒のニーズにྜࡏࢃた

指導や支援を᳨ウすること。 

（2）学習上・生活上の配慮及びヨ㦂などのホ౯上の配慮

各学校は、障害のある幼児児童生徒が、෇⁥に学習や学校生活を行うことができるよう、

必要な配慮を行うこと。 

 また、ධ学ヨ㦂やその他ヨ㦂などのホ౯を実施する㝿にも、別ᐊ実施、ฟ㢟方法のᕤኵ、

᫬㛫のᘏ長、人的な⿵ຓなどྍ能な㝈り配慮を行うこと。 

（�）生徒指導上の留意事項

障害のある幼児児童生徒は、その障害の特ᛶによる学習上・生活上の困難を有しているた

め、周ᅖの理ゎと支援が重要であり、生徒指導上も十分な配慮が必要であること。 

 特に、いじめや୙Ⓩ校などの生徒指導上の諸ၥ㢟に対しては、⾲㠃に現れた現象のࡳにと

らࢃれず、その⫼ᬒに障害が関ಀしているྍ能ᛶがある࠿ྰ࠿など、幼児児童生徒をめࡄる

≧ἣに十分留意しつつៅ重に対ᛂする必要があること。 

 そのため、生徒指導ᢸ当にあっては、障害についての知識を深めるとともに、特別支援教

育ࢥーࢿ࢕ࢹーࢱーをはじめ、㣴ㆤ教ㅍ、ࢡࢫーࣝ࢝࢘ࣥࣛࢭー等と連携し、当ヱ幼児児童

生徒への支援にಀる適切なุ᩿や必要な支援を行うことができる体制を平⣲整えておくこと

が重要であること。 

（4）஺ὶ及び共同学習、障害者理ゎ等

障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との஺ὶ及び共同学習は、障害のある

幼児児童生徒の社会ᛶや㇏࠿な人㛫ᛶを育む上で重要なᙺ๭をᢸっており、また、障害のな

い幼児児童生徒が、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理ゎと認識を深める

ための機会である。 

 このため、各学校においては、཮方の幼児児童生徒の教育的ニーズに対ᛂした内容・方法

を十分᳨ウし、᪩ᮇ࠿ら組織的、ィ⏬的、⥅⥆的に実施することなど、一層のຠᯝ的な実施
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に向けた取組を推進されたいこと。 

 なお、障害のある同⣭生などの理ゎについての指導を行う㝿は、幼児児童生徒の発達ẁ㝵

や、障害のある幼児児童生徒のプࣛࣂ࢖シー等に十分配慮する必要があること。 

（5）進㊰指導の充実とᑵປの支援

障害のある生徒が、将来の進㊰を主体的に㑅ᢥすることができるよう、生徒の実ែや進㊰

ᕼᮃ等を的☜に把握し、᪩いẁ㝵࠿らの進㊰指導の充実を図ること。 

また、௻ᴗ等へのᑵ職は、職ᴗ的な自立を図る上で有ຠであること࠿ら、ປാ関ಀ機関等

との連携をᐦにしたᑵປ支援を進められたいこと。 

（�）支援員等の活⏝

障害のある幼児児童生徒の学習上・生活上の支援を行うため、教育委員会の事ᴗ等により

特別支援教育に関する支援員等の活⏝がᗈがっている。 

この支援員等の活⏝に当たっては、校内における活⏝の方㔪について十分᳨ウし共通理ゎ

のもとに進めるとともに、支援員等が必要な知識なしに幼児児童生徒の支援に当たることの

ないよう、事๓の◊ಟ等に配慮すること。 

（�）学校㛫の連⤡

障害のある幼児児童生徒のධ学᫬や༞ᴗ᫬に学校㛫で連⤡会を持つなどして、⥅⥆的な支

援が実施できるようにすることがᮃましいこと。 

�．ཌ生ປാ省関ಀ機関等との連携 

各学校及び各教育委員会等は、必要にᛂじ、発達障害者支援ࢱࣥࢭー、児童┦ㄯ所、ಖ೺ࢭ

。等、⚟♴、་⒪、ಖ೺、ປാ関ಀ機関との連携を図ることࢡー࣡ーࣟࣁ、ーࢱࣥ
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25 文科初第 �5� 号 

平成 25 年 1� 月 4 日 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

ᵓ㐀改㠉特別区域法第 12 ᮲ 殿 

第 1項の認定をཷけた各ᆅ方බ共ᅋ体の長 

⊂立行ᨻ法人国立特別支援教育⥲ྜ◊✲所理事長 

文部科学省初等中等教育局長 

๓ ᕝ ႐ 平 

障害のある児童生徒等に対する᪩ᮇ࠿らの一㈏した支援について（通知） 

中ኸ教育ᑂ㆟会初等中等教育分科会ሗ࿌「共生社会の形成に向けたࣝࢡࣥ࢖ーシࣈ教育シࢸࢫ

࣒ᵓ⠏のための特別支援教育の推進（平成 24 年 � 月）」におけるᥦゝ等を㋃まえた㸪学校教育法

施行௧の一部改正の㊃᪨及び内容等については㸪「学校教育法施行௧の一部改正について（通知）」

（平成 25 年 9 月 1 日付け 25 文科初第 �55 号）をもってお知らࡏしました。この改正にకう㸪障

害のある児童生徒等に対する᪩ᮇ࠿らの一㈏した支援について留意すべき事項は下記のとおりで

すので㸪十分にᚚ஢知の上㸪適切に対ฎ下さるようお願いします。

なお㸪「障害のある児童生徒のᑵ学について（通知）」（平成 14 年 5 月 2� 日付け 14 文科初第 291

号）はᗫṆします。 

また㸪各都道府県教育委員会にお࠿れては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して㸪各

指定都市教育委員会にお࠿れては所管の学校に対して㸪各都道府県知事及びᵓ㐀改㠉特別区域法

第 12 ᮲第 1 項の認定をཷけた各ᆅ方බ共ᅋ体の長にお࠿れては所轄の学校及び学校法人等に対

して㸪各国立大学法人学長にお࠿れては附属学校に対して㸪下記について周知を図るとともに㸪

必要な指導㸪ຓゝ又は援ຓをお願いします。 

記 

第 1 障害のある児童生徒等のᑵ学先のỴ定 

1 障害のある児童生徒等のᑵ学先のỴ定に当たっての基本的な考え方 

（1）基本的な考え方

障害のある児童生徒等のᑵ学先のỴ定に当たっては㸪障害のある児童生徒等が㸪その年㱋

及び能力にᛂじ㸪࠿つ㸪その特ᛶを㋃まえた十分な教育がཷけられるようにするため㸪ྍ 能

な㝈り障害のある児童生徒等が障害のない児童生徒等と共に教育をཷけられるよう配慮し

つつ㸪必要な施⟇をㅮじること。 

（2）ᑵ学に関するᡭ⥆等についての᝟ሗのᥦ౪

市町村の教育委員会は㸪ங幼児ᮇを含めた᪩ᮇ࠿らの教育┦ㄯの実施や学校ぢ学㸪認定こ

ども園・幼稚園・ಖ育所等の関ಀ機関との連携等を通じて㸪障害のある児童生徒等及びその

ಖㆤ者に対し㸪ᑵ学に関するᡭ⥆等についての十分な᝟ሗのᥦ౪を行うこと。 

（�）障害のある児童生徒等及びそのಖㆤ者の意向のᑛ重

市町村の教育委員会は㸪改正ᚋの学校教育法施行௧第 1� ᮲の 2に基࡙く意ぢの⫈取につ

いて㸪᭱ ⤊的なᑵ学先のỴ定を行う๓に十分な᫬㛫的వ⿱をもって行うものとし㸪ಖㆤ者の

意ぢについては㸪ྍ能な㝈りその意向をᑛ重しなけれࡤならないこと。
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2 特別支援学校へのᑵ学 

（1）ᑵ学先のỴ定

視覚障害者㸪⫈覚障害者㸪知的障害者㸪⫥体୙自⏤者又は⑓ᙅ者（㌟体⹫ᙅ者を含む。）

で㸪その障害が㸪学校教育法施行௧第 22 ᮲の �につ定する⛬ᗘのもののうち㸪市町村の教

育委員会が㸪その者の障害の≧ែ㸪その者の教育上必要な支援の内容㸪ᆅ域における教育の

体制の整備の≧ἣその他の事᝟を຺᱌して㸪特別支援学校にᑵ学さࡏることが適当である

と認める者を対象として㸪適切な教育を行うこと。

（2）障害のุ᩿に当たっての留意事項

࢔ 視覚障害者

ᑓ㛛་による⢭ᐦなデ᩿に基࡙き⥲ྜ的にุ᩿を行うこと。なお㸪年ᑡ者㸪知的障害者等

に対する視力及び視力以እの視機能の᳨ᰝは困難なሙྜがከいこと࠿ら㸪一人一人の≧ែ

にᛂじて㸪᳨ ᰝのᡭ㡰や方法を࠿ࢃりやすくㄝ᫂する࠿࡯㸪᳨ ᰝ᫬の཯ᛂをよく☜認するこ

と等により㸪その正☜をᮇするように特に留意すること。 

࢖ ⫈覚障害者

ᑓ㛛་による⢭ᐦなデ᩿⤖ᯝに基࡙き㸪ኻ⫈の᫬ᮇを含む生育Ṕ及びゝㄒの発達の≧ែ

を考慮して⥲ྜ的にุ᩿を行うこと。 

࢘ 知的障害者

知的機能及び適ᛂ機能の発達の≧ែの୧㠃࠿らุ᩿すること。ᶆ‽໬された知能᳨ᰝ等

の知的機能の発達の遅⁫をุ᩿するために必要な᳨ᰝ㸪࣑ࣗࢥニࢣーシࣙࣥ㸪日常生活㸪社

会生活等に関する適ᛂ機能の≧ែについてのㄪᰝ㸪本人の発達に影響がある⎔ቃの分ᯒ等

を行った上で⥲ྜ的にุ᩿を行うこと。 

࢚ ⫥体୙自⏤者

ᑓ㛛་の⢭ᐦなデ᩿⤖ᯝに基࡙き㸪上⫥㸪下⫥等の個々の部位ごとにとらえるのでなく㸪

㌟体全体を⥲ྜ的にぢて障害の≧ែをุ᩿すること。その㝿㸪障害の≧ែの改善㸪機能のᅇ

᚟に要する᫬㛫等をేࡏ考慮してุ᩿を行うこと。 

࢜ ⑓ᙅ者（㌟体⹫ᙅ者を含む。）

་ᖌの⢭ᐦなデ᩿⤖ᯝに基࡙き㸪⑌ᝈの✀㢮㸪⛬ᗘ及び་⒪又は生活つ制に要するᮇ㛫等

を考慮してุ᩿を行うこと。 

� 小学校㸪中学校又は中等教育学校の๓ᮇㄢ⛬へのᑵ学 

（1）特別支援学⣭

学校教育法第 �1 ᮲第 2項のつ定に基࡙き特別支援学⣭を置くሙྜには㸪以下の各号にᥖ

る障害の✀㢮及び⛬ᗘの児童生徒のうち㸪その者の障害の≧ែ㸪その者の教育上必要な支ࡆ

援の内容㸪ᆅ域における教育の体制の整備の≧ἣその他の事᝟を຺᱌して㸪特別支援学⣭に

おいて教育をཷけることが適当であると認める者を対象として㸪適切な教育を行うこと。 

障害のุ᩿に当たっては㸪障害のある児童生徒の教育の経㦂のある教員等によるほᐹ・

᳨ᰝ㸪ᑓ㛛་によるデ᩿等に基࡙き教育学㸪་学㸪ᚰ理学等のほ点࠿ら⥲ྜ的࠿つៅ重に行

うこと。 

ձ 障害の✀㢮及び⛬ᗘ

࢔ 知的障害者

知的発達の遅⁫があり㸪他人との意ᛮ␯通に㍍ᗘの困難があり日常生活を営むのに

一部援ຓが必要で㸪社会生活への適ᛂが困難である⛬ᗘのもの 

࢖ ⫥体୙自⏤者

⿵⿦ලによってもṌ行や➹記等日常生活における基本的なືసに㍍ᗘの困難がある

⛬ᗘのもの 

࢘ ⑓ᙅ者及び㌟体⹫ᙅ者

一 ៏ᛶの࿧྾ჾ⑌ᝈその他⑌ᝈの≧ែが持⥆的又は㛫Ḟ的に་⒪又は生活の管理を

必要とする⛬ᗘのもの 
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஧ ㌟体⹫ᙅの≧ែが持⥆的に生活の管理を必要とする⛬ᗘのもの 

࢚ ᙅ視者

࢜ 難⫈者

⿵⫈ჾ等の౑⏝によっても通常のヰኌをゎすることが困難な⛬ᗘのもの

࢝ ゝㄒ障害者

ཱྀ⵹⿣㸪ᵓ㡢ჾᐁのまࡦ等ჾ㉁的又は機能的なᵓ㡢障害のある者㸪ྚ㡢等ヰしゝⴥ

࢟ 自㛢⑕・᝟⥴障害者

一 自㛢⑕又はそれに㢮するもので㸪他人との意ᛮ␯通及び対人関ಀの形成が困難で

ある⛬ᗘのもの 

஧ 主としてᚰ理的な要ᅉによる㑅ᢥᛶ࠿ん㯲等があるもので㸪社会生活への適ᛂが

困難である⛬ᗘのもの 

ղ 留意事項

特別支援学⣭において教育をཷけることが適当な児童生徒の障害のุ᩿に当たっての留

意事項は㸪࢔㹼࢜については 2（2）と同様であり㸪また㸪࢝及び࢟については㸪その障害の

≧ែによっては㸪་学的なデ᩿の必要ᛶも十分に᳨ウした上でุ᩿すること。 

（2）通⣭による指導

学校教育法施行つ๎第 14� ᮲及び第 141 ᮲のつ定に基࡙き通⣭による指導を行うሙྜに

は㸪以下の各号にᥖࡆる障害の✀㢮及び⛬ᗘの児童生徒のうち㸪その者の障害の≧ែ㸪その

者の教育上必要な支援の内容㸪ᆅ域における教育の体制の整備の≧ἣその他の事᝟を຺᱌

して㸪通⣭による指導をཷけることが適当であると認める者を対象として㸪適切な教育を行

うこと。 

 障害のุ᩿に当たっては㸪障害のある児童生徒に対する教育の経㦂のある教員等による

ほᐹ・᳨ᰝ㸪ᑓ㛛་によるデ᩿等に基࡙き教育学㸪་学㸪ᚰ理学等のほ点࠿ら⥲ྜ的࠿つៅ

重に行うこと。その㝿㸪通⣭による指導の特㉁に㚷ࡳ㸪個々の児童生徒について㸪通常の学

⣭での適ᛂᛶ㸪通⣭による指導に要する適正な᫬㛫等を十分考慮すること。 

ձ 障害の✀㢮及び⛬ᗘ

࢔ ゝㄒ障害者

ཱྀ⵹⿣㸪ᵓ㡢ჾᐁのまࡦ等ჾ㉁的又は機能的なᵓ㡢障害のある者㸪ྚ㡢等ヰしゝⴥにお

けるリズ࣒の障害のある者㸪ヰす㸪⪺く等ゝㄒ機能の基礎的事項に発達の遅れがある者㸪

その他これに‽じる者（これらの障害が主として他の障害に㉳ᅉするものではない者に㝈

る。）で㸪通常の学⣭での学習におおむࡡ参加でき㸪一部特別な指導を必要とする⛬ᗘのも

の 

࢖ 自㛢⑕者

自㛢⑕又はそれに㢮するもので㸪通常の学⣭での学習におおむࡡ参加でき㸪一部特別な

指導を必要とする⛬ᗘのもの 

࢘ ᝟⥴障害者

主としてᚰ理的な要ᅉによる㑅ᢥᛶ࠿ん㯲等があるもので㸪通常の学⣭での学習におお

むࡡ参加でき㸪一部特別な指導を必要とする⛬ᗘのもの 

࢚ ᙅ視者

ᣑ大㙾等の౑⏝によっても通常の文Ꮠ㸪図形等の視覚による認識が困難な⛬ᗘの者で㸪

通常の学⣭での学習におおむࡡ参加でき㸪一部特別な指導を必要とするもの 

࢜ 難⫈者

ᣑ኱㙾➼ࡢ౑⏝ࡶ࡚ࡗࡼ࡟㏻ᖖࡢ文Ꮠ㸪ᅗᙧ➼ࡢどぬࡿࡼ࡟ㄆ㆑ࡀᅔ㞴࡞⛬ᗘࡶࡢ

�ࡢ

ࡀࢀ㐜ࡢⓎ㐩࡟ᇶ♏ⓗ஦㡯ࡢ⬟ゝㄒᶵ➼ࡃ⪺㸪ࡍ㸪ヰ⪅ࡿ࠶ࡢ㞀ᐖࡢ࣒ࢬࣜࡿࡅ࠾࡟

࡛ࡢࡶࡿࡍ㉳ᅉ࡟㞀ᐖࡢ௚࡚ࡋ࡜୺ࡀ㞀ᐖࡢࡽࢀࡇ㸦⪅ࡿࡌ‽࡟ࢀࡇ௚ࡢࡑ㸪⪅ࡿ࠶

�ࡢࡶ࠸ࡋⴭࡀᗘ⛬ࡢࡑ㸧࡛㸪ࠋࡿ㝈࡟⪅࠸࡞ࡣ
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 ⿵⫈ჾ等の౑⏝によっても通常のヰኌをゎすることが困難な⛬ᗘの者で㸪通常の学⣭で

の学習におおむࡡ参加でき㸪一部特別な指導を必要とするもの 

࢝ 学習障害者

全⯡的な知的発達に遅れはないが㸪⪺く㸪ヰす㸪ㄞむ㸪᭩く㸪ィ⟬する又は推ㄽする能

力のうち特定のものの習ᚓと౑⏝にⴭしい困難を示すもので㸪一部特別な指導を必要とす

る⛬ᗘのもの 

࢟ ὀ意Ḟ㝗ከືᛶ障害者

年㱋又は発達に୙㔮りྜいなὀ意力㸪又は⾪ືᛶ・ከືᛶが認められ㸪社会的な活ືや

学ᴗの機能に支障をきたすもので㸪一部特別な指導を必要とする⛬ᗘのもの

ࢡ ⫥体୙自⏤者㸪⑓ᙅ者及び㌟体⹫ᙅ者

⫥体୙自⏤㸪⑓ᙅ又は㌟体⹫ᙅの⛬ᗘが㸪通常の学⣭での学習におおむࡡ参加でき㸪一

部特別な指導を必要とする⛬ᗘのもの 

ղ 留意事項

通⣭による指導をཷけることが適当な児童生徒の指導に当たっての留意事項は㸪以下の通

りであること。 

࢔ 学校教育法施行つ๎第 14� ᮲のつ定に基࡙き㸪通⣭による指導における特別の教育ㄢ⛬

の⦅成㸪ᤵᴗ᫬ᩘについては平成 5 年文部省࿌示第㸵号により別に定められていること。

同᮲のつ定により特別の教育ㄢ⛬を⦅成して指導を行うሙྜには㸪特別支援学校小学部・

中学部学習指導要㡿を参考として実施すること。

࢖ 通⣭による指導をཷける児童生徒の成長の≧ἣを⥲ྜ的にとらえるため㸪指導要㘓にお

いて㸪通⣭による指導をཷける学校ྡ㸪通⣭による指導のᤵᴗ᫬ᩘ㸪指導ᮇ㛫㸪指導内容

や⤖ᯝ等を記ධすること。他の学校の児童生徒に対し通⣭による指導を行う学校において

は㸪適切な指導を行う上で必要な⠊ᅖで通⣭による指導の記㘓をస成すること。

࢘ 通⣭による指導の実施に当たっては㸪通⣭による指導のᢸ当教員が㸪児童生徒の在籍学

⣭（他の学校で通⣭による指導をཷけるሙྜにあっては㸪在学している学校の在籍学⣭）

のᢸ任教員との㛫で定ᮇ的な᝟ሗ஺᥮を行ったり㸪ຓゝを行ったりする等㸪୧者の連携༠

力が図られるよう十分に配慮すること。

࢚ 通⣭による指導をᢸ当する教員は㸪基本的には㸪この通知に示されたうちの一の障害の

✀㢮にヱ当する児童生徒を指導することとなるが㸪当ヱ教員が有するᑓ㛛ᛶや指導方法の

㢮ఝᛶ等にᛂじて㸪当ヱ障害の✀㢮とは␗なる障害の✀㢮にヱ当する児童生徒を指導する

ことができること。

࢜ 通⣭による指導を行うに㝿しては㸪必要にᛂじ㸪校長㸪教㢌㸪特別支援教育ࢥーࢿ࢕ࢹ

ーࢱー㸪ᢸ任教員㸪その他必要とᛮࢃれる者でᵓ成する校内委員会において㸪その必要ᛶ

を᳨ウするとともに㸪各都道府県教育委員会等にタけられたᑓ㛛ᐙࢳー࣒やᕠᅇ┦ㄯ等を

活⏝すること。

࢝ 通⣭による指導の対象とする࠿ྰ࠿のุ᩿に当たっては㸪་学的なデ᩿の有無のࡳにと

らࢃれることのないよう留意し㸪⥲ྜ的なぢᆅ࠿らุ᩿すること。

࢟ 学習障害又はὀ意Ḟ㝗ከືᛶ障害の児童生徒については㸪通⣭による指導の対象とする

までもなく㸪通常の学⣭における教員の適切な配慮や࢕ࢸー࣒・࢕ࢸーࢢࣥࢳの活⏝㸪学

習内容の習⇍の⛬ᗘにᛂじた指導のᕤኵ等により㸪対ᛂすることが適切である者もከくࡳ

られることに十分留意すること。

4 その他 

（1）重」障害のある児童生徒等について

重」障害のある児童生徒等についても㸪その者の障害の≧ែ㸪その者の教育上必要な支

援の内容㸪ᆅ域における教育の体制の整備の≧ἣその他の事᝟を຺᱌して㸪ᑵ学先のỴ定

等を行うこと。 

（2）ᑵ学⩏務の⊰ண又はච㝖について
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἞⒪又は生࿨・೺ᗣの⥔持のため⒪㣴にᑓ念することを必要とし㸪教育をཷけることが

困難又は୙ྍ能な者については㸪ಖㆤ者の願いฟにより㸪ᑵ学⩏務の⊰ண又はච㝖のᥐ置

をៅ重に行うこと。 

第 2 ᪩ᮇ࠿らの一㈏した支援について 

1 教育┦ㄯ体制の整備 

 市町村の教育委員会は㸪་⒪㸪ಖ೺㸪⚟♴㸪ປാ等の関ಀ機関と連携を図りつつ㸪ங幼児

ᮇ࠿ら学校༞ᴗᚋまでの一㈏した教育┦ㄯ体制の整備を進めることが重要であること。また㸪

都道府県の教育委員会は㸪ᑓ㛛ᐙによるᕠᅇ指導を行ったり㸪関ಀ者に対する◊ಟを実施す

る等㸪市町村の教育委員会における教育┦ㄯ体制の整備を支援することが適当であること。 

2 個別の教育支援ィ⏬等のస成 

 ᪩ᮇ࠿らの一㈏した支援のためには㸪障害のある児童生徒等の成長記㘓や指導内容等に関

する᝟ሗについて㸪本人・ಖㆤ者の஢ゎをᚓた上で㸪そのᢅいに留意しつつ㸪必要にᛂじて

関ಀ機関が共有し活⏝していくことがồめられること。 

 このようなほ点࠿ら㸪市町村の教育委員会においては㸪認定こども園・幼稚園・ಖ育所に

おいてస成された個別の教育支援ィ⏬等や㸪障害児┦ㄯ支援事ᴗ所でస成されている障害児

支援฼⏝ィ⏬や障害児通所支援事ᴗ所等でస成されている個別支援ィ⏬等を有ຠに活⏝しつ

つ㸪適ᐅ㈨ᩱの㏣加等を行った上で㸪障害のある児童生徒等に関する᝟ሗを一ඖ໬し㸪当ヱ

市町村における「個別の教育支援ィ⏬」「┦ㄯ支援ࣝ࢖࢓ࣇ」等として小中学校等へᘬき⥅ࡄ

などの取組を進めていくことが適当であること。 

� ᑵ学先等のぢ┤し 

 ᑵ学᫬にỴ定した「学びのሙ」は㸪ᅛ定したものではなく㸪それࡒれの児童生徒の発達の

⛬ᗘ㸪適ᛂの≧ἣ等を຺᱌しながら㸪ᰂ㌾に㌿学ができることを㸪すべての関ಀ者の共通理

ゎとすることが適当であること。このためには㸪㸰の個別の教育支援ィ⏬等に基࡙く関ಀ者

による会㆟等を定ᮇ的に実施し㸪必要にᛂじて個別の教育支援ィ⏬等をぢ┤し㸪ᑵ学先等を

ኚ᭦できるようにしていくことが適当であること。 

4 教育支援委員会（௬⛠） 

 現在㸪ከくの市町村の教育委員会にタ置されている「ᑵ学指導委員会」については㸪᪩ᮇ

ならず㸪そのᚋの一㈏した支援についてもຓゝをࡳらの教育┦ㄯ・支援やᑵ学先Ỵ定᫬の࠿

行うというほ点࠿ら機能のᣑ充を図るとともに㸪「教育支援委員会」（௬⛠）といったྡ⛠と

することが適当であること。 
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28 文科初第 1038 号 

平成 28 年 12 月 9 日 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

高等学校及び中等教育学校を設置する学校設置会社 

を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認定を受けた各地方公共団体の長     殿 

附属高等学校を置く各国立大学法人学長 

附属中等教育学校を置く各国立大学法人学長 

附属特別支援学校高等部を置く各国立大学法人学長 

文部科学省初等中等教育局長 

藤 原  誠 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知） 

このたび、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」（平成 28 年文部科学省令第 34 号）【別添１】

及び「学校教育法施行規則第百四十条の規定による特別の教育課程について定める件の一部を改正

する告示」（平成 28 年文部科学省告示第 176 号）【別添 2】が、平成 28 年 12 月 9 日に公布され、平成

30 年 4 月 1 日から施行することとされました。 

改正の趣旨、概要及び留意事項については、下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないよう願い

ます。 

各都道府県教育委員会におかれては、指定都市を除く域内の市町村教育委員会及び所管の学校に

対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、各都道府県及び構造改革特別区

域法第12条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、

各国立大学法人におかれては、附属学校に対して、このことを十分周知されるよう願います。 

 記 

1 改正の趣旨 

今回の制度改正は、平成 28 年 3 月の高等学校における特別支援教育の推進に関する調査研究協力

者会議報告「高等学校における通級による指導の制度化及び充実方策について（報告）」（平成 28 年 3

月 高等学校における特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議）（以下「協力者会議報告」と

いう。）を踏まえ、現在、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程において実施さ

れている、いわゆる「通級による指導」（大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部の授業について

障害に応じた特別の指導を特別な場で受ける指導形態）を、高等学校及び中等教育学校の後期課程に

おいても実施できるようにするものである。 

具体的には、高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する生徒のうち、障害に応じた特別の指

導を行う必要があるものを教育する場合には、特別の教育課程によることができることとするとともに、その

場合には、障害に応じた特別の指導を高等学校又は中等教育学校の後期課程の教育課程に加え、又

はその一部（必履修教科・科目等を除く。）に替えることができることとし、また、障害に応じた特別の指導

に係る修得単位数を、年間 7 単位を超えない範囲で全課程の修了を認めるに必要な単位数に加えること

ができることとする。 

あわせて、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における障害に応じた特別

の指導の内容について、各教科の内容を取り扱う場合であっても、障害による学習上又は生活上の困難
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を改ၿし、又はඞ᭹することを目的とする指導として行うものであるとの趣旨を᫂☜化するため、改正を行

うものである。 

2 改正の概要 

第１ 高等学校における通級による指導の制度化 

1 学校教育法施行規則（᫛࿴ 22 年文部省令第 11 号。以下「規則」という。）の一部改正 

2 学校教育法施行規則第 140 条の規定による特別の教育課程について定める件（平成 㻡 年文部省

告示第䠓号。以下「告示」という。）の一部改正 

（1）高等学校又は中等教育学校の後期課程において、上記１の（1）にヱᙜする生徒に対し、規則第

140 条の規定による特別の教育課程を⦅成するにᙜたっては、ᙜヱ生徒の障害に応じた特別の

指導を、高等学校又は中等教育学校の後期課程の教育課程に加え、又はその一部に替えること

ができるものとすること。

た䛰し、障害に応じた特別の指導を、高等学校学習指導要㡿（平成 21 年文部科学省告示第

34 号）第１❶第 3 Ḱの 1 に規定する必履修教科・科目及び⥲合的な学習の᫬間、ྠḰの 2 に規

定するᑓ㛛学科においてす䜉ての生徒に履修させるᑓ㛛教科・科目、ྠḰの 3 に規定する⥲合

学科における「⏘業社会と人間」୪びにྠ❶第 4 Ḱの 4、㻡 及び 6 ୪びにྠ❶第 7 Ḱの 㻡 の規定

により行う特別活ືに替えることはできないものとすること。（ᮏ文関係） 

（2）高等学校又は中等教育学校の後期課程における障害に応じた特別の指導に係る単位を修得し

たときは、年間 7 単位を超えない範囲でᙜヱ修得した単位数をᙜヱ生徒の在学する高等学校又

は中等教育学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができるもの

とすること。（3 関係）

第 2 障害に応じた特別の指導の内容の趣旨の᫂☜化 

1 告示の一部改正 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における障害に応じた特別の指

導は、障害による学習上又は生活上の困難を改ၿし、又はඞ᭹することを目的とする指導とし、特に

必要があるときは、障害の≧態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができるものとするこ

と。（1 関係） 

3 留意事項 

第 1 高等学校における通級による指導の制度化関係 

1 単位認定・学習ホ౯等について 

（1）改正後の規則第 140 条の規定により特別の教育課程を⦅成し、障害による学習上又は生活上

の困難を改ၿし、又はඞ᭹することを目的とする指導（特別支援学校における⮬立活ືに┦ᙜす

る指導）を行う場合には、特別支援学校高等部学習指導要㡿をཧ⪃として実施すること。

 また、現在、高等学校学習指導要㡿の改ゞについて中ኸ教育ᑂ議会でᑂ議がなされているが、

「ḟ期学習指導要㡿等にྥけたこれまでのᑂ議のまとめについて（報告）」（平成 28 年 8 月 26 日

（1）高等学校又は中等教育学校の後期課程において、言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視

者、難聴者、学習障害者、注意欠陥多動性障害者又はその他障害のある生徒のうち、当該障害

に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるとこ

ろにより、規則第 83 条及び第 84 条（第 108 条第 2 項において準用する場合を含む。）の規定

にかかわらず、特別の教育課程によることができること。 （規則第  140 条関係）

（2） 規則第   140 条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、生徒が、当該高等

学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の高等学校、中等教育学校の後期課程

又は特別支援学校の高等部において受けた授業を、当該高等学校又は中等教育学校の後期課

程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができること。（いわゆる「他校 通

 級」）（規則第   141 条関係）
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教育課程部会）別⣬ 6 における記㏙を䜅まえ、高等学校学習指導要㡿の改ゞ（平成 29 年度ᮎを

ண定）等においては、以下について記㏙を┒り㎸䜐ண定であるため、この方ྥᛶを踏まえて対応

いた䛰きたいこと。 

・ 高等学校における通級による指導の単位認定の在り方については、生徒が高等学校の定め

る「ಶ別の指導ィ⏬」にᚑって通級による指導を履修し、その成ᯝがಶ別に設定された目ᶆか

ら䜏て‶㊊できると認められる場合には、ᙜヱ高等学校の単位を修得したことを認定しなけれ

䜀ならないものとすること。

・ 生徒が通級による指導を 2 以上の年ḟにわたって履修したときは、各年ḟ䛤とにᙜヱ特別の

指導について履修した単位を修得したことを認定とすることを原則とするが、年度㏵中から㛤ጞ

される場合な䛹、特定の年度における授業᫬数が、1 単位としてィ⟬するᶆ‽の単位᫬間（3㻡

単位᫬間）に‶たなくとも、ḟ年度以㝆に通級による指導の᫬間を設定し、2 以上の年ḟにわた

る授業᫬数を合⟬して単位の認定を行うこともྍ⬟とすること。また、単位の修得の認定を学期

の区分䛤とに行うこともྍ⬟とすること。

（2）通級による指導を受ける生徒に係る㐌ᙜたりの授業᫬数については、ᙜヱ生徒の障害の≧態等

を十分⪃៖し、㈇ᢸ㐣ከとならないよう㓄៖すること。

（3）指導要㘓の記㍕に関しては、指導要㘓のᵝᘧ１（学籍に関する記㘓）⿬㠃の「各教科・科目等の

修得単位数の記㘓」の⥲合的な学習の᫬間のḟに⮬立活ືのḍを設けて修得単位数のィを記

㍕するとともに、ᵝᘧ 2（指導に関する記㘓）の「⥲合所ぢ及び指導上ཧ⪃となるㅖ事項」のḍに、

通級による指導を受けた学校ྡ、通級による指導の授業᫬数及び指導期間、指導の内容䜔⤖ᯝ

等を記㍕すること。なお、௚の学校において通級による指導を受けている場合には、ᙜヱ学校か

らの通知にᇶ䛵き記㍕すること。

2 実施形態について 

（1）通級による指導の実施形態としては、㻔1㻕生徒が在学する学校において指導を受ける「⮬校通級」、

㻔2㻕௚の学校に㐌にఱ単位᫬間か定期的に通級し、指導を受ける「௚校通級」、㻔3㻕通級による指導

のᢸᙜ教員がヱᙜする生徒がいる学校に㉱き、又は」数の学校をᕠ回して指導を行う「ᕠ回指

導」が⪃えられる。実施にᙜたっては、対㇟となる生徒の人数と指導の教育的ຠᯝとの関係ᛶ、生

徒䜔ಖㆤ者にとってのᚰ理的な᢬ᢠឤ・通学の㈇ᢸ・学校との┦ㄯの฼౽ᛶ、通級による指導の

ᢸᙜ教員と通常の授業のᢸ௵教員との㐃⤡調ᩚの฼౽ᛶ等を⥲合的に຺᱌し、各学校䜔地域

の実態を踏まえてຠᯝ的な形態を㑅ᢥすること。

（2）௚校通級の場合の取扱いについては、通級による指導を受ける生徒が在学する学校の設置者

が㐺ษに定め、ᙜヱ定めにᚑって実施すること。

（3）௚校通級の生徒を受けධれる学校にあっては、ᙜヱ生徒を⮬校の生徒とྠᵝに㈐௵をもって指

導するとともに、通級による指導の記㘓をస成し、ᙜヱ生徒のẶྡ、在学している学校ྡ、通級に

よる指導を実施した授業᫬数及び指導期間、指導の内容等を記㍕し、㐺正に管理すること。また、

ᙜヱ生徒が在学する学校に対して、ᙜヱ記㘓の෗しを通知すること。

 さらに、ᙜヱ生徒が在学する学校において単位の認定を行うにᙜたっては、ᙜヱ記㘓の内容䜔

通級による指導のᢸᙜ教員から得た᝟報、通常の学級におけるᙜヱ生徒のኚ化等を⥲合的に຺

᱌し、ಶ別に設定された目ᶆの㐩成≧ἣについてホ౯すること。 

（4）௚の設置者が設置する学校において௚校通級を行う場合には、生徒が在学する学校の設置者

は、ᙜヱ生徒の教育について、あらかじめ௚校通級を受けධれる学校の設置者と十分に協議を

行うこと。

   3 ᢸᙜする教員について 

（1）通級による指導をᢸᙜする教員は、高等学校教ㅍචチ≧を᭷する者である必要があり、加えて、

特別支援教育に関する知㆑を᭷し、障害による学習上又は生活上の困難を改ၿし、又はඞ᭹す

ることを目的とする指導にᑓ㛛ᛶ䜔⤒㦂を᭷する教員であることが必要であるが、特定の教科の

චチ≧をಖ᭷している必要はないこと。た䛰し、各教科の内容を取り扱いながら障害に応じた特別

の指導を行う場合には、ᙜヱ教科のචチ≧を᭷する教員もཧ⏬して、ಶ別の指導ィ⏬のస成䜔
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指導を行うことがᮃましいこと。 

（2）通級による指導の実施にᙜたっては、そのᢸᙜ教員が、特別支援教育䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊等と㐃

⤡を取りつつ、生徒の在籍学級（௚校通級の場合にあっては、在籍している学校の在籍学級）の

ᢸ௵教員との間で定期的な᝟報஺᥮を行ったり、ຓゝを行ったりするな䛹、୧者の㐃ᦠ協力がᅗ

られるよう十分に㓄៖すること。

（3）教員が、ᮏ務となる学校以እの学校において通級による指導を行う場合には、௵࿨ᶒを᭷する

教育委員会が、ව務Ⓨ令䜔㠀常໅ㅮᖌの௵࿨等により、ᙜヱ教員の㌟分の取扱いを᫂☜にする

こと。

（4）通級による指導のᢸᙜ教員のᑓ㛛ᛶྥ上のため、᪤にከくの教育委員会において実施されて

いる高等学校ẁ㝵の特別支援教育推進のための研修について、高等学校における通級による指

導の制度化を踏まえた研修対㇟者のᣑ充䜔研修内容の充実にດめること。また、高等学校と特

別支援学校の間で教員の人事஺ὶをィ⏬的に進めるな䛹の取⤌も᭷ຠであること。

4 実施にᙜたってのᡭ⥆き等について 

（1）通級による指導の対㇟となる生徒のุ᩿ᡭ⥆等については、協力者会議報告に示された、㻔1㻕学

校ㄝ᫂会におけるㄝ᫂、㻔2㻕生徒に関する᝟報の཰㞟・行ື場㠃のほᐹ、㻔3㻕生徒とಖㆤ者に対す

る䜺䜲䝎䞁䝇、㻔4㻕校内委員会等における᳨ウ、㻔㻡㻕教育委員会による支援、㻔6㻕生徒䜔ಖㆤ者との

合意形成といった䝥䝻䝉䝇等をཧ⪃として、各学校䜔地域の実態を踏まえて実施すること。

（2）通級による指導の実施にᙜたっては、教育支援委員会等の意ぢもཧ⪃に、ಶ䚻の障害の≧態

及び教育的䝙䞊䝈等に応じて㐺ษに行うこと。また、生徒の障害の≧態及び教育的䝙䞊䝈等のኚ

化等に応じて、ᰂ㌾に教育ᥐ置のኚ᭦を行うことができるように㓄៖すること。なお、通級による指

導の対㇟とすることが㐺ᙜな生徒のุ᩿にᙜたっての留意事項等については、「障害のあるඣ❺

生徒等に対する᪩期からの一㈏した支援について」（平成 2㻡 年 10 月 4 日௜文部科学省初等中

等教育局長通知）【別添 3】をཧ↷されたい。

   㻡 ಶ別の教育支援ィ⏬及びಶ別の指導ィ⏬のస成・ᘬ⥅䛞等について 

 6 その௚ 

（1）高等学校においては、特別支援教育䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊の指ྡ䜔校内委員会の設置をはじめ、

学校全体として特別支援教育を推進するための校内体制の一ᒙのᩚഛにດめること。また、通級

による指導を受ける生徒のᚰ理的な᢬ᢠឤをྍ⬟な㝈りᡶᣔするよう、生徒一人一人がከᵝな教

育的䝙䞊䝈を᭷していることをお஫いに理ゎし、ಶ䚻の取⤌を認め合えるような学校・学級⤒Ⴀに

ດめること。

（2）通級による指導を行うにᙜたっては、中学校等との㐃ᦠをᅗることが㔜要であり、通級による指導

を受ける生徒の༞業した中学校等䜔㏆㞄の中学校等との間で、通級による指導をはじめとした特

別支援教育に関する᝟報஺᥮䜔研修会のᶵ会を設けることも᭷ຠであること。

（1）ᑐ㇟生徒にᑐする支援ෆᐜに係る中学校からのᘬ⥅䛞䜔情ሗᥦ౪のための௙⤌みసりが必要

であることから、ᕷ༊⏫ᮧ教育ጤဨ఍においては、ಖㆤ者のྠ意を஦๓にᚓるな䛹ಶே情ሗの㐺

ษなྲྀᢅいに␃意䛧䛴䛴、㒔㐨ᗓ┴教育ጤဨ఍とも㐃ᦠ䛧ながら、通級による指導のᑐ㇟となる

生徒の中学校等ᅾ⡠᫬におけるಶ別の教育支援ィ⏬䜔ಶ別の指導ィ⏬のసᡂ䜔ᘬ⥅䛞をಁ

㐍するな䛹のయไのᵓ⠏にດめること。なお、学習指導要㡿のᨵゞに䛴いての中ኸ教育ᑂ㆟఍

におけるᑂ㆟においては、通級による指導を受けるඣ❺生徒及び特別支援学級にᅾ⡠するඣ❺

生徒に䛴いては、୍ே୍ேの教育ⓗ䝙䞊䝈に応じた指導䜔支援が⤌⧊ⓗ䞉⥅⥆ⓗに行わ䜜るよ

う、「ಶ別の教育支援ィ⏬」䜔「ಶ別の指導ィ⏬」を඲ဨసᡂする᪉ྥで㆟ㄽ䛥䜜ていることを㋃

䜎䛘ること。

（㻞）高等学校においては、ಖㆤ者のྠ意を஦๓にᚓるな䛹ಶே情ሗの㐺ษなྲྀᢅいに␃意䛧䛴䛴、

ಶ別の教育支援ィ⏬䜔ಶ別の指導ィ⏬をᑵ⫋ඛ䞉㐍学ඛにᘬき⥅䛞、支援の⥅⥆性の☜ಖにດ

めること。
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（3）都道府県教育委員会（市区町村立の高等学校がある地域においては、ᙜヱ市区町村の教育委

員会をྵ䜐。）においては、ᑓ㛛ᐙ䝏䞊䝮䜔教育支援委員会によるຓゝ、ᕠ回┦ㄯの実施、障害

者ᑵ業・生活支援䝉䞁䝍䞊、䠪䠬䠫等の関係ᶵ関との䝛䝑䝖䝽䞊䜽の活⏝、学校教育法第 74 条に

ᇶ䛵く特別支援学校の䝉䞁䝍䞊的ᶵ⬟のᙉ化等により、高等学校䜈の支援体制のᙉ化にດめる

こと。

（4）通級による指導はあくまでもಶ別に設定された᫬間で行う授業であり、障害のある生徒の学びの

充実のためには、௚の全ての授業においても指導方法のᕤኵ・改ၿが㔜要となること。すなわち、

障害のある生徒にとって分かり䜔すい授業は、障害のない生徒にも分かり䜔すい授業であることを

全ての教員が理ゎし、指導力のྥ上にດめること。

第 2 告示１た䛰し᭩きの改正の趣旨について 

  改正前のた䛰し᭩きは、「障害による学習上又は生活上の困難を改ၿ又はඞ᭹する」という通級によ

る指導の目的を前ᥦとしつつ、特に必要があるときは、障害の≧態に応じて各教科の内容を取り扱い

ながら指導を行うこともྍ⬟であることを᫂示する趣旨であるが、単に各教科・科目の学習の㐜れを取り

ᡠすための指導な䛹、通級による指導とは␗なる目的で指導を行うことができるとゎ㔘されることのない

よう、規定を改め、その趣旨を᫂☜化したものである。 

  したがって、ᙜヱ改正部分は、高等学校の䜏なら䛪、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教

育学校の前期課程においても十分に留意することが必要であり、各設置者においては、各学校が通級

による指導を教科等の内容を取扱いながら指導を行う場合にも、障害による学習上又は生活上の困難

を改ၿし、又はඞ᭹する目的で行われるよう周知及び指導をᚭᗏすること。 
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資料Ⅱ 

特別支援教室䈪のᜰዉのలታ䈮ะ䈔䈩

（特別支援教室の運営ガイドライン参考） 資
料
Ⅱ　
特
別
支
援
教
室
で
の
指
導
の
充
実
に
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け
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● 在籍学級担任等による気になる児童・⽣徒への気付き
● 本⼈や保護者からの申出 等

● 在籍学級担任等による⾏動観察及び「学習と⾏動のチェックリスト」の活⽤
● 各種チェックリスト*1 や発達検査等*2 の活⽤ 等

児童・⽣徒や保護者との合意形成 

チェックリスト等を活⽤した実態把握

指導⽬標の達成状況の確認、 
指導内容の評価、⾒直し 

助⾔・般化 

報告・共有 

⽀援レベル１ 在籍学級担任の指導法の⼯夫等により、対応が可能と思われる程度 
⽀援レベル２ 校内・外の⼈的資源等を活⽤して対応が可能と思われる程度 
⽀援レベル３ 特別⽀援教室の利⽤が適当と思われる程度 

校内委員会による⽀援レベルの検討 

特別⽀援教室の⼊室に係る判定委員会による⼊室決定 

学校⽣活⽀援シート（個別の教育⽀援計画）*3 の作成 

個別指導計画*3 の作成 

特別⽀援教室の個別指導計画 

連携型個別指導計画 

主たる指導⽬標や指導内容を共有 

在籍学級での指導・⽀援 

● 巡回指導教員や在籍学級担任等による⾏動観察
● 各種チェックリストやアセスメントの活⽤ 等

チェックリスト等を活⽤した指導の評価

指導の実施と評価 

退室及び指導延⻑の検討のための校内委員会 

指導延⻑に係る判定委員会 

児童・⽣徒や保護者との合意形成 

「退室に向けた確認事項（案）」の活⽤等による評価 

指導⽬標が達成 指導⽬標が未達成 

退室 指導延⻑ 

区市町村教育委員会への退室に係る報告等 

特別⽀援教室での指導の充実に向けて（案） 

指導⽬標の達成状況の確認、 
指導内容の評価、⾒直し 

特別⽀援教室での指導・⽀援 

指
導
⽬
標
や
指
導
内
容
・
⽅
法
等
の
⾒
直
し

在籍学級の個別指導計画 

＊１ 各種チェックリスト：東京都教育委員会が開発した「文字の読み書きチェックリスト」や「社会性・行動のチェックリスト」
の他、各学校で使用されている行動観察のためのチェックリスト等を示す。 

＊２ 発達検査等：新版 K 式発達検査や WISC-Ⅳ知能検査など、発達の状況等を測る標準化された検査を示す。 
＊３ 学校生活支援シート（個別の教育支援計画）及び個別指導計画の作成においては、保護者の参画が重要である。

⽀援レベル 3（特別⽀援教室の利⽤が適当と思われる程度）の児童・⽣徒への指導・⽀援 

 特別⽀援教室のਹ⽤による指導のਫ਼ୈ ڭ
在籍学級にउःて、適જな⽀援を⾏ढてु、なउୖ਻がಲਢघるৃ合、巡回指導教員や

スクールढ़क़ンセছー、巡回ৼ୥ੱ৶૒にੈৡをਏடし、ગ度ളਯのଳਡでৰଙཔ඼を⾏
ः、⽀援্法にणःて検討घる૑ਏがँりऽघ؛ऽた、保護者とએ୥を⾏ः、学習঱・⽣
活঱の൑୔な状況の共有や、ୢ௜ਃঢ়等との連携、発達検査等のৰ઱なनにणःての合意
形成を௕りऽघ؛

⽀援レベル２から３の検討に当たढてम、ূ਎੃教育委員会で作成した「ഭाછきチェ
ックリスト」（１）、「঺会ਙҩ⾏動のチェックリスト」（２）や「ِ ഭめたِّ わかढたِّ できたّ
ഭाછきアセスメント」（３）等を活⽤し、௽૩の特ਙをઅൟしながら、੎ਡ的に指導घसき
ඨ⽬を৥確にしऽघ؛ 

 ⽤の活「ষ৿のチェックリスト؞঺ভਙ」ؚ「ഭाછऌチェックリスト」 ڮ
児童・⽣徒の௽૩の特ਙに応गて、「ഭाછきチェックリスト」や「঺会ਙҩ⾏動のチェ

ックリスト」を作成し、校内委員会の検討資મとし、⽀援レベル２（学習⽀援員の活⽤等）
や⽀援レベル３（特別⽀援教室）の⽀援が૑ਏかनअか検討しऽघ؛ 

各種チェックリストम、児童ҩ⽣徒঳⼈঳⼈の஘৕を観察して作成しऽघ؛作成にउःて
म、当ჾ児童・⽣徒に対して、在籍学級担任、教ఐ担任、特別⽀援教育॥ーॹॕॿーॱー
や巡回指導教員等、ളਯのଳਡで⾏ः、ঢ়係घる教員৑でੈ৮・৹ତの঱、校内検討委員
会の資મとしऽघ؛チェックリストの作成ҩૐ計により、指導঱のୖ਻のൊ਱をཔ඼घるऒ
とができऽघ1�2・1�1）؛ ঌー४でम、「঺会ਙ・⾏動のチェックリスト」を活⽤した指
導⽬標ਝ定の୻をંしてःऽघ؛） 

特特別別支支援援教教室室のの利利用用とと在在籍籍学学級級ととのの連連携携  

（１）「小・中学校の特別支援教育の推進のために」（平成 26年３月 東京都教育委員会）参照。 
（２）本資料１４３ページ参照。
（３）「『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセスメント 活用＆支援マニュアル」

（小学生版平成 29年 3月、中学生版平成 30 年 3 月 東京都教育委員会）参照。 
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⽀援レベル 3（特別⽀援教室の利⽤が適当と思われる程度）の児童・⽣徒への指導・⽀援 

 特別⽀援教室のਹ⽤による指導のਫ਼ୈ ڭ
在籍学級にउःて、適જな⽀援を⾏ढてु、なउୖ਻がಲਢघるৃ合、巡回指導教員や

スクールढ़क़ンセছー、巡回ৼ୥ੱ৶૒にੈৡをਏடし、ગ度ളਯのଳਡでৰଙཔ඼を⾏
ः、⽀援্法にणःて検討घる૑ਏがँりऽघ؛ऽた、保護者とએ୥を⾏ः、学習঱・⽣
活঱の൑୔な状況の共有や、ୢ௜ਃঢ়等との連携、発達検査等のৰ઱なनにणःての合意
形成を௕りऽघ؛

⽀援レベル２から３の検討に当たढてम、ূ਎੃教育委員会で作成した「ഭाછきチェ
ックリスト」（１）、「঺会ਙҩ⾏動のチェックリスト」（２）や「ِ ഭめたِّ わかढたِّ できたّ
ഭाછきアセスメント」（３）等を活⽤し、௽૩の特ਙをઅൟしながら、੎ਡ的に指導घसき
ඨ⽬を৥確にしऽघ؛ 

 ⽤の活「ষ৿のチェックリスト؞঺ভਙ」ؚ「ഭाછऌチェックリスト」 ڮ
児童・⽣徒の௽૩の特ਙに応गて、「ഭाછきチェックリスト」や「঺会ਙҩ⾏動のチェ

ックリスト」を作成し、校内委員会の検討資મとし、⽀援レベル２（学習⽀援員の活⽤等）
や⽀援レベル３（特別⽀援教室）の⽀援が૑ਏかनअか検討しऽघ؛ 

各種チェックリストम、児童ҩ⽣徒঳⼈঳⼈の஘৕を観察して作成しऽघ؛作成にउःて
म、当ჾ児童・⽣徒に対して、在籍学級担任、教ఐ担任、特別⽀援教育॥ーॹॕॿーॱー
や巡回指導教員等、ളਯのଳਡで⾏ः、ঢ়係घる教員৑でੈ৮・৹ତの঱、校内検討委員
会の資મとしऽघ؛チェックリストの作成ҩૐ計により、指導঱のୖ਻のൊ਱をཔ඼घるऒ
とができऽघ1�2・1�1）؛ ঌー४でम、「঺会ਙ・⾏動のチェックリスト」を活⽤した指
導⽬標ਝ定の୻をંしてःऽघ؛） 

特特別別支支援援教教室室のの利利用用とと在在籍籍学学級級ととのの連連携携  

（１）「小・中学校の特別支援教育の推進のために」（平成 26年３月 東京都教育委員会）参照。 
（２）本資料１４３ページ参照。
（３）「『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセスメント 活用＆支援マニュアル」

（小学生版平成 29年 3月、中学生版平成 30 年 3 月 東京都教育委員会）参照。 
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実態把握ऊै఻৬৓ऩ指導৯ఏのਝ৒の୻ 

 ৔ઍのਝ৒にणःて؞指導৯ఏ گ
৵学校学習指導ਏ୩（਴成 2� ফ３া告ં）でम、特別なଦൟを૑ਏとघる児童への指導

として、ઃのよअにંしてःऽघ（র学校学習指導ਏ୩にउःてु৊஘）؛ 

特別⽀援教室にउःて、঱੶の特別⽀援学校৵学৖・র学৖学習指導ਏ୩にંऔれた「ঽ
য়活動」の内容を૞અとした指導を⾏अに当たり、఻৬的な指導を計画घる੠म、ઃのু
ದで作成しऽघ؛ 

ձ ᐇែᢕᥱࠖࠕ
  Ў 

ղ ㄢ㢟のᢳฟࠖࡁ࡭ࡍᣦᑟࠕ
  Ў 

ճ ᣦᑟ┠ᶆのタᐃࠖࠕ
  Ў 

մ ᣦᑟෆᐜのタᐃࠖ࡞ලయⓗࠕ

⋇ 実態؟ခஊや௕形のਖ਻がౙুで、૳ठାきがなः
ঽয়活動のپ ڃ � 区ী 2� ඨ⽬の内容を૞અに、ਏ౤やూବとなるୖ਻をীෲ

⋈ 指導घसऌୖ਻のྴলି؟意のૐর・੅ਢਙ、ଳಁによる੶༨なन
ঽয়活動の区ী「ڰ ୭୆のཔ඼」から
（２）૎ಁや認ੴの特ਙにणःての৶ੰと対応にঢ়घるऒと

 ڃ
⋉ 指導৯ఏ؟ଳಁから⼊ढたੲ報を思અのরでয়৬に઼きఌइてःऎৡをৈめる؛

ڃ
⋊ ఻৬৓ऩ指導৔ઍ؟

୻）঍ডॖト঎ーॻにંऔれたয়৬௕を⾒て、ၱ঱のয়৬ঈটックをੌाয়てる؛

৵学校学習指導ਏ୩ਸ਼１ฆਸ਼ڰの２（１） 
क़ ௽૩のँる児童に対して、ৢ級による指導を⾏ः、特別の教育ୖ程をౣ成घるৃ合に

म、特別⽀援学校৵学৖・র学৖学習指導ਏ୩ਸ਼ڳฆにંघঽয়活動の内容を૞અとし、
఻৬的な⽬標や内容を定め、指導を⾏अुのとघる؛जの੠、஍ટ的な指導が⾏われるよ
अ、各教ఐ等とৢ級による指導とのঢ়連を௕るなन、教ప৑の連携に౑めるुのとघる؛
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特別⽀援学校学習指導ਏ୩ੰହ ঽয়活動ౣ（਴成 3� ফ３া）でम、児童・⽣徒のৰଙ
པ඼から、ঽয়活動の఻৬的な指導内容をਝ定घるऽでの୻として、13 হ୻がંऔれてः
ऽघ（33233ع� ؛（31�1ع�312、

対଴となる児童・⽣徒の学校⽣活にउऐるୖ਻म஘رでघが、঱੶のহ୻等ु૞અとし、
認ੴએや⾏動એに೏意しながら、੎ਡ的なୖ਻やર੔घる指導内容を๮り੢॒でःऎऒと
が੎ਏでघ؛ 

जの੠、指導ીവৎਡの児童・⽣徒が、在籍学級で学習घる஘৕をॖメー४し、⻑਋的
な観ਡ（໪ब１ফ৑程度）とಢ਋的な観ਡ（学਋൐の指導਋৑を୳定）で、「ਉಋの指導਋
৑」に児童・⽣徒がँる程度達成の可能ਙがँる指導⽬標をਝ定しऽघ؛ 

 

௽૩の状ଙम児童・⽣徒঳⼈঳⼈౮なりऽघ؛जのため、ৰଙཔ඼に੦तःてਝ定घる
指導⽬標や఻৬的な指導内容、指導্法ु、૑ே的に঳⼈঳⼈౮なりऽघ؛ 

 

রੱ的なୖ਻に対して、児童・⽣徒がनのよअな௅になるのかを਋ୄし、఻৬的なॖメ
ー४をुढて⻑਋⽬標をਝ定しऽघ؛在籍学級と、特別⽀援教室が共ৢ৶ੰを௕りながら

ձձ ᐇᐇែែᢕᢕᥱᥱ
࣭᪥ࠎのほᐹࡸグ㘓ととࠕࠊ࡟ࡶㄞࡳ᭩ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡁ ࢡࢵ࢙ࢳ఍ᛶ⾜ືの♫ࠕࡸࠖ

ࠋࡿࡍά用ࢆ➼ࠖࢺࢫࣜ

ղղ ㄢㄢ㢟㢟࡞࡞ㄢㄢ㢟㢟ののᢳᢳฟฟࠖࠖээ୰୰ᚰᚰⓗⓗࡁࡁ࡭࡭ࡍࡍᣦᣦᑟᑟࠕࠕ
࣭ඃඛ㡰఩࡚࠼⪄ࢆㄢ㢟ࠋࡿࡍࣉࢵ࢔ࢺࢫࣜࢆ
ᚲせᛶ࣭⥭ᛴᛶ࣭㐩ᡂのྍ⬟ᛶ࣭ᡂᯝ࡬のᮇᚅ ➼

ࠋࡿࡍศᯒࢆのཎᅉࡁࡎࡲࡘࠊࡃ࡞ࡣの࡛ࡿ࠼⪄ࢆࡳᣦᑟのࡿࡍᑐ࡟ࡁࡎࡲࡘ࣭

ճճ㸫㸫㸯㸯  ࠕࠕᣦᣦᑟᑟ┠┠ᶆᶆののタタᐃᐃࠖࠖ㸦㸦㛗㛗ᮇᮇ┠┠ᶆᶆののタタᐃᐃ㸧㸧
࣭ᣦᑟ⤊஢᫬Ⅼのࠕ在籍学級ࡿࡅ࠾࡟ᵝᏊࠖࠋࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆ

࣭学ᰯ⏕ά支援ࡓࢀࡉ♧࡟ࢺ࣮ࢩᮏேࡸಖㆤ⪅のᛮࢆ࠸㋃ࠋࡿ࠼ࡲ

  ࠖࡽࡓࡁ࡛ࡀۑۑࠕ

ࠖࡽࡓࢀࡉᨵၿࡀۑۑࠕ
学⩦ࡸ⏕ά࡟୺యⓗࠊពḧⓗ࡟

 ࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡳ⤌ࡾྲྀ

୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟 

ཎ๎のᣦᑟᮇ㛫࣭࣭࣭࡟ 
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指導घるためにु、঳ফ৑で਄りੌि指導⽬標म、঳णか੸णに๮りऽしॆअ؛たटし、
ৰଙཔ඼から৥らかになढたളਯの⽬標のরの঳৖ীでँるऒとु共有してउऎ૑ਏがँ
りऽघ؛ 

 

⻑਋⽬標を達成घるためにम、঳⼈঳⼈の児童・⽣徒の状況に応गて、૑ਏな指導内容
を஺మ的、௺ଁ的に਄りඞःऽघ؛ऽた、஺మ的にಢ਋の指導⽬標が達成औれ、जれがや
がて⻑਋の指導⽬標の達成にणながるとःअ⾒ৢしをुढて指導を計画घるऒとが੎ਏで
घ؛ 

఻৬的な指導⽬標をਝ定घるための３णのਏಞ 

１学਋৑（３かা）を「１セッシঙン」とઅइ、３かা¼３セッシঙンの指導⽬標پ

䐟 指導ሙ㠃を㝈ᐃしてグ㏙する䚹䛆ሙ㠃・対㇟䛇

䐠 ᩘ್䜔㔞䛺䛹で⾲すか䚸ලయⓗ䛺ෆᐜをグ㏙する䚹䛆㔞・ᡭẁ䛇

䐡 ලయⓗに᝿ᐃ䛥䜜るືస䜔⾲ฟをグ㏙する䚹䛆ືస・⾲ฟ䛇

ճճ 㸫㸫㸰㸰  ࠕࠕᣦᣦᑟᑟ┠┠ᶆᶆののタタᐃᐃࠖࠖ㸦㸦▷▷ᮇᮇ┠┠ᶆᶆののタタᐃᐃ㸧㸧
ࠋࡃ࠸࡚ࡵ㧗࡟ẁ㝵ⓗࠊ࡚ࡋព㆑ࢆࣉࢵࢸࢫ࣮ࣝࣔࢫ࣭

࣭ホ౯࡞⬟ྍࡀグ㏙ࠋࡿࡍࢆ㸦᮲௳ࡸᇶ‽್➼ࢆタᐃࡿࡍэලయⓗ࡞ホ౯㸧

長
期
目
標 

短期目標① 

短期目標② 

短期目標③ 

原 則 の 指 導 期 間 を 想 定 

঱੶「指導⽬標ਝ定
のএॖント」にँる、指
導ৃએや⽀援のু஺、
਀出等にणःて、஺మ
的にਝ定したಢ਋の指
導⽬標を達成घるऒと
によढて、⻑਋の指導
⽬標が達成औれてःऎ
ॖメー४でघ؛

䊻 䠏 か 月 䊹

䊻 䠏 か 月 䊹

䊻 䠏 か 月 䊹

㸺㸺ᣦᣦᑟᑟ┠┠ᶆᶆののࣉࣉࢵࢵࢸࢸࢫࢫ࣮࣮ࣝࣝࣔࣔࢫࢫののࢪࢪ࣮࣮࣓࣓࢖࢖㸼㸼  
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特別⽀援教室の指導⽬標のਝ定にम、在籍学級担任のঢ়ଖがਂ可ಳでघ؛「ਉಋの指導
਋৑」の਋৑内に達成が⾒੢ऽれる⽬標でँるかनअか検討घる૑ਏがँりऽघ؛ 

ऒऒでम、「঺会ਙ・⾏動のチェックリスト」を活⽤し、指導⽬標をਝ定した୻をງஂ
しऽघ؛ 

ऒのよअなൊ਱を౷ऽइ、ঽয়活動の指導⽬標・内容を検討しऽघ؛ 

① ᝋݣὉ᩿ئ ②᣽Ὁ৖െ ③ѣ˺ὉᘙЈ

ṡ Ẑφ˳ႎễ指導ϋܾのᚨ定ẑ

教教ဨဨ䛸䛸一一対対一一ででのの  

指指導導ሙሙ㠃㠃でで教教ဨဨにに  

ᑠᑠ㞟㞟ᅋᅋ指指導導のの  

ሙሙ㠃㠃でで教教ဨဨにに  

ᅾᅾ⡠⡠学学⣭⣭でで教教ဨဨにに  

⮬⮬ศศののẼẼᣢᣢ䛱䛱をを⾲⾲⌧⌧すするる䚹䚹  

┦┦ᡭᡭににᛂᛂ䛨䛨てて⾲⾲⌧⌧すするる䚹䚹  

ゝゝⴥⴥ䜹䜹䞊䞊䝗䝗かかららのの㑅㑅ᢥᢥでで  

文文ᆺᆺをを౑౑䛳䛳ててゝゝⴥⴥでで  

ゝゝⴥⴥをを⪃⪃䛘䛘てて  

ⓏⓏሙሙேே≀≀ののẼẼᣢᣢ䛱䛱をを⾲⾲⌧⌧すするる䚹䚹  

▷期の指導

┠ᶆの౛ 

個別指導のৃએで巡回指導教員に、⾔୴ढ़ーॻから৭උし、ॖছスト

で๜かれたఃৃ⼈੟の気੅ठを਀ਠघるऒとができる؛

㛗期の指導┠ᶆの౛䠖教ဨに対して㐺ษ䛺ゝⴥでពᛮをఏ䛘る䛣䛸䛜で䛝る䚹 

学習面のつまずきの状態から、つまずきに対する指導のみを考えるのではなく、つま
ずきの原因をよく分析して、一人一人の特性に応じた支援の手だてを考えていきます。 

143ページのチェックリストの結果から、当該児童の傾向として、「感情をコントロー
ルし、自分の意見を適切に述べて話し合いをすることに困難がある。」ことが分かります

（※１、※２を参照）。 
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୻इय、ঽয়活動の指導内容としてਵし合ः活動を਄り⼊れ、児童がঽীの意⾒を適જ
な্法でৼুに஫इるととुに、ৼুのઅइや気੅ठをਭऐૃめるऒとができるよअにな
るऒとを⽬指して指導計画を作成しऽघ؛ 

ऽた、「指導者と１対１のৃએ」にૻसて、「ૐ੮のরでの⾏動」の評価が଩かढたり、
यらणきが⾒られたりघる஘なൊ਱がँれय、ૐ੮のরでの঺会ਙや॥঑গॽॣーシঙン
能ৡをৈめてःऎऒとにणःて指導⽬標をਝ定し、指導内容を検討घるऒとがઅइられऽ
घ؛ 

जの౎、⼈とமघるअइでのঐॼーや、ৼুの意⾒をୂき、共૎したり、ঽীのઅइや
気੅ठとのീり合ःをणऐたりघるऒとを⽬標に、ঽয়活動のৎ৑の指導計画を作成して
ःऎऒとがઅइられऽघ؛ 

ͼӼ 
ഴ向䛸して䚸ᙜヱ児童䛿䚸ឤ᝟を䝁䞁䝖䝻䞊䝹し䚸⮬ศのពぢを㐺ษに㏙䜉て

ヰしྜいをする䛣䛸にᅔ㞴䛜ある䚹䛃䛣䛸䛜ศか䛳た䚹 

䛆指導⪅䛸䠍対䠍のሙ㠃䛇の䚸 

䛂ษ䜚᭰䛘䛃・䛂ឤ᝟のᢚไ䛃 

䛆㞟ᅋの୰での行ື䛇の䚸䛂ᶍೌ䛃 

䛂఍ヰのㄪᩚ䛃䚸䛂ゝⴥ䛵かい䛃
ḤḤᾀᾀ ḤḤᾁᾁ

䛣の䜘䛖䛺ഴ向を㋃䜎䛘䚸⮬❧άືの指導┠ᶆ・ෆᐜを᳨ウし䜎す䚹 

ᜰዉ⋡ᮡ ⹤䈚ว䈇ᵴേ䈮䈍䈇䈩䇮⥄ಽのᗧ⷗䉕䉅䈤䇮ৼካ䈭⸒⪲䈪⋧ᚻ

䈮વ䈋䉋䈉䈫䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉎䇯 の଀ 
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ο

έ

༹ࣞ２ʷ２

社会性・行動のチェックリスト ଲেࣉಒ ೘ंى ˕˕� ˕˕ ೘ೖى ྫ࿪２年̓月˕ೖ

学校໌ 学年・学څ

໪౵ߴࡱ؏ ༲಼ࡱ؏ ઴յの
特ߴࣆى

݃Վ

にॊ͑ସౕࣖࢨ 4 ಊͤΖ౵ߨにॊっͱࣖࢨ ˕

஭໪ 4 た৖ॶ・΍のに஭໪ͤΖ౵ࣖ͢ࢨ ˕

ໝแ 2 のໝแ、घ༣;౵ࡠୱ͵ಊ؈ ˕
ଲ

ࢨ ਕ 会࿫の成ཱི 3 会࿫͗成Εཱིͯ、࣯໲౵のన઀に౶͓Ζ౵ ˕
಍ ؖ のΏΕखΕ֐ཁҐݶ 3 ア΢αンνέト・න৚Ώସౕのқࢧ૆௪ ˕
ं ܐ
ͳ ૮घのқਦの読みखΕ 3 න৚のཀྵմΏͫࣖ͜ࢨ͢͠ࢨで஥ੰͤΖ౵ ˕

Ҳ のཀྵմͬ࣍ـ 2 ૮घの͗ͬ࣍ـཀྵմできΖ౵ ˕
ଲ ૮घͳのړ཯ 2 ෼Ώਕͳのన઀͵ړ཯の೼Ѵ౵ ˕
Ҳ ॳ ॳ൬のཀྵմ 4 ૮घͳॳ൬ΝगっͱΏΕखΕできΖ౵ ˕ル
の ൬

の
Ώ

৖ ルールのཀྵմ 3 ルールΝगっͱΏΕͳΕできΖ౵ ˕ཀྵ
ル

մ
໚ ॳ঄ͫͱたߨಊ 4 スίジュールにͨっͱҲਕで活ಊͤΖ౵ ˕

৚ ઀Ε଺͓ 2 ৚の઀Ε଺͓͗できΖ౵״ ˕ト
ॻ

ϫ
の ৚のཊ੏״ 2 ࣙ෾の״৚ΝαントϫールできΖ౵ ˕
α

ル
ン ͫ͞わΕ 3 ͫ͞わΕ͗ड़ͱ͢Ή͑౵ ˕

にॊ͑ସౕ（ॄ஄）ࣖࢨ 3 ಊͤΖ౵ߨにॊっͱࣖࢨ ˕

஭໪（ॄ஄） 2 に஭໪ͤΖ౵ࣖࢨ಍ंのࢨ ˕
ଲ ໝแ（ॄ஄） 2 のໝแ、घ༣;౵ࡠୱ͵ಊ؈ ˕
ਕ

会࿫の௒੖（ॄ஄） 1 ˕
ॄ ؖ

ཁͰか͏（ॄ஄）ݶ 1 ਜ਼͢͏ۡޢ、஺ೣ͵ݶཁ、׵用ۡで࿫ͤ౵ ˕
஄ ܐ

ॄ஄ߨಊのয়ڱの 3 ˕

中 ॳ൬のཀྵմ（ॄ஄） 3 ˕
で ॳ ルールのཀྵմ（ॄ஄） 2 ˕
の ൬

Ώ ॳ঄ཱིͱたߨಊ 2 ˕ཀྵ
ߨ ル

մ
࿫͢͏߻・૮஌（ण༲）

ಊ 2 ˕
ル
の ࿫͢͏߻ō૮஌（නड़） 2 ˕
৚ ઀Ε଺͓ 2 の઀Ε଺͓͗できΖ౵ͬ࣍ـ ˕ト
ॻ

ϫ
の ৚のཊ੏״ 2 ࣙ෾の״৚ΝαントϫールできΖ౵ ˕
α

ル
ン ͫ͞わΕ 2 ͫ͞わΕ͗ड़ͱ͢Ή͑౵ ˕

にॊ͑ସౕࣖࢨ
ͫ͞わΕ 5 ஭໪

৚のཊ੏״

઀Ε଺͓

࿫͢͏߻ō૮஌（නड़）

ໝแ

4 会࿫の成ཱི

のΏΕखΕ֐ཁҐݶ
3

࿫͢͏߻・૮஌（ण༲） ૮घのқਦの読みखΕ
2

ॳ঄ཱིͱたߨಊ のཀྵմ1ͬ࣍ـ

ルールのཀྵմ（ॄ஄） 0 ૮घͳのړ཯

ॳ൬のཀྵմ（ॄ஄） ॳ൬のཀྵմ

ॄ஄ߨಊのয়ڱ ルールのཀྵմ

ཁͰか͏（ॄ஄）ݶ ॳ঄ͫͱたߨಊ

会࿫の௒੖（ॄ஄） ઀Ε଺͓

ໝแ（ॄ஄） ৚のཊ੏״
஭໪（ॄ஄） ͫ͞わΕ

にॊ͑ସౕ（ॄ஄）ࣖࢨ

˕年˕ૌ
˕͏ͯで΍できΖ
˕Γ͚できΖ
˕સ͚՟ୌ͗͵͏

˕でき͵͏
˕՟ୌ͍͗Ζ

※１

※２

※１

※２

੢のトーンΏݶཁのཊ༴、ؔのͳΕ๏、੢
の୉き͠౵

྽にดΞͫΕ、みΞ͵͗ՁΝΏΘ͑ͳ͢ͱ
͏Ζ͞ͳ΍ݡͱ活ಊできΖ౵
ॄ஄のルール͗෾かΕ、गΕ͵͗Δ活ಊで
きΖ౵
ॄ஄のルール͗෾かΕ、गΕ͵͗Δ活ಊで
きΖ౵
ॄ஄のླྀΗの中でスίジュール౵にͨっͱ
活ಊͤΖ౵
࿫͢͏߻・૮஌の৖໚で、ਕのқݡΝण͜
೘ΗΖ͞ͳ͗できΖ౵のण༲
࿫͢͏߻・૮஌の৖໚で、ࣙ෾のқݡΝన
઀にනड़できΖ（නड़）

˕できΖ͞ͳ΍͍Ζ ˕࣎ʓできΖ
˕Ή͍Ή͍できΖ
˕࣎ʓ՟ୌに͵Ζ

˕ͫ͏た͏できΖ
˕෕௪にできΖ
˕たΉに՟ୌに͵Ζ

˕ঙ͢できΖ
˕ΆͳΞʹ՟ୌ
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本誌「特別支援学級・通級による指導 教育課程編成の手引」は、次の方々の協力を得て作成しました。 

氏 名 所 属 職 名 
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